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第 「 部 脳 。 心臓疾患の認定基準の 解説 

( 本 おいて説明した 解説は、 脳 ・心臓疾患に 内容を取りまとめたものであ 係る職員研修等に る。   

  





第 l 基本的な考え 方 

策 l 基本的な考え 方 

脳血管疾患及び 虚血性心疾患等 ( 負傷に起因するものを 除く   以下 r 脳     レ臓 

疾患 J という 力 は   その発症の基礎となる 動脈硬化手による 血管病変又は 動脈 

      け筋 変性寺の基礎的病態 ( 以下 r 血管病変等 J という。 ) が 長い年月の生活 

の営みの中で 形成され   それが徐々に 進行し   増悪するといった 自然経過をたど 

り発症に至るものとされている   
しかしながら   業務による明らかな 過重負荷が加わる . とによって   血管病変 

等がその自然経過を 超えて著しく 増悪し           い 臓疾患が発症する % 台があ り   
そのような経過をたど り 発症した 脳     レは &@ 患は   その発症に当たって   業務が 

相対的に有力な 原因であ ると判断し   業務に起因することの 明らかな疾病として 

取り扱うものであ る   
このような 悩     レ臓疾患の発症に 影響を及ぼす 業務による明らかな 過重負荷と 

して   発症に近接した 時期における 負荷のほ；     長期間にわたるぬ 労の蓄積も考 

慮することとした   
また   業務の過重性の 評価に当たっては   労働時間、 勤務形態   作業環境、 精神 

的緊張の状態等を 具体的かっ客観的に 把握，検討し、 総合的に判断する 必要があ る   

脳血管疾患及び 虚血性心疾患等 ( 負傷に起因するものを 除く。 以下 ri め ・ 

心臓疾患 @ という。 ) の認定基準 ( 以下 r 認定基準 @ とい っ。 ) の l 第 1@ 

は、 脳 ・心臓疾患の 労災認定に係る 基本的な考え 方であ る。 

脳 ・心臓疾患は、 その発症の基礎となる 動脈硬化等による 血管病変又は 動 

脈瘤、 心筋変性等の 基礎的病態 ( 以下 r 血管病変等 @ という。 ) が 長い年月 

の生活の営みの 中で形成され、 それが徐々に 進行し、 増悪するといった 自然 

経過をたどり 発症に至るものがほとんどで．生活習慣病と 呼ばれる疾病の 1 
つであ り、 また、 医学的にみれば、 血管病変等の 形成に業務が 直接の要因と 

ほならないとされていることから、 一般的に、 脳 ・心臓疾患は、 いわぬる 私 

病 ( 血管病変等 ) が増悪した結果として 発症する疾病であ るとみることがで 

きる。 すな む ち、 脳 ・心臓疾患は、 いわぬ る r 私病 増悪型 @ の 疾病であ り、 

労災補償において 一般的に取り 扱われる職業性疾病とは 異なる疾病であ る。 

したがって、 脳 ・心臓疾患を 自然経過により 発症した場合にほ．労災補償 

の対象とはならない。 

しかしながら、 血管病変等がその 自然経過を超えて 著しく増悪し、 脳 ・心 

臓疾患を発症する 場合があ ることは医学的にも 認知されており、 その増悪の 

原因が業務であ る場合には、 労災補償の対象となるものであ る。 
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す な む ち、 業務による明らかな 過重負荷が加わったことによって 血管病変 

等がその自然経過を 超えて著しく 増悪し、 その結果、 脳・心臓疾患を 発症し 

た場合にぼ、 その発症に当たって．業務が 相対的に有力な 原因であ ると判断 

し、 業務に起因することの 明らかな疾病として 取り扱われることとなる。 

認定基準の @ 第 1@ では、 以上のような 脳 ・心臓疾患に 対する労災認定の 

基本的な考え 方を示した上で、 脳 ・心臓疾患の 発症に影響を 及ぼす過重負荷 

として、 r 発症に近接した 時期における 負荷 @ 、 すなわち l 異常な出来事 l 
や r 短期間の過重業務 @ のほか、 r 長期間にわたる 疲労の蓄積 l を 考慮する 

こととしたことを 明記するとともに、 業務の過重性の 評価は、 労働時間だけ 

ではなく、 勤務形態、 作業環境など、 その他の負荷要因も 含めた総合評価の 

必要性を示したものであ る   

第 2 対象疾病 

第 2 対象疾病 

本語志基準は   次に掲げる 睡     ト臓 疾患を対象疾病として 取り扱う   
  脳血管疾患 

      脳内出血 ( 脳出血 ) 
      くも膜下出血 

      脳梗塞 

      高血圧性脳症 

  虚血性心疾患等 

        ト筋 梗塞 

      狭心症 

      心 停止 ( 心臓性突然死を 含むの 

      解離性大動脈瘤 

認定基準の r 第 2j には、 認定基準で対象とする 疾病、 すな ね ち、 過重負 

荷を受けたことにより 発症することが 医学的に考えられるものとして、 rA 凶 

血管疾患 l 4 疾患、 r 虚血性心疾患等 @ 4 疾患の計 R 疾患が掲げられている。 

疾患名としては、 平成 7 年 2 月Ⅰ日付け ( 平成 8 年Ⅰ 月 2 2 日付けで一部 

疾患の認定基準 ( 以下Ⅱ 日 認定基準 J という。 ) に掲げら 

れていた r 一次桂心停止 l と r 不整脈による 突然死等 l に 代わって 、 r 心 停 

止 (,b 脳性突然死を 含む。 Ⅱが加わったことになるが、 対象疾病の範囲に 変 

更はない。 
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なお、 r 虚血性心疾患等 @ ほ ついては、 虚血性心疾患 ( 心筋梗塞、 狭心症、 

心停止 ( 心臓性突然死を 含む。 りのほか． r 等 @ として、 解離性大動脈瘤が 

含まれている。 

この ょう に、 認定基準では 対象とする疾病を 限定しているが、 それは、 対 

象疾病以覚の 疾病については、 過重負荷に関連して 発症することが 考えにく 

いとされているためであ る。 

したがって、 働き過ぎが原因であ るとして労災請求された 事案について、 

発症した疾病が 対象疾病に該当する 場合には、 認定基準に基づ ぎ 判断するこ 

ととなるが、 対象疾病以覚の 疾病であ る場合に は 、 認定基準で判断ずること 

は不適当であ るので、 その場合には、 業務上疾病の 認定の原則に 則り、 当該 

労働者が行っていた 業務と発症した 疾病との間に 相当因果関係が 認められる 

か否かにより 判断することとなる。 

第 3 認定要件 

第 3 認定要件 

次の m@   (2) 又は (3) の業務による 明らかな過重負荷を 受けたことにより 発症 

した 脳   心臓疾患ほ   労働基準法施行規則．別表差 l 02 第 9 号に該当する 疾病と 

して取り扱う   
      発症直前から 前日までの間において   発生状態を時間的及び 場所的に明確に 

し得る異常な 出来事 ( 以下 r 異常な出来事 J という   ) に 遭遇したこと   
      発症に近接した 時期において   特に過重な業務 ( 以下 r 短期間の過重業務 @ 

という。 ) に 就労したこと   
      発症前の長期間にわたって．著しい 疲労の蓄積をもたらす 特に過重な業務 ( 以 

下 r 長期間の過重業務 @ という。 ) に 就労」 た > と   

認定基準の @ 第 3@ は、 認定要件であ る。 

認定要件とは、 脳 ・心臓疾患の 発症について、 業務との間の 因果関係を認 

め 得る要件であ り、 具体的には、 発症前に r 異常な出来事 J 、 r 短期間の過 

重 業務 J 又は r 長期間の過重業務 @ のいずれかの 業務による明らかな 過重 責 

荷を受けたこととされている。 

ここでい う r 業務による明らかな @ とは   発症の有力な 原因となる過重責 

荷が業務によるものであ ることがはづきりしているこ               また         
亘 負荷 J とは、 医学経験則に 照らして． ハ ・心臓疾患の 発症の基礎となる 血 

  

  

  



管 病変等をその 自然経過を超えて 著しく増悪させ 得ることが客観的に 認めら 

れる負荷をい う 。 

す な れ ち、 @ 業務に上る明らかな 過重負荷 l とは、 脳 ・心臓疾患の 発症の 

基礎となる血管病変等をその 自然経過を超えて 著しく増悪させたと 客観的に 

認められる業務による 負荷といっことであ る。 

つまり、 明らかに業務が 過重であ ったために 脳 ・心臓疾患を 発症した場合 

には r 業務上 @ として労災補償の 対象となるが．業務以外の 日常生活の負荷 

が過重であ ったり、 血管病変等の 自然経過に上り 脳 ・心臓疾 鴬 ．を発症した 場 

合には r 業務 外 J となるということであ る。 

第 4         忍 主要件の運用 

第 4 認定要件の運用 

                ら臓 疾患の疾患名及び 発症時期の特定について 

      疾患名の特定について 

            心臓疾患の発症と 業務との関連性を 半 @, 断 する上で   発症した疾患名は 重 

妄であ るので   臨床所見   解剖所見   発症前後の身体の 状況零から疾患名を 特 

定し   対象疾病に該当する r. とを確認すること   
な お   前記第 2 の対象疾病に 掲げられていない 脳卒中等については   後記男 

5 によること   
      発症時期の特定について 

              ひ 臆 疾患の発症時期についてば   業務と発症との 関連性を検討する 際の 

起点となるものであ る   
通常． ハ ・心臓疾患は．発症 ( 血管病変等の 破綻 ( 出血 j 又は閉塞した 状態 

をいう。 ) の直後に症状が 出現 ( 自覚症状又は 他覚所見が明らかに 認められる 

ことをいう。 ) するとされているので．臨床所見、 症状の経過等から 症状が出 

現した日を特定し、 その日をもつて 発症 日 とすること。 

なお．前駆症状 ( 脳 ・心臓疾患発症の 警告の症状をいう。 ) が 認められる場 

合であ って．当該前駆症状と 発症した 脳 ・心臓疾患との 関連性が医学的に 明ら 

かとされたときは、 当該前 BE 症状が確認された 日をもって発症 日 とする . と 。 

認定基準の r 第 4l は、 r 認定要件の運用 l として、 脳 ・心臓疾患につい 

て、 どのように労災認定を 行うのかを具体的に 示したものであ る。 

内谷 としては、 脳 ・心臓疾患の 疾患名文 ぴ 発症時期の特定をはじめ、 認定 

基準の r 第 3@ に示された認定要件に 合致するか否かを 判断するための 考え 

方等であ る   

  



l 疾患名及び発症時期の 特定 

(i) 疾患名の特定 

脳 ・心臓疾患の 労災認定では、 まず、 脳 ・心臓疾患の 疾患名の特定を 行 

う 必要があ る。 

というのは、 脳 ・心臓疾患の 疾患名の特定は、 労災請求事案を 認定基準 

で判断することができるか 否かを判断するために 重要であ るからであ る。 

通常、 脳・心臓疾患に 対して治療が 行われていれ ば 、 疾患名の特定は 容 

易であ るが、 治療が行われず、 死体検案のみで 死亡原因が推定されたよう 

な場合等には、 疾患名の特定が 特に重要となってくる。 そのため、 臨床所 

見．解剖所見、 発症前後の身体の 状況等を収集し、 疾患名を確認すること 

が必要であ る。 

(2) 発症時期の特定 

疾患名を特定し、 対象疾病に該当することが 確認できたら、 次は、 発症 

時期の特定であ る。 

業務による明らかな 過重負荷に関しては、 それぞれ発症との 時間的関連 

性の観点から 評価期間が設けられているが、 発症前に従事した 業務の過重 

性を評価するためにほ、 その評価期間の 起点となる発症口を 特定すること 

が重要であ る。 

通常、 脳・心臓疾患は、 発症すれ性症状がすぐに 現れ、 意識がなくなっ 

たり、 激しい痛みを 訴えるなど重篤な 状態に陥ることが 多いことから、 症 

状が出現した 日 ( 多くは医療機関を 受診した 日 ) をもって発症 日 とするこ 

ととなるが、 前駆症状が認められる 場合には少し 取扱いが異なる。 

例えぽ 、 くも膜下出血では、 本格的な大出血に 至る数日ないし 数週間前 

から、 頭痛や吐き気などの 前駆症状と呼ばれる 症状が出現している 場合が 

あ るが、 その ょう な症状が認められる 場合には、 その症状と発症した 脳 ・ 

心臓疾患との 関連性について 検討し、 その結果、 医学的な関連 性 があ ると 

された場合、 つまり、 前駆症状であ ると認められた 場合には、 その前駆症 

状が確認された 日をもって発症 日 とすることとなる。 

( 第 4 認定要件の運用 ) 
2 過重負荷について 

過重負荷とば、 医学経験則に 照らして． ハ ・心臓疾患の 発症の基礎となる 血管 

病変等をその 自然経過を超えて 著しく増悪させ 得ることが客観的に 認められる 負 

  



荷をい L     業務による明らかな 過重負荷と認められる 七のとして   r 異常な出来 

事 J   r 短期間の過重業務 @ 及び @ 長期間の過重業務 @ に 区分し   認定要件とした 

ものであ る   
ここでいう自然経過とば   加齢   一般生活等において 生体が受ける 通常の要因 

による血管病変等の 形成．進行及び 増悪の経過をいう   

2 過重負荷 

認定基準の @ 第 4 の aj は ・ r 過重負荷について l として、 認定要件に掲 

げられた 3 種類の過重負荷ごとに 認定要件の運用をまとめたものであ るが、 

その前提として、 過重負荷の定義が 示きれている。 

認定基準で いう 過重負荷とは、 rE 苧経験則に 昭 らして・ 脳 ・心臓疾患の 

発症の基礎となる 血管病変等をその 自然経過を超えて 著しく増悪さ せ 得るこ 

とが客観的に 認められる負荷 J のことであ る。 

従来、 過重負荷の定義としては、 l 血管病変等をその 自然経過を超えて 急 

激に著しく増悪きせ 得ることが客観的に 認められる負荷 l としていたが、 血 

管病変等を慢性的に 増悪きせる疲労の 蓄積という概念を 取り入れたことか 

ら 、 過重負荷の定義についても 変更したものであ る。 

この過重負荷による 脳 ・心臓疾患の 発症のバターンは、 現在の医学的知見 

からみて、 次のように整理されている ( 下図 ) 。 

発症         
      
  
  
  
  
                            疲労の蓄積 

      

状態       自然経過 

時間的経過 

 
 

  業務に関連する 疲労の蓄積による 血管晴空等の 著しい増悪を 示す   
      糞霧 : 三 % 蓮芋 窟聲瞳 uu) 韓皇盲吉 ; 堅麦案 霊雲 S 宇ア     

  
  発症に至るまでの 概念図 

  

  



この r 発症に至るまでの 概念図 @ は 、 時間の経過による 血管病変等の 進行 

状態を示したものであ る。 

横軸が時間的経過で．縦軸が 血管病変等の 進行状態を示している。 また、 

縦軸の最も高いところが 脳 ・心臓疾患を 発症するレベルで、 点線は、 自然経 

過による血管病変等の 増悪の状態を 示している。 なお． r 自然経過 @ とは、 

加齢．食生活、 日常業務、 生活環境等の 日常生活の諸々の 要因により血管病 

変等が徐々に 増悪することをいっ。 

この図の ハ の矢印は、 自 ．激で著しい 血管病変等の 増悪、 つまり・ r 異常な 

出来事 l や r 短期間の過重業務 l という急性の 過重負荷によって 脳 ・心臓疾 

患を発症することを 示している。 一方、 イの 矢印は、 長期間にわたる 疲労の 

蓄積により徐々に 血管病変等が 増悪していくことを 示しており、 また・ そ の 

ような増悪が 進行していく 中で、 業務による急性の 負荷に よ り血管病変等が 

急激に増悪することを 示したのが ロ の矢印であ る。 

このうち、 脳 ・心臓疾患の 認定基準に関する 専門検討会 ( 以下 r 専門検討 

会 @ という。 ) では、 業務に よ る負荷が長期間にわたり 生体に加わることに 

よって生ずる 疲労の蓄積により、 血管病変等がその 自然経過を超えて 著しく 

増悪し ( イの 矢印 ) 、 発症に近接した 時期の業務による 急性の負荷を 引き金 

として血管病変等が 急激に増悪し ( ロの 矢印 ). 脳 ・心臓疾患を 発症させる 

というパターンが 最も重視された。 

このことから、 イの 矢印で示される 血管病変等の 増悪友 ぴ 発症を脳・心臓 

疾患の発症パターンの 基本と位置付け、 過重負荷の定義について 前述のよう 

に変更したものであ る。 

    過重負荷について ) 
      異常な出来事について 

  異常な出来事 

異常な出来事とは   具体的には次に 掲げる出来事であ る   
      極度の緊張、 興奮   恐怖   驚 がく等の強度の 精神的負荷を 引き起こす 突 

発的又 は 予測困難な異常な 事態 

      緊急に強度の 身体的負荷を 強いられる突発的又は 予測困難な異常な 事態 

      急激で著しい 作業環境の変化 

  評価期間 

異常な出来事と 発症との関連性について は   通常   負荷を受けてから 24 時 

間以内に症状が 出現するとされているので   発症直前から 前日までの間を 評 

価期間とする   

  



ウ 過重負荷の有無の 判断 

異常な出来事と 認められるか 否かほついては．①通常の 業務遂行過程にお 

いては遭遇することがまれな 事故又は災害等で、 その程度が甚大であ ったか． 

②気温の上昇又は 低下等の作業環境の 変化が急激で 著しいものであ ったか等 

について検討し．これらの 出来事による 身体的．精神的負荷が 著しいと認め 

られるか否かという 観点から、 客観的かつ総合的に 判断する . と 。 

(l) 異常な出来事 

認定基準の r 第 4 の 2 の (l)@ は、 認定要件に掲げられた 3 種類の過重 

負荷のうち． r 異常な出来事 @ ほ ついてまとめたもので、 異常な出来事の 

類型、 評価期間、 過重負荷の有無の 判断に分けて 示されている。 

ア 異常な出来事の 類型 

異常な出来事の 類型としては、 r 精神的負荷 @ 、 @ 身体的負荷 @ 及び r@ モ 

業 環境 @ 03 種類があ る。 

(7) 精神的負荷 

著しい精神的負荷を 生じさせる異常な 出来事として、 r 極度の緊張、 

興奮、 恐怖．鷲がく 等の強度の精神的負荷を 引き起こす突発的又は 予 

測困難な異常な 事態 @ が 掲げられている。 

これに該当するものとしては．例えば ，業務に関連した 重大な人身 

事故や重大事故に 直接関与し、 著しい精神的負荷を 受けた場合などが 

あ る。 

( ィ ) 身体的負荷 

著しい身体的負荷を 生じさせる異常な 出来事とし   c 、 r 緊急に強度 

の 身体的負荷を 強いられる突発的又は 予測困難な異常な 事態 J が 掲げ 

られている。 

これに該当するものとしては、 例えば、 事故の発生に 伴って救助活 

動や事故処理に 携わり、 著しい身体的負荷を 受けた場合などがあ る。 

( ゥ ) 作業環境 

身体機能に著しい 影響を及ぼす 作業環境として、 r 急激で著しい 作 

業環境の変化 @ が 掲げられている。 

これに該当するものとしては・ 例えば、 屋外作業中、 極めて暑熱な 

作業環境下で 水分補給が著しく 阻害される状態や 特に温度差のあ る場 

所 - の顔 回な出入りなどがあ る。 
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イ 評価期間 

異常な出来事と 脳 ・心臓疾患の 発症との関連性については、 通常、 こ 

のような負荷を 受けてから 24 時間以内に症状がⅢ現するとされているこ 

とから、 発症直前から 前日までの間を 評価期間としている。 

ウ 過重負荷の有無の 判断 

r 異常な出来事 @ が 認定要件に掲げられているのは・ 生体が上記 ア の 

ような異常な 出来事に遭遇すると、 急 ． 激 な血圧変動や 血管収縮を引き 起 

こし、 血管病変等をその 自然経過を超えて 急激に著しく 増悪させ得るこ 

とがあ る ハ 1¥.9 医学的知見に 基づくものでわる。 

したがって、 遭遇した出来事が l 異常な出来事 @ と 認められるか 否か 

は、 当該出来事によって 急激な血圧変動や 血管収縮を引き 起こし、 その 

結果． ハ ・心臓疾患を 発症したことが 医学的にみて 妥当か否かによるが、 

具体的には．①通常の 業務遂行過程においては 遭遇することがまれな 事 

故又は災害等で、 その程度が甚大であ ったか、 ②気温の上昇又は 低下等 

の作業環境の 変化が急激で 著しいものであ ったか等について 検討し、 こ 

れらの遭遇した 出来事による 身体的、 精神的負荷が 著しいと認められる 

か否かとい， > 観点から判断することとなる。 

そのため、 遭遇した出来事の 過重性の評価を 行 う 必要があ るが・その 

評価に当たっては、 事故の大きき、 被害・加害の 程度、 恐怖感・異常性 

の程度、 作業環境の変化の 程度等について 検討し．客観的かつ 総合的に 

判断する。 

    過重負荷について ) 
      短期間の過重業務について 

  特に過重な業務 

@ きに過重な業務とば   日常業務に比較して 特に過重な身体的   精神的負荷 

を生じさせたと 客観的に認められる 業務をいうものであ り   日常業務に就労 

する上で受ける 負荷の影響は   血管病変等の 自然経過の範囲にとどまるもの 

であ る   
こ C でいう日常業務とば   通常の所定労働時間内の 所定業務内容をいう   

  評価期間 

発症に近接した 時期とは   発症前おおむね l 週間をいう   
  過重負荷の有無の 判断 

      特に過重な業務に 就労したと認められるか 否かほついては   業務量     
務 内容．作業環境等を 考慮し   同僚労働者又は 同種労働者 ( 以下 r 同僚等 @ 
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という。 ) にとっても   特に過重な身体的   精神的負荷と 認められるか 否 ；   
という観点から   客観的かつ総合的に 判断すること   

ここでいう同僚 等 とほ   当該労働者と 同程度の年齢   経験等を有する 健 

康 な状態にあ る者のほ；     基礎疾患を有していたとしても 日常業務を支 鵬 

なく遂行できる 者をいう   
      短期間の過重業務と 発症との関連性を 時間的にみた 場合   医学的には   

発症に近いほど 影響が強く   発症から遡る ぼど 関連性は希薄となるとされ 

ているので   次に示す業務と 発症との時間的関連を 考慮して   特に過重な 

業務と認められるか 否かを判断すること   
① 発症に最も密接な 関連性を有する 業務は．発症直前から 前日までの間 

の業務であ るので   まず   この間の業務が 特に過重であ るか否かを判断 

すること   
② 発症直前から 前日までの間の 業務が特に過重であ ると認められない 場 

台であ っても   発症前おおむね l 週間以内に過重な 業務が継続している 

場合には   業務と発症との 関連性があ ると考えられるので   この間の業 

務が特に過重であ るか否かを判断する r と   
なお   発症前おおむね l 迫間以内に過重な 業務が継統している 場合の 

継続とは   この期間中に 過重な業務に 就労した日が 連 航 しているという 

趣旨であ り   必ずしもこの 期間を通じて 過重な業務に 就労した日が 間断 

なく続いている 場合のみをいうものでぼ ぼ L     したがつて   発症前おお 

むね l 週間以内に就労しなかった 日があ ったとしても   ． _ の , とをもっ 

    直ちに業務起因性を 否定するものではな L     

(2) 短期間の過重業務 

認定基準の r 第 4 の 2 の (2 Ⅱは、 認定要件に掲げられた 3 種類の過重 

負荷のうち． @ 短期間の過重業務 @ ほ ついてまとめたもので、 特に過重な 

業務、 評価朝間．過重負荷の 有虹の判断に 分けて 赤 きれている。 

ア 特に過重な業務 

特に過重な業務とは、 日常業務に比較して 特に過重な身体的、 精神的 

負荷を生じさせたと 客観的に認められる 業務のことであ り、 日常業務と 

は、 通常の所定労働時間内の 所定業務内容を 指す。 

つまり． 日常業務に就労する 上で受ける負荷に よ る影響は、 血管病変 

等の自然経過の 範囲内にとどまるものときれていることから、 労災補償 

0 対象となる ょっな 血管病変等を 明らかに増悪させ 得る業務としては、 

日常業務を超えたものであ る必要があ る。 そのため、 日常業務に比較し 

  て 特に過重な身体的、 精神的負荷を 生じさせたと 客観的に認められる 業 

務、 すな む ち 、 r 特に過重な業務 @ が 認定要件とされたものであ る。 
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イ 評価期間 

短期間の過重業務の 評価期間は、 発症前おおむねⅠ週間であ るが、 こ 

れは、 発症に近接した 時期の業務の 過重性を評価する 期間として．産字 

的に妥当であ るとされたことによるものであ る。 

ウ 過重負荷の有無の 判断 

(7) 客観的な評価 

業務の過重性の 評価は．客観的な 評価が重要であ ることから、 当該 

労働者が行っていた 業務が当該労働者本人にとって 過重であ ったか否 

かということをもって 判断するのではなく、 当該労働者と 同様の業務 

に従事している 同僚等にとっても、 過重であ るか否かという 観点から 

判断 テる 必要があ る。 

このように、 同僚等にとっても 特に過重であ るか否かにより 判断す 

ることとしているのは、 ・日常業務の 遂行に支障のあ る者は別として． 

発症した労働者と 同じような業務に 就労する労働者のうち、 年齢．経 

験等が当該労働者により 近い者にとっても、 業務が特に過重であ った 

か否かによって 業務の過重性を 評価することにより、 当該労働者に 及 

ぼした業務による 影響を客観的かつ 合理的に評価しょうとするもので 

あ る。 

なお、 このことは．当該労働者の 業務負荷と同僚等の 業務負荷を比 

較することや 当該労働者と 同程度の業務を 行っている同僚等にも 脳 ・ 

心臓疾患が発症していることを 要件としているものではなく．あ くま 

でも・当該労働者と 同棲の業務に 従事する同僚等にとっても、 当該 方 

勘者の発症前の 業務が過重であ ったか否か、 す な れ ち r 厳しいもの @ 
r きついもの @ であ ったか否かという 観点から判断するものであ る。 

@ 過重性の評価 

a 時間的関連性に 基づく評価 

過重負荷の有虹の 判断に当たっては、 短期間の過重業務と 発症と 

の時間的な関連性が 示されている。 

すな む ち、 短期間の過重業務と 発症との関連性を 時間的にみた 場 

合、 医学的には、 発症に近いほど 影響が強く．発症から 遡るほど関 

連性は希薄となるというものであ る。 

このことを踏まえて．認定基準では、 次の手順により 業務の過重 
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  質的に著しく 異なる業務の 取扱い 

発症前に， 日常業務と質的に 著しく異なる 業務に就労した 場合に 

ついては、 E 学的な評価を 特に重視し判断することとしているので、 

業務の過重性の 評価に当たって 留意する必要があ る。 

なお、 ここでいう日常業務と 質的に著しく 異なる業務とは、 当該 

労働者が本来行うべき 業務であ っても、 通常行うことがまれな 異質 

の業務をいうものであ り、 例えば、 事務職の労働者が 激しい肉体労 

働を行 フ ことにより、 日々の業務を 超える身体的、 精神的負荷を 受 

けたと認められる 場合がこれに 該当する。 

Ⅱ 2) 短期間の過重業務について ) 
( ウ 過重負荷の有無の 判断 ) 
      業務の過重性の 具体的な評価に 当たっては   以下に掲げる 負荷要因にっ l   
" 。 分 "" 。 。 ""   
  労働時間 

労働時間の長さは   業務量の大きさを 示す指標であ り   また   過重性の 

評価の最も重要な 要因であ るので           平価期間における 労働時間については   
十分に考慮すること   

例えば   発症直前から 前日までの間に 特に過度の長時間労働が 認められ 

る ；     発症前おおむね l 週間以内に継続した 長時間労働が 認められる；     
休日が確保されていたか 等の観点から 検討し           平価する . と   
  不規則な勤務 

不規則な勤務については   予定された業務スケジュールの 変更の頻度   
程度   事前の通知状況   予測の度合   業務内容の変更の 程度等の観点から 

検討し   評価する . と   
  拘束時間の長い 勤務 

拘束時間の長い 勤務については   拘束時間数   実 労働時間数   労働密度 

( 実作業時間と 手持時間との 割合等 )   業務内容   休憩・仮眠時間数、 休憩 

  仮眠施設の状況 ( 広さ   空調   騒音等 ) 等の観点から 検討し   評価する 

こと   
  出張の多い業務 

出張については   出張中の業務内容   出張 ( 特に時差のあ る海外出張 ) 
の頻度   交通手段   移動時間及び 移動時間中の 状況   宿泊の有無   宿泊 柿 

設の状況   出張中における 睡眠を含む休憩・ 休息の状況   出張による疲労 

の回復状況等の 観点から検討し   評価すること   
  交替 制 勤務・深夜勤務 

交替 制 勤務   深 在勤務についてば   勤務シフトの 変更の度合   勤務と次 

の勤務までの 時間   交替 制 勤務における 深夜時間帯の 頻度等の観点から 検 

討し   評価すること   
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  作業環境 

作業環境については． 脳     リ臓 疾患の発症との 関連性が必ずしも 強くな 

いとされていることから   過重性の秤 価 に当たっては 付加的に考慮するこ 

  
      温度環境 

温度環境については   寒冷の程度   防寒衣類の着用の 状況   一連続伸 

業時間中の採暖の 状況   署熱 と寒冷との交互のばく 露の状況   激しい 温 

度 差があ る場所への出入りの 頻度等の観点から 検討し   評価すること   
なお   温度環境のうち 高温環境については             心臓疾患の発症との 

関連性が明らかでないとされていることから   一般的に発症への 影響は 

考え難いが   著しい高温環境下で 業務に就労している 状況が認められる 

場合には．過重性の 評価に当たって 配慮すること   
      騒音 

                          おおむね 110 』 B を超える騒音の 程度   そのぱく 露 時間 

  期間   祐吉保護具の 着用の状況等の 観点から検討し   評価する . と   
      時差 

飛行による時差については   5 時間を超える 時差の程度   時差を伴う 

移動の頻度寺の 観点から検討し   評価すること   
  精神的緊張を 伴う業務 

精神的緊張を 伴う業務については   別紙の r 精神的緊張を 伴 う 業務 @ に 

掲げられている 具体的業務又は 出来事に該当するものがあ る場合には     
荷の程度を評価する 視点により検討し   評価する . と   

また   精神的緊張と 悩   心臓疾患の発症との 関連 牲は ついては   医学的 

に十分な解明がなされていないこと   精神的緊張は 業務以外にも 多く存在 

すること等から   精神的緊張の 程度が特に著しいと 認められるものに っ L   
て 評価すること   

      負荷要因ごとの 過重性の評価 

認定基準で は   業務の過重性の 評価に当たっての 負荷要因と負荷の 

程度を評価する 視点が示きれている。 

@ 認定基準において ぱ 、 業務の過重性を 評価する際の 負荷要因とし 

て・業務量 ( 労働時間、 労働密度 ) 、 業務内容 ( 作業形態、 業務の難 

易度・責任の 軽重など ) 、 作業環境 ( 暑熱、 寒冷など ) 等が示されて 

いたが、 認定基準 C は、 就万 実態をより具体的に 評価できるよう、 負 

荷要因を詳細に 示すとともに、 その負荷の程度を 評価するに当たり、 

どのような点に 着目するのかという 当該負荷を評価するに 当たっての 

視点が示されたものであ る。 

それぞれの負荷要因の 内容 は ．次のとおりであ る。 
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  拘束時間の長い 勤務 

実 労働時間以外の 休憩時間や仮眠時間を 加えた拘束時間が 長い勤 

務について評価する 項目であ る。 

一般的には、 1 目の勤務時間の 中にはⅠ時間前後の 休憩時間が含 

まれているので、 この休憩時間を 加えたものが 拘束時間という . と 

になる。 

しかしながら、 労働時間全体が 長い場合には、 この休憩時間を 加 

えた拘束時間も 当然長いことになり、 二重に過重性を 評価すること 

となるので、 妥当とはいえない。 

したがって、 ここでい う 拘束時間の長い 勤務としては、 通常の休 

憩 時間以外に仮眠のための 時間が設けられている 勤務．業務と 業務 

の間に数時間以上の 休憩時間があ って、 かつ、 その間拘束きれてい 

る勤務などが 該当することとなる。 

その過重性の 評価については、 拘束時間数、 実労働時間数、 労働 

密度 ( 実作業時間と 手持時間との 割合等 ) 、 業務内容、 休憩・仮眠 

時間数、 休憩・仮眠施設の 状況 ( 広さ、 空調、 騒音等 ) 等の観点か 

ら検討し、 その程度が著しいか 否かにより判断する。 

d 出張の多い業務 

出張の多い業務について 評価する項目であ る。 

出張というのは、 一般的に事業主の 指揮命令により、 特定の用務 

を果たすために 臨時に通常の 勤務地を離れて 用務 地 - 赴き、 用務を 

果たして戻るまでの   連の過程をいい、 用務 地 での宿泊を伴 う もの 

と伴わないものがあ る。 

例えば、 支店の営業担当が 遠方の本店で 開催される会議や 研修に 

出席する場合は、 宿泊を伴わないもの ( 日帰り ) であ っても、 一般 

的に出張として 取り扱われると 考えるわ．るが、 例えば、 長距離輸送 

等の業務に従事する 運転手等については、 たとえ宿泊を 伴 う もので 

あ っても、 移動すること 自体が本来の 業務であ ることから、 これを 

出張として取り 扱うことは妥当とはいえない。 

したがって、 ここでい う 出張業務に該当するか 否かほ、 用務 地 で 

の宿泊の有無、 移動距離、 業務内容等により、 個別に判断すること 
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その過重性の 評価についてほ、 出張中の業務内容、 出張 ( 特に時 

差のあ る海外出測の 頻度、 交通手段、 移動時間尺 ぴ 移動時間中の 

状況、 宿泊の有無、 宿泊施設の状況、 出張中における 睡眠を含む休 

憩・休息の状況、 出張による疲労の 回復状況等の 観点から検討し、 

その程度が著しいか 否かにより判断する。 

e 交替 制 勤務・深夜勤務 

交替 制 勤務・深夜勤務にっいて 評価する項目であ る。 

交替 制 勤務は、 作業が継続的に 昼夜を通じ、 又は長時間にわたっ 

て行われる場合に 必要とされる 勤務形態で、 労働者の勤務時間に 変 

更のない宿屋 勤制と 常夜動制を組み 合わせた形態もあ るが、 ここで 

は．   定期間ごとに 昼間勤務と夜間勤務とが 入れ替わる形態のこと 

をいう。 

したがって   深夜時間帯 ( 午後 l1 時一 午前 5 時 ) を 含む勤務であ 

っても   それが常態となっていて   昼間勤務 @ の 変更がなければ   
ここでの評価の 対象とはならない   
        ここでいう交替 制 勤務   深夜勤務として @   勤務シフト 

の 変更を伴 う ものが該当することとなる   
その過重性の 評価については   勤務シフトの 変更の度合   勤務と 

次の勤務までの 時間、 交替 制 勤務における 深夜時間帯の 頻度等の観 

点から検討し   その程度が著しいか 否かにより判断する。 

なお．交替 制 勤務・深夜勤務は、 直接的に脳・ 心臓疾患の発症の 

大きな要因になるものではないとされているこ           交替 制 勤務 

が 日常業務としてスケジュールどおり 実施されている 場合や日常業 

務が深夜時間帯であ る場合に受ける 負荷 @- ょ 、 日常生活で受ける 負荷 

の範囲内と評価きれるものであ る。 

f 作業環境 [ 温度環境・騒音・ 時差 ) 
脳 ・心臓疾患の 発症 - の 影響が考えられる 作業環境として 3 種類 

の負荷要因が 示されているが、 作業環境については、 脳 ・心臓疾患 

の発症との関連性が 必ずしも強くないとされていることから、 過重 

性の評価に当たっては 付加的に考慮することとなる。 

認定基準に示されている 温度環境、 騒音及び時差の 具体的な内容 

については．次のとおりであ る。 
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(a) 温度環境 

温度環境には、 暑熱と寒冷があ るが． ル ・心臓疾患の 発症との 

関連では、 高温環境よりも 寒冷環境の影響が 示唆されている。 

そのため、 認定基準では、 高温環境については、 発症 - の 影響 

は考え難いとして、 その程度が著しいものについて 過重性の評価 

に当たって配慮するにとどめるとされ、 温度環境の過重性につい 

ては、 寒冷環境を中心に 評価の視点が 示されている。 

そ c7) 過重性の評価については、 寒冷の程度・ 防寒衣類の着用の 

状況、 一連続作業時間中の 採暖の状況、 暑熱と寒冷との 交互のぱ 

く露の状況、 激しい温度差があ る場所への出入りの 頻度等の観点 

から検討し．その 程度が著しいか 否かにより判断する。 

(b) 騒音 

騒音が及ぼす 健康影響の代表的なものとしては・ 騒音性難聴が 

あ り、 それを生じさせる 騒音レベルは 85dB 以上とされている ( 騒 

音性難聴の認定基準 ( 昭和 6l.3. l8 基登第 l49 号 め 。 

しかしながら、 ここでは、 難聴を生じさせるレベルには 至らな 

いまでも、 脳 ・心臓疾患の 発症との関連性が 考えられる騒音とし 

ておおむね 80dB を超えるものを 評価することとしている。 

その過重性の 評価については、 おおむね 8ndB を超える騒音の 

程度、 そのぽく寅時間・ 期間、 防音保護具の 着用の状況等の 観点 

から検討し、 その程度が著しいか 否かにより判断する。 

(c) 時差 

日本国内においては 時差は生じないことから、 ここで評価する 

のは、 日本と海外とを 往復する業務、 すなむち航空機のパイロッ 

トや客室乗務員などが 行 う 業務ということになる。 中でも、 いわ 

か ろ r 時差 は け J が 生ずるときれる 5 時間以上の時差があ る地域 

- の 移動が認められるものについて 評価するものであ る。 

その過重桂の 評価については、 5 時間を超える 時差の程度、 時 

差を伴う移動の 頻度等の観点から 検討し、 その程度が著しいか 否 

かにより判断する。 

なお、 海外出張により 時差を伴 う 移動を行ったものについては、 

前記 d の r 出張の多い業務 l により評価することとなる。 
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色 精神的緊張を 伴う業務 

精神的緊張 @ わぬ る ストレス ) を 伴 う 業務について 評価する項 

目であ る。 

ストレス と脳 ・心臓疾患の 発症に関する 研究は．これまでにも 数 

多く報告されており、 専門検討会では、 これらの研究報告を 踏まえ 

て、 脳 ・心臓疾患の 発症に関与する 可能性のあ る日常的に精神的緊 

張 ( 心理的緊張 ) を 伴 う 業務及び発症に 近接した時期における 精神 

的緊張を伴 う 業務に関連する 出来事について 整理した。 

認定基準びは、 この専門検討会がとりまとめた 精神的緊張を 伴 う 

業務又は出来事を 別紙に掲げたものであ り． これに該当するものが 

あ る場合には、 ぞの過重性を 評価することとしている。 

しかしながら、 どのような精神的緊張によって、 どのような疾患 

が生じやすいのかに っ いては、 現時点では医学的に 十分解明されて 

おらず、 また、 精神的緊張は 業務以外にも 数多く存在し．その 受け 

止め方は個々人により 大きな差があ るとされていることから、 過重 

性の評価は慎重になされる 必要があ る。 

そのため・精神的緊張を 伴 う 業務の過重性の 評価については、 認 

定基準の別紙に 掲げられた具体的業務又は 出来事ごとに 示されてい 

る負荷の程度を 評価する視点により 検討し、 その程度が特に 著しい 

か否かにより 判断する， 

なお、 前述のように・ 精神的緊張と 脳 ・心臓疾患の 発症との関連 

性にっいては、 医学的に十分な 解明がなされていないこと 等から、 

認定基準の別紙に 掲げられていない 業務又は出来事による 負荷は、   
れることとなる。 

以上の負荷要因について 業務 ハ 過重性の評価を 行 う こととなるが、 

就労実態は多種多様であ ることから、 これらの負荷要因以覚の 要因で 

あ って、 医学的にみてそれによる 身体的、 精神的負荷が 特に過重と認 

められるものがあ る場合には、 これを含めて、 客観的かⅠ総合的に 判 

断する必要があ り、 また、 複数の負荷要因が 認められる場合には、 す 

べての要因を 合わせて業務の 過重件を総合的に 判断する必要があ る。 
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    過重負荷について ) 
      長期間の過重業務について 

  疲労の蓄積の 考え方 

恒常的な長時間労働等の 負荷が長期間にわたって 作用した場合には   r 疲ま 

の蓄積 @ が 生じ   これが血管病変等をその 自然経過を超えて 著しく増悪させ   
その結果             心臓疾患を発症させることがあ る   
r のことから   発症との関連性において   業務の過重性を 評価するに当た 

っては   発症前の一定期間の 就労実態等をき 察し   発症時における 疲労の甚 

積 がどの程度であ ったかという 観点から判断することとする   
  特に過重な業務 

特に過重な業務の 考え方は   前記 (2) の ア の r 特に過重な業務 @ の場合と 旧 

様であ る   
  評価期間 

発症前の長期間とほ   発症前おおむね 6 か 月間を いう   
なお   発症前おおむね 6 か 月より前の業務については   疲労の蓄積に 係る 

業務の過重性を 評価するに当たり   付加的要因として 考慮する . と   
  過重負荷の有無の 判断 

      善しい疲労の 蓄積をもたらす 特に過重な業務に 就労したと認められる ；   
否 かほついては   業務量   業務内容   作業環境等を 考慮し   同棟等にとつ 

ても   特に過重な身体的， 糟神 的負荷と認められるか 否かという観点から   
客観的かつ総合的に 判断すること   

      業務の過重性の 具体的な評価に 当たっては   疲労の蓄積の 観点から           
その際   疲労の蓄積をもたらす 最も重要な要因と 考えられる労働時間に 

着目すると   その時間が長 いぼど   業務の過重性が 増すところであ り     
体的には   発症日を起点とした l か月 単位の連続した 期間をみて   
① 発症前 l か 月間ないし 6 か 月間にわたって   l か月 当たりおおむね 45 

時間を超える 時間外労働が 認められない G 合は   業務と発症との 関連 唾 

が弱いが   おおむね 45 時間を超えて 時間外労働時間が 長くなるほど       
務 と発症との関連性が 徐々に強まると 評価できること 

②発症前 l か 月間におおむね @00 時間又は発症前 2 か 月間ないし 6 か月澗 

にわたって   l か月 当たりおおむね 80 時間を超える 時間外労働が 認めら 

れる場合は   業務と発症との 問 通性が強いと 評価できること 

を踏まえて判断する . と   
こ . でいう時間外労働時間数 は   l 週間当たり 40 時間を超えて 労働した 

時間数であ る   
また・休日のない 連続勤務が長く 続くほど業務と 発症との関連性をより 

強 ぬるものであ り           。 休日が十分確保されている 場合 は 、 疲労は回復 

ない 1. 回復傾向を示すものであ る   

  

 
 

 
 



(3) 長期間の過重業務 

認定基準の r 第 4 の 2 の (3)J は、 認定要件に掲げられた 3 種類の過重 

負荷のうち． l 長期間の過重業務 @ ほ ついてまとめたもので、 疲労の蓄積 

の考え方、 特に過重な業務、 評価期間．過重負荷の 有無の判断に 分けて示 

されている。 

ア 疲労の蓄積の 考え方 

疲労の蓄積については、 旧 認定基準では 考慮きれていなかったが、 近 

年の医学研究により、 長期間にわたる 慢性ないし急性反復性の 過重負荷 

も脳・   し臓 疾患の発症に 重要な関わりを 持つめではないかと 考えられる 

とうになったものであ る。 

認定要 什に 掲げられた r 長期間の過重業務 @ は 、 この疲労の蓄積を 過 

重 負荷として取り 入れたものであ るが．その考え 方については、 専門検 

討会において、 おおむね次のとおり 整理きれている。 

r 用臼     い 臓疾患の認定基準に 関する専門検討会報告書 @ ( 抜粋 ) 
業務には   どのような業務であ れ   それを遂行することによって 生体機能に 

一定の変化を 生じさせる負荷要因が 存在する   この負荷要因によって 引き起こ 

される反応を   般にストレス 反応という   ストレス反応は 個々人によって 異な 

      血圧上昇   心拍数の増加   不眠   疲労感などの 生理的な反応   生活習慣   
疾病休業   事故などの行動 画 での反応など 多様であ る   また   一般的な日常の 

業務等により 生じるストレス 反応は一時的なもので   休憩   休息   睡眠   その 

他の適切な対処により   生体は元に復し 得るものであ る             恒常的な長 

時間労働等の 負荷が長期間にわたって 作用した場合にほ   ストレス反応は 持続 

            過大とな り   ついには回復し 難いものとなる   これを一般に 疲労の 

蓄積とい L     これによって   生体機能 は 低下し   血管病変等が 増悪することが 

あ ると考えられている   
また   疲労は   恒常的な長時間労働等の 負荷が長期間にわたって 作用するこ 

とにより蓄積するが   逆にこの負荷要因が 消退した場合にほ   疲労も回復する 

ものであ る   
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この考え方は、 前述の r 過重負荷 と脳 ・心臓疾患の 発症パターン @ のと 

ころでも触れたが、 恒常的な長時間労働等によって 生じた疲労の 蓄積が 

生体機能を低下させ、 血管病変等の 増悪に影響を 及 は -% ことがあ るとい 

うものであ る。 

ただし、 この生体機能の 変化 は 個人差が大きいといわれており、 また． 

血管病変等の 増悪 は 、 基本的には加齢や 日常の生活習慣と 大きく関連す 

ることから、 業務起因性が 認められるためには、 疲労の蓄積によって 血 

管病変等がその 自然経過を超えて 著しく増悪し、 脳 ・心臓疾患を 発症し 

たと認められる 必要があ る。 

しかしながら、 疲労の蓄積による 血管病変等の 増悪の程度を 窺い知る 

ことは不可能であ り・また・疲労は．蓄積した 状態のまま継続するもの 

ではなく、 長時間労働等の 負荷要因が消退した 場合には回復するとされ 

ている。 

そのため、 疲労の蓄積状態にあ って発症したと 認められるもの、 つま 

り．発症時点において 疲労の蓄積が 認められるものについて．血管病変 

等がその自然経過を 超えて著しく 増悪して発症したとみなすとしたもの 

であ る。 

このことから、 労災認定に当たっては．発症時における 疲労の蓄積が 

どの程度であ ったかという 観点から判断することとしている。 

イ 特に過重な業務 

r 特に過重な業務 l の 考え方 は ．前述の r 短期間の過重業務 J の場合 

と同じであ る。 

すか わ ち、 日常業務に比較して 特に過重な身体的、 精神的負荷を 生じ 

させたと客観的に 認められる業務のことであ るが． r 長期間の過重業務 J 
の場合には、 r 著しい疲労の 蓄積をもたらす J ものであ ることに留意す 

る必要があ る。 

ウ 評価期間 

長期間の過重業務に 係る評価期間は、 発症前おおむね 6 か 月間であ る。 

この評価期間に 関しては・ 脳 ・心臓疾患の 発症と 17J 関連性を研究した 

文献について 専門検討会で 検討が行われた 結果、 発症前 l-f か 月間の 

就労状況を調査することで 疲労の蓄積が 判断でき得るとされ、 このこと 

から、 疲労の蓄積に 係る業務の過重性の 評価期間を発症前 6 か 月間とす 
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ることは医学的にみても 妥当であ るとされた。 

このことは、 6 か 月間で疲労の 蓄積が生ずるということではなく、 発 

症時の疲労の 蓄積度合は、 発症前 6 か 月間の就労状況を 評価することで 

判断できるといつものであ り、 この検討結果を 受けて、 発症前おおむね 

6 か 月間という評価期間が 設定されたものであ る。 

なお、 発症前おおむね 6 か肩 より前の業務については、 発症から遡る 

ほど業務以外の 諸々の要因が 発症に関わり 合うとされていることから・ 

業務の過重性を 評価するに当たって 付加的要因として 考慮することとし 

ている。 すなわち．タイムカード．作業日報、 業務報告書等の 客観的資 

料により、 発症前 6 か肩 より前から継続している 特に身体的、 精神的負 

荷が認められる 場合に、 これを付加的に 考慮するものであ る。 

エ 過重負荷の有無の 判断 

(7) 客観的な評価 

業務の過重性の 評価において、 労働時間をはじめとする 負荷要因に 

ついて検討の 上．同僚等にとっても 特に過重であ ったか否かという 観 

"" 。 " 。 " 。 " 断 。 。 ' 。 '" 。 " 。 "" 、 「 """""" 業務・ 

の場合と同様であ る。 

r 短期間の過重業務 @ の場合と異なるのは、 r 長期間の過重業務 l 
に 係る判断は、 発症時において 疲労の蓄積が 認められるかどうかによ 

るという点であ る。 

( ィ ) 過重性の評価 

長期間の過重業務に 係る過重負荷の 有無の判断 @ こ 当たって は 、 労働 

時間という負荷要因に 着目した過重性の 評価の目安が 示されている 

が 、 これは、 専門検討会における 検討結果に基づくものであ る。 

専門検討会では、 まず、 脳 ・心臓疾患の 発症に関与する 血圧上昇な 

どに長時間労働が 影響を及ぼすという 文献に注目し、 検討が行われた 

が、 その結果．長時間労働によって 睡眠が十分とれず、 そのため疲労 

が回復困難となって 蓄積していき、 血圧上昇など 心血管系に影響を 及 

ぼすことが考えられると 結論付けられた。 

また、 睡眠時間と 脳 ・心臓疾患の 発症に関する 文献に う いても検討 

が行われ、 1 日の睡眠が 4 時間から 6 時間という睡眠不足の 状態では、 

脳 ・心臓疾患の 有 病 率や死亡率が 高くなるということが 確認された。 
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これらのことから、 睡眠不足を生じさせるような 長時間労働が 疲労 

を蓄積させるとされたものであ る。 

そして、 専門検討会では、 労働時間を疲労の 蓄積をもたらす 最も重 

要な要因と位置付け、 疲労の蓄積を 生じさせる長時間労働、 っ まり、 

睡眠不足を生じさせる 長時間労働について 検討が行われた。 

すな ね ち、 総務庁と N Ⅱ K の生活時間調査をもとに、 「仕事 J の時 

間を 9 時間 ( 法定労働時間 8 時間十休憩時間Ⅰ時間 ) とした場合の r 労 

働者の工目の 生活時間 J ( 下図 ) を設定して、 1 Ⅱ 8 時間を超えて 時 

間外労働を行 う という状況を 検討し、 睡眠不足を生じさせると 考えら 

れる労働時間を 導き出したものであ る。 

睡眠時間から 算出した時間覚労働時間数 

l 仕事 ( 拘束時間 ) を 9 時間とした場合の 方勘者の l 日の生活時間 

( 時間 ) 
食事等 睡眠 余暇 仕事 ( 拘束時間 )         

  労働によって 睡眠時間が 5 時間となる状態 

余暇 2.3 時間と睡眠 2.4 時間を合わせた 4 7 時間が時間外労働に 当てられる   
; の場合の月間の 時間外労働は   次のとおり   

4 l 時間 / 日 X ?l.7 日 / 月与 t0? 時間 / 月 

  労働によって 睡眠時間が 6 時間となる状態 

余暇 @.3 時間と睡眠 @.4 時間を合わせた 3 l 時間が時間外労働に 当てられる   
この 現 合の月間の時間外労働は   次のとおり   

3. @ 時間Ⅰ 日 K ?i.7 日 / 月 与り 0 時間 / 月 

  睡眠時間が 7 H 時間確保できる 状態 

余暇 2.3 時間のうち   2.2 時間を時間外労働に 当てることができる   
この場合の月間の 時間外労働は   次のとおり   

@.2 時間 / 日 x 2i 7 日 / 月毛 48 時間Ⅰ 月 
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上図の生活時間の ヮち r 食事等 @ の時間は、 食事、 身の回りの用事、 

通勤等に要する 時間で、 生活を行っていく 上で必要な時間となるもの 

であ るので、 労働者が時間外労働を 行 3 場合には、 一般的に r 余暇 l 
の時間を費やし、 さらに長時間の 時間外労働になると、 睡眠時間が削 

られていくものと 考えられる。 

このことを前提に、 5 時間の睡眠時間が 確保できない 状態を検討す 

ると、 r 余暇 @ の時間 (2.3 時間 ) と r 睡眠 J の時間 (2.4 時即を時 
間外労働に費やした 場合が想定でき、 週休 2 日制において、 これをⅠ 

か 月間継続した 状態 ( 出勤日数 2l.T 日 ) は 、 おおむね lnn 時間 (4.7 時 

間 xgl.7 日 ) となる。 

同様に、 6 時間の睡眠時間が 確保できない 状態を検討すると、 r 余 

暇 @ の時間 (2.3 時間 ) と r 睡眠 l の時間け． 4 時間 ) を 時間外労働に 

費やした場合が 想定でき、 週休 2 日制において、 これを 1 か 月間継続 

した状態は、 おおむね 80 時間㏄． 7 時間 X2l.7 日 ) となる。 

このような長時間労働が 長く継続することで 疲労の蓄積が 生ずると 

されたものであ る。 

逆に 、 最も健康的と 考えられるⅠ 日 7.5 時間の睡眠時間が 確保でき 

る状態を検討すると、 @ 余暇 I の時間のうち 2.2 時間を時間外労働に 

費やした場合が 想定でき、 週休 2 日制において、 これをⅠ か 月間継続 

した状態は、 おおむね 45 時間 (2.2 時間 X2l.7 日 ) となる。 

. れは疲労の蓄積を 生じないものとされた。 

以上 1z,13 つの時間外労働時間数日 00 時間・ 80 時間・ 45 時前が労 
働時間の評価の 目安として認定基準に 取り入れられたものであ る。 

なお、 この労働時間の 評価の目安は、 長時間労働及 び それに よ る 睡 

眠 不足から生ずる 疲労の蓄積と 脳 ・心臓疾患の 発症との関連性に 係る 

医学的知見に 基づいて、 1 週 40 時間 (1 日 8 時間 ) を 一定時間超える 

時間外労働が 工か 月間継続した 場合を想定している。 つまり、 1 か 月 

間でぽ、 およそ l70 時間 (40 時間 X30 日 /7 日 ) を 超えて労働した 時 

間ということになるので、 例えば、 時間外労働時間 lnn 時間というの 

は、 t か月間の総労働時間としては 約 270 時間ということであ り、 こ 

のような労働時間の 状態が長期間にわたって 継続することで 疲労が蓄 

積されるというのが、 専門検討会報告書の 考え方であ る。 
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また．労働時間の 評価の目安は、 1 か月 当たりの時間外労働時間数 

となっているが、 これは・ 1 か 月間というのが 一般的な働き 方のサイ 

クルであ り、 時間外労働時間でその 月のおよその 業務量を推し 量るこ 

とができると 考えられるからであ る。 つまり、 1 か 月間の働き方を 時 

間外労働の状況をみて 評価するということであ る。 

認定基準では、 この労働時間の 評価の目安となる 時間数と併せて． 

発症前おおむね 6 か 月間という評価期間の 中で、 労働時間という 負荷 

要因をどのように 評価して い くのかが 示 きれている。 

す な れ ち 、 発症日を起点とした 1 か月 単位の連続した 期間をみて、 

① 発症前 1 か 月間ないし 6 か 月間にわたって、 1 か月 当たりおおむ 

ね 45 時間を超える 時間外労働が 認められない 場合は、 業務と発症と 

の 関連性が弱いが、 おおむね 45 時間を超えて 時間外労働時間が 長く 

なるほど、 業務と発症との 関連性が徐々に 強まると評価できること 

② 発症前Ⅰ か 月間におおむね l00 時間又は発症前 2 か 月間ないし 6 
か月間にわたって、 1 か月 当たりおおむね R0 時間を超える 時間外労 

働が認められる 場合は、 業務と発症との 関連性が強いと 評価できる 

- と 

というものであ る。 

認定基準の考え 方は、 発症時の疲労の 蓄積を判断するに 当たのては、 

発症前 6 か 月間全体を評価するだけではなく、 発症日を起点としたⅠ 

か月 単位の連続した 期間、 つまり、 発症前Ⅰ か 月間から発症前 6 か 月 

間までの 6 通り t@ 期間における 時間外労働時間数を 評価することによ 

り行 う ということでめる。 

そして、 そのⅠ万円平均の 時間数が・いずれもおおむね 4R 時間を超 

えない場合は、 業務と発症との 関連性が弱いと 評価できるというもの 

であ る。 

同様に、 発症前 1 か 月間から発症前 6 か 月間までの 6 通りの期間に 

おいて、 その 上 か月平均の時間外労働時間数が、 発症前Ⅰ か 月間にお 

おむね l00 時間を超えるか、 あ るいは、 発症前 2 か月間以上の 期間の 

うち、 いずれかの期間でおおむね Sn 時間を超える 場合は．業務と 発症 

との関連性が 強いと評価   0 きるというものであ る。 

これを図示すると、 次のようになる。 
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  業務と発症との 閏連性 か弱いと判断される 喝 合 

① l か 月の例 

おおむね 45                                       

発症   
② 3 か 月平均の例 

 
 

  業務と発症との 関連性が強いと 判断される場合 

① l か 月の何・ 

ゐ地 ね t00                                     

発症   
② 2 か 月平均の例 

③ 6 か 月平均の例 

        業務 ( 労働時間 ) と脳     む臓疾患の発症との 関連 
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この労働時間の 評価の目安となる 時間数と業務の 過重性の評価との 

関係は、 次のとおり整理されている。 

すな む ち．発症前 1 か 眉間ないし 1., か 月間にわたって、 1 か月 当た 

りおおむね 45 時間を超える 時間外労働が 認められない 場合は、 疲労の 

蓄積が生じないとされているために、 業務と発症との 関連性が弱いと 

評価できるとされたものであ るので、 一般的にこの 時間外労働のみか 

ら．特に過重な 業務に就労したとみることは 困難であ る。 

したがって、 このような労働時間の 実態にあ って、 業務起因性が 認 

められるためには、 労働時間以外の 負荷要因による 身体的、 精神的負 

荷が特に過重と 認められることが 必要であ る。 

また、 発症前 1 か 月間におおむね l00 時間又は発症前 2 か 月間ない 

し 6 か 月間にわたって、 Ⅰ か月 当たりおおむね 811 時間を超える 時間外 

労働が認められる 場合は、 業務と発症との 関連性が強いと 評価できる 

とされているが、 就労実態は多種多様であ ることから、 手持時間が多 

い場合等、 労働密度が特に 低いと認められるものについては． このこ 

とをもって、 直ちに、 特に過重な業務に 就労したと判断することが 適 

切ではない場合もあ るので、 このような場合には、 時間外労働に 加え 

て、 それ以外の負荷要因が 認められる場合に、 特に過重な業務に 就労 

したとするものであ る。 

実際の労災認定においては・ 発症前 j か 月間から発症前 6 か 月間ま 

での 6 通りの期間について 時間外労働時間数を 算出し．その 1 か月 当 

たりの時間数が 最大となった 期間を総合評価の 対象とすることとして 

いる。 つまり、 発症前 6 か 月間において 最も多くの時間労働した 期間 

を 評価するということであ る。 

そして、 その最大となった 時間数を、 労働時間の評価の 目安に照ら 

し、 労働時間という 負荷要因について 過重牲を評価し、 その上で、 総 

合評価の対象期間における 労働時間以外の 負荷要因の評価と 併せて業 

務の過重性を 評価することとなる。 

なお、 労働時間の評価に 当たって、 タイム ヵ一ド 等の記録がなく、 

労働時間を確定できない 場合には・当該労働者や 同僚等の関係者から 

の聴取等にとり、 当該労働者の 労働実態を可能な 限り詳細に把握し、 

労働時間を推定した 上で・評価を 行 う必 、 要があ る。 
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第 5 その他 

第 5 その他   
脳卒中は   脳血管発作により 何らかの脳障害を 起こしたものをいし     従来           

血管疾患の総称として 用いられているが、 現在では   一般的に前記第 2 の l に掲 

げた疾患に分類されている   
脳卒中として 請求された事案については   前記第 4 の l の (l) の考え方に基づ   
その結果   対象疾病以覚の 疾病であ ることが確認された 場合を除き   本 認定基 

準によって判断して 差し支えば L     
  急性心不全について 

急性心不全 ( 急性心臓死・ 心臓病 淳 等という場合もあ るお ほ 、 疾患名ではな 

いことから、 前記第 4 の l の (l) の考え方に基づき、 可能な限り疾患名を 確認す 

る . と 。 

その結果．急性心不全の 原因となった 疾病が．対象疾病以覚の 疾病であ ること 

が確認された 場合を除き・ 本 認定基準によって 判断して差し 支えない。 

3 不整脈について 

平成 8 年 l 同 22 日付け 基 登第 30 号で対象疾病としていた l 不整脈による 突然死 

等 @ は ．不整脈が一義的な 原因となって 心 停止又は心不全症状等を 発症したもの 

であ る . とから、 r 不整脈による 突然死等 @ は ．前記第 2 の 2 の (3) の r 心 停止 ( 心 

@ 臓性 突然死を含む じ @ に 含めて取り扱うこと。 

第 5 には、 その他として、 脳卒中、 急性心不全及び 旧 認定基準で対象疾病 

とされていた r 不整脈による 突然死等 l の 取扱いが示されている。 

前述のとおり、 脳 ・心臓疾患の 疾患名の特定は、 労災請求事案を 認定基準 

で判断することができるか 否かを判断するために 重要であ る。 

そのため、 脳卒中及び急性心不全についても、 可能な限り疾患名の 確認を 

行 う 必要があ るが、 対象疾病以覚の 疾病であ ることが確認きれた 場合を除い 

て、 認定基準によって 判断して差し 支えないとしている。 

また、 旧 認定基準で対象疾病とされていた r 不整脈による 突然死等 @ ほ つ 

  いては、 r 心 停止 ( 心臓性突然死を 含む。 Ⅱに含めて取り 扱うこととなる。 

なお、 脳 ・心臓疾患の 発症には，多くのリスクファクタ 一の関与が指摘 き 

ね 。 ぃ 。 " ' か 。 、 実際 "" 失認定。 お。 。 " 、 疾患 "" 特定 "" か、 " 該 

労働 "" 。 " 。 "" 。 。 """ 基礎 """"" 。 """ 、 " 討す 。 " 。 "" 

るが、 認定要件に該当する 事案に ， いては、 明らかに業務以外の 原因により 

発症したと認められる 場合等を除き、 業務起因性が 認められるものであ る。 
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第 l 窓口相談等の 対応 

労災請求に関して、 事業場や当該労働者あ るいは遺族等から 事前に相談が 

なされたり、 請求書が持参された 際には、 請求人等と面接する 機会があ るが、 

その対応に当たっては、 以下の点に留意しっ っ 、 親切かっ的確な 応接に心掛 

ける必要があ る。 

l 事前相談 

(l) 相談者の話を 十分聴くとともに、 その内容に応じ、 各種のパンフレット 

等を活用して、 労災補償制度や 労災認定の考え 方、 認定基準の内容、 請求 

手続等について．わかりやすく 丁寧な説明に 努めること。 

(2) 相談者に説明する 際には、 期待を持たせるような 発言や請求を 諦めさせ 

るような発言は 厳に慎むこと。 

(3) 相談があ った事案については、 将来、 労災請求がなされることを 考慮し 

て、 相談者の氏名、 事案の概要、 相談者の主張等を 確実に記録に 残すこと。 

(4) 労災請求に際しては、 効率的な調査等に 資するための 申立書 I.Wll 紙ュ 参 

照 ) を 併せて提出してもら ぅ よ う 依頼するとともに、 当該労働者の 勤務状 

況等に関する 記録 ( 手帳 、 メモ等 ) が 存在する場合には、 それらを持参す 

るよ う 相談者に対して 依頼しておくこと。 

2 請求書受付 

(l@ 請求人が請求書を 持参した場合には、 事業場の証明印の 有無等を確認す 

るなどの形式審査を 行った上で、 申立書に基づき、 事案の概要等を 確認す 

るとともに．聴取のためにあ らためて菜箸いただく 必要があ ることを併せ 

て 説明しておくこと。 

なお、 申立書が添付きれていない 場合にほ、 提出してもら ぅよっ 依頼す 

ること。 

(2) 請求事案が事前相談のあ ったものでも・あ らためて請求人の 主張を確認 

して、 事案の問題点の 把握り 搾 めること。 

(3) 請求人が当該労働者の 勤務状況等に 関する記録 ( 手帳 、 メモ等 ) を持参 

した場合には、 その場でコピーをとって、 原本は請求人に 返すこと。 

(4) 請求書が郵送された 場合には、 形式審査を行った 上で、 請求書を受理し 

た 旨 と聴取のために 来着いただく 必要があ る旨を電話により 説明しておく 

@ と   
(5) 請求書を受理した 際は、 その概要を局あ て報告すること。 

  



第 2 調査 

l 調査に当たっての 基本姿勢 

脳 ・心臓疾患の 労災認定においては、 当該労働者の 就労実態を的確に 把握 

した上で、 認定基準に基づき、 当該労働者が 従事した業務の 過重性を客観的 

に評価することとしている。 

そのためには、 調査に当たって．第一に、 請求人から請求理由． す な む ち、 

業務上と考えるに 至った理由について、 請求人から提出された 申立書を参考 

にしながら聴取を 行って、 事案の全体像をイメージし、 調査方針を決定する 

必要があ る。 

具体的には、 認定基準に示された 認定要件 ( 異常な出来事、 短期間の過重 

業務及び長期間の 過重業務 ) のうち、 請求人の請求理由がどれに 該当するの 

かを判断するとともに、 事案の問題点 ( 長時間労働、 交替 制 ・深夜勤務、 出 

張過多、 精神的緊張等 ) を 押き えた上で、 当該事項を中心に 調査を進めるこ 

ととする。 

そして、 請求人の主張を 十分踏まえた 上で、 当該労働者の 就労実態を示す 

客観的な資料の 収集を行い、 ざらには、 家族、 事業主、 上司．同僚、 部下等 

( 以下 @ 関係者 @ という。 ) からの聴取にとり、 当該資料の裏 付けをとるこ 

とを含めて、 当該労働者の 就労実態を詳細に 確認する作業を 行って、 事実関 

係を確定して い く必要があ る。 

しかしながら、 請求人や関係者からの 聴取において、 記憶違い等によりそ 

れぞれの申述が 必ずしも一致するとは 限らず、 事実関係として 確定できない 

部分が生ずることもあ ることから、 そのような場合には、 客観的な資料を 用 

いながら、 さらに聴取を 重ねることにより 相違点の解消に 努める必要があ る。 

なお．聴取等の 調査に当たっては、 請求人の主張する 内容の確認は 当然の 

こと、 認定基準に示された 負荷要因やその 他過重性が疑われる 要因について 

も漏れなく把握するという 姿勢で取り組む 必要があ る， 

2 調査の進め方 

(l) 調査の早期着手 

調査の基本は、 資料収集と聴取であ るが、 時間が経過すればするほど、 

保存年限等の 関係で資料が 廃棄されたり、 関係者の記憶が 薄れていく可能 

性が高くなる - とから、 請求書受理後遅滞なく 調査に着手し．早期の 資料 

収集と聴取に 努める。 

  



(2) 調査計画の策定 

請求人からの 聴取によって 事案の問題点 ( 長時間労働、 交替 制 ・深夜勤 

務、 出張過多、 精神的緊張等 ) を 押さえ、 その上で、 調査項目、 調査時期． 

調査方法等について 検討を加えて、 速やかに調査計画 ( 別紙 2 参照 ) を 策 

定し．これに 基づき計画的な 処理を行 う 。 その際、 迅速処理の観点から・ 

収集ずべき資料とその 照会先．聴取対象者と 対象者ごとの 聴取事項等につ 

いて検討を加え、 効率的な調査となるよ う 心掛ける。 

なお、 調査を進めて い く途中の段階で、 聴取対象者の 変更や迫加、 貸料 

収集の遅れ等があ づた 場合、 そのことにより、 その後め調査に 影響するこ 

とがあ るので、 必要に応じて 計画の修正を 行 う 。 

3 調査事項等 

(l) 疾患名及び発症時期 

疾患名については．それを 特定することで、 認定基準で判断できるかど 

うかが決まるものであ り、 また、 発症時期については、 業務の過重性を 評 

価する起点となるものであ る。 ともに重要なポイントであ るので・早い 時 

期に確定する 必要があ る。 

そのため、 調査の初期の 段階で、 発症後に搬送された 病院の主治医や、 

死亡診断書又は 死体検案書を 作成した医師などから 臨床所見や解剖所見を 

収集したり、 意見を聞くなど、 疾患名を診断した 根拠となる貸料の 収集を 

行 う 必要があ る。 その他、 急性心不全などのように 疾患名が確定されてい 

ない場合には、 発症前にかかっていた 主治医や産業医の 意見が参考になる 

ことから、 これらについても 収集を行 う 。 

また、 発症時期については、 通常は．症状が 出現して医療機関を 受診し 

た日となるが、 中には、 前駆症状が認められる 場合があ る。 そのような場 

合に は 、 本人が訴えていた 症状を把握することが 重要となることから、 そ 

の内容について 関係者から聴取を 行 う 。 

なお、 疾患名及 び 発症時期のいずれわ・ 最終的には専門医に 意見を聞い 

て特定することとなるが、 この点が不明の 場合には、 特に早い段階で 専門 

医に確認する。 

(2) 日常業務の状況 

日常業務とは．通常の 所定労働時間内の 所定業務内容のことであ るが、 

業務の過重性の 評価は、 この日常業務と 比較して特に 過重であ ったか否か 
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によって判断することとなることから、 所定の労働時間や 業務内容などを 

確認し、 所定労働として、 どのようなことを 行っていたのかを 把握する必 

要があ る。 

そのため、 事業主のほか、 上司、 同僚、 部下等 ( 以下 r 同僚等 l という。 ) 
からの聴取により、 当該労働者の 日常業務の内容を 把握する。 

(3) 発症前の業務負荷 

認定基準では、 認定要件として、 r 異常な出来事 l 、 r 短期間の過重業務 @ 
及 び r 長期間の過重業務 l が 示されている。 

したがって、 当該労働者が 行っていた業務がこれらの 過重負荷に該当す 

ると認められるか 否かを判断するための 事実関係の調査が 必要となる。 

なお、 調査を進めていく 過程で．これらの 過重負荷のうち、 いずれかの 

過重負荷が認められ、 業務上と認定し 得るときれた 場合は、 他の過重負荷 

に係る調査を 行 う 必要はないものであ る。 

ア 異常な出来事 

異常な出来事については、 当該労働者が 発症前に出来事に 遭遇した事 

実と・その出来事の 程度等について、 事業主、 同僚等又はその 場に居合 

わせた人からの 聴取により把握する。 

イ 短期間の過重業務・ 長期間の過重業務 

過重業務に係る 調査対象期間は、 基本的には、 短期間の過重業務の 場 

合は発症前おおむねⅠ週間であ り、 長期間の過重業務の 場合は発症前 6 
か 月間であ ることから、 この調査対象期間内において 当該労働者が 従事 

した業務内容等を 調査することとなる。 

ただし、 長期間の過重業務については、 労働時間に係る 調査を除き、 

総合評価の対象期間 ( 後記第 3 のⅠの (2) の イ 参照 ) より前の期間の 調 

査は省略して 差し支えないものであ る。 

調査項目としては、 労働時間と労働時間以外の 負荷要因があ るが．認 

定基準では、 負荷要因の種類とその 負荷の程度を 評価する視点が 詳しく 

示されていることから、 それぞれの負荷要因の 有無について 調査すると 

ともに、 該当するものがあ る場合には、 その評価する 視点に関しても 調 

査を行 う 。 

具体的には、 労働時間、 出張の状況、 交替 制 勤務・深夜勤務の 状況、 

作業環境の状況   精神的緊張等について   タイムカード   作業日報       
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業 環境測定記録等の 客観的な資料のほか、 事業主、 同僚等からの 聴取に 

より把握する。 

特に・労働時間については、 過重性の評価に 当たって最も 重視きれる 

べき負荷要因であ ることから、 日々の状況を 確実に把握することが 必要 

であ る。 

この労働時間の 把握については、 タイムカードや 作業日報をはじめと 

して、 事業場の施錠記録、 夜間金庫の入金記録等の 客観的な資料を 収集 

することから 始めることとなるが．業務の 過重性の評価は、 実際に労働 

したものを対象とすることから、 タイムカード 等の記録があ る場合でも、 

それだけではなく、 聴取によって 事実関係を確認することが 必要であ る。 

また、 そ う いった記録がない 場合には・関係者からの 聴取によって 事実 

関係を把握して 労働時間を推定することとなるが．同僚等の 労働時間が 

分かれば、 それをもとに 推定するという 力法もあ る。 

(4) 発症前の身体の 状況 

脳 ・心臓疾患の 発症には・高血圧、 飲酒・喫煙、 高脂血症、 肥満、 糖尿 

病等のリスクファクタ 一の関与が指摘されており、 特に多数のリスクファ 

クターを有する 者は、 発症のリスクが 極めて 局 いとされていることから、 

当該労働者の 発症前の健康状態を 把握することが 重要であ る。 

そのため・所属事業場から 定期健康診断結果の 提出を求めるほか、 請求 

人又は関係者から 当該労働者の 過去の入院・ 通院歴の状況等を 確認し、 あ 

るいは．社会保険事務所に 協力を求めることにより 既往歴の確認に 努め、 

さらに．発症前の 主治医 ( 既往症の治療担当医 ) に対する照会等に ょ り、 

リスクプ ァ クターと基礎疾患の 状態・程度を 把握する。 

(5) 業務以外の状況 

私生活上の出来事のうち、 特に発症に近接した 時期において．身体的・ 

精神的負荷が 窺える特徴的なものが 認められる場合には．その 状況につい 

て請求人又は 関係者からの 聴取に ょ 0 把握する。 

4 資料収集に当たっての 留意事項等 

(t) 資料収集の基本 

収集する資料としては・ タイム か   ドや 作業日報、 作業環境測定の 結果 

など．業務負荷の 内容、 程度を示す資料のほか、 当該労働者の 既往歴、 健 

康状態を示す 貸料が対象となるが・ 資料には、 ①労災請求の 時点で既に存 



在している資料 ( 以下 r 既存の資料 l という。 ) と 、 ②事業場や第三者に 

依頼して新たに 作成してもらう 資料 ( 以下 r 新規作成資料 @ と い つ 。 ) が 

あ る。 

どのような資料があ るのかを早い 段階で確認して、 既存の資料について 

は早急に収集する。 

その上で、 それらの収集した 資料の内容を 確認し、 場合によっては．事 

業場に調査を 依頼して、 きらに詳細な 報告を求める 必要が生ずることもあ 

るので、 速やかな対応に 努める。 

なお、 資料収集に当たっては、 原則として、 労働基準監督署長名の 公文 

書で照会し、 回答文書として 入手する。 

(2) 具体的な収集資料 

収集資料の具体例としては、 次のようなものがあ る。 

ア 既存の資料 

(7) 事業場 

① 就業規則 

② 賃金台帳 ( 発症前 h か 月間分。 請求人からの 申し出があ る場合等   
必要に応じ 1 年間分。 以下③ - ⑨同じ。 ) 

③ 出勤簿 

④ タイムカード 

⑤ 時間外勤務記録 

⑥ 作業日報 

⑦ 運転日報 

⑧ タコメーター ( チ ヤート 紙 ) 
⑨ 業務量を示す 資料 ( 売上金額、 契約件数等 ) 
⑩ 健康診断個人悪 ( 入社以後 ) 
⑪ 既往症に係る 診断書 

⑫ 作業環境測定記録 ( 温度、 騒音等 ) 
( ィ ) 請求人 

① 勤務状況を記載した 手帳 、 メモ等 

② 成人病検診・ 人間 ドソク の記録 

③ 既往症 @ こ 係る診断書 

④ 死亡診断書 ( 又は死体検案書 ) 
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H) 主治医 ( 発症前・発症後共通 ) 
0 診療録 ( カルテ ) 
② 臨床検査結果 

③ 手術記録 

④ 看護記録 

    エ ツクス 線 写真   CT           脳血管造影等の 撮影フィルム 

⑥ 心電図 

⑦ 心 エコー 

⑧ 診療報酬明細書 

㈲ 主治医 ( 発症後 ) 
① 剖検記録 

② 死亡診断書 (X は死体検案書 ) 
イ 新規作成資料 

⑦ 社会保険事務所 ( 又は健康保険組合 ) 
① 療養給付記録 

( ィ ) 消防署 

① 出動の経緯 ( 通報者の存在 ) 
② 収容した時刻及び 場所 

③ 収容時の身体の 状況 

④ 収容先の医療機関 

( ゥ ) 警察署 

① 出動の経緯 ( 通報者の存在 ) 
② 発見時の時刻 及ぴ 場所 

③ 発見時の身体の 状況 

④ 死体検案の状況 

⑤ 死体検案医の 氏名 

③ 主治医 ( 発症前 ) 
① 治療を行っていた 疾患名 

② 治療別間 

③ 治療内容 ( 投薬等の状況 ) 
④ 症状経過 ( 検査結果等 ) 
⑤ 発症当時の疾病の 状態 度ぴ 程度 

   
 



(t) 主治医 ( 発症後 ) 
① 初診時の状況及び 主訴 

② 疾患名文 ぴ 診断根拠 

③ 治療の有無文 ぴ 内容 

④ 症状経過 

⑤ 基礎疾患等との 関連 ( 基礎疾患等があ る場合 ) 
⑥ 今後の治療方針 

( ； ) 産業医 

① 当該事業場における 健康管理の状況 

② 当該労働者の 健康状態 

(t) 気象台 ( 当該労働者が 屋外での業務に 従事している 場合に限る。 ) 
① 天候 

② 気温度 ぴ 湿度 

(3) 留意事項 

ア 事案の問題点 ( 長時間労働、 交替 制 ・深夜勤務．出張過多、 精神的緊 

張等 ) を 押さえた上で、 どのような資料があ るかを確認し、 早期に入手 

する - と 。 

イ 既存の資料については、 初動調査の段階で 提出を依頼すること。 なお、 

効率的な調査の 観点から、 事業場が保有する 資料については、 事業場に 

赴いて、 事業主等に面談の 上．記載内容を 確認しながら 収集を行うこと 

に 配慮すること。 

ウ 事業場からの 提出資料については、 既存の資料か 新規作成資料かを 確 

認するとともに、 新規作成資料の 場合には、 その 基 となった資料を 添付 

させること。 

エ 資料の提出依頼に 当たっては、 およその提出期限を 示すこと。 

オ 事業場からの 提出資料を鵜呑みにせず、 関係者からの 聴取で必ず裏 付 

けをとること。 

力 当該労働者が 記録していた 手帳 、 メモ等は、 請求人から確実に 人手す 

ること。 

キ 健康診断記録は．事案発生が 就職 ( 転勤 ) 後の間もないケースにおい 

        当該事業場のみでは 情報として不足することもあ るので   以前の 

所属事業場等に 対して提出依頼を 行うこと   
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ク 主治医 ( 産業医を含む。 ) に 対しては、 意見書の提出依頼の 形式をと 

り、 併せて、 必要な貸料の 提出を依頼すること。 なお・診療録 ( カルテ ) 
等の資料については、 主治医又は当該医療機関に 対して協力を 求めて承 

諾を得た上で、 原本を一時借用し、 コピーをとって 速やかに返却するな 

どの配慮をすること。 

ケ 主治医に対して 意見書の提出依頼を 行 うに 当たっては、 事案の内容に 

応じて、 地方労災医員等の 専門医に依頼事項や 収集資料について 助言を 

求めること。 

コ 主治医は当該労働者の 就労実態を十分把握されていないと 考えられる 

ことから、 業務と発症との 関連性についての 意見は求めないこと。 

サ 主治医から提出された 意見書で不明な 点があ れ ば 、 再度意見書を 依頼 

するか、 直接面談して、 足りない点を 補足すること。 

シ 警察署等から 回答が得られない 場合には、 担当者から直接話を 聴 き 、 

復命 書 等に記録を残すこと。 

5 聴取に当たっての 留意事項等 

(l) 聴取の基本 

脳 ・心臓疾患の 労災認定においては、 聴取が調査の 中心となる。 

聴取は・事実関係を 確定するためのものであ るが・事案の 問題点を十分 

認識した上で 行 う 必要があ ることから、 基本的には、 請求人からの 聴取を 

最優先で行って 請求人の主張 ( 何が発症の原因と 考えているか 等 ) を 把握 

し．その後に、 請求人の申述の 裏 付けをとる形で、 事業場において 当該労 

働者の就労実態を 良く知っている 者から聴取を 行 うよう にすべきであ る。 

なお、 聴取に当たっては、 どのような点を 明らかにしよ フ とするのかと 

いう聴取目的を 明確にした上で、 聴取対象者ごとに、 聴取する項目やその 

順序をあ らかじめ整理し、 メモを作成しておくことが 望ましい。 

(2) 具体的な聴取項目 

聴取項目の具体例としては・ 次のようなものがあ る。 

ァ 請求人 ( 家族を含む」 

0 発症時の身体の 状況 

② 前駆症状の有 軸 と内容 

③ 異常な出来事の 有無と内容 

④ 通常の業務内容 ( 所定労働時間使 ぴ 所定業務内容 ) 
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⑤ 労働時間と業務内容の 詳細 ( 家族の場合は、 出勤及び帰宅時刻 ) 
a 発症 日 ・発症目前日 b 発症前 1 週間 。 発症前 6 か 月間 

⑥ 認定基準に掲げられた 労働時間以外の 負荷要因の有無と 状況 

⑦ 既往歴及びその 治療を受けた 医療機関の名称 

⑧ 常用薬の有無及び 服用状況 

⑨ 生活習慣、 嗜好等 ( 喫煙、 飲酒、 運動等 ) 
⑳ 家族歴 ( 脳 ・心臓疾患に 関連するものに 限る パ 

⑪ 私生活上の出来事の 状況 

⑫ 発症前の当該労働者の 言動 

⑬ 労災と考える 理由 

イ 事業主、 同僚等 

① 発症時の身体の 状況 

② 前駆症状の有無と 内容 

③ 異常な出来事の 有無と内容 

④ 通常の業務内容 ( 所定労働時間及び 所定業務内容 ) 
⑤ 労働時間と業務内容の 詳細 

a 発症 日 ・発症目前日 b 発症前二週間 。 発症前 6 か 月間 

⑥ 認定基準に掲げられた 労働時間以外の 負荷要因の有無と 状況 

⑦ 発症当時の作業環境の 状況 

⑧ 発症前の当該労働者の 言動 

⑨ 当該労働者が 従事した業務に 対する評価及びその 理由 

ウ 発症時の目撃者又は 第一発見者 

① 発症 時 又は発見時の 状況 

② その後の行動 ( 救急． 卓 要請等 ) 
(3) 留意事項 

ァ 調査担当者が 複数の場合で、 分担して聴取を 行 う ときには、 事前に聴 

取項目等について 十分打合せをした 上で、 聴取を実施すること。 

イ 請求人の主張は 何か、 何が言いたいのかを 確実に把握し、 その主張に 

関して、 関係者からの 聴取を十分行 う こと。 

ウ 聴取の対象とする 同僚等については、 当該労働者と 同様の業務を 行っ 

ている同様の 立場 ( 職制 ) の 者、 発症当時の上司、 部下、 当該労働者の 

後任者 ( 又は前任者 ) 等の中から数人を 選定すること。 その際．当該 労 
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何者と同程度の 年齢、 経験等を有する 者がいれば、 その者を優先して 選 

走 すること。 

          聴取対象者ごとに 聴取の重点を 定めて聴取を 行 う こと   
  上記 ウに 該当しない同僚等であ っても   労働時間等の 重要な部分の 記 

憶が正確であ ると思われる 者については   その部分に限って 聴取を行う 

@ と   
  可能な限り現場 ( 事業場 ) を見た上で   作業内容   作業環境等を 頭に 

浮かべながら 聴取を行 う こと。 

力 発症時の目撃者又は 第一発見者からは、 確実にそのときの 状況を聴取 

すること。 

キ 請求人と関係者の 申述で食い違っている 部分は、 可能な限り解消する 

努力をすること。 

ク 聴取でぽ、 事業場から提出された 収集資料の裏 付けをとること。 

ケ 聴取対象者の 記憶が不鮮明な 場合には、 記憶を呼 び 起こすため、 必要 

に応じて収集資料を 提示しながら 聴取を行 う こと。 

コ 同僚等から聴取を 行 う ときには、 当該労働者が 従事した業務に 対して 

どのように思っていたか ( 同僚等による 評価 ) 、 その理由は何かを 確認 

すること。 

サ 同僚等による 評価が妥当であ るか否かを見極めるため、 聴取対象者 と 

する同僚等の 業務量 ( 労働時間 ) を 概略把握した 上で聴取を行 う こと。 

(4) 聴取のポイント 

ア 聴取の目的は、 業務量、 業務内容等の 事実関係を把握することであ る 

が、 事実関係以外にも、 請求人や同僚等から 確実に聞き出しておくべき 

次の事項があ る。 

① 請求人 労災と考える 理由 ( 発症の原因と 考えていること ) 
② 同僚等 当該労働者が 従事した業務に 対する評価及びその 理由 

イ 上記の項目は、 いわば感想めいたものであ るが、 請求人については、 

それが事案の 問題点として 浮かび上がってくるものであ り、 同僚等につ 

いては，業務の 過重性の客観的な 評価のための 重要な証言となり 得るも 

のであ る。 

ウ 上記の項目についての 請求人及 び 同僚等からの 聴取の参考 例き 、 以下 

に示す。 
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① 請求人 

例 Ⅰ 

私の主人は、 毎朝 8 時に家を出て 帰宅は夜 1 0 時過ぎがほとん         
した。 休日の双日などは 1 1 時 頃 まで仕事をして 帰ることが多か         
ので、 休日はいつも 昼頃 まで寝ている 状態でした。 

仕事は営業ですので．覚回り は 昼間にやっていると 思いますが         
社に戻ってから 伝票の整理や 書類の作成をしていたと 思います。 

毎日夜遅くまで 働いて、 そのために亡くなったとしか 考えられ       
  

一 - 例 2 
私の主人 は ・死亡するⅠ 年 ほど前に出向で 今の会社に移りました。 

前の会社に比べて 労働時間は短くなりましたが、 それでも帰宅は 夜 

1 0 時頃 で、 それに慣れない 仕事と部下とうまく 付かないため、 悩ん 

でいる様子でした。 

亡くなる 2 週間ほど前に 仕事で失敗したらしく、 何かとふき ぎ 込ん 

でいましたので、 かなりのストレスがあ ったのではないかと 思います。 

そのため、   Ⅰ臓に負担がかかつて 死亡したのではないでしょ ヮか 。 

  
私の主人は・ 2 交替制の勤務に 就いていましたので、 2 週間おきに 

勤務時間が変わっていました。 帰宅してからもなかなか 眠れず、 睡眠 

不足のまま出勤することが 多かったよ う です。 特に、 深夜勤務が辛か 

ったよ う です。 

そのため、 体の調子を悪くして 病気になったのだと 思います。 

② 同僚等   
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見られませんでした。 

私は取引先の 数も残業時間も A さ んと同じくらいでしたが． w. 日は 

まず休めますので、 仕事がきついと 思ったことはあ りません。   
例 2 

私は B さんの直属の 部下で・年齢は 5 つ下になります。 

R きん は   親会社で 2 0 年近く営業を 担当していたそうです ；             
社の業務はシステム 開発ですので、 経験がほとんどなく 管理職として 

悩んで い る様子でした。 

亡くなられる 2 週間ほど前に 取手先に迷惑をかけたことがあ って；   
ち、 特に疲れているように 見えました。 

残業も多いし 休日出勤もたびたびあ りましたので   B さんのように 

経験が浅いと 精神的にも肉体的にも 辛いと思います。 

一 - 例 3 
私は C さんと同し班で 一緒に仕事をしていました。 C さんの方 か 2 

年ほど先に入社しましたが、 年齢は私の方が 3 つ上です。 

仕事は 2 週間おきに勤務時間が 変わるので、 体調を崩すこともあ り 

ますか、 残業ばあ っても 1 時間くらいてすの て ・体力的にきついと 巴 

つたことはあ りません。 深夜勤務も慣れてしまえば、 それほと苦では 

あ りません。 

第 3 調査結果の分析と 評価 ( 異常な出来事を 除く。 ) 
] 労働時間 

(l) 短期間の過重業務 

短期間の過重業務に 係る検討においては   下記 (2) の長期間の過重業務 

の場合と異なり   調査において 把握した発症双おおむねⅠ週間における 日   
  発症直前から 前日までの間において   特に過度の長時間労働が 認めら 

れるか否か 
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イ 発症前おおむねⅠ週間以内において．継続した 長時間労働が 認められ 

るか否か 

ウ 休日が確保きれてたか 否か 

(2) 長期間の過重業務 

長期間の過重業務に 係る検討においては、 基本的には、 発症前 6 か 月間 

におけるⅠ；、 月間 ごケ の時間外労働時間数により、 業務と発症との 関連性 

を検討する必要があ ることから、 調査において 把握した発症双 6 か 月間に 

おけるⅡ々の 労働時間を基に、 以下の干 順 により、 労働時間の評価を 行 う 。 

ア l か 月間ごとの時間外労働時間数の 算出 

長期間の過重業務に 係る検討においては、 まず、 発症前 6 か 月間にお 

げ ろ Ⅰ か 月間ごとの時間外労働時間数を 下記の干 順 により算出する。 

( ァ ) 発症前 1 か 月間・つまり、 発症日を起点とする． 3 n 日間について、 

調査により把握した 労働時間 ( 始業・終業時刻、 拘束時間数、 実労働 

時間数 ) を r 労働時間集計表 @ (Bll 紙 3) に記入する。 

なお、 時間外労働時間数の 算出については、 原則として、 発症日を 

起点とすることとしているが・ 発症日の労働時間が 短時間であ るよう 

な場合には、 発症目の前日を 起点として差し 支えないものであ る。 

( ィ ) 発症日から数えてⅠ週間 (7 日間 ) ごとに実労働時間数を 集計し、 

1 週間単位の総労働時間数とする ( 集計表① 一 ④ 欄 ) 。 

㈲ 1 週間単位の総労働時間数から 4 0 時間を引いて、 その週の時間外 

労働時間数とする ( 集計表⑥ 一 ⑨ 欄 ) 。 

ただし、 総労働時間数が 4 0 時間に満たない 場合は．その 週の時間 

外労働時間数 は r ゼ Ⅱ とする。 

( ェ ) 発症日から数えて 9. q 目白 と ． 3 0 日目の 2 日間については、 この 2 
日間を含むⅠ週間 ( 発症前 29 日目 一 35 日目 ) の就労状況をみて     
次のとおり算出ずる。 

a .Ul 口目からの 5 日間のうちに 休日が 2 日以上あ る場合は、 2 日 

間の総労働時間数 ( 集計表⑤ 欄 ) から 1 6 時間を引いた 時間数を時 

間外労働時間数とする ( 集計表⑩欄の X を ri 6@ とする。 ) 。 

b S l 日目からの 5 日間のうちに 休日がⅠ 日 あ る場合は、 この 2 日 

間の労働のうちのⅠ日を 休日労働とみなして、 2 日間の総労働時間 

数 ( 集計表⑤ 欄 ) から 8 時間を引いた 時間数を時間外労働時間数と 
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する ( 集計表⑩欄の X を r8@ とする。 ) 。 

c 3 i 口 目からの 5 日間のうちに 休日がない場合は．この 2 日間の 

労働を休日労働とみなして、 2 日間の総労働時間数 ( 集計表⑤ 欄 ) 
をそのまま時間外労働時間数とする ( 集計表⑩欄の X を r0J とす 

る。 ) 。 

(t) 以上により算出した 4 週間と 2 日間の総労働時間数 ( 集計表① - ⑤ 

欄 ) と 時間外労働時間数 ( 集計表⑥ - ⑩ 欄 ) を 合計し、 それぞれ発症 

前Ⅰ か 月間の総労働時間数と 時間外労働時間数とする。 

( ； ) 次に、 発症前 2 か 月目 ( 発症日から数えて 3 1 日日から 6 0 日目ま 

での 3 0 日間 ) について・発症前Ⅰ か 月間と同様に、 4 週間と 2 日間 

で時間外労働時間数を 算出する。 

( キ ) 以下、 3 0 日単位で 4 週間と 2 日間ずつ計算し、 1 か 月間ごとの時 

間外労働時間数を 6 か 月分算出する。 

イ 過重性評価の 対象とする時間外労働時間の 確定 

上記 ア により算出した 1 か 月間ごとの時間外労働時間数から、 下記の 

手順により．過重性の 評価対象とする 期間及び時間覚労働時間数を 確定 

させる。 

(7) 発症日を起点とした 工か月 単位の連続した 期間．つまり、 発症前Ⅰ 

か 月間、 発症前 2 か 月間、 発症前 8 か 月間、 発症前 4 か 月間．発症前 

5 か 月間及び発症双 6 か 月間について・ 上記 ア により算出したⅠ か 月 

間ごとの時間外労働時間数を 基に、 それぞれのⅠ か 月平均の時間数を 

算出する。 

@ 上記 (7) で 算出した 6 通りの 1 ；、 月平均の時間外労働時間数のうち、 

最 人の時間数となる 期間を総合評価の 対象期間とし・ 併せて．当該期 

間の ュか 月平均の時間数を 過重性の評価の 対象とする時間外労働時間 

数とする。 

ウ 労働時間の評価 

上記 イで 確定した時間覚方 例 時間数について、 以下の観点から、 業務 

と発症との関連性の 度合 いを 検討し、 過重性の評価を 行 う 。 

( ァ ) 発症前Ⅰ か 月間において 当該時間数が 1 0 0 時間を超えているか、 

又は、 発症前 2 か 月間以上の期間において 当該時間数が 8 0 時間を超 

えているか。 
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第 4 区証の収集 

脳 ・心臓疾患の 労災認定において 収集する直証 (E 学的資料 ) ぽ 数多くあ 

るが、 既存の資料の 収集や享 案 発生時点で確定している 事実関係の把握のた 

めの照会 ( 意見書依頼 ) ほ ついては、 前記第 2 の 4 で記述したので、 ここで 

は、 調査終了後の 最終段階で依頼する 専門医の意見書をはじめとする 医学的 
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意見の収集について 概略を説明する。 

なお．詳細は． r 脳 ・心臓疾患 医証 収集マニ = アル @ ( 平成 7 年 1 2 月 ) 
を 参照のこと。 

] 専門医の選定 

(@) 調査の初期の 段階で．請求事案に 係る疾病を考慮して、 地方労災医員又 

は労災協力医の 中から専門医を 選定すること。 

(2) 事案によっては、 複数の専門医を 選定するほか、 地方労災医員協議会 ( 専 

門部会を含む。 ) に 対して意見を 依頼することも 考慮すること。 

2 専門医に対する 相談 

(l) 調査の初期の 段階から．必要に 応じ．上記 i で選定した専門医に 対して 

医学的観点からの 助言 ( 主治医に対する 意見書依頼の 内容、 収集資料、 聴 

取 内容等 ) を 依頼すること。 

(2) 請求人から 医証 が提出された 場合には、 早期に専門 E に見てもらい、 必 

要に応じて、 その後の調査について 助言を仰ぐこと。 

(3) 調査の進展に 応じて、 専門医に対して 途中経過を報告するとともに、 そ 

れまでの調査を 踏まえた助言を 仰ぐことが望ましいこと。 

(4) 調査の途中の 段階で、 次のような医学的意見が 必要な場合も 有り得るの 

で、 必要な時期に 必要な項目に ， 711,¥ て 相談し、 場合によっては 意見書とし 

ての作成を依頼すること。 

① 急性心不全等死亡原因が 明確でない場合の 疾患名の特定 

② 前駆症状等が 考えられる場合の 発症時期の特定 

3 専門医に対する 意見書の依頼 

(l) 調査終了後において、 専門医に意見書を 依頼するに当たっては、 専門医 

に面接して、 事案の内容．問題点等を 十分説明した 上で、 当該疾病発症と 

業務との関連性にっいて 意見を依頼すること。 その際、 調査内容等をわか 

りやすくとりまとめた 賀表等を作成して．主治医の 意見書を含めた 全貸 

料とともに提示すること。 

(2) 請求人から提出された 医証 があ る場合には、 それについても 評価を依頼 

する _ と。 

(3) 意見書の依頼に 当たっては、 およその提出期限 ( Ⅰ か 月以内 ) を 示すこ 

と。 

      依頼内容としては   一般的には   次のものがあ る   

5l 一 



    疾患名 

  

請求に係る疾病が 認定基準の対象疾病に 該当するか否かを 確認す 

る 必要があ るためであ る   
[ 提示資料 l 死亡診断書 ( 死体検案書 ) 、 主治医意見書、 警察署 

及 び 消防署からの 回答文書等 

    発症時期 

業務の過重性の 評価を行 う 朝間の起点となる 発症日を特定する 必 

  

  
妻 があ るためであ る   
[ 提示資料 @ 発症前の自覚症状に 関する聴取書等 

    基礎疾患等との 関連性 

  

  

基礎疾患等があ る場合には、 当該基礎疾患等と 発症との関連性を 

明らかにする 必要があ るためであ る   
@ 提示資料 l 主治医意見書   健康診断記録 竿 

    業務と発症との 関連 桂 

  

  

発症が自然増悪によるものか   業務によるものかについての 医学 

的な判断が必要であ るためであ る。 なお、 医学的因果関係の 有無 

が断定し得ない 場合には   医学的見地からみた 関連の可能性とそ 

の 程度を確認する @ 然 増悪か否かという 観点から記述されるよ   
[ 提示資料 l 当該労働者の 就労実態に関する 調査結果等 

    その他参考となる 事項 

  関連する医学文献等があ 文献等を添付されるよ う 依頼する。 る場合には、 その概要と併せ、 当該医学 

  

  

  



( 別紙 ] ) 

労災保険給付請求書を 労働基準監督署に 提出されますと 労働基準監督署において   
業務上外の判断を 行うために各種調査を 行うこととなります ；       より迅速に事務 

処理を進める 観点から   下記事項について 分かる範囲内で 結構ですので   記入して 

いただき   労災保険給付請求書を 労働基準監督署に 提出される際に   併せて 木 用紙 
を 提出していただきますようお 願いします     
平成       
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こ
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  勤務状況関係 

              ぃ臓 疾患を発症した 当時の所属事業場について 教えてください。 

所属事業場 名   
(2) 始業時刻及 び 終業時刻、 休憩時間、 休日について 教えてください。 

始業時刻           週休 l 自制 
隔週週休 2 日制 

終業時文・ l     完全週休 2 日制 
その他 ( 

休憩時間 時間   

(3) 仕事の内容について 教えてください。 

一 h3 一 



      場の前に勤務していた 悩 心臓疾患を発症する 事業場についても 以前 6 か 月間に転職等されている 教えてください。 場合には   所属事業 

事業場 名   
仕事の内容     

3 出勤時刻及び 帰宅時刻関係 

(l) 出勤時刻及び 帰宅時刻．また 通勤方法及 び 通勤時間はどのよ う でしたか。 

  出勤時刻   分頃 
  帰宅時刻   分頃 
  通勤方法 電車   ハス   自家用車   その他 (   
・通勤時間 片道 時 分程度 

(2) 出勤時刻、 帰宅時刻が不規則な 場合には どの程度の時間差があ りましたか。 

  休日関係 

休日の過ごし 方はどのようにしていました ；     

一 fi4 一 
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バコ はどの程度吸います ；     お酒はどの程度飲みます ；                                                             どのよなの好き 由ぶ   
一 5@   



  
調査計画・進行管理表 
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｜
 

  
調査計画，進行管理表 ( 記載 例 ) 

名 ・症状経過笛を 照会 
②発症前の主治医に 対し・南面 

圧症 ． 括尿 病符 に 係る病態   
治療状況等を 昭 会 

③社会保険事務所又は 健康保 

  
険 組合に対し・ 療養給付記録 

  を 照会 



は Ⅰ り 

年月日 事項 謂 求人関係 事業 甥 関係       「 
            

  

  

関
係
者
聴
取
の
時
期
 

   
 上司・同庚． 部 ア寧関係者の 聴取 

上司・同情．部下等関係者の 栢 取 

上司・同僚．部下等閑 係 孝の聴取 
 
 

 
 

｜
 @
 ㏄
 ｜
 

時期の特定年 ) 



  

  

専門医； 、 ら 医学的意見苦を 入手 
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( 記載例 2) 

労働時間集計表 ( 7@ 4 日 --B@ 2 日 ) 
( 発症前 2 か 月目 ) 

  
労働時 

  

  

            22:30 

  
271.00 230:00           

  



第 3 部 調査・取りまとめ 様式 

一 h3 一 





川添 の r 脳血管疾患及び 虚血性心疾患等 ( 負傷に起因するものを 除く。 ) の 

業務起因性の 判断のための 調査様式 j ( 様式Ⅰ及び様式 2) は、 平成 1 4 年 6 月 

1 8 日付け其方 補 登第 06l800l 号により示したものであ るが、 これは、 調査漏れ 

の防止、 調査結果の迅速な 取りまとめを 行 う という観点から 作成したものであ る 

ので、 以下の点に留意の 上、 調査に当たって 十分に活用することとする。 

なお、 効率的な事務処理の 観点から、 調査様式には、 必要事項を簡潔に 記載す 

ることとし、 r 異常な出来事 @ 、 r 短期間の過重業務 @ X は r 長期間の過重業務 @ 
のうち．いずれかの 認定要件により 業務上と判断される 事案については、 当該認 

定要件以覚の 要件に係る部分の 記載を省略して 差し支えない。 

第 i 様式 l ほ ついて 

様式Ⅰは、 調査項目ごとに 調査すべき事項を 示したものであ るが、 それぞ 

れの調査項目については、 請求人、 家族、 事業主、 上司、 同僚、 部下、 医療 

機関等から広く 調査を行い、 当該労働者の 労働実態等を 的確に把握した 上で、 

簡潔に記載すること。 

l 就業条件等一般的事項 

r 職歴 ! ほ ついては主要なものを、 r 現在の事業場に 雇人後の配属 先 l ほ 

ついては直近のものを 含め主要なものを 記載すること。 

@ 被災労働者の 日常業務 @ ほ ついては、 単に職種や役職にとどまらず．具 

体 的な業務内容   作業環境等のほ ；     Ⅰ日の業務の 流れ・等について 記載し     
さらに、 発症前おおむね 6 か 月間に業務内容の 変更等があ る場合は、 変更前 

の業務内容等にっいても 記載すること。 また、 発症前の労働時間の 把握にっ 

い て、 タイムカード 等の客観的な 資料による場合も 含め、 その把握方法及 ぴ 

推計方法を併せて 記載すること。 

2 出現した症状に 関する事項 

r 疾患名 J ほ ついては、 当初の労災請求に 係る傷病名 ( 又は死因 ) を 記載 

する ( 該当する疾患名に 0 印を付す。 ) こと。 

r 症状出現時の 状況、 症状の経過等 @ にっ いては、 症状が出現した 当時の 

業務従事状況等を 含め、 症状の出現から 医療機関 @ の 受診までの当該労働者 

の 症状経過等を 時間を追って 記載すること。 

r 前駆症状 @ ほ ついては、 発症した 脳 ・心臓疾患．との 関連性が疑われる 具 

体的な症状を 記載する . と 。 

一 6S 



・ 1 過重負荷に関する 事項 

(i) 異常な出来事に 関する事項 

r 異常な出来事の 内容 @ ほ ついては、 遭遇したとする 出来事の発生に 至 

るまでの状況を 含めて、 出来事の内容．出来事の 発生後の当該労働者の 対 

応状況等を時間を 追って記載するとともに、 当該出来事の 大 き き、 被害・ 

加害の程度、 恐怖感・異常性の 程度、 作業環境の変化の 程度等を記載する 

- と   
(2) 発症前おおむね l 週間 (xa 期間 @ の業務に関する 事項 

発症前おおむねⅠ週間において 認められる負荷要因をすべて テェソク の 

上・各労働日の 労働時間数及び 拘束時間数を 記載するとともに、 各労働日 

ごとに、 チェックした 労働時間以外の 業務負荷要因の 状況を簡潔に 記載す 

ること。 

なお、 業務以外の状況において、 身体的・精神的負荷が 窺える特徴的な 

ものが認められる 場合は、 その内容について 簡潔に記載すること。 

(3) 発症前おおむね 6 か 月間 ( 長期間 ) の 業務に関する 事項 

様式 i の参考として 示している r 労働時間集計表 @ により算出した 発症 

前 6 ；、 月間におけるⅠ か 月間 - との拘束時間数度 ぴ 時間外労働時間数を 記 

載した上で、 1 か月 当たりの平均時間外労働時間数を 記載すること。 なお． 

l 労働時間集計表 J の 作成に当たっては、 第 2 部の弔 3 のⅠの (2) を参照 

のこと。 

r 総合評価の期間 @ ほ ついては、 1 か月 当たりの平均時間外労働時間数 

が 最大となる期間を 記載すること。 

総合評価の期間内において 認められる労働時間以外の 負荷要因をすべて 

チェツク の上、 各月 - とに、 チェックした 労働時間以外の 業務負荷要因の 

状況を簡潔に 記載すること。 なお、 総合評価の対象とした 期間が 6 か 月間 

に満たない場合には・ 当該総合評価の 対象とした期間の 状況を記載すれば 

足りること。 

4 被災労働者の 身体状況に関する 事項 

r 健康診断結果 @ ほ ついては．事業場が 実施する定期健康診断のほか、 人 

間ドック等の 成人病検診も 含め、 直近のものを 記載すること。 

r 既往 歴 @ ほ ついては、 脳 ・心臓疾患と 関連の深い疾患 ( 基礎疾患等 ) の 

          先天性心疾患等に 対する治療実績を 記載すること   

一 fn6 一 



5 主治医・産業医の 意見 

l 主治医の意見 @ については、 発症前の主治医 ( 既往症の治療担当医 ) 、 

発症後の主治医 ( 労災請求に係る 疾病の治療担当医 ) のほか、 死体検案 医 又 

は剖検担当医がいる 場合に、 当該医師から 意見書を徴し、 その意見書の 概要 

を記載すること。 

r 産業医の意見 @ ほ ついては、 当該事業場に 選任きれている 産業医におい 

て、 当該労働者の 健康状態等を 把握し、 指導等が行われている 場合に、 当該 

産業医から意見書を 徴し、 その意見書の 概要を記載すること。 

6 請求人提出の 意見書 

請求人から専門医の 意見書が提出された 場合に、 当該専門医の 意見書の 概 

要を記載すること   

第 2 様式 2 について 

様式 2 は   様式Ⅰで整理した 調査結果及 び 専門医から徴した 意見書の概要 

を取りまとめて   認定要件を満たしているか 否かを判断するために 作成する 

ものであ るので           忍定 基準に基づく 適正な評価を 行った上で   簡潔に記載す 

ること。 

l 疾患名及び発症 日 

r 疾患名 l 及び r 発症 日 @ ほ ついては   必要に応じて 専門医の意見を 求め 

た 上で、 それぞれ特定したものを 記載すること。 

2 過重負荷の有無 

(l) 異常な出来事 

異常な出来事に 該当するか否かほついて、 認定基準及 び 事務連絡に基づ 

く評価を行い、 記載すること。 

(2) 発症前おおむね l 週間 ( 短期間の過重業務 ) 
発症前おおむね 工 週間における 負荷要因ごとの 状況とそれぞれの 過重性 

についての評価を 取りまとめた 上で．短期間の 過重業務としての 総合評価 

について記載すること。 

(3) 発症前 ( ) か 月間 ( 長期間の過重業務 ) 
総合評価の対象とじた 期間を ( ) 内に記載するとともに・ 当該期間 

における負荷要因ごとの 状況とそれぞれの 過重性にっいての 評価を取りま 

とめた上で、 長期間の過重業務としての 総合評価について 記載すること   



 
 

8 専門医の意見 

地方労災医員等の 専門医から徴した 意見書の概要を 記載すること。 

4 総合判断 

上記 2 の過重負荷の 有無及び上記 3 の専門医の意見を 踏まえ、 業務起因性 

についての総合判断を 行い、 記載すること。 なお、 上記 2 及ぴ 上記 3 の内容 

。 "" す 。 """" 。 。 ". """" 。 記載。 " 。 """"" 。 。 
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様式Ⅰ 

脳血管疾患及び 業務起因性の 判断のための 虚血性心疾患等 調査 票 ( 負傷に起因するものを 除く。 ) の 

一 69 一 



一 T0 



一 l1   
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      発症前おおむね l 週間 ( 短期間 ) の茉務 に関する事項 

( 発症前おおむね l 週間にあ った負荷要因をすべて チ @ ック するこ       
  

 
 

一 l3 一 





      発症前おおむね f か 月間 ( 長期間 ) の 業務に関する 事項 

一 @ 75 一 

          



一 @6 - 



  被災労働者の 身体状況に関する 事項 

    続柄           発症 時 年齢 
      
      
      
      
      
          

喫煙の有無 無       

飲酒の有無 無 ・ 有 Ⅰ。 特記事項 """ 。 ( """ 。 """" 。 ""   
食事の好み等 

      

一 77 - 
  

  

  



  主治医・産業医の 意見 

診療記録等の 収集の有無               

- 7S 一 
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( 発症前 ( ) か 月目 
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様式 2 
業務上外の総合判断評価 票 

  疾患名及び発症 日 

(2) 発症前おおむね l 週間 ( 短期間の過重業務   

勤務の不規則性の 

  



  



一 82 



第 4 部 調査，取りまとめ 様式記載 例 

一 8.31   





  
様式Ⅰ 

脳血管疾患及び 虚血性心疾患等 ( 負傷に起因するものを 除くり   
業務起因性の 判断のための 調査 票 

    内に同社の営業 うち 最 槙の大きい営業所と   

      属し b, た 営業所               
ものであ る。 

平成 l 3 年 l 月 F 日 ． 8 時 a n 分頃 ．自宅にて出勤の 準備を行っていたところで 倒れ． 
救急車にて C 病院に搬送されたが・ エ 0 時 3 0 先頃 死亡したものであ る。 

請求人であ る妻は・被災労働者の 死亡は．長時間勤務により 菩横 した疲労が原因で 湖 
労 死したものであ ると主張している。 

  85   



  



  顧客からの問い 合わせ・苦情に 対する対応 
配送時留守宅から 再配送の連絡．また   その依頼どおりに 配送されな 

@@t@fflS)@c@@L 、 waBBaro@ia*fi ， i@foaa@ff@ i@@@t 、   

に到着するこ           被災労働者としては   1 2 時文 ぴ Ⅰ 7 時の配送 物 

について   フ オークリフトを 用いて分類する 等の構内作業を 行うこ     

一 87 一 



  出現した症状に 関する事項 

    突然倒れ・救急車にて c 病院に搬送きれた ；       l cm 時 3 0 分 頓死亡し 

S8 一 



君里 窪目 姦 l 労働時間以外の 業務負荷要因の 状況 資料 凡 

  
    あ 肩宅 % 高 は岩蟄寒汽厘汽 ㌃っていたとこ ろ ・発症したもので   

  Ⅰ     

0 分 

症目 百行田 

    
T 2 時間 K f 分 

  

      
l Ⅰ 3 )   

    
WiW/SJsH ， l*]@@e>isa                                               

                                                    苦径 芳モ 房具 舗石 鍾省 ， l.f 存立 亨含豫押 日でおったため   コンピ・     

出庫時点検 内勤昔の Fi. 援 若上金の 理等を行っている 

に 症 日計 ノ 日の Ⅱ )                                                                                                                                                                                                                           
l2 時間                                                                                                                                                                       すり 傷 程度であ ったこと 

      目前 12 時間 22 分 
                    。 勘者 """                                         

リノ 30 ) 

l 3 時間 2. @2. 分 

出庫時点検   内勤者の応援．売上金の 管理等を行っ   d いる   
リノ㏄ ) 

l 3 時間 l @ 分   
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      発 立前おおむね 6 か 月間 ( 長期間 ) の 業務に関する 事項 

にも肉体的にもかなりづら @   ものであ ると申述している   

一 9l 一 



メ例 時間以外の業務負荷要因の 状況   
発症前 4 か 月目 

一 9?   



  被災労働者の 身体状況に関する 事項 

  

手 児八 年 月 -           
    年 月八 年 月一         
    年 月八 年 月一         

好き嫌いはな @     
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  主治医・産業医の 竜 見 

一 g4 



    考り 

労働時間集計表Ⅰ 2 月 6 口 - 1 月 4 町 

( 発症前 1 か 月目 ) 

  

  

  

  

296:43               
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式
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l 疾 患 名 l 心臓性突然死   
発 症 日 l 平成Ⅰ 3 年上刃 5 口 8 時 30 分頃   
  過寅 負荷の有 抽 

Ⅱ ) 異常な出来事 

(2) 発症前おおむね l 週間 ( 短期間の過重業務 ) 
労働時間の状況 発症直前から 前日までの間についてほ・ 特に過重な業務は 認められな @       

        発症前二週間については   Ⅰ 日 a-4 時間の時間外労働を 行っているが   
当該期間中の 総労働時間は 約 4 7 時間となっている   また．発症 日の 2 日前   
S 日前は休日を 取得している。 

勤務の不規則性の 状況 始業時間は 7 時「 all 今頃 と一定となっている   また   終業時間は時間外労働 

の状況に応じ・ 、 ら ．勤務の不規則性は 1 時間程度双後して 認められな @ @                 その差は大きなものではないこと 

拘束時間の長きの 状況 準に示きれた 労働時間以外には・ r 拘束時間の長い 休憩時間が工日工時間あ 勤務 j には該当しない。 るのみであ ることから、 認定基 

出張業務は認められな @     

    

  
刊 l か 月間はお歳暮の 時期であ ったが・発症前 l 週間の期間でみれば・ 

  忙な時期は終了してきており   この期間の業務内容は 精神的緊張が 高；   
った は 認められな @     
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③発生前 ( l ) か 月間 ( 長期間の過重業務 ) 
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務 ．②配送ミス 等に係る苦情処理等の 業務が増加し．精神的緊張はかなり 高か 
っ たものと認められる   

  

  9@ 



  専門医の意見 

進行しており・ 亡したものと 考えられる 出勤時に急性ら . とから・ 筋梗塞の発生・あ r 心臓性突然死 るいは急性の @ と 判断される。 心筋虚血に致死的不整脈を 合併して死 

    発症時期は・ 平成 丁 ・ 1 午 Ⅰ同 5 日 8 時 3 n 今頃 と判断される   
    調査結果によれ ば ・発症前Ⅰ；、 月間は業務多忙の 時期に当たり   時間外労働時間 は 1 @2.H. 時間と極 

めて長時間となつている                                       3 か 月間の月平均時間外労働時間も 8 0 時間を 
超えており   発症前 数か 月間にわたって 著しい疲労の 善 積 があ ったと思われる     
と 考える   

  総合判断 

    被災労働者に 発症した疾病は・ 専門医の医 証 等から r 心臓性突然死 l と 判断できる   これは． 冨株 

基準に示された @ 心 停止 (,M Ⅲ 蔵 性 突然死を含む・ 泊に該当するものであ る。 
また・発症目は・ 平成 1 3 年 l 月 5 日と判断できる。 

      過重負荷について   上記 2@D(l) 及ぴ (2)@ こ 記載したとおり   r 異常な出来事 l 及 び r 短期間の過 

業務 著しい疲労の l ほ ついてほ認められないが・ 蓄積をもたらす 特に過重な業務に r 長期間の過重業務 就労したと認められる。 @ ほ ついては・上記 2 の (3) に記載したとおり   
取り扱うのが 妥当であ る。 

業 務 上 件 建務 D 業務が． 
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様式 l 
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ふ り が な すずき @ 、 ちろ @ 昭和 39 年 瑚 24 日脚⑧女     
      営業第一 保長 屋八年月日 平成 S 年 3 月 1 目 

請求人氏名     花 子 続柄   請求 @@@ 万日 平成 l 4 年 9 月 3 0 日 

請求時の疾患名 浜寺塔 くも膜下出血 

事案の概 
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  出現した症状に 関する事項 

  路 いるとこるを 駅から新幹線に 発見され．新神戸駅から 乗車したものの・ 12 救急車にて． 時 ln 分頃 ・車内で意識を B 病院に搬送． 失 く 

も膜下出血と 診断され・入院・ 加療を受けた ヵ       同月 1 5 日に死亡した   

  過重 貴荷 に関する事項 
      異常な出来事に 関する事項 ( 異常な出来事の 事実が認められる 場合 l             己 載すること。 ) 

  



      発症前おおむね l 迫間 ( 短期間 ) の 業務に関する 事項 

労働時間数 拘束時間数 労働時間以外の 業務負荷 要 囚の状況 

発 症 日 

( l2 ⅠⅡ ) 

0 時間 3 0 分 
  

  力 ミ日前日 

12/12@ ) 8 時間 00 分                                                                                                                                                                               

9 時間 ll n 分 l 泊 付きの出張に 出かけている。 @ 

会社 に 出勤後   @ l 時 過ぎ 甲府の顧客のと _ るに出張して 

                                l4 時間 00 分 いる   その後は・会社に 戻り     事務処理を行って・ 退社して @   
l 5 時間 0 0 分 ( 日 帰り出張に出かけている」 

    付 @ 口 

12/10@ )   

  

休日出勤し．主に   l l 日の出張先に 持参する提案 喜等の Ⅲ 

リノ 在日の 目前 9) S 時間 nll 分業を打つていた   
S 時間 0 ロ 分 

    
1 1 時間 n n 分 

午前中．事務処理を 行 @     午後 は 営業活動のため・ 社外に 廿 

  口前 l4 時間 011 分ていた   
リ / 7 ) 

l h 時間 n n 分 

会社 @" 出勤後   l l 時 過ぎ @" 長野の顧客を 訪れ・商談が @ 
                          8 時間 1111 分 とまって @   る   そのため     この日は・会社に 戻らず・そのま ち 帰宅した   

9 時間 0 0 分 ( 日 帰り出張に出かけている。 ) 

  
資料 M   
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      尭 立前おおむね 6 か 月間 ( 長期間 ) の 業務に関する 享項 
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  被災労働者の 身体状況に関する 事項 

肝機能障害 要 精密検査 

    年 月Ⅱ 年 月 -         
    年 月八 年 月 -           
    年 月Ⅱ 年 月 - 年 月 ) ( 

  



  



( 参 考 ) 
" 例時 " 集計表。 。 。 " 。 ' 。 "' "" 。 " 。 ' 

( 発症前 l か月弐 

  

  

  

269:00 101 00 
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様式 2 

  疾患名及び発症 日 

業務上外の総合判断評価 菓 

  過重負荷の有無 
() 異常な出来事 
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㈹発症前 [ l ) か 月間 ( 長期間の過 貫 業務 ) 

@ 中も業   
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一泊付きの出張 2 回と延べ 9 回り l 日間 ) 県外出張を行っているものであ り   
その頻度は多いものと 認められ． る 。 

以上のことを 総合的に判断すると   被災労働者は．著しい 疲労の蓄積をもた 
らす特に過重な 業務に就労したと 認められる。 
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  専門医の意見 

    被災労働者に 発症した疾患名 は ．発症状況．主治医の 国許等から 脳 動脈瘤の破裂による r くも膜下 
出血 @ と 判断される。 

    発症時期は．主治医の 医 証 等から平成丁 3 年 l a 月 l H 日 g 時・ ln 分 頃 と判断される   
  9
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  総合判断 

    過重負荷について．上記 2. の (l) 及 び (2)@ こ 記載したとおり   r 異常な出来事 @ 及 び r 短期間の過重   
    以上の . とから．本件については．労働基準法施行規則別表 第 i 02 第 9 号に該当する 疾病として 

取り扱うのが 妥当であ る   



  
様式 l 

脳血管疾患及び 虚血性心疾患等 ( 負傷に起因するものを 除く。 ) の 
業務起因性の 判断のための 調査 票 

平成 t 2 手 l l 同 2 4 日午前 4 時頃 ・事業場に出勤し   タイムカードを 打刻した後   
車 両点検を行 @     ガソリン等を 積み込むため   C 製油所に向け 出発した   

その後．午前 5 時 4 0 今 頃 ．高速道路の 路肩にタンクローリーを 止め．意識を 失 @     
    ンドルにもたれかか @ ている被災労働者が 発見きれ． D 病院に搬送   r 脳内出血 @ と診 

                入院加療が行われた ；       同月 g a 日に死亡したものであ ろ   

一 l13 一 



  就業条件等一般的事項 

出 退勤管理の状況 ②出勤簿 ③管理者による 確認 

コ メーター、 業務日報 

一 114 



労働時間についてほ．被災労働者は ク イムカードで 管理されていたため   
始業・終業時刻については   タイムカードを 基にした   

なお．運行計画等を 作成している 配車担当者等の 聴取からも           
一ドは 正しく打刻等きれこいた - とを確認した   
          タコメーター．業務日報から   タンクローリーが 停車している 時 

問は．その時間の 長さから   ほとんど C 製油所でガソリン 等を積んで い る 
              ガソリンツタンド 等でガソリン 等を降ろしている 時間であ ると 判 

で業務に従事していたと また・同僚等の 聴取で             被災労働者は・ほとんど ことが確認できていることから・ 休憩時間を取らない ガゾ @ ン苦 

の積み降ろし 中については・それぞれ 3 0 分程度であ る；       被災労働者は 
ガソリン等の 漏れが生じていないか 等の監視業務を 行っているこ           
労働時間に含めている   
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  出現した症状に 関する事項 

  くも膜下出血   脳梗塞   高血圧性脳症 
止 ( 心臓性突然死を 含む。 )   解離性大動脈瘤 

                                                                                                                                                                一 キン 

グエリア手前付近に 停車していた ；       午前 5 時 4 0 分頃 ．同自動車道を 走 

                                                                                                                                                                                      発見され   

  

 
 



      発症前おおむね l 週間 ( 短期間 ) の 業務に関する 事項 

一 117 一 

 
 



  前 ll 時間 9.0 分 つ憶近 。 出勤時刻 は 午前 4 時 3in 分 となっている   

  また 出勤時刻は午双 4 時 3 1N 分 となっている   

          5 時間 15 分 つ要 だる出勤時刻は 午前 3 時 4h 分 となっている   

一 118 一 



。 "  " 立前 "" 。 " 。 """  。 "" 卸                       

ていたものであ る   
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4 被災労働者の 身体状況に関する 事項 
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( 発症前 l か 月目 

57 35         

  

  

  

  241.40 7 ヨ 35 

( 発症前 2 か 月目以前は省略 ) 
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様式 2 

  疾患名及び発症 日 

  過重負荷の有無 
Ⅰ ) 異常な出来事 

業務上外の総合判断評価 票 

精神的緊張の 
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㏄ ) 発症前 6 か 月間 ( 長期間の過重業務 ) 

労働                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ものと考えられる   

勤務の不規則性の 状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
    不規則な勤務 ど 認められる   

間数となっている   このような状態は．認定基準に 示された r 拘束時間の 
BBJ                                       

精神的緊張の 状態 配送 l, ているものは．ガソリン 等の燃料 @ 危険物 ) であ り   走行中は些細な 事 
故も発生させてはならないという 重大な危険回避責任を 負うなど   日常的に精 
神 的緊張は高かったものと 判断できる   
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第 5 部 質疑応答案 

一 l2l 一 



 
 



質疑応答案 ( 目次 ) 

I 対象疾病関連 

問 Ⅰ 認定基準で判断するのは、 対象疾病に掲げられたものに 限るのか。 

問 2 過労死として 労災請求された 事案で、 対象疾病に該当しないことが 明ら 

かな場合は、 どのように取り 扱うのか。 

問 3 死因が急性心不全等の 場合で、 その原因となった 疾病が医 証 等によって 

も不明のときは、 どのように取り 扱うのか。 

問 4 先天性心疾患等の 取扱いについて 変更したのか。 

Ⅱ 認定要件関連 

( 全体 ) 
問 5 従来、 慢性疲労 と脳 ・心臓疾患の 発症との関連については 医学的に明確 

でないとしていたが、 この考えを変えたのか。 

問 6 従来．過重負荷の 定義として r 血管病変等をその 自然経過を超えて 急激 

に著しく増悪させ 得ることが医学経験則上認められる 負荷 l としていたが、 

認定基準において r 急 ． 激 J の 文言を削除した 理由は何か。 

問 7 r 過重負荷を受けてから 症状の出現までの 時間的経過が、 医学上妥当な 

ものであ ること。 @ を 認定要件から 削除した理由 は 何か。 

問 8 個別事案の処理に 当たって、 3 種類の過重負荷すべてについて 判断する 

必要があ るのか。 

( 異常な出来事 ) 
問 9 発症前日より 前に異常な出来事に 遭遇している 場合 は   どのように取り 

扱 う のか。 

問 10 異常な出来事に 該当するか否かの 判断は   r 同僚等にとって J どうかと 

い う 観点で評価するのか。 

(f 期間の過重業務 ) 
問 Ⅱ 短期間の過重業務の 評価期間を r 発症前おおむねⅠ週間 J とした理由は 

何か。 

問 l2 短期間の過重業務に 関して、 1 週間における 労働時間の評価の 目安を示 

していない理由は 何か。 

問り 発症前 1 週間より前の 業務の取扱いについては・ 発症前Ⅰ週間以内の 業 

務が日常業務を 相当程度超える 場合に限られるのか。 

問 l4 r 日常業務を相当程度超える 場合 @ の 相当とは、 どれくらいのことをい 

う のか。 

問 l5 発症前Ⅰ週間より 前の業務の取扱いに 関し、 事務連絡では、 発症前 2 週 

  129 一 



間以内という 例が示されている ；       発症前のどのくらいまでの 期間を対象 

としたらよいの ；     
          r 質的に著しく 異なる業務 J の 具体的な例 は何 ；     
問 l7 @ 質的に著しく 異なる業務 @ を 考慮するのは   短期間の過重業務のみに 

限られるの；     

( 長期間の過重業務 ) 
問は 長期間の過重業務の 評価期間を r 発症前おおむね 6 か 月間 @ とした理由 

は何か。 

問 l9 発症前おおむね 6 か肩 より前の業務は 付加的に評価するとされている 

が、 その理由は何か。 

問 9.0 発症前 6 か肩 より前の一定期間に 過重な業務に 就労したとして 労災請求 

があ った場合 は 、 どのように取り 扱うのか。 

問 2.1 発症前おおむね 6 か 月間の途中に 退職している 場合の業務の 過重牲の評 

価はどうなるのか。 

問 22 業務の過重性を 評価する単位を 工 か 月間としている 理由は何か。 

問 23 業務の過重性を 評価する単位であ る 1 か 月間を 3 U 日 としている理由は 

何か。 

m 業務の過重性の 評価関連 

( 労働時間 ) 
問 9.4 発症目を起点として 時間外労働時間を 算定するとしているが、 発症時刻 

によっては当日の 労働時間が極めて 短いことがあ り、 不公平ではないか。 

問 25 業務の過重性の 評価 は 日常業務に比較して 判断することときれ、 日常業 
務とは・所定労働時間内の 所定業務内容ときれているが、 長期間の場合の 
労働時間の評価において、 所定労働時間を 超えて労働した 時間数ではなく、 
1 週間当たり 4 0 時間を超えて 労働した時間数としているのは 何故か。 

問 ?.n l 週間当たり 4 0 時間を超えて 労働した時間数を 時間外労働時間として 

過重性を評価するとしているが、 労働基準法上の 割増賃金の対象となる 時 
間とは異なるのか。 

問 27 休日出勤をした 場合、 時間外労働時間数はどのように 取り扱われるのか。 

問 gS r 発症前Ⅰ か 月間におおむね 1 0 0 時間を超える 時間外労働が 認められ 

る場合は、 業務と発症との 関連性が強いと 評価できる。 l とした根拠は 何 

  
問 29 r 発症前 2 か 月間ないし 6 か 月間にわたって 、 L か月 当たりおおむね 

8 0 時間を超える 時間外労働が 認められる場合は、 業務と発症との 関連性 

が強いと評価できる。 @ とした根拠は 何か。 

問 30 r 業務と発症との 関連性が強い @ とは 業務起因性が 認められるとい j こ 
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とか。 

間 紐 労働時間について・ 業務と発症との 関連性が強いと 評価できる場合にお 

いて、 r 特に過重な業務に 就労したと判断することが 適切でほない 場合 l 
とは、 どのような場合が 想定されるのか。 

間田 r 業務と発症との 関連性が強い J と きれる時間外労働時間と 自動車運転 

者の r 改善基準告示 @ との関連ばあ るのか。 

問祖 r 発症前 l か 月間ないし 6 か 月間にわたって 、 1 か月 当たりおおむね 

4 Fi 時間を超える 時間外労働が 認められない 場合は、 業務と発症との 関連 

性が弱いと評価できる。 @ とした根拠は 何か。 

問 34 r 業務と発症との 関連性が弱い J とは業務起因性が 認められないという 

ことか。 

問 35 @ 業務と発症との 関連性が弱い l とされる時間外労働時間と 限度時間と 

の関連はあ るのか。 

問 36 何故、 労働時間と 脳 ・心臓疾患との 関係を論じた 文献で評価基準を 設定 

しないのか。 

問 37 l 勤務が 2 暦日にわたる 勤務のⅠ日の 労働時間の計算はど う するのか。 

問 38 裁量労働制や 事業場外労働に 関するみなし 労働時間制を 採用している 場 

合、 労働時間はどのように 考えるのか。 

問 ㏄ 変形労働時間制を 採用している 場合・労働時間はどのように 考えるのか。 

問 40 ソ リックスタイム 制を採用している 場合・労働時間はどのように 考える 

のか。 

問但 トラック運転者等のフェリ 一乗船中の時間は 労働時間として 取り扱うの 

  
問 42 2 ノ 、 乗務のトラック 運転業務 ( 車両内に身体を 自由に伸ばして 休息する 

ことができる 設備があ る場合等 ) の 走行中の仮眠時間について、 業務の過 

重 性の評価において 労働時間として 取り扱うじ；     
問 43 いわかる r 持ち帰り残業 l ほ ついては   どのように取り 扱 フの ；     
問 44 業務の過重性の 評価に当たって                                                                 

えるのか。 

問 45 業務の渦 重 性の評価に当たって   出張先 @ の 移動時間はどのように 取り 

扱うのか。 

問 4f 業務の過重性の 評価に当たって   通勤時間はどのように 取り扱うの；     
問 47 業務の過重性の 評価に当たって、 睡眠時間を調査する 必要があ るのか。 

問 48 Ⅰ か 月間のおおまかな 総労働時間数しか 把握できない 場合の時間外労働 

時間数の計算はどうするのか。 

( 労働時間以外の 負荷要因 ) 
            r 拘束時間の長い 勤務 @ の 拘束時間が長いとは   どの 乖云 Ⅰ朗を甘 旨 すの；     

   
 



問 50 業務の過重性の 評価に当たって．作業環境を 付加的要因として 評価する 

こととした理由 は 何か。 

間引 業務の過重性の 評価を行 う 時差を 5 時間以上とした 理由は何か。 

問 S2 精神的緊張を 伴 う 業務の評価 は どのように行っのか。 

問 53 精神的緊張を 伴 う 業務 @ 認定基準の別紙 ) に 掲げられていない 業務、 出 

来事は評価しないのか。 

問 R4 精神的緊張を 伴 う 業務のうち、 発症に近接した 時期における 精神的緊張 

を伴 う 業務に関連する 出来事について、 近接した時期とぼどのくらいの 期 

間か。 

( 同僚等の考え 方 ) 
問 S5 同僚等とは、 r 基礎疾患を有していたとしても 日常業務を支障なく 遂行 

できる者をい う   J としているが、 @ 基礎疾患を有していたとしても l を 

追加した理由は 何か。 

問 56 請求人が同僚よりも 多く働いていると 主張している 場合、 ど う 考えれば 

よいのか。 

問 57 同僚等に関する 調査は、 どの程度必要か。 

問 5R 同僚でほなく、 一般的な同種労働者を 対象とする方がよいのではないか。 

問 r,g 年齢、 経験等の r 等 @ とは何か。 

問 60 同程度の年齢、 経験等の @ 同程度 @ とはどれくらいか。 

問 6l 年齢を考慮するということは、 個人的事情を 評価することとなるのか。 

問 F.2 同程度の年齢、 経験等を有する 者がいない場合、 どのように取り 扱うの 

  

  その他 

          特別加入昔の 場合の労働時間は       こまでを評価の 対象とするの ；     
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  対象疾病関連    
 

( 答 ) 
認定基準では、 脳 ・心臓疾患のうち、 過重負荷に関連して 発症することが 医 

学的に考えられるものについて、 対象疾病として 掲げている。 

すな む ち、 対象疾病以覚の 脳・心臓疾患については、 過重負荷に関連して 発 

症することは 考えにくいものであ り、 認定基準で判断することはできない。 

したがって、 認定基準で判断するのは、 対象疾病に掲げられたものに 限るも 

のであ る。 

問 2 過労死として 労災請求された 事案で   対象疾病に該当しな @   ことが明ら 

かな場合は   どのように取り 扱うの；     

( 答 @ 
認定基準で判断するのは、 対象疾病に掲げられたものに 限られることから． 

r 過労死 @ として労災請求された 事案であ つても、 発症した疾病が 対象疾病以 

外の疾病であ る場合には、 認定基準で判断することはできない。 

したがって、 その場合にほ、 業務上疾病の 認定の原則に 則り、 当該労働者が 

行っていた業務と 発症した疾病との 間に相当因果関係が 認められるか 否かによ 

り判断することとなる。 
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問 3 死因が急性心不全等の 場合で．その 原因となった 疾病が国 証 等によって 

も不明のときは、 どのように取り 扱うのか。 

( 答 ) 
認定基準では、 r 第 5 その他 l において、 @ 脳卒中 l と @ 急性心不全 @ の 取 

扱いが示されている。 

認定基準で判断するのは．対象疾病に 掲げられたものに 限られることから、 

r 脳卒中 @ あ るいは r 急性心不全 @ とされているものについても、 可能な限り 

原因となった 疾患名を特定する 必要があ るが、 医証 等により対象疾病以覚の 疫 

病であ ることが確認された 場合を除き、 認定基準で判断して 差し支えないとし 

ている。 

すな む ち、 r 脳卒中 j あ るいは r 急性心不全 @ として労災請求されたもので、 

対象疾病に該当することが 確認された場合と、 疾患名が不明の 場合には、 認定 

基準で判断することとなる。     

( 答 ) 
旧 認定基準では、 r 先天性心疾患等 ( 高 加圧性心疾患．心筋症、 心筋炎等を 

含む。 ) を 有していても、 その病態が安定しており・ 直ちに重篤な 状態に至る 

とは考えられない 場合であ って、 業務による明らかな 過重負荷によって 急激に 

著しく重篤な 状態に至ったと 認められる場合には、 業務と発症との 関連が認め 

られる。 @ として取り扱ってきたところであ る。 

認定基準では、 先天性心疾患等に 関する考え方は 明記されていないが、 旧 認 

定基準における 取扱いを変更するものではない。 
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  認定要件関連 

( 全体 ) 

 
 

従来、 慢性疲労 と脳 ・心臓疾患の 発症との関連については 医学的に明確 

でないとしていたが、 この考えを変えたのか。 

( 答 ) 
従前 は 、 慢性疲労 と脳 ・   %   減疾患の発症との 関連について、 医学的に明らか 

でなかったことから、 認定要件には 取り入れていなかったものであ る。 

しかしながら．専門検討会において、 疲労の蓄積が 脳・心臓疾患の 発症に影 

響するという 医学的知見が 得られたことから、 業務の過重性の 評価に当たり、 

新たに r 長期間の過重業務 @ を 取り入れたものであ り、 その点については、 こ 

れまでの考えを 改めるものであ る。 

に著しく増悪させ 得ることが医学経験則上認められる 負荷 @ としていたが、 

認定基準において r 急激 @ の 文言を削除した 理由は何か。             従来   過重負荷の定義として r 血管病変等をその 自然経過を超えて 急激 

  
日認定基準においては   発症直前から 前日   あ るい ぽ 発症前Ⅰ週間以内と @   

った 短期間に血管病変等が 増悪して   発症に至る状態を r 急激に著しく 増悪 @ 
としていたものであ る   

ここでいう r 急激 @ とは短期間を   r 著しく l とは程度がはなはだしい 状態 

を示すものであ る；               業務による明らかな 過重負荷として   新たに長期 

間にわたる疲労の 蓄積を考慮することとしたことから、 血管病変等の 増悪は r 急 

激 J に 限られるものではなく   この状態に至る 期間   すなわち短期間と 長期間 

を合わせて r 著しく J とのみ表現し   r 急激 @ の 文言 は 削除したものであ る   
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        r 過重負荷を受けてから 症状の出現までの 時間的経過；       医学上妥当な 

ものであ ること。 @ を 認定要件から 削除した理由は 何か。 

( 答 ) 
専門検討会において、 脳 ・心臓疾患の 発症に至る時間的経過に 関し、 r 異常 

な出来事 @ は 発症直前から 前日、 r 短期間の過重業務 j は 発症前おおむねⅠ週 

間、 r 長期間の過重業務 @ は 発症前おおむね 6 か 月間が医学上妥当であ るとさ 

れたことを受け、 この時間的経過の 考え方を認定要件 03 r 異常な出来事 @, rf 

期間の過重業務 l 及び r 長期間の過重業務 @ の中に含めて 表現したためであ る。 

問 3 個別事案の処理に 当たって、 3 種類の過重負荷 すぺ てについて判断する 

必要があ るのか。 

( 答 ) 
基本的には．請求人が 主張する問題点に 着目しつつ、 認定要件に掲げられて 

いる 3 種類の過重負荷すべてを 念頭に置いて 調査を行 う 必要があ るが、 調査を 

進める過程で、 a 種類の過重負荷のうち、 1 つが 認められれば、 他の 2 つ につ 

いて判断する 必要はない。 

なお、 a 種類の過重負荷すべてについて 調査の上、 いずれの過重負荷も 認め 

られない場合に、 最終的に業務 外 と判断することとなる。 

  



( 異常な出来車 ) 

問 9 発症前日より 前に異常な出来事に 遭遇している 場合は． どのように取り 

扱 う のか。 

( 答 ) 
異常な出来事の 評価期間は、 発症直前から 前日までの間であ ることから、 発 

症前日より前に 遭遇したとする 出来事については、 短期間の過重業務として 評 

価することとなる。 

その際、 認定基準の別紙 r 精神的緊張を 伴う業務 @ の r 発症に近接した 時期 

における精神的緊張を 伴う業務に関連する 出来事 @ に 沿って調査、 判断するこ 

ととなる。 

なお、 このような事案は、 発症時期の特定が 重要であ ることは言うまでもな 

いことであ る。 

問 l0 異常な出来事に 該当するか否かの 判断は 、 r 同僚等にとって @ どうかと 

いう観点で評価するのか。 

( 答 ) 
re 期間の週 重 業務 @ と l 長期間の過重業務 J の場合には、 業務の過重性の 

客観的な評価のため、 当該労働者のみならず、 当該労働者と 同様の業務に 従事 

している同僚等にとっても・ 過重であ るか否かという 観点から判断することと 

している。 

しかしながら、 r 異常な出来事 l ほ ついてほ、 通年の業務遂行過程において 

は遭遇することがまれなものであ り・このような 出来事は、 一般的には． どの 

ような人にとっても r 異常 J といえるものであ ることから、 同僚等に限定する 

ことなく、 社会常識をもって 評価すれば足りるものであ る。 

  



( 短期間の過重業務 ) 

問 ll 短期間の過重業務の 評価期間を r 発症前おおむねⅠ週間 k とした理由は 

  
( 答 ) 

短期間の過重業務に 係る評価期間は、 r 発症前おおむねⅠ週間 @ であ るが、 

これは、 脳 ・心臓疾患の 発症との関連性を 研究した医学文献について 専門検討 

会で検討が行われた 結果、 発症に近接した 時期の業務の 過重性を評価する 期間 

として、 医学的に妥当であ るとされたことによるものであ る。 

なお・ r 発症前おおむねⅠ週間 @ とは、 発症日を含む 趣旨であ るが、 勤務開 

始双、 開始直後に発症する 場合や発症当日が 休日であ ったという場合があ り、 

評価期間を r 発症 口 を含神工週間 @ と 限定的に取り 扱うことは、 被災労働者の 

就労実態を適正に 評価する観点から 不適切な場合も 生ずることから、 r 発症前 

おおむね 1 週間 @ としたところであ る。 

問 l7. 短期間の過重業務に 関して、 1 週間における 労働時間の評価の 目安を示 

していない理由は 何か。 

( 答 ) 
長期間における 業務の過重性を 評価するに当たっての 労働時間の評価の 目安 

は、 医学的知見に 基づき、 疲労の蓄積の 観点から示されたものであ る。 

一方、 短期間の過重業務に 関しては、 業務の過重性を 評価するに当たっての 

労働時間の評価の 目安を示すだけの 医学的知見が 得られなかつたものであ る。 

したがって・ 業務の過重性についてば．従双の 考え方により、 労働時間や労働 

時間以外の負荷要因を 総合的に評価することとなる。 
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問穏 発症前 1 週間より前の 業務の取扱いについては   発症前 1 週間以内の業 

務が日常業務を 相当程度超える 場合に限られるのか   
  

( 答 ) 
発症前 l 週間より前の 業務を含めて・ 短期間の過重業務に 該当するか否かを 

判断するのは、 発症前Ⅰ週間以内の 業務が日常業務を 相当程度超える 場合に限 

るものであ る。 

なお、 長期間の過重業務については、 発症前Ⅰ週間以内の 業務が日常業務を 

相当程度超えているか 否かは問わないものであ る。 

問 l4 r 日常業務を相当程度超える 場合 @ の 相当とぼ   どれくらいのことを、     
( 答 ) 

r 目棉   業務 @ とは、 通常の所定労働時間及び 所定業務内容のことであ り、 r 日 

常業務を相当程度超える 場合 @ とは、 発症前Ⅰ週間以内の 業務全体をみた 場合 

に、 特に過重な業務であ ると認められるほどではないが、 日常業務を質的又は 

量的に明らかに 超えている場合をいつものであ って．このことは、 血管病変等 

に及ぼす影響が、 日常業務によるものよりも 明らかに超えていると 認められる 

程度ということであ る。 

間 lh 発症前 1 週間より前の 業務の取扱いに 関し、 事務連絡で は 、 発症前 2 週 

間以内という 例が示されているが、 発症前のどのくらいまでの 期間を対象 

としたらよいのか。 

( 答 ) 
勝・心臓疾患に 係る労災請求事案は 多種多様であ り．一概に対象期間を 示す 

ことはできないが、 発症前 2 一 a 週間程度の期間が 想定されるものであ る。 
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( 答 ) 
日常業務と質的に 著しく異なる 業務とは、 当該労働者が 本来付 ぅ べき業務で 

あ っても、 通常従事している 業務とは異質のまれにしか 行わない業務をいつも 

のであ り、 例えば、 事務職の労働者が 日頃 行わない激しい 肉体労働に従事する 

ことや研修等で 通常の業務と 異なる過重な 業務に従事することにより、 日々の 

業務を超える 身体的、 精神的負荷を 受けたと認められる 場合がこれに 該当する。 

問 l7 r 質的に著しく 異なる業務 @ を 考慮するのは   短期間の過重業務のみに 

限られるのか。 

( 答 ) 
日常業務と質的に 著しく異なる 業務に従事したことによって 脳 ・心臓疾患を 

発症する経過は．当該業務による 身体的、 精神的負荷が 直接的に血管病変等に 

影響を及ぼし、 当該血管病変等が 自然経過を超えて 急激に著しく 増悪すること 

によると考えられる。 

したがって 、 r 質的に著しく 異なる業務 j を 考慮する必要があ るの ほ 、 発症 

前おおむね 1 週間以内にあ って、 より発症に近接した 時期であ ると考える。 
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( 長期間の過重業務 ) 

問 ㎎ 長期間の過重業務の 評価期間を l 発症前おおむね 6 か 月間 l とした理由   
  

( 答 ) 
長期間の過重業務に 係る評価期間は、 r 発症前おおむね 6 か 月間 @ であ るが、 

疾患の発症との 関連性を研究した 医学文献について 専門検討 

会で検討が行われた 結果、 発症前Ⅰ -6 か 月間の就労状況を 調査することで 疲 

労の蓄積が判断でき 得るとされ、 このことから、 疲労の蓄積に 係る業務の過重 

性の評価期間を 発症前 6 か 月間とすることは 医学的にみても 妥当であ るときれ 

たことによるものであ る。 

なお、 このことは、 6 か 月間で疲労の 蓄積が生ずるということではなく．発 

症時の疲労の 蓄積度合は、 発症前 6 か 月間の就労状況を 評価することで 判断で 

きるというものであ る。 

問り 発症前おおむね 6 か肩 より前の業務は 付加的に評価するとされている 

が、 その理由は何か。 

( 答 ) 
発症前おおむね 6 か肩 より前の業務については、 発症から遡るほど 業務以外 

の諸々の要因が 発症に関わり 合 う とされていることから、 業務の過重性を 評価 

するに当たって 付加的要因として 考慮することとしているものであ る。 

すな ね ち、 タイムカード・ 作業日報、 業務報告書等の 客観的資料により、 発 

症前 6 か肩 より前から継続している 特に身体的、 精神的負荷が 認められる場合 

に、 これを付加的に 考慮するものであ る。 
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問 50 発症前 f か肩 より前の一定期間に 過重な業務に 就労したとして 労災請求 

があ った場合 は 、 どのよ ヮ に取り扱うのか。 

( 答 ) 
r 長期間の過重業務 @ を 認定要件としているのは．業務による 疲労の蓄積に 

よって、 血管病変等がその 自然経過を超えて 著しく増悪して． ル ・心臓疾患の 

発症につながることがあ るとの医学的知見によるものであ る。 

しかしながら、 過去の一時期に 疲労の蓄積を 生じさせるような 業務を行って 

いたとしても．そのときの 業務による血管病変等の 増悪の程度を 窺い知ること 

は不可能であ り、 また、 疲労は蓄積した 状態のまま継続するものではなく、 長 

時間労働等の 負荷要因が消退した 場合には回復するとされていることから、 発 

症時において 疲労の蓄積が 認められるものについて、 血管病変等がその 自殊経 

過を超えて著しく 増悪して発症したとみなすとしているものであ る。 

したがって、 発症前 6 か 月より前の一定期間において・ 特に過重な業務に 就 

労していたと 認められる場合であ っても、 その後において 疲労が回復している 

状況がみられる 場合には・発症前 6 か肩 より 前 0} 業務が相対的に 有力な原因と 

なりて発症したとみることはできない。 

問 ml 発症前おおむね 6 か 月間の途中に 退職している 場合の業務の 過重性の評 

価はどうなるのか。 

( 答 ) 
長期間の過重業務に 係る評価期間は 発症前おおむね 6 か 月間であ るが、 この 

間に退職している 場合には、 退職可の事業場における 業務負荷のみをもつて 業 

務の過重性の 評価を行 う こととなる。 

その際、 時間外労働時間数の 計算は、 あ くまでも発症日を 起点とした発症前 

おおむねちか 月間について 行 う こととなるが、 退職後の期間については 業務負 

荷が全く無く、 当該期間中の 疲労の回復を 考慮する必要があ ることから、 労働 

時間の評価に 当たっては、 目安となる時間数にそのまま 当てはめることはでき 

ない。 
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( 答 ) 
長期間にわたる 業務の過重性の 評価に当たっては、 発症前 6 か 月間における 

就労状況を検討して、 発症時における 疲労の蓄積状態をもって 判断することと 

している。 

疲労の蓄積状態を 評価するには、 毎日の働き方を 発症前 6 か 月から順に発症 

時まで詳細にみて、 疲労の状態の 変化を検討すべきであ ると考えられる。 

しかしながら．例えば．あ る日 6 時間の時間外労働を 行い、 翌月時間外労働 

を行わなかった 場合．前日の 疲労がどの程度回復したのかを 示 ずような尺度が 

ないこともあ って．あ る一定の期間をとらえて、 その間の全体像をみることに 

より、 その間の疲労の 状態を考察することが 適切であ ると判断したものであ る。 

そして、 過重性を評価する 単位として、 通常みられる 労働現場における 労働 

の周期や迅速処理といった 点を勘案し、 Ⅰ か 月間としたものであ る。 

          業務の過重性を 評価する単位であ るⅠか月間を． a 0 日としている 理由は 

ヤ @ ；     

( 答 ) 
専門検討会において 算出した労働時間の 評価の目安となる 時間外労働時間数 

は、 1 日 8 時間 工週 4 n 時間という週休 2 口 制 をべ ー スとした働き 方を 1 か 月 

間継続した姿をもとにしているが、 この 上 か月間というのは、 1 年間における 

1 か月 当たりの平均日数 (36S 手 l2@30 ． 4 日 ) であ る r とから、 労働時間の過 

重性を評価する 単位であ るⅠ か 月間についても、 i ・ 0 日 としたものであ る。 

一方、 歴 肩 により労働時間を 算出することとすると． 1 か 月間の日数が 異な 

るため、 業務負荷という 観点からみると 月によって差が 生じること、 目安とな 

る時間外労働時間数もⅠ か 月間の口数に 応じて算出したものとする 必要が生じ 

ることとなり、 認定実務上、 合理的とはいえないものであ る。 
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  業務の過重性の 評価関連 

( 労働時間 ) 

間 24. 発症日を起点として 時間外労働時間を 算定するとしているが、 発症時刻 

によって ぼ 当日の労働時間が 極めて短いことがあ り、 不公平ではないか。 

( 答 ) 
時間外労働時間の 算定についてほ、 基本的には、 発症日を起点とするもので 

あ るが、 発症Ⅱの労働時間が 短時間であ るような場合には、 発症目の前日を 起 

点として差し 支えない。 

務とは、 所定労働時間内の 所定業務内容とされているが、 長期間の場合の 

労働時間の評価において、 所定労働時間を 超えて労働した 時間数ではなく、 

l 週間当たり 4 11 時間を超えて 労働した時間数としているのは 何故か。   
( 答 ) 

専門検討会において 算出した、 長期間の過重業務に 係る労働時間の 評価の目 

安となる時間外労働時間数 は 、 1 ロ 8 時間Ⅰ 週 4 0 時間という週休 2 日制をべ 

ー スとした働き 方を工；、 月間継続した 姿をもとにしていることから．評価対象 

とする時間外労働時間数についても、 1 週間当たり 4 0 時間を超えて 労働した 

時間数としたものであ る。 

一方、 所定労働時間を 超えて労働した 時間数を評価対象とすると、 目安とな 

る時間外労働時間数も 個々の事案に 応じて算出したものとする 必要が生じるこ 

とから、 認定実務上、 合理的とはいえないものであ る。 
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問 26 1 週間当たり 4 0 時間を超えて 労働した時間数を 時間外労働時間として 

過重性を評価するとしているか、 労働基準法上の 割増賃金の対象となる 時 

間とは異なるのか。 

( 答 ) 
脳 ・心臓疾患の 労災認定において 算出する時間覚労働時間と 労働基準法上の 

割増賃金の対象となる 時間数とは基本的に 一致しない。 

その理由は、 労災認定では、 ① 1 か 月間を・ ln 日間としていること、 ②発症 

日を起点として 遡る方向にⅠ週間単位で 評価していくこと、 ③休日を特定しな 

いこと、 としているためであ る。 

このほか、 算出方法についても 相違があ る。 

例えぱ 、 下図のような 労働時間の場合 ( 変形労働時間制を 採用していないも 

のとする目、 労働基準法上の 割増賃金の対象となる 時間数は 1 6 時間 (4 時 

間Ⅹ 4 日 ) であ るが、 脳 ・心臓疾患の 労災認定では、 1 週間当たり 4 0 時間を 

超えて労働した 時間数を時間外労働時間としていることから、 当該時間数は 8 
時間 (1 2 時間 X 4 日   4 0 時剛 となる。 
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問 27 休日出勤をした 場合、 時間外労働時間数はどのように 取り扱われるの ；     

( 答 ) 
休日労働は疲労を 増大させると 考えられることから、 専門検討会報告では、 

休日労働時間は 時間外労働時間として 評価することが 妥当であ るとしている。 

そのためには、 休日労働を特定した 上で、 その時間数を 把握する必要があ る 

が、 1 週間の総労働時間数から 4 0 時間を控除することにより、 休日労働時間 

を含めた時間外労働時間が 導き出せることから、 1 週間の時間外労働時間数の 

算出に当たっては、 1 週間のうちどの 日が休日労働であ るかを特定する 必要は 

ない。 

問 gS r 発症前 1 か 月間におおむね 1 0 0 時間を超える 時間外労働が 認められ 

る場合は、 業務と発症との 関連性が強いと 評価できる。 J とした根拠は 何 

  

( 答 ) 
専門検討会では．睡眠時間と 脳 ・心臓疾患の 発症に関する 医学文献を収集、 

分析したところ、 すべての文献において、 1 口 5 時間以下の睡眠は、 脳 ・心臓 

疾患の発症との 関連性が認められるとしている。 

一般労働者の 生活時間をもとに、 1 日 5 時間程度の睡眠が 確保できない 状態 

を検討すると、 1 日の労働時間 8 時間を超えち 時間程度の時間覚労働を 行 うた 

場合に相当し・これがⅠ か 月間継続した 状態は、 おおむねⅠ 0 0 時間を超える 

時間外労働が 想定される。 

このことは、 脳 ・心臓疾患と 労働時間、 時間外労働時間との 関連に係る諸家   
の報告からも 裏 付けられるものであ る。 

以上の検討結果を 踏まえ、 疲労の蓄積の 重要な要因と 考えられる労働時間に 

よる過重性のおおまかな 目安として．専門検討会では、 発症前Ⅰ か 月間におお 

むね 1 0 0 時間を超える 時間外労働が 認められる状態は、 業務と発症との 関連 

仕は強いと判断できるとしたものであ る。 

この検討結果を 踏まえ、 認定基準における 業務の過重性の 評価の目安とした 

ものであ る。 
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        @ 発症前 2 か 月間ないし 6 か 月間にわたって   工か月 当たりおおむね 

R 0 時間を超える 時間外労働が 認められる場合 は 、 業務と発症との 関連性 

が強いと評価できる。 @ とした根拠は 何か。 

( 答 ) 
専門検討会でほ、 睡眠時間と 脳 ・心臓疾患の 発症に関する 医学文献を収集、 

分析したところ． 1 日 6 時間未満の睡眠で、 狭心症、 心筋梗塞の有 病率 が増加 

する等の報告があ るとしている。 

一般労働者の 生活時間をもとに、 1 日 6 時間程度の睡眠が 確保できない 状態 

を検討すると、 1 日の労働時間 M 時間を超え 4 時間程度の時間覚労働を 行った 

場合に相当し、 これが 1 か 月間継続した 状態 は 、 おおむね 8 n 時間を超える 時 

間外労働が想定される。 

このことは、 脳 ・心臓疾患．と 労働時間・時間外労働時間との 関連に係る諸家 

の報告からも 裏 付けられるも 67@ であ る。 

以上㏄検討結果を 踏まえ、 疲労の蓄積の 最も重要な要因と 考えられる労働時 

間による過重性のおおまかな 目安として．専門検討会では、 発症前 2 か 月間な 

いし 6 か 月間において、 Ⅰ か月 当たりおおむね 8 0 時間を超える 時間外労働が 

認められる状態は、 業務と発症との 関連性は強いと 判断できるとしたものであ 

る。 

この検討結果を 踏まえ、 認定基準における 業務の過重性の 評価の目安とした 

心のであ る。 

問 an r 業務と発症との 関連性が強い @ とは業務起因性が 認められると 1@@j こ 

とか。 

( 答 ) 
r 関連性が強い l とは 、 疲労の蓄積の 最も重要な要因と 考えられる労働時間 

と 脳 ・心臓疾患の 発症との関連性の 大きさの程度を 意味するものであ る。 

しかしながら、 労働実態は多種多様であ ることを考え 合わせると、 r@ ゑい @ 
とされたことのみをもって 直ちに業務起因性を 認めることは 適切でない場合も 

あ り、 このような場合には、 労働時間に加えて 勤務の不規則性、 拘束性、 作業 

環境、 精神的緊張等の 諸要因が明確に 認められるか 否かを検討する 必要があ る。 
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間切 労働時間について、 業務と発症との 関連性が強いと 評価できる場合にお 

いて、 r 特に過重な業務に 就労したと判断することが 適切ではない 場合 @ 
とは ． どのような場合が 想定されるのか。 

( 答 ) 
r 特に過重な業務に 就労したと判断することが 適切ではない 場合 @ とは、 労 

働時間は長いものの 労働密度が特に 低く、 労働時間のみからは 身体的、 精神的 

負荷が特に著しいとぼ 認められない 場合であ る。 

例えば、 タクシー運転業務における 車庫等での客待ち、 トラック運転業務に 

おける事業場 - の入場の待機等の 手待ち時間であ って、 休憩時間と同一視でき 

るような状態が 含まれている 業務が考えられる。 

伸 ㌍ r 業務と発症との 関連性が強い @ とされる時間外労働時間と 自動車運転 

l 考の r 改善基準告示 @ との関連はあ るのか。 

( 答 ) 
専門検討会では、 医学文献を分析した 上で医学的検討を 加えた結果、 1 日 8 

時間を超え 5 時間程度又は 4 時間程度の時間覚労働を 一定期間継続して 行った 

場合．業務と 発症との関連性が 強いとしたものであ り、 これを踏まえ、 認定基 

準において、 時間外労働時間の 目安を示したものであ る。 

一方． 自動車運転者の r 改善基準告示 @ は 、 自動車運転者の 労働時間等の 労 

働条件の向上を 図ることを日的としたもので、 拘束時間 ( 労働時間と休憩時間 

の合計時間 ) の規制の観点から、 目安を示したものであ る。 

したがって．認定基準の 時間外労働時間の 目安時間と自動車運転者の r 改善 

基準告示 J の 拘束時間とは、 趣旨及び設定根拠を 異にするものであ る。 
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問 ㏄ r 発症前Ⅰ か 月間ないし 6 か 月間にわたって 、 1 か月 当たりおおむね 

4 R 時間を超える 時間外労働が 認められない 場合は、 業務と発症との 関連 

性が弱いと評価できる。 J とした根拠は 何か。 

( 答 ) 
専門検討会では、 睡眠時間と 脳 ・心臓疾患の 発症に関する 医学文献を収集、 

分 折 したところ、 1 日 7-R 時間の睡眠時間が 最も健康的であ るとする報告が 

あ るとしている。 

一般労働者の 生活時間をもとに、 1 日 7. 5 時間程度の睡眠が 確保できる状態 

を検討すると、 1 日の労働時間 S 時間を超え 2 時間程度の時間覚労働を 行った 

場合に相当し、 これがⅠ か 月間継続した 状態は、 おおむね 4 5, 時間の時間外弟 

働 となる   
以上の検討結果を 踏まえ     疲労の蓄積の 重要な要因と 考えられる労働時間に 

よる過重生のおおまかな 目安として   専門検討会では   工か月 当たりおおむね 

4 5 時間を超える 時間外労働が 認められない 状態は   疲労の蓄積が 生じ せ Ⅰ   こ 

          業務と発症との 関連性は弱いと 判断できるとしたものであ る   
この検討結果を 踏まえ   認定基準における 業務の過重性の 評価の目安とした 

ものであ る   

( 答 ) 
r 関連性が弱い J とは、 疲労の蓄積の 最も重要な要因と 考えられる労働時間 

と 脳 ・心臓疾患の 発症との関連性の 大きさの程度を 意味するものであ り、 一般 

的にほ、 この時間外労働のみから、 直ちに業務起因性を 認めることは 困難であ 

る。 

なお、 このような労働時間の 実態にあ って、 業務起因性が 認められるために 

は、 労働時間以外の 負荷要因． すが ねち、 勤務の不規則性、 拘束性、 作業環境、 

精神的緊張等の 諸要因による 明らかな過重負荷を 受けたことが 認められなけれ 

ばならない。 
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問 35 l 業務と発症との 関連性か弱い @ とされる時間外労働時間と 限度時間と 

の関連はあ るのか。 
  
( 答 ) 

専門検討会では、 医学文献を分析した 上で医学的検討を 加えた結果． 1 日 8 
時間を超え 2 時間程度の時間覚労働を 一定期間継続して 行った場合、 業務と発 

症との関連性が 弱いとしたものであ り、 これを踏まえ、 認定基準において、 時 

間外労働時間の 目安を示したものであ る。 

一方、 r 時間外労働の 限度に関する 基準 @ に 示されている 限度時間は、 時間 

外労働は本来臨時的なものとして 必要最小限にとどめられるべきものであ ると 

いう認識のもと．時間外労働協定が 適正に協定されることを 促進し、 恒常的な 

長時間労働の 削減を図ることを 目的として、 労働者の福祉．時間外労働の 動向 

等を考慮して 定められたものであ る。 

したがって、 認定基準の時間外労働時間の 目安時間と限度時間とは、 趣旨及 

び設定根拠を 異にするものであ る。 

問 36 何故、 労働時間と 脳 ・心臓疾患との 関係を論じた 文献で評価基準を 設定 

しないのか。 

( 番 ) 
労働時間と 脳 ・心臓疾患の 発症に係る医学文献はあ るものの．対象集団には 

労働時間以外の 交 絡 因子が含まれており、 この影響を排除できていないことか 

ら、 専門検討会では、 疲労の蓄積に 大 ぎく関わり合っている 睡眠時間と 脳 ・心 

臓疾患の発症との 因果関係に着目し・ 一般の労働者のⅠ日の 生活時間から 労働 

時間の長さを 導いたものであ る。 

なお、 労働時間の評価基準を 設定するに際しては、 労働時間と 脳 ・心臓疾患 

との関係を論じ・た 文献の検証を 行って、 矛盾しないとの 結論を得ている。 

一 l5o 



  
( 答 ) 

1 日における労働時間の 計算は．原則として、 午前 0 時から午後 1 2 時まで 

の r 暦日 l によることとするが、 勤務形態が隔日勤務、 深夜勤務、 交替 制 勤務 

等で・ 1 勤務が 2 暦日にわたる 勤務は．始業時刻の 属する日の労働として 取り 

扱うこととする。 

RB38  @t@@m'@@@@KH+S@L@WIH@afflLW.5ig 

@&,  @SftWa@H'ot.i@i@iD@ 

( 答 ) 
裁量労働 制 とは、 あ る特定の業務に 就く労働者について、 労使であ らかじめ 

定めた時間働いたものとみなす 制度であ り、 また、 事業場外労働に 関するみな 

し労働時間制とは、 事業場外で業務に 従事する労働者について．労働時間を 算 

定し難いときに、 労使であ らかじめ定めた 時間働いたものとみなす 制度であ る。 

脳 ・心臓疾患の 労災認定における 労働時間の評価は、 実労働時間を 対象とす 

るものであ ることから・みなし 労働時間制を 適用されている 場合であ っても、 

タイムカード、 業務日報、 事業場の施錠記録等客観的な 資料のほか、 被災労働 

者あ るいは関係者からの 聴取等をもとに 被災労働者の 労働時間の特定を 行 い ． 

その労働時間により 業務の過重性の 評価を行 う こととなる。 
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間 ㌍ 変形労働時間制を 採用している 場合、 労働時間はどのよ ヮ に考えるのか。 

( 答 ) 
変形労働時間制とは、 労使協定等により、 変形期間を平均しⅠ週間当たりの 

労働時間が法定労働時間を 超えない範囲内において、 変形期間における 各日、 

各週の所定労働時間を 特定することを 要件として、 当該労使協定等に 定めたと 

ころによって、 1 日又は 1 週の性 定 労働時間を超えて 労働させることができる 

制度であ る。 

脳 ・心臓疾患の 労災認定における 労働時間の評価は、 実労働時間を 対象とす 

るものであ ることから、 変形労働時間制を 採用している 場合であ っても、 タイ 

ムカード、 業務日報、 事業場の施錠記録等客観的な 資料のほか、 被災労働者あ 

るいは関係者からの 聴取等をもとに 被災労働者の 労働時間の特定を 行い、 その 

労働時間により 業務の過重性の 評価を行 う こととなる。 

            フ   ン / クスタイム制を 採用している 場合   労働時間はどのように 考える 

( 答 ) 
フレックスタイム 制 とは、 1 か 月以内の一定期間の 総労働時間を 定めておき、 

労働者がその 範囲内で・業務の 繁閑などに合わせて、 各自の始業及 び 終業の時 

刻を選択して 働く制度であ る。 

脳 ・心臓疾患の 労災認定における 労働時間の評価は、 実労働時間を 対象とす 

るものであ ることから、 フレックスタイム 制を採用している 場合であ っても、 

タイムカード、 業務日報、 事業場の施錠記録等客観的な 貸料のぼ か 、 被災労働 

者あ るいは関係者からの 聴取等をもとに 被災労働者の 労働時間の特定を 行い． 

その労働時間により 業務の過重性の 評価を行 う こととなる。 

  

 
 



問 4l トラック運転者等のフェリ 一乗船中の時間は 労働時間として 取り扱うの 

  

( 答 ) 
脳 ・   巴臓 疾患の労災認定における 労働時間の評価は、 実労働時間を 対象とす 

るものであ ることから、 トラック運転者等のフェリ 一乗船中の時間の っち 、 目 

的地に到達するまでの 船内で自由に 行動できる時間については、 労働時間とし 

ては取り扱わない。 

なお．フェ り 一乗船中の時間のうち、 船内で自由に 行動できる時間について 

は、 拘束時間としての 評価、 検討が必要であ る。 

問 4. 2. 大 乗務のトラック 運転業務 ( 車両内に身体を 自由に伸ばして 休息する 

ことができる 設備があ る場合等 ) の走行中の仮眠時間について、 業務の過 

重性の評価において 労働時間として 取り扱うのか。 

( 答 ) 
脳 ・心臓疾患の 労災認定における 労働時間の評価は、 実労働時間を 対象とす 

るものであ ることから、 2 人乗務のトラック 運転業務 ( 車両内に身体を 自由に 

伸ばして休息することができる 設備があ る場合等 ) の 走行中の仮眠時間につい 

ては、 業務の過重性の 評価に際しては、 労働時間には 含めないものとする。 

なお、 当該仮眠時間については、 拘束時間としての 評価、 検討が必要であ る。 
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問 43 いわゆる @ 持ち帰り残業 J ほ ついては   どのように取り 扱うの；     

( 答 ) 
持ち帰り残業については、 必ずしも事業主の 指揮命令 干 に置かれているとは 

言えないことから、 直ちに業務負荷として 評価することは 適切ではないが、 明 

確な業務命令に 基づいて行われ、 それを客観的に 評価し得る成果物が 認められ 

るなど業務として 取り扱うことが 妥当と認められる 場合にほ、 評価の対象とす 

るものであ る。 

しかしながら、 持ち帰り残業については、 事業場での業務と 比較して、 精神 

的緊張、 拘束性など は 低 い ことから．持ち 帰り残業に費やした 時間をそのまま 

労働時間として 評価することは 適切ではなく、 業務の過重性の 評価に当たって 

は、 負荷要因のⅠつとして 評価するものであ る。 

問 44 業務の過重性の 評価に当たって、 出張の場合の 労働時間はどのように 考 

えるのか。 

( 答 ) 
出張は、 一般に事業主の 包括的又は個別的な 命令により、 特定の用務を 果た 

すために、 通常の勤務地を 離れて用務 地 - 赴いてから用務を 果たして戻るまで 

の一連の過程をい う ものであ る。 

脳 ・心臓疾患の 労災認定における 労働時間の評価は、 実労働時間を 対象とす 

るものであ ることから、 被災労働者あ るいは関係者からの 聴取等をもとに 被災 

労働者の労働時間の 推計を行い、 その労働時間により 業務の過重性の 評価を行 

う こととなる。 

したがって、 出張の場合についても、 実労働時間を 把握する必要があ るが、 

出張中における 行動が把握できない 場合には、 日常業務を行ったものとみなし 

て労働時間を 推計することとなる。 

なお、 出張業務そのものの 過重性については、 認定基準の第 4 の 2 の (2) の 

ウ の (l) の d に示す r 出張の多い業務 @ の中で評価することとなる。 
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問 45 業務の過重性の 評価に当たって、 出張先 @ の 移動時間はどのように 取り 

扱うのか。 

( 答 ) 
出張先 - の 移動 は 、 一般的には、 実作業を伴 う わけではなく、 また、 会社か 

ら受ける拘束の 程度も低いことから、 通常の業務から 受ける負荷 と同 と 評価 

することは適切でぽない。 

そのため、 出張先 @ の 移動時間については、 自ら乗用車を 運転して移動する 

場合や・移動時間中にパソコンで 資料作成を行 9 場合等、 具体的に業務に 従事 

している実態が 明確に認められる 場合を除き、 過重性の評価を 行 う 労働時間と 

しては取り扱わないこととする。 

なお、 出張先 - の 移動時間については、 当然に拘束時間に 含まれることから、 

拘束時間としての 評価、 検討が必要であ る。 

問 46 業務の過重浬の 評価に当たって   通勤時間はどのように 取り扱うの；     
      
( 答 ) 

通勤は労働力を 提供するために 必要な行為であ るが、 業務でほないことから、 

通勤時間を業務の 過重性の評価対象とすることはできない。 

なお、 業務と発症との 関連性を示した 時間外労働時間の 目安は、 平均的な労 

働者の生活時間を 基準に算出しており、 通勤時間として 約 1 時間 20 分が考慮 

されている。 
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問 47 業務の過重性の 評価に当たって、 睡眠時間を調査する 必要があ るのか。 

@) 

認定基準で示された 労働時間の評価の 目安となる時間数は、 疲労の回復を 阻 

害すると考えられる 睡眠時間をもとに 算定されたものであ る。 

す ねぬち 、 長時間労働が 要因となって 睡眠時間が短くなり．その 結果、 疲労 

が蓄積されるという 観点から導き 出されたものであ り、 個人的事情で 睡眠時間 

が変化することぼ 想定していないものであ る。 

したがって、 労災請求事案の 処理に当たっては．睡眠時間の 調査は要しない。 

間毬 Ⅰ か 月間のおおまかな 総労働時間数しか 把握できない 場合の時間外労働 

時間数の計算 は ど う するのか   

( 答 ) 
日々の労働時間数が 不明で、 1 か 月間のおおまかな 総労働時間数を 推定した 

場合には、 その総労働時間数から、 1 週 4 0 時間のⅠ か月 (3 0 日 ) 分に相当 

  する時間数 (1 7 0 時間 ) を 控除した労働時間数を 計算上の時間覚労働時間数 

としてみることができる。 

ただし、 このような計算方法は、 評価期間中に 年末年始等の 長期休暇があ る 

場合には．過重性が 著しく低く評価さ $L る 可能性があ ることから、 原則的には． 

日々の労働時間を 推定した上で、 1 週 4 0 時間を超える 時間数をもって 時間外 

労働時間数を 算出ずることとされたい。 
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( 労働時間以外の 負荷要因 ) 
    
問 Uil r 拘束時間の長い 勤務 @ の 拘束時間が長いとは、 どの程度を指すのか   

( 答 ) 
拘束時間の長きについては、 脳 ・心臓疾患の 発症との関連において 医学的に 

明らかとされていないことから、 その具体的な 数値を示すことはできない。 

しかしながら、 睡眠時間から 導き出された 脳 ・心臓疾患の 発症との関連性が 

強いときれる 時間外労働時間をもとに 計算すると、 時間外労働時間がⅠ か月 

1 0 0 時間の場合の 拘束時間はおおむね 3 0 0 時間となることから、 これが一 

つの目安となるものと 考えられる。 

なお、 拘束時間の長い 勤務の過重性 は 、 休憩・仮眠時間数、 休憩・仮眠施設 

の状況等の観点から 検討、 評価されるものであ って、 拘束時間の長さのみをも 

って判断されるものではない。 

問 htl 業務の過重性の 評価に当たって、 作業環境を付加的要因として 評価する 

こととした理由は 何か。 

( 答 ) 
作業環境と 脳 ・心臓疾患の 発症との関連性に 関して は 、 その有意性を 認・める 

報告があ るものの・その 関連性は必ずしも 強くないと考えられることから．付 

加的要因として 評価することとしたものでめる。 
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問 Ⅱ 業務の過重件の 評価を行 う 時差を 5 時間以上とした 理由は何か   

( 答 ) 
時差による身体 - の 影響としては、 いわゆる r 時差 は け @ があ り、 これは、 

r5 時間以上時差のあ る地域を航空機で 急激に移動した 際にみられる 一過性 ( 時 

には持続性 ) の心身の不調状態 J と 定義されているところであ る。 

このような状態は、 生体リズムに 位相のずれが 生じ、 疲労の蓄積が 生じるも 

のであ ることから、 業務の過重性の 評価を行 う 時差として、 5 時間以上とした 

ものであ る。 

問 h2 精神的緊張を イ半う 業務の評価はどのように 行うの；     

( 答 ) 
専門検討会において、 精神的緊張と 脳 ・心臓疾患の 発症との関連を 示唆する 

各種報告及びこれまでの 医学経験則に 照らして検討が 行われた結果．精神的緊 

張についても 疲労の蓄積とい j 視点から配慮する 必要があ るとの認識のもと、 

脳 ・心臓疾患の 発症に関与する 可能性のあ る i 日常的に精神的緊張を 伴 う 業務 l 
及ぴ r 発症に近接した 時期における 精神的緊張を 伴 う 業務に関連する 出来事 J 
ほ ついて整理きれたものであ る。 

認定基準では．この 検討結果をもとに、 別紙に r 精神的緊張を 伴う業務 l と 

して掲げており、 その過重性の 評価に当たっては、 それぞれの負荷の 程度を評 

価する視点によりその 実態を検討し、 客観的にみて 特に過重な精神的緊張と 認 

められるか否かにより 判断することとしている。 

なお、 精神的緊張と 脳 ・心臓疾患の 発症との関連性については 医学的に十分 

解明がなされていないこと、 精神的緊張は 業務以外にも 多く存在すること 等か 

ら、 精神的緊張の 程度が特に著しいと 認められるものについて 評価することと 

なる。 
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問お 精神的緊張を 伴う業務 ( 認定基準の別紙 ) に 掲げられていない 業務     
来 事は評価しないの ；     

( 答 ) 
精神的緊張を 伴 う 業務として認定基準の 別紙に掲げられていない 業務又は出 

来事による負荷は． 脳 ・心臓疾患の 発症との関連において、 日常生活で受ける 

負荷と同程度のものと 評価できる。 

したがって、 その程度の負荷 は 、 業務の過重性の 評価に当たって 考慮する必 

要のない程度のものと 考えている。 

問 h4 精神的緊張を 伴う業務のうち、 発症に近接した 時期における 精神的緊張 
を伴う業務に 関連する出来事について、 近接した時期とはどのくらいの 期 

  
( 答 ) 

精神的緊張を 伴 う 業務に関連する 出来事を評価する r 発症に近接した 時期 @ 
とは 、 発症前おおむねⅠ週間であ る。 

( 認定基準の第 4 の 2 の (2) の イ に示された評価期間と 同一 ) 
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@ 僚 等の考え方 ) 

問 5B 同僚等とは、 r 基礎 疾 婁を有していたとしても 日常業務を支障なく 遂行 

できる者をい う 。 J としているが、 r 基礎疾患を有していたとしても J を 

追加した理由は 何か。 

( 答 ) 
業務の過重性を 評価するに当たって 対象とする同僚等については、 日常業務 

を支障なく遂行できる 健康状態にあ ればよく、 基礎疾患の有皿を 問うものては 

ないものであ り、 従来からの考え 方を変更するものではない。 

認定基準の改正に 当たって、 この考え方を 明確にするため、 r 基礎疾患を有 

していたとしても @ という文言を 追加したものであ る。 

間 5h 請求人が同僚よりも 多く働いていると 三振している 場合   ど う 考えれば   
( 答 ) 

認定基準において、 業務が同僚等にとっても 特に過重であ ることとしている 

の ほ 、 当該労働者の 従事した業務が、 特に過重であ ったか否かを 客観的に評価 

しょうとするものであ る。 

したがって、 業務の過重性の 客観的判断の 尺度として行うものであ るから、 

特定の労働者をとらえて 業務量等を比較して 判断するものではない。 

すな ね ち、 業務が特に過重であ ったか否かは、 同僚等にとっても 特に過重と 

いえるか否かにより 判断するものであ り、 同僚等と比較して 多く働いていたこ 

とをもって、 直ちに特に過重な 業務に従事したと 評価するものではない。 
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( 答 ) 
被災労働者の 就労実態については、 関係資料、 関係者からの 聴取等により 把 

握することが 必要であ り、 特に、 同僚等からの 聴取においては、 これをどのよ 

うに評価しているかを 併せて確認する 必要があ る。 

すな ね ち、 当該労働者の 業務が過重であ ったか否かの 判断に当たっては、 同 

僚等による評価が 重要であ り、 そのためには、 当該労働者の 就労実態及 び 業務 

内容をよく知っていると 思われる同僚等から 聴取を行っことが 望ましい。 

したがって・ 同僚等に関する 調査は、 同僚等による 評価に妥当性があ るかど 

うかが見極められるものであ れば足りる。 

間 58 同僚ではなく、 一般的な同種労働者を 対象とする方がよ い のではないか   

  
業務の過重性の 評価に当たりては・ 客観性がノ要であ り、 そのためには、 当 

該 労働者のみならず 同僚等にとっても 特に過重であ ることが必要であ る   
この場合   当該労働者と 同様の業務に 就 力 している労働者にとって           

う な負荷であ るかを判断することが 目的であ るので   当該労働者の 就労実態に 

より近い同僚を 対象として   特に過重であ ったか否かを 評価することが 妥当で 
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問 Rg 年齢、 経験等の r 等 @ とは何か。 
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問 60 同程度の年齢・ 経験等の r 同程度 @ とはど 才 L くらいか。 

@) 

業務内容によっては、 年齢、 経験等の違いによる 身体 @ の 影響の度合が 異な 

ることもあ り、 したがって 、 r 同程度の幅 @ を 一概に示すことはできない。 業 

務の内容に 志 してその範囲等を 適切に判断すべきであ る。 

問 fnl 年齢を考慮するということは、 個人的事情を 評価することとなるのか。 

( 答 ) 
加齢は、 血管病変等とは 異なり誰にも 共通するものてあ って、 個人差はない。 

したがって．年齢を 考慮するということは、 加齢の結果としての 年齢相応の 

身体的状況を 加味するということであ り、 個人的事情を 評価するものではない。 
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問 62 同程度の年齢   経験等を有する 者がいない場合   どのように取り 扱っの 

  

( 答 ) 
認定基準においては、 業務の過重性の 評価を客観的に 行 ヮ ために、 当該労働 

者と同程度の 年齢、 経験等を有する 同僚等にとっても 特に過重であ ることとし 

ている。 

これほ、 当該労働者と 同様の業務に 従事する同程度の 年齢、 経験等を有する 

同僚等が、 どの程度過重であ ったと認められるかにより 判断しょうとするもの 

であ る。 

認定実務上は、 同程度の年齢、 経験等を有する 同僚労働者がいれ ば 、 当然、 

当該同僚労働者から 聴取を行 う こととなるが、 該当する同僚労働者がいない 場 

合 には． より近い同僚労働者から 聴取を行 う こととなる。 

この場合、 同僚労働者に 対してほ、 当該労働者と 同程度の年齢、 経験等を有 

していたとすればどうであ ったか、 当該労働者と 同様 め 業務に従事したとすれ 

ばどうであ ったかという 観点から聴取を 行 うこミ により、 客観的な評価を 行 う 

ことが可能となるものであ る。 

なお．特殊な 業務で判断できない 場合には、 必要に応じ他の 事業場の同種労 

働者等の実態把握などを 行っていくことになる。 

  



  その他 

問 63 特別加入者の 場合の労働時間は   どこまでを評価の 対象とするの ；     

( 答 ) 
特別加入者の 場合には・業務の 過重性の評価対象となる 労働時間は、 特別加 

入制度の対象ときれている 業務、 すな む ち、 災害が発生した 場合に保険給付の 

対象となる範囲の 業務を行うのに 要した時間てあ る。 

特別加入者の 労働時間は客観的資料に 乏しいことが 多いが、 その場合であ っ 

ても、 被災者本人、 家族、 同一現場で働いていた 者からの聴取等により、 実際 

に業務を行っていた 時間を推計の 上、 労働時間の評価を 行うこととなる。 

  



第 6 部 関係通達等 
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厚生労働省労働基準局長 

( 公 印 省 略 ) 

脳血管疾患及び 虚血性心疾患等 ( 負傷に起因するものを 除くおの 

認定基準について 

標記については、 平成 7 年 2 月Ⅰ日付け 基 発案． n R 号 ( 以下 rFl R 号 通達 @ と 

いう。 ) 度 ぴ 平成 8 年Ⅰ同 9. 2 日付け 基発 第 3 0 号 ( 以下 @3 0 号 通達 j という。 ) 
に 20 示してきたところであ るが、 今般、 @ 脳 ・心臓疾患の 認定基準に関する 

専門検討会 @ の 検討結果を踏まえ、 別添の認定基準を 新たに定めたので、 今後の 

取扱いに遺漏のないよう 万全を期されたい。 

なお、 本通達の施行に 伴い、 3 R 号 通達文 ぴ 3 n 音通達は廃止する。 

  



(Wll 添 ) 

脳血管疾患及 び 虚血性心疾患等 ( 負傷に起因するものを 除く。 ) の認定基準 

第 Ⅰ 基本的な考え 方 

脳血管疾患及び 虚血性心疾患等 ( 負傷に起因するものを 除く。 以下 ra 逝 ・ 

心臓疾患 l という。 ) は 、 その発症の基礎となる 動脈硬化等による 血管病変 

又は動脈瘤、 心筋変性等の 基礎的病態 ( 以下 r 血管病変等 i という。 ) が 長 

い年月の生活の 営みの中で形成され、 それが徐々に 進行し、 増悪するといっ 

た 自伏 経過をたどり 発症に至るものとされている。 

しかしながら、 業務による明らかな 過重負荷が加わることによって、 血管 

病変等がその 自然経過を超えて 著しく増悪し、 脳 ・心臓疾患が 発症する場合 

があ り、 そのような経過をたどり 発症した 脳 ・心臓疾患は、 その発症に当た 

って、 業務が相対的に 有力な原因であ ると判断し、 業務に起因することの 明 

らかな疾病として 取り扱うものであ る。 

このような 脳 ・心臓疾患の 発症に影響を 及ぼす業務による 明らかな過重負 

荷として、 発症に近接した 時期における 負荷のほか、 長期間にわたる 疲労の 

蓄積も考慮することとした。 

また、 業務の過重性の 評価に当たっては、 労働時間、 勤務形態、 作業環境、 

精神的緊張の 状態等を具体的かつ 客観的に把握、 検討し、 総合的に判断する 

必要があ る。 

第 2 対象疾病 

本 認定基準は 、 次に掲げる 脳 ・心臓疾患を 対象疾病として 取り扱う   
  脳血管疾患 

      脳内出血 ( 脳出血 ) 
      くも膜下出血 

㏄ ) 脳梗塞 

      高血圧性脳症 

  虚血性心疾患等 

        む筋 梗塞 

      狭心症 

(3) 心 停止 ( 心臓性突然死を 含む。 ) 
(4) 解離性大動脈瘤 
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第 3 認定要件 

次の㈹ 、 @ 又は (3) の業務による 明らかな過重負荷を 受けたことにより 

発症した 脳 ・心臓疾患は・ 労働基準法施行規則別表 第 1 の 2 第 9 号に該当す 

る疾病として 取り扱う。 

(l) 発症直前から 前日までの間において、 発生状態を時間的及び 場所的に明 

確にし得る異常な 出来事 ( 以下 r 異常な出来事 l という。 ) に 遭遇したこと。 

(2) 発症に近接した 時期において、 特に過重な業務 ( 以下 r 短期間の過重業 

務 l とハブ 。 ) に 就労したこと。 

(3) 発症前の長期間にわたって 、 著しい疲労の 蓄積をもたらす 特に過重な業 

務 ( 以下 @ 長期間の過重業務 @ という。 ) に 就労したこと。 

第 4 認定要件の運用 

1 脳 ・心臓疾患の 疾患名及び発症時期の 特定について 

(l) 疾患名の特定について 

脳 ・心臓疾患の 発症と業務との 関連牲を判断する 上で、 発症した疾患名 

は重要であ るので   臨床所見   解剖所見   発症前後の身体の 状況等から 疾 

患 名を特定し、 対象疾病に該当することを 確認すること   
なお   前記第 2 の対象疾病に 掲げられていない 脳卒中等については           

  記 第 5 によること。 

(2) 発症時期の特定について 

脳 ・心臓疾患の 発症時期については．業務と 発症との関連性を 検討する 

際の起点となるものであ る。 

通常、 脳・心臓疾患 は 、 発症 ( 血管病変等の 破綻 ( 出血 ) 又は閉塞した 

状態をい う 。 ) の直後に症状が 出現 ( 自覚症状又は 他覚所見が明らかに 詔 ． 

められることをいう。 ) するとされているので、 臨床所見、 症状の経過等 

から症状が出現した 目を特定し、 その日をもって 発症 日 とすること。 

なお．前駆症状 ( 脳 ・心臓疾患発症の 警告の症状をい う   ) が 認められ 

る場合であ って、 当該前駆症状と 発症した 脳 ・心臓疾患との 関連性が医学 

的に明らかとされたときは、 当該前駆症状が 確認された目をもって 発症 目 

とすること。 

2 過重負荷について 

                                                              " " " 臓 """"""" 礎 ' 。 " 
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血管病変等をその 自然経過を超えて 著しく増悪させ 得ることが客観的に 認め 

られる負荷をいい、 業務による明らかな 過重負荷と認められるものとして、 

r 異常な出来事 l 、 r 短期間の過重業務 k 及び r 長期間の過重業務 @ に 区分 

し、 認定要件としたものであ る。 

ここで いう 自然経過とは、 加齢、 一般生活等において 生体が受ける 通常の 

要因に よ る血管病変等の 形成、 進行政 ぴ 増悪の経過をい う 。 

(l) 異常な出来事について 

ア 異常な出来事 

異常な出来事とは、 具体的にぼ次に 掲げる出来事であ る。 

(7) 極度の緊張、 興奮、 恐怖、 驚がく等の強度の 精神的負荷を 引き起こ 

す 突発的又は予測困難な 異常な事態 

( ィ ) 緊急に強度の 身体的負荷を 強いられる突発的 又は 予測困難な異常な 

事態 

( ゥ ) 急激で著しい 作業環境の変化 

イ 評価期間 

異常な出来事と 発症との関連性については、 通常、 負荷を受けてから 

2 4 時間以内に症状が 出現するときれているので、 発症直前から 前日ま 

での間を評価期間とする。 

ウ 過重負荷の有虹の 判断 

異常な出来事と 認められるか 否かほついては、 ①通常の業務遂行過程 

においては遭遇することがまれな 事故又は災害等で、 その程度が甚大で 

あ ったか、 ②気温の上昇又は 低下等の作業環境の 変化が急激で 著しいも 

のであ ったか等について 検討し、 これらの出来事による 身体的、 精神的 

負荷が著しいと 認められるか 否かという観点から、 客観的かつ総合的に 

判断すること。 

(2) 短期間の過重業務について 

ア 特に過重な業務 

特に過重な業務とほ、 日常業務に比較して 特に過重な身体的、 精神的 

負荷を生じさせたと 客観的に認められる 業務をい う ものであ り、 日常業 

務に就労する 上で受ける負荷の 影響は、 血管病変等の 自然経過の範囲に 

とどまるものであ る。 

ここでいう日常業務とは   通常の所定労働時間内の 所定業務内容をいう   

  



イ 評価期間 

発症に近接した 時期とは、 発症前おおむね 1 週間をい う 。 

ウ 過重負荷の有軸の 判断 

(7) 特に過重な業務に 就労したと認められるか 否かほついては、 業務量、 

業務内容、 作業環境等を 考慮 l, 、 同僚労働者又は 同種労働者 ( 以下 r 同 

僚等 @ という。 ) にとっても、 特に過重な身体的、 精神的負荷と 認め 

られるか否かという 観点から．客観的かっ 総合的に判断すること。 

ここでい う 同僚等とは、 当該労働者と 同程度の年齢、 経験等を有す 

る健康な状態にあ る者のほか、 基礎疾患を有していたとしても 日常業 

務を支障なく 遂行できる者をい う 。 

( ィ ) 短期間の過重業務と 発症との関連性を 時間的にみた 場合、 医学的に 

は 、 発症に近いほど 影響が強く、 発症から遡るほど 関連性は希薄とな 

るとされているので、 次に示す業務と 発症との時間的関連を 考慮して、 

特に過重な業務と 認められるか 否かを判断すること。 

① 発症に最も密接な 関連性を有する 業務は、 発症直前から 前日まで 

の間の業務であ るので、 まず、 この間の業務が 特に過重であ るか否 

かを判断すること。 

② 発症直前から 前日までの間の 業務が特に過重であ ると認められな 

い場合であ っても、 発症前おおむね ] 週間以内に過重な 業務が継続 

している場合には、 業務と発症との 関連性があ ると考えられるので、 

この間の業務が 特に過重であ るか否かを判断すること。 

なお、 発症前おおむね 1 週間以内に過重な 業務が継続している 場 

合の継続とは、 この期間中に 過重な業務に 就労した日が 連続してい 

るという趣旨であ り、 必ずしもこの 期間を通じて 過重な業務に 就労 

した日が間断なく 続いている場合のみを いう ものではない。 したが 

って、 発症前おおむね 1 週間以内に就労しなかった 日があ ったとし 

ても、 このことをもって・ 直ちに業務起因性を 否定するものではな 

  
( ゥ ) 業務の過重性の 具体的な評価に 当たっては、 以下に掲げる 負荷要因 

について十分検討すること。 

a 労働時間 

労働時間の長さは、 業務量の大きさを 示す指標であ り、 また、 過 

一 1Tl 一 



重 性の評価の最も 重要な要因であ るので、 評価期間における 労働時 

間については、 十分に考慮すること。 

例えば、 発症直前から 前日までの間に 特に過度の長時間労働が 認 

められるか、 発症前おおむね 1 週間以内に継続した 長時間労働が 認 

められるか、 休日が確保されていたか 等の観点から 検討し、 評価す 

ること。 

b 不規則な勤務 

不規則な勤務については、 予定された業務スケジュールの 変更の 

頻度・程度、 事前の通知状況、 予測の度合、 業務内容の変更の 程度 

等の観点から 検討し、 評価すること。 

c 拘束時間の長い 勤務 

拘束時間の長い 勤務については、 拘束時間数、 実労働時間数．労 

働密度 ( 実作業時間と 手持時間との 割合等 ) 、 業務内容、 休憩・仮 

眠時間数、 休憩・仮眠施設の 状況 ( 広さ、 空調．騒音等 ) 等の観点 

から検討し、 評価すること。 

d 出張の多い業務 

出張については、 出張中の業務内容．出張 ( 特に時差のあ る海外 

出張 ) の頻度、 交通手段、 移動時間及び 移動時間中の 状況、 宿泊の 

有無、 宿泊施設の状況、 出張中における 睡眠を含む休憩・ 休息の状 

況、 出張による疲労の 回復状況等の 観点から検討し、 評価すること。 

e 交替 制 勤務・深夜勤務 

交替 制 勤務・深夜勤務についてほ、 勤務シフトの 変更の度合、 勤 

務と次の勤務までの 時間．交替 制 勤務における 深夜時間帯の 頻度等 

の 観点から検討し、 評価すること。 

f 作業環境 

作業環境については、 脳 ・心臓疾患の 発症との関連性が 必ずしも 

強くないときれていることから、 過重性の評価に 当たっては付加的 

に考慮すること。 

㈲ 温度環境 

温度環境については、 寒冷の程度、 防寒衣類の着用の 状況、 一 

連続作業時間中の 採暖の状況、 暑熱と寒冷との 交互のぱく露の 状 

況，激しい温度差があ る場所 @ の 出入りの頻度等の 観点から検討 

  



し 、 評価すること。 

なお、 温度環境のうち 高温環境については、 脳 ・心臓疾患の 発 

症 との関連性が 明らかでないときれていることから、 一般的に発 

症 @ の 影響は考え難い ；       著しい高温環境下で 業務に就労して レ   
る 状況が認められる 場合には、 過重性の評価に 当たって配慮する 

- と   
(b) 騒音 

騒音については、 おおむね S0 「 dB を超える騒音の 程度、 その ぽ 

く 露 時間             防音保護具の 着用の状況等の 観点から検討し   
評価すること。 

(c) 時差 

飛行による時差については、 5 時間を超える 時差の程度、 時差 

を伴 う 移動の頻度等の 観点から検討し、 評価すること。 

9 精神的緊張を 伴 う 業務 

精神的緊張を 伴 う 業務については、 別紙の r 精神的緊張を 伴 う 業 

務 j に掲げられている 具体的業務又は 出来事に該当するものがあ る 

場合には、 負荷の程度を 評価する視点により 検討し、 評価すること。 

また、 精神的緊張と 脳 ・心臓疾患の 発症との関連性については、 

医学的に十分な 解明がなされていないこと、 精神的緊張は 業務以外 

にも多く存在すること 等から、 精神的緊張の 程度が特に著しいと 認 

められるものに っ いて評価すること。 

(3) 長期間の過重業務について 

ア 疲労の蓄積の 考え方 

恒常的な長時間労働等の 負荷が長期間にわたって 作用した場合には、 

r 疲労の蓄積 @ が 生じ、 これが血管病変等をその 自然経過を超えて 著し 

く増悪きせ、 その結果、 脳・心臓疾患を 発症させることがあ る。 

このことから、 発症との関連性において、 業務の過重性を 評価するに 

当たっては、 発症前の一定期間の 就労実態等を 考察し、 発症時における 

疲労の蓄積がどの 程度であ ったかという 観点から判断することとする。 

イ 特に過重な業務 

特に過重な業務の 考え方 は 、 前記 (2) の ア の l 特に過重な業務 j の場 

合と同様であ る。 

  



ゥ 評価期間 

発症前の長期間とは、 発症前おおむね 6 か 月間をい う 。 

なお、 発症前おおむね 6 か肩 より前の業務については、 疲労の蓄積に 

係る業務の過重性を 評価するに当たり、 付加的要因として 考慮すること。 

エ 過重負荷の有無の 判断 

( ァ ) 著しい疲労の 蓄積をもたらす 特に過重な業務に 就労したと認められ 

るか否かほついては、 業務量、 業務内容、 作業環境等を 考慮し．同僚 

等にとっても、 特に過重な身体的、 精神的負荷と 認められるか 否かと 

いう観点から、 客観的かっ総合的に 判断すること。 

( ィ ) 業務の過重性の 具体的な評価に 当たっては、 疲労の蓄積の 観点から、 

労働時間のほか 前記 (2) の ウ の ( ゥ ) の b から 9 までに示した 負荷要因につ 

いて + 分検討すること。 

その際、 疲労の蓄積をもたらす 最も重要な要因と 考えられる労働時 

間に着目すると．その 時間が長 いほど ．業務の過重性が 増すところで 

あ り、 具体的には、 発症目を起点としたⅠ か月 単位の連続した 期間を 

みて、 

① 発症前王 か 月間ないし 6 か 月間にわたって、 1 か月 当たりおおむ 

ね 4 5 時間を超える 時間外労働が 認められない 場合は、 業務と発症 

との関連性が 弱いが．おおむね 4 S 時間を超えて 時間外労働時間が 

長くなるほど、 業務と発症との 関連性が徐々に 強まると評価できる 

- と 

② 発症前Ⅰ か 月間におおむね 1 0 0 時間 又は 発症前 2 か 月間ないし 

6 か 月間にわたって、 1 か月 当たりおおむね 8 0 時間を超える 時間 

外労働が認められる 場合は、 業務と発症との 関連性が強いと 評価で 

きること 

を踏まえて判断すること。 

ここで いう 時間外労働時間数は、 ] 週間当たり 4 0 時間を超えて 労 

働した時間数であ る。 

また、 休日のない連続勤務が 長く続くほど 業務と発症との 関連性を 

ょ 9 強めるものであ り、 逆に、 休日が十分確保きれている 場合は、 疲 

労は回復ないし 回復傾向を示すものであ る。 
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第 5 その他 

1 脳卒中について 

脳卒中は、 脳血管発作 @ ことり何らかの 脳障害を起こしたものをいい、 従来、 

脳血管疾患の 総称として用いられているが、 現在では、 一般的に前記第 2 の 

Ⅰに掲げた疾患に 分類されている。 

脱牢 牢 として請求された 事案については、 前記第 4 の 1 の @ の考え方に 

基づき、 可能な限り疾患名を 確認すること。 

その結果、 対象疾病以覚の 疾病であ ることが確認された 場合を除き、 本 認 

定基準によって 判断して差し 支えない。 

2 急性心不全について 

急性心不全 ( 急性心臓死、 心臓麻 庫 等という場合もあ る。 ) は、 疾患名で 

はないことから、 前記第 4 のⅠの (l) の考え方に基づき、 可能な限り疾患名 

を確認すること。 

その結果、 急性心不全の 原因となった 疾病が、 対象疾病以覚の 疾病であ る 

ことが確認きれた 場合を除き、 本 認定基準によって 判断して差し 支えない。 

3 不整脈について 

平成 8 年上 戸 2 2 日付け 基 登第． ， 1 0 号で対象疾病としていた l 不整脈によ 

る 突 殊死等 @ は 、 不整脈が一義的な 原因となって 心 停止又は心不全症状等を 

発症したものであ ることから、 r 不整脈による 突然死等 J ぽ 、 前記第 2 の 2 
の (3) の i 心 停止 ( 心臓性突然死を 含む。 Ⅱに含めて取り 扱うこと。 
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            ペナルティの 有 並等 
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都道府県労働局労働基準部長 殿 

厚生労働省労働基準局 
労災補償部補償課長   

脳血管疾患及 び 虚血性心疾患等 ( 負傷に起因するものを 除く。 ) の 

認定基準の運用上の 留意点等について 

脳血管疾患及び 虚血性心疾患等 ( 負傷に起因するものを 除く。 以下 r 脳 ・心臓 

疾患 @ という。 ) の認定基準については．平成 1 3 年 1 9 月 ) 2 日付け 基 登第 

l 0 f6 .1 号 ( 以下 tl n fh 。 . L 音通達 @ という。 ) をもって改正されたところであ 

るが、 その具体的運用に 当たっては、 下記事項に留意きれたい。 

なお、 本事務連絡の 施行に伴い．平成 7 年 2 月 1 日付け事務連絡第 5 号 r 脳血 

管疾患及び虚血性心疾患等 ( 負傷に起因するものを 除く。 ) の認定基準の 運用上 

の留意点等について @ 及ぴ 平成 R 午 Ⅰ 月 2 2 月付け事務連絡第 3 号 @ 脳血管疾患 

及び虚血性心疾患等 ( 負傷に起因するものを 除く。 ) の認定基準の 一部改正の留 

意点について l は 廃止する。 

おって・ l n f6 .1 号 通達のより正確な 理解のため、 脳 ・心臓疾患の 認定基準に 

関する専門検討会報告書を 活用するものとする。 

  

第ニ 認定基準改正の 経緯 

脳 ・心臓疾患に 係る労災認定については、 平成 7 年 2 月Ⅰ日付 け基 登第 

R 8 号 ( 以下 ra 8 号通達 @ とい j 。 ) 及 び 平成 8 年 1 月 2.9 日付け 基 登第 

3 0 号により示された 認定基準に基づき、 適正な運用を 図ってきたところで 
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あ る。 

この ょっな 中、 平成 1 2 年 7 月 1 7 日、 最高裁判所 は 、 自動車運転者に 係 

る行政事件訴訟の 判決において、 業務の過重性の 評価に当たり、 相当長期間 

にわたる業務による 負荷や具体的な 就労態様に よ る影響を考慮する 考えを示 

した。 

この判決を契機として、 r 脳 ・心臓疾患の 認定基準に関する 専門検討会 J 
を 設け、 長期間にわたる 疲労の蓄積の 評価や業務の 過重性の評価要因の 具体 

化等を検討課題とし、 主に医学面からの 検討が行われてきたところであ る。 

今般、 その検討結果を 踏まえ、 業務に 26 明らかな過重負荷として．長期 

間にわたる疲労の 蓄積を評価の 対象とする ぽ か、 具体的な負荷要因を 明示す 

ることとし、 Ⅰ n 6 3 号通達に ょ り、 認定基準の改正が 行われたものであ る。 

第 2 主な改正点 

1 対象疾病 

現在、 死亡診断書等にほ・ r 疾病及び関連保健問題の 国際統計分類 第 1 0 
回修正 J (@ CD 一 工的に準拠した 疾患名が一般的に 使用されていること 

から、 認定基準に掲げる 対象疾病について、 これに基づく 疾患名で整理した 

- と   
これにより、 従来対象としていた r 一次桂心停止 @ 及 び r 不整脈による 突 

然死等 @ は 、 r 心 停止 ( 心臓性突然死を 含む。 泊に含めて取り 扱うこととさ 

れたものであ る。 

なお、 今回の改正においては、 認定基準の対象疾病の 範囲に変更はない。 

2 長期間にわたる 疲労の蓄積 

(1) 脳 ・心臓疾患の 発症に影響を 及 はす 業務による明らかな 過重負荷とし 

て、 これまで、 発症前Ⅰ週間以内を 中心とする発症に 近接した時期におけ 

る負荷を重視してきたが、 近年の医学研究等に ょ り、 長期間にわたる 疲労 

の蓄積も発症に 影響するものと 考えられる よう になってきたことから、 今 

回の改正において、 r 異常な出来事 @ 及 び r 短期間の過重業務 l のほか、 

長期間にわたる 疲労の蓄積についても、 業務による明らかな 過重負荷とし 

て考慮することとしたこと。 

(2) 長期間にわたる 疲労の蓄積については、 発症前 6 か 月間における 就労実 

態を検討することで 評価できるとされたことから、 その評価期間を 発症前 

一 1l8 

 
 



おおむね 6 か 月間としたこと。 

(3) 業務の過重性の 評価に当たって、 疲労の蓄積をもたらす 最も重要な要因 

と考えられる 労働時間に着目して、 業務と発症との 関連性を検討する 際の 

労働時間の評価の 目安を示したこと。 

3 負荷要因の明確化 

業務の過重性の 評価については、 3 a 音通達において、 r 業務量 ( 労働時 

間、 労働密度 ) 、 業務内容 ( 作業形態、 業務の難易度、 責任の軽重など ) 、 

作業環境 ( 暑熱、 寒冷なじ、 発症前の身体の 状況等を十分調査の 上総合的 

に判断する必要があ る。 @ とされていたが、 具体的な負荷要因までは 示され 

ていなかった。 

今回の改正において、 客観的かつ合理的に 業務の過重佳を 評価するために、 

その負荷要因と 要因ごとの負荷の 程度を評価する 視点を明示したこと。 

第 3 運用上の留意点 

Ⅰ 対象疾病について 

1 0 6 3 号通達では、 医学的に過重負荷に 関連して発症すると 考えられる 

脳 ・   亡臓 疾患を対象疾病に 掲げ、 取り扱う疾病の 範囲を明確にしている。 

このことから、 対象疾病以覚の 脳・心臓疾患については、 一般的に過重負 

荷に関連して 発症するとは 考え難いが、 過重負荷に関連して 発症したとして 

請求された事案については、 本省補償 課 に相談すること。 

2 異常な出来事について 

1 0 6 3 号通達の第 3 の (l) の r 異常な出来事 l についてほ、 従来の取扱 

いに変更はない。 

す ねね ち、 生体が l 極度の緊張．興奮、 恐怖、 駕がく等の強度の 精神的負 

荷を引き起こす 突発的又は予測困難な 異常な事態 @ 、 r 緊急に強度の 身体的 

負荷を強いられる 突発的又は予測困難な 異常な事態 J 又は r 急激で著しい 作 

業環境の変化 @ に 遭遇すると、 急激な血圧変動や 血管収縮を引き 起こし．血 

管病変等をその 自然経過を超えて 急激に著しく 増悪させ得ることがあ るとの 

医学的知見に 基づき．これらを r 異常な出来事 J として認定要件に 掲げたも 

のであ る。 

したがって、 遭遇した出来事が r 異常な出来事 j と 認められるか 否か ぼ 、 

当該出来事によって 急激な血圧変動や 血管収縮を引き 起こし、 その結果、 脳 
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・心臓疾患を 発症したことが 医学的にみて 妥当か否かに よ ることとなる。 

具体的には、 業務に関連した 重大な人身事故や 重大事故に直接関与した 場 

合、 事故の発生に 伴って著しい 身体的、 精神的負荷のかかる 救助活動や事故 

処理に携わった 場合等のほか・ 極めて暑熱な 作業環境下で 水分補給が著しく 

阻害される状態や 特に温度差のあ る場所への顔回な 出入り等が考えられる 

が、 これらの出来事の 過重性の評価に 当たって は 、 事故の大きさ、 被害・加 

害の程度、 恐怖感・異常性の 程度、 作業環境の変化の 程度等について 検討し、 

客観的かつ総合的に 判断すること。 

a 短期間の過重業務について 

(l) 評価期間 

短潮間の過重業務の 評価期間は、 発症前おおむねⅠ週間とされたが、 こ 

れは、 発症に近接した 時期の業務の 週 重 性を評価する 期間として、 医学的 

に妥当であ るとされたことによるものであ る。 

(2) 発症前Ⅰ週間より 前の業務の取扱い 

3 8 号通達では、 業務の過重性の 評価に当たって、 発症前 ) 週間より前 

の業務については、 この業務だけで 血管病変等の 急激で著しい 増悪に関連 

したとは判断し 難いとして、 発症前Ⅰ週間以内の 業務が日常業務を 相当程 

度超える場合には、 発症前Ⅰ週間より 前の業務を含めて 総合的に判断する 

こととされていたが、 今回の改正において、 長期間にわたる 疲労の蓄積が 

評価の対象に 加えられた．．とに 伴い、 発症前Ⅰ週間より 前の業務について 

ば、 長期間の負荷として 評価することとする。 

しかしながら、 長期間の過重業務の 評価別間が．発症前Ⅰ か 月間以上の 

期間を対象とすることから、 例えば、 発症前 2 週間以内といった 発症前 i 
か 月間より相当短い 期間のみに過重な 業務が集申し、 それより前の 業務の 

過重性が低いために、 長期間の過重業務とは 認められない 場合があ る。 こ 

のような場合には、 発症前Ⅰ週間を 含めた当該期間に 就労した業務の 過重 

性を評価し、 それが特に過重な 業務と認められるときほ、 1 0 6 3 号通達 

の第 3 の (2) の認定要件を 満たすものとして 取り扱って差し 支えない。 

(3) 質的に著しく 異なる業務の 取扱い 

業務の過重性の 評価に当たって・ 日常業務と質的に 著しく異なる 業務に 

就労した場合については、 医学的な評価を 特に重視し判断することとする。 

なお、 日常業務と質的に 著しく異なる 業務とは、 当該労働者が 本来行う 
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べき業務であ っても、 通常行 う ことがまれな 異質の業務をい う ものであ り、 

例えば、 事務職の労働者が 激しい肉体労働を 行 う ことにより、 月々の業務 

を超える身体的、 精神的負荷を 受けたと認められる 場合がこれに 該当する。 

(4) 業務の過重性の 総合評価 

ア 業務の過重性の 評価は、 発症した当該労働者と 同程度の年齢、 経験等 

を有する健康な 状態にあ る者のほか、 基礎疾患を有していたとしても 日 

常業務を支障なく 遂行できる同僚労働者又は 同種労働者 ( 以下 r 同僚等 @ 
という。 ) にとっても、 特に過重であ るか否かにより 判断することとさ 

れた。 

これは、 日常業務の遂行に 支障のあ る者は別として、 発症した労働者 

と同じような 業務に就労する 労働者のうち、 年齢、 経験等が当該労働者 

により近い者にとっても、 業務が特に過重であ ったか否かによって 業務 

の過重性を評価することに ょ り、 当該労働者に 及ぼした業務による 影響 

を客観的かつ 合理的に評価しょうとするものであ る。 

イ 業務の過重比の 評価は、 l 0 fn .l 音通達で示きれた 労働時間、 不規則 

な勤務等の負荷要因により 判断することとなるが、 就労実態 は 多種多様 

であ ることから、 これらの負荷要因以覚の 要因であ って、 医学的にみて 

それによる身体的・ 精神的負荷が 特に過重と認められるものがあ る場合 

は． これを含め、 客観的かつ総合的に 判断することとする。 

また、 複数の負荷要因が 認められる場合は、 それぞれの要因について 

調査し、 業務の過重性を 総合的に判断することが 必要であ る。 

なお、 負荷要因のうち、 交替 制 勤務・深夜勤務は、 直接的に脳・ 心臓 

疾患の発症の 大きな要因になるものではないときれていることから、 交 

替 制 勤務が日常業務としてスケジュールどおり 実施きれている 場合や日 

常業務が深夜時間帯であ る場合に受ける 負荷は、 日常生活で受ける 負荷 

の 範囲内と評価されるものであ る   
また、 精神的緊張を 伴う業務として ] n f6 a 音通達の別紙に 掲げられ 

ていない業務又は 出来事による 負荷は、 発症との関連性 @ こおいて、 日常 

生活で受ける 負荷の範囲内と 評価されるものであ る。 

4 長期間の過重業務について 

(@) 評価期間 

長期間の過重業務の 評価期間は、 発症前おおむね 6 か 月間ときれたが、 
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これは、 疲労の蓄積を 評価する期間として 発症前 6 か 月間とすることが 医 

学的に妥当であ るとされていることによるものであ る。 

なお、 発症前おおむね f か 月間を評価するに 当たりては、 1 か 月間を 

3 0 日として計算することとする。 

(2) 発症前おおむね 6 か肩 より前の業務の 取扱い 

発症前おおむね 6 か肩 より前の業務については、 発症から遡るほど 業務 

以外の諸々の 要因が発症に 関わり合っとされていることから、 業務の過重 

性を評価するに 当たって付加的要因として 考慮することときれたものであ 

る。 このことから、 タイムカード、 作業日報、 業務報告書等の 客観的資料 

により・発症前 6 か肩 より前から継続している 特に身体的、 精神的負荷が 

認められる場合に、 これを付加的に 考慮することとする。 

(3) 業務の過重性の 総合評価 

ア 労働時間の長さは、 業務量の大きさを 示す指標であ り、 また、 疲労の 

蓄積をもたらす 最も重要な要因と 考えられること 及び l 0 f6 .1 音通達で 

労働時間の評価の 目安が示きれたことから、 業務の過重性の 評価に当た 

っては、 まず、 労働時間 ( 時間外労働時間 ) ほ ついて検討した 上で、 労 

働時間以外の 負荷要因の評価と 併せて判断することとする。 

なお、 業務の過重性の 客観的な評価及 び 労働時間以外の 負荷要因の評 

価 については、 前記 3 の (4) の考え方と同様であ る。 

イ 1 n 6 3 号通達で示された 労働時間の評価の 目安は、 長時間労働及び 

それによる睡眠不足から 生ずる疲労の 蓄積と 脳 ・心臓疾患の 発症との関 

連性に係る医学的知見に 基づき、 1 週 4 c1 時間 (1 白 8 時間 ) を一定時 

間超える時間外労働が 工か 月間継続した 場合を想定して 算出きれたもの 

であ る。 

9 発症前Ⅰ か 月間ないし 6 か 月間にわたって、 Ⅰ か月 当たりおおむね 

4 5 時間を超える 時間外労働が 認められない 場合は．疲労の 蓄積が生じ 

ないとされていることから、 業務と発症との 関連性が弱いと 評価できる 

とされたものであ り、 一般的にこの 時間外労働のみから．特に 過重な業 

務 に就労したとみることは 困難であ る。 

したがって、 このような労働時間の 実態にあ って、 業務起因性が 認め 

られるためには、 労働時間以外の 負荷要因による 身体的．精神的負荷が 

特に過重と認められるか 否かが重要となるものであ る。 
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なお、 発症前 1 か 月間ないし 6 か 月間とは．発症前Ⅰ か 月間、 発症前 

2 か 月間、 発症前 3 か 月間、 発症前 4 か 月間、 発症前 5 か 月間、 発症前 

6 か 月間のすべての 期間をい う 。 

ェ 発症前 1 か 月間におおむね 1 0 0 時間 又は 発症前 2 か 月間ないし 6 か 

月間にわたって、 1 か月 当たりおおむね 8 0 時間を超える 時間外労働が 

認められる場合は、 業務と発症との 関連性が強いと 評価できるとされた 

が、 就労実態は多種多様であ ることから、 このことをもって、 直ちに、 

特に過重な業務に 就労したと判断することが 適切ではない 場合もあ り、 

このような場合には、 時間外労働に 加えて、 それ以外の負荷要因が 認め 

られる場合に、 特に過重な業務に 就労したとするものであ る。 

また、 このような時間外労働に 就労したと認められる 場合であ っても、 

例えば、 労働基準法第 4 1 条第 3 号の監視又は 断続的労働に 相当する業 

務、 すな ね ち、 原則として一定部署にあ って監視するのを 本来の業務と 

し、 常態として身体 又は 精神的緊張の 少ない場合や 作業自体が本来間 歌 

的に行われるもので、 休憩時間は少ないが 手持時間が多い 場合等、 労働 

密度が特に低いと 認められるものについてほ、 直ちに業務と 発症との関 

連性が強いと 評価することは 適切ではないことに 留意する必要があ る。 

なお、 発症前 2 か 月間ないし 6 か 月間とは、 発症前 2 か 月間、 発症前 

3 か 月間、 発症前 4 か 月間、 発症前 5 か 月間、 発症前 6 か 月間のいずれ 

かの潮間をい う 。 

オ 労働時間の実態が ウとエ の間の場合には、 工か月 当たりおおむね 4 5 
時間を超えて 時間外労働時間が 長くなるほど、 業務と発症との 関連性が 

徐々に強まると 評価できるとされていることから、 時間外労働時間が 長 

くなるほど、 それと併せて 評価することとなる 労働時間以外の 負荷要因 

の寄与する度合 いは 相対的に低くなるものであ る。 

力 過重性の評価に 当たっては、 次の手順によることとする。 

① 発症前 6 か 月間のうち、 まず、 発症前Ⅰ か 月間の時間外労働時間数 

を算出し、 次に発症前 2 か 月間、 さらに発症前 3 か 月間と順次期間を 

拡げ、 発症前 6 か 月間までの 6 通りの時間外労働時間数を 算出する。 

② ①で算出した 時間外労働時間数のⅠか 児当たりの時間数科最大とな 

る期間を総合評価の 対象とし、 当該期間の 1 か月 当たりの時間数を 

l 0 B 3 号通達の第 4 の 2 の (3) の エ の ( ィ ) に 当てはめて検討した 上 

一 la3 



で、 当該期間における 労働時間以外の 負荷要因の評価と 併せて業務の 

過重性を判断する。 

なお、 発症前 1 か 月間におおむね 1 0 0 時間又は発症前 2 か 月間な 

いし R か 月間にわたって、 1 か月 当たりおおむね 8 0 時間を超える 時 

間外労働が認められる 最少の期間をもって 業務の過重性が 評価できる 

場合は、 その期間だけで 判断して差し 支えない。 

キ 時間外労働時間の 算出に当たって は 、 タイムカードをはじめ、 業務日 

報、 事業場の施錠記録等の 客観的資料のほか、 脳 。 心臓疾患を発症した 

労働者、 同僚等の関係者からの 聴取り等により、 その実態を可能な 限り 

詳細に把握すること。 

なお、 日々の労働時間の 記録がない場合又は 時間外労働時間の 算出の 

仕方について 疑義があ る場合は、 当分の間、 関係資料を添えて 本省補償 

課 に相談すること。 

R リスクファクタ 一の評価 

脳 ・心臓疾患は、 主に加齢、 食生活等の日常生活による 諸要因等の負荷に 

より、 長い年月の生活の 営みの中で極めて 徐々に血管病変等が 形成、 進行及 

び増悪すると 1,1 った 自然経過をたどり 発症するもので、 その発症には、 高血 

圧、 飲酒、 喫煙、 高脂血症、 肥満．糖尿病等のリスクプ ァ クタ一の関与が 指 

摘されており、 特に多数のリスクファクターを 有する者は、 発症のリスクが 

極めて高いとされている。 

このため、 業務起因性の 判断に当たっては、 脳 ・心臓疾患を 発症した労働 

者の健康状態を 定期健康診断結果や 既往 歴 等によって把握し． リスクファク 

ター及び基礎疾患の 状態、 程度を十分検討する 必要があ るが、 認定基準の要 

件に該当する 事案について は、 明らかに業務以外の 原因により発症したと 認 

められる場合等の 特段の事情がない 限り、 業務起因性が 認められるものであ 
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脳 ・心臓疾患の 認定基準に関する 専門検討会報告書 

厚生労働省は．脳血管 疾 意及び丘山桂心疾患 埠 l 以下 : 脳     リ 披陳   思 @ と                 
@ 業務上の疾病として 協定されるための 要件を @B 定基迫 として示して @@ ろ 。 

                          臓疾憲 に係る 柁 主基準は．昭和 36 午 2 月に策定きれ．その 後・ 同 ㏄ 乍托 

月の改正を経て．現在は 平成 @ 年 2 月人 ぴ同 8 午 l 月に改正された r 脳血管疾患及 び 

止血性 い 疾患年は倶に 起因 ナ るものを除く・ @ 0% 定 基準について によ @ . 業務 

上 外の判断が行われている。 その判断に当た = ては・ 脳     し臓 疾 息の発症に近 撰 した 

時期における 業務 且 ．業務内容等を 中心 @ こ ．業務の過 貢性 た評価する     と レ している。 

この上うな 脳 ・ し偉 疾患の発症に 係る労災請求草案       r 過労死 l と 呼ばれ．社会的 

関心が百 @ . また・行政訴訟の 場で争われろこともしばしばあ るが．平成り 午 7 月   
最古裁判所ほ・ 自動車運転者に 発症 - た < も %@ 出血に係る労災 廿 永ヰ件の判決にお 

                慢性の疲労や 過度の ス   レスの持続が 慢性の高血圧症・ 動脈硬化の原因の 一 

つとな @ 得る。 1 と判 示し     良 性の疲労や適度の ス @ レス @ を 考古すべきとする も   
また・近年・ 肚     婆減 疾 中の成因に関連して．疲労の 蓄積が生体に 与える影響 笘 に 

関下 ろ 研究 n@ 国内外において 広く行とれるようにな       その成果が集積されてきて @     
このような状況の 中． 当 耳門検討会は．厚生労働省からの 依 掠 によ @. 平成り年Ⅱ 

月から同に 年 Ⅱ 月 までの間．延べⅠ回の 会砿を開催し．疲労の 蓄積年 と脳   ，     ． 臓 

疾患の発症との 問係 を中                   業務の過月性の 評価要因の具体化帯 は ついて．現時点 

      お ' する医学 @ 知見 @= 基 づ @@ て 検封を行 @     今般・その検討結果を 取りまとめた   

平成い年Ⅱ月に 日 

脳 ．心臓疾吾の 認定基年に関する 専門検討会 
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岩村 工 舌                                                   
奥平 雅彦 北里大学名告教授 

            い膿 疾患の認定基準に 関する専門 検 村会 

( 座長 l 

笠貝   

黒岩 垂 之 
小林 章雄 

面セ @ 健一 R@ 

西村 重敬 
馬形 則彦   

東京ス子医科大学附属 
巨木． レ眠 血圧研究所所長 

横浜市立大学医学都教授 
主知医科大学教授   
埼玉医科大学教授 
横浜労災病院副院長 
埼玉医科大学教授 

( 五十   音慎 l 



目次 

I 検封 m@@@ 日                                                                                               
                肢疾由 に係る労災補償の 状況                                                                                           
            弛 最高裁 ・心胸疾患の 甲 決の概要 行政事件訴訟の 動向                                                                                                                                                                                           
        最高哉判決の 主なポイン @                                                                                                         
3 現行 批 主基準の妊え 方と課題                                                                                                 

Ⅱ 脳 ．心臓疾患の 現状                                                                                                                     
l 人口動態 簗叶た、 らみた 肘 ． 心 Ⅵ 頑 疾患の現状                                                                         
@ も者蝸 杢からみた 脳 ．心臓疾患の 現状                                                                             3 労働者健康状 舷胴 査からみた労働者の 健康状態                                                           

m 脾 定器 年 における対象疾病 

l 現行路足占準の 対象疾病 
' 新 " な 疾患。 検討 竿 

Ⅳ 脳 ．心臓疾患の 疾 憲別 概要                                                                                                                   
l 脳と ． ヅ 臣の解剖と生理                                                                                                     脳の解剖 - ㏄ ll22 ｜ [l[((( 脳血管庚申 心 枝の解剖と生理 と 生理   

                  脳血皆疾志 の   %   安                                                                                           
③ くも膜下出血                                                                                                           
        脳梗塞朝生血栓症・ 脳塞栓症 l                                                                                                     
          高血圧性脳症                                                                                                                                       
3 虚血桂心皮目 寺                                                                                                                                         
① た 血性心疾 思噂 の概要                                                                                                     
        心筋梗塞                                                                                                                                       
い 1 狭 ， い症                                                                                                                                                   
          ト 席上 ( 心壺珪 突然死を含む l                                                                                           
㈹ 解離性大動脈 脅                                                                                                                                   

V 粟務 の近接 性 の評価                                                                                                                           
l 適宜負荷の考え 方                                                                                                                             
    り 過重負荷の考え 方                                                                                                                       
        ) 過 自負荷と服．心臓 疾 忘の発症                                                                                   
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(2l 疾患別 り fiU スクフアクター                                                                                                           
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  検討の趣旨 
          卜 肺疾患に係る 労災補佑の状況 

人口動 熊 統計 !.., よる明治何年から 平成Ⅱ 年 までの 矩間 における主要疾患死亡率 

の変動をみると．図 l - l のとおり．昭和 あ 年頃 を垢として・それまで 死亡 吏の 

面か @ た 結核．肺炎及 び 兎笛 支 炎など c 感染症が著しく 減少してお @. 億 五では 生 

活 習慣病として 扱われる春佳新生物・ 脳血管疾患及 び血 血性心疾 思矩 ( 以下 l 脳   
心臓疾患 l と                 増加し．これらで 絶 死亡者数の約三分め _ を占めるに 至 @ 
て @ る   

死亡卒 @s@           一 " 一 "l " 一一一 " 一一一「 一 " 「   
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四 1 一 1 死因年次別にみた 死亡 宰 @ 人ロ lo 五対 j 
( 厚生労働省「 @ 口女 憩莞計 Jl 

そ @ て ・正生・ @ ヒ ． 心 @ 畷疾手 の 成 @ 立ちには・長生にわたる 栄養的 @ 「戸井 @ た食 

生研隼の生活 習 頃 が関係することが 医生的に証明さ サ         生活 葺 横内 l の名のも 

とはその一次予防としての 生活 習   演の改善が強 < 求められていろ   
このような中で． 脳           脂 疾患 ( 負傷に起因するものを 除 <.@ の 労災保険給付 

蜻求り 件数は． ラ 近では年間 約 @ ㏄ 件 程度で推移 - ていたが．三戒 り 年度 は 6 Ⅳ 

                                                                                                その他兼務に 起因するこ 

  

との明らかな 疾病 l l 労働基準法前行規則別表 簾 l の 2Z.. 第 g 号 ; として業務上の 俺 

定がなきれたものは・ヒ 問田仲程度で 椎 移してお         平成り年度は 持 件 となつ 

て @@ る   
平成 @ 年 受から平成り 年度までの間に 業務上として 評定された 与 案について   

①業種．②職種．③年齢．④性別                                       ① 業 "" 。 " 、 製 " 
業 ．運輸業． 廷般業 が約 %% を 占め．②職種別では．管理職． 甲務職 ． 迅 転音 年   
専門技術職が 約 ア VO を占めている．③年齢別では・の 歳 代から㏄経化が 約㏄ 陸 
。 "". ④性 "" 。                                                                                           
内出血 [ 一般的には搬出血と 呼ぶ・以下 @ 脳出血 l というい @.. 脳血管 疾 もの 約巳拓 

            コ筋 梗塞が歴 皿 恒心疾俺の約半数を 占めている   

2 服・ ト臓 疾患の行政事件折松の 動向 

平成元午から 同に年までの 間の労災保険に 係る行政事件 訴松 における係争件数 
  ま．おおむね 年間 @@@ 件 程圭で 推移し   このうち・ 脳 ．心臓疾舐の 業務上外に係る 

ものは． 午問 ㏄ 件 程度で推移している   
同期間における 判決行男全体をみるこ   約 @@     。 は国か 勝折 - ている 方                   

臓 疾患事件についてみると．平成元年から @ 午 までの間の勝訴利夫 は約亜 % であ 

                そり 後 漸次低下し．平成 s 年には 丈 % となるに至った   これよ 降 増加に 

転 。 ．平成Ⅱ年 @           ㏄ ち 程度まで回復した ；     平成り午には 再 び 3% まで低下     
  
. のような状況の 中・ア成 @2 年 @ 月 17 日．最高裁判所は・ 自動車運転者の 脳 血 

皆疾 もの業務上 汁 与件において．不支給とした 原 処分を否定する 2 件の判決 ( 横浜 

南 労働基準監督署長享 件 ( 以下 r 横浜南署長事件 @ とい 7.) 度 ぴ 西宮労働基準監 

督 署長事件 @l.u. 下 ' 西宮居長事件 @ と                         
                ともたそれぞ ど， 0% 件は ついて 伍印 ．の判断にとどまるものであ る @     

業務の 過 貢使の 辞価 ・ と @ わう疲労の蓄積 と脳                                                 " 検討。 。 

当 耳門検討会において・ 貢吾 な三味を拝つものであ る   
[l) 七面裁判決の 概要 

イ 横浜南署長耳 @ 
本草体 は ．自動車運転者の 派遣を業とする 専業所に所属し．派遣先ヰ 業所の 

支店長付き 遮転 者として勤務していた 労働者偶性・ 発症当時 兜蒔 l が ・ 昭 
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判決に．被災労働者の 上告に対 @. 目勝訴       た牲訴 審判夫を破棄した 上で   
自判した㌧のであ る．なお．判決は． 脳 ・ 心構疾忠に 係る労災 俺定 の一般的な 

  



碁堆 については・ 示して @@ な @     
  百官署長事件 

本字 侍 は・大型現生パスの 運転者として 勤務していた 労働者 ( 男性・発症 当 

時 コ歳 l が ・昭和㏄ 年 2 月 ㏄日午双 @ 時に出 勒 し．午前 7 蒔頃 ハら 回送     
スの逗 転業務に従事し．午前 g 時頃     { ス を % 在中 @     r 高血圧性脳出血 l を援 

症 したことに関するものであ る   
判決は・ ロ の上告を棄却し・その 理由は採用することはでき た       として @@ る 

のみであ る   
り ) % 高裁判決の主なポイン   

イ 眈労塘 様による 形 笹の評価 
業務の過重性の 辞任に当た = て ．精神的緊張．業務の 不規則性．拘束時間の 

畏き惇の具体的た 朋党 憩 様による 形隼 によ @ 判断している ( 横浜南署長手作 !   
。 「 僅桂 。 疲 " や %""" 。 。 "' 。 ""       

業務の過去性の 評価に 昧 」．業務によ る r 慢性 C 疲労や過度のストレスの 持 

雛は慢性の面血圧症や 動脈硬化の原因の 一つとな @ 得ろ l 二判示し．労働時間 

の 長き等の過 寅性 に加えて・ r 恒 性の疲労や渦 度のス @ レス l が 基礎疾患を坤 

悪させ・ @ も膜下出血の 発症に至 @ たとしている。 また   r 慢性の疲労や 過度 

  のス @ ンス 1       閉達 して．相当長期間にわたる 業務による負荷を 評価している 

  ( 横浜南 培 長ヰ 件 )   
        平均的労働昔の 句囲の取扱 @   
  国の上告が棄却きれたこと         よって確定した 大阪高年捷利所の 判決は   業務 

の 過 古性を評価する 際に比較すべき 平均的労働者について． 被 控訴人 ( 被災 労 

両者 @ が 主張した労働者本人の 健康状 臆 のみを基準とする 考え方 [ 本人基準 仮 ) 
を退け   @ 通常の勤務に 耐え 得 る程度の基礎疾病を 有する者をも 含む二内的労 

働者 l として， @ る ( 西宮号長事件 l   

3 現行認定基準の 考え方と嵌頓 
          ひ弗 疾患に係る認定基準 は ・昭和 穏午 2 月に東宝きれ．その 後．同位 年 山 

月の改正を紐 て ・現在・ 脳 ・心腹 疾患の発症が 過 且 な業務によるものとして 労災保 

検 給付 五 求がなされた 事案にⅠいては   平成 7 年 2 月及 び 同 8 年 1 月 '. こ 改正された 

r 脳血管疾患及 び 虚血性心疾患 寺 @ 負傷に起因するものを 除く． @ の認定 壬性 につ 

いて l ( 以下 @ 英行用由基準 l とい @ 。 ! により業務起因性の 判断が行われている． 

二の・現行田 定 基ヰでは   
(@) 次に掲げる イス は ロ の業務による 明ら 力   な過重負荷を 発症前に受けたこ       

認められること 

べ 発生 状 俵を時間的及び 場所的に明確にし 得る異常な出来事 ( 業務に関連す 

  

る出来ヰ に 限ろ・ 1     こ遭追 したこと 

  日常業務に比較して・ 特に過貨な業務に 就労したこと 

      ) 適宜負荷を受けてから 症状の出現までの 時間的 樫世 が医学上妥当ならのであ 

  
を 協定要件として 紬げ ・また・恩主要件の 追 月 基準では・ r 過且 負荷・のたまこ つ   
                  コ 臆度もの発症の 基礎となる動脈硬化毎による 血管病変又は 動脈瘤   
心筋変性等の 基礎的 病臆 ( 以下 @ 五 % 病変等 @ といういをその 自然経過を超えて 

急激に奇しく 増悪させ得る _ とが医学経験則上認められる 負荷をい う   l とし．業 

務による 過甘 負荷と発症との 関連を時間的にみた 場合．医学的には 発症に近ければ 
近いほど 影饗が 強く．発症から 通れば遡るほど 問連は 希薄となるこきれている -. と 

から・業務の 週 且 性の評価は．まず．発症直前．前月の 業務内容を重視し．その 間 

の業務が日常業務に 比放して特に 過 宜 な 柑 仲酌．身体的負荷を 生じきせたこ 客観的 

に捧 められる業務であ @ たか否かて判断する r ととしている   
発症ヰ前・ 前 白の業務が目常業務に 比較して特に 通宝な持神約．身体的負荷を 生 

じきせたと客観的に 認められると 判断できない 場合であ っても．発症に 影 単を 及ぼ 

す期間については・ l 医学経訣別上・ 発症前 l 週間程度をみれば 評価する期間とし 

て は 十分であ る・ l ときれて ハ ることから・ 現行認定基準では．発症双 l 週間以内 
  ， 過宜た 業務が継航している 場合に       血管病変等の 急激で著し．、 増悪に関連があ る 

とし・きらに 発症前 l 週間以内の業務が 日常業務を相当程度超える 場合には．発症 
前 l 週間よ @ 前の業務を含めて 総合的に判断することとしていろ   

このよ               従来の立場から ぱ ・発症に近接した 七位の過Ⅰ負荷が 宜 視されてき 

          故近 では・発症に 近接した業務による 過重ク荷のほ ；     五胡 問 にわたる恒性 

ないし急性反復性の 過 宜 負荷も脳・ 心兜 疾患の発症に 重要な曲 わ 9 をもつのではな 

      かと医学的にも 考えられるよ @ た な = た   
すたわち・近年・ @ 曲     いけ 疾 忠の成因に口立して・ 労働昔に加わる 恒性の疲労や 

過 9 の ス @ レスが血管病変等を 右 思 させろのではないかとい @ 観点からの研究が 進 

められ・その 医学的知見も 集積されつっあ る．したが @ て ． 脳 ・心臓疾患の 業務起 

因性の判断に 脈し ・ 性 世の疲労や過度の ス @ レスについても 考は・評価する 必要が 

出てきた   
きた・業務の 過 寅 桂の評価 i 「当たっては・ 現行器主基準で @ ・業務 士 ( 労働時間     

労働密度 l 業務内容 ( 作業形態 業務の難易度 寅任 の 軽且 な凶 作業 珠境 ( キ 
納 寒冷たど l 発症前の労働昔の 身体状況笹を 十分 調 士の上総合的に 判断するこ 

                  労働者の労働時枝捺は 多種多様であ @ 業務 皿 等の血管 向変 年こ 

及ぼす 形年 にういては医学的にも 未解明であ ることなどから 具体的な押伍基準まで 

                                しかしながら．近年の 医学的研究によ @. 業務 且 ．業務内容 及 

び 作業環境の具体的内容 ヒ脳 ・心臓疾患の 発症との関連性についての 研究結果が少 

  



      

  
一方・ 過且性 の辞任に当たっては・ 誰にと @ て 適宜な 計 神助．身体的負荷であ る 

かが大きな間短となる。 現行認定基準は．その 基準となる労働者 は ．同僚労働者 又 

は同種労働者で・ 脳     レ胆 疾 忠を発症した 労働者と同程度の 年齢． 経故 寺を有し   
目 常業務を支障なく 遂行できる健康状態にあ る者としているが．発症に 大き @ 関連 
する @ スクフアクタ - ( 危険因子 )     こ う ・。 @ てに   必ずしも明確には 示していな @     

以上のと お @           し 肺疾 キ に関する 拙 主基 堆 において．現行の 急性の過 宙 負荷 

            長期間にわたる 技性 ないし 紐 ． 性 反復性㏄ 過声 負荷． す なむち優性の 疲労 や 
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 4 現行認定去年の 見 ヰ しにおける主な 検封事項 

生キ 門検 村会は・前記 2 及 び 3 の 状況を踏まえ．現行認定基準では．明確に 評価 
していないは 性の疲労や過度の ス @ レス と脳 ．心臓疾まの 発症との 閏 係を中心に． 

業務の過重性の 押伍の具体化等について 最新の医学的知見に 基づき検討を 行 = た ． 

其体的には・ 現時点で収集した 内外の医生研究報告にみられろ 知見を吟味．空理 

し・ 弾 ． 心胞 疾患の市庭に 係る次の緒 点は ついて検討を 行 = た 。 

。 " " . 。 昧疾 " 。 "" 。 。 。 。 

脳 ．七 % 疾患の現状について 各種 眈 肝から．整理．検討を 行った． 

(2) 罫定 基準の対 紘 疾病について 
現行 紹定 基準の対象疾病について．新たに 追加すべき疾病はあ るかどうか 等に 

ついて 捷 討を行った。 

"' 脳 ．。 麒 " 。 疾 " ㍾。 『。 。 " 
胆 ．心臓疾患を 理解する上で 且要 であ る 脳 ・ 心憤 疾患の各 疾 憲の病態年につい 

て検討を行 = た ． 

(4) 業務の過 貢 性の評価 1= ついて 

業務の過重負荷についての 考え方．慢性の 疲労や過度の ス @ レスの辞任．作業 

環椀を含む就労岳樺のな 荷 要因と発症との 閑道に係ろ医学的知見についての 整理 

．検討を行 @ た 。 

[j) 脳 ・， L. 沸 疾患の @ スクファクタ 一の押伍 は ついて 

脳 ．七 % 疾甘の @ スクノ アクタ - に 係る医学的知見について．盤珪．検討を 行 

  
なお・検討は・ 業務起因性を 客観的かつ迅速に 判断できるよ j::. できるだけ 医 

また・今回の 検討において 特に 且現 し．力点を億いたのは．上記の (4l 及 び (@) 

に関連 ナ 6 次の事項であ る   
      r 佳 性の疲労や過度の ス     レス l の 検討 

業務の過重性の 評価における「慢性の 疲労や過度 のス @ レス 1 を ピ の よ @ に 評 

価するの 方     
㈹ 遇宜佳 乃評価坊門の 検討 

前記 (l) の慢性の疲労や 過度のストレスカ 評価とも関連てるが．評価する 朝間 
をどのくらいと て ることが妥当であ るの @     

        業務の過有性 @ 0 坪 価 要因の具体化の 検討 

現行比定器 牛 では．其体的な 久 荷 要因まで明示して い な @     的確かつ客観的に 
業務の過重性を 評価するに当たって．就労 熊 横こ応じた具体的か 負荷要因として 
どの上 j なものがあ るのか   

l@) ソ スクファクタ 一の検討 

脳 ．   し臓浜 手の発症の @ スクノ ア クターとその 捷症 - の 形苧は ．どの程度であ   

学的 証拠 に基づいた医学的思考過程に 沿 @ て 行った   しかし．疲労 やス @ レス と 光 

                                                                                                  今後の 更   
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図 2 - l に 示すとおり・ 脳出血は最近明らかな 減少傾向を示し・ 増加傾向にあ った 

脳梗塞も同 邱 年以降は減少し・ 平成 7 年には 若加 に転じたが・その 後 標 ぱいの 状 
況にあ る．くも膜下出血は 俺かながら増加   嘆 向を示している。 これらの理由として   
食生活等の改 聾 によ @ 継血甘 疾患発症 卒か 低下してきたこと・ 画傲診 折の時人に伴 

@ 診断法の進歩によ @. 死亡診断書 配 我の診断が正確になったことから． 眠 = た診 

断が減少したこと @ 指摘きれて @   る       なお・全国の CT 検査 @@ よる n 珪 血管 疾 忌の 

疾き 別 割合は．脳梗塞 @@2%. 脳出血㏄ 4%. ( も膜下出血Ⅱ %. その他 26% 

とされて L@ る       脳血管疾キ の 都道行県別発症状況をみると   くも膜下出血には 地 

域 差がみられないが・ 脳梗塞と脳出血は 明らか 仁 西日本ら低 <   東日本に商い 傾向 

を 示している。 これは・東日本に 苗皿 王者の数が多いことや 食塩摂取 黄が 多いこと 

とよく一致して @   る       
一カ・虚血性心疾患こういてみると・ 心筋梗塞は・ 平成 2 牛に比べ・ 司 7 午には・ l 6 

倍と 頭芋 に 増加した；       その彼は横 は @, の 状況 '@ あ ろ・ そむ他の古血性， @. 疾意 もほ 

                                                            高齢者のみでなく 壮年月ノ 、 ロ 0% 加に   余生 

活の欧米化と 近 劫 不足の進行などの 要因が 寅 なって虚血性心疾きの 増加が危惧され る て @ にもかかわらず ト 疾患の死亡率は 平成 6 年がら低下傾向を 示している @ 
その理由 は 次のと お @ であ る   

孜が田では・ 厚生労働省が 推奨 て る @ 疾病友 ぴ 関連保 偉 問題の口際統計分類 第 Ⅲ 

回 修正じ CD 一 :.l) 第 i 巷 @ [ ㎞㏄ 1                                                                                     
                                                                                                                                      による @ 疾 

病・傷害および 死因 統廿 分類提要 @ [ 以下 l @ en 一 l ①という， ゾ の 道 声に伴っ 

て死亡診断牢の 改訂が行われ．平成 l 年から使われている 新しい死亡診断 宇 には・ 疾 

恵の末期状態としての 心不全・月収不全などは キ かないで @ き         l との注意 古 さ 

が添えられ・ 死因の丘機の 粘度を高める 工夫がなされた・ 改 打の施行に先立 @ て 死 

亡診断宙を作成す る 医師 -0 周知を図 @ た 結果・ r   @   不全・の 記咄が 減少したこ   
から・平成 g 年から心疾妻の 死亡率が低下傾向を 示したのであ ろっとされている   
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図 2 一 l 帖血管疾患及び 心疾患の 病 類別にみた年次別死亡卒 [ 人口㏄石村 1   
帥歳 以上の日万人にⅠいて・ 午節 別に主要死因の 構成割合をみたりが 図 2 一 2 

であ る，男で ' 才 @o 歳力 ． ろ 9 歳．女では 3a 戒力 , ら帥歳 までは悪性腫瘍が 死因の第 

一位を占めている @     男女ともハ歳以上の 生 齢 Ⅰでは 脳 ・心臓疾君の 占める割合   
  

      
  
  
    
      

  



  
  

    
図 @-2 件．年神州 - みた主要死因別死亡卒 l 人口何万 対     
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図 @-3 脳血管疾患 及 ぴ心疾患の年齢別にみた 死亡率 [ 人口 10 万 対 1   
  

肥．心 @ 疾患 お 月別死亡率は・ 回 2 一 4         示すとおり脳梗塞と 虚血桂心疾患は 寒 

      時期に下 ( . 春から 其           けて 低         nKl6 出 皿も同じような 傾向を示す         < も膜 

下出血には四季を 通じて明らがな 変動が見られな @       

 
 

 
 

        
          

凹 @-4 出血育央圧及び． ト 洪恩の戸別にみた 死亡 串 ( 人口 10 万別 1 
@ 厚生方向 省 「人口双 熊統 a Ⅱ平成 Il 年 1 

              ひ慣 疾患の発症時刻をみると・ 最近の集計       をみても．福田の 報告， 112@ 

ぱ 一致してお @. 脳出血・ 泄 梗塞及 び < も膜下出 皿は @ 時から 9 時とい時からⅡ 

時にビークがみられ・ 虚血性心疾 邑は @ 時からり時と リ蒔 かち         蒔 @ ピーク @   
あ ろ ( 図 2 一           
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      図 3-5 脳 卒中．心理作の 兜 生時刻 [l ㏄ @ 倒 1 
( 社田                           
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我が国における 主要疾患 別 の 紺 再考 牡は図 @ 一 s のとお @ で める。 モ 血圧 注 疾患の 

已者数は 718 万人を敬えて 故も多 < . 糖尿病・脳卒中・ 悪性腫 痩 及 び 虚血 t 生 ． ニ 疾患 

がそれに抜いて L.l る   

                

一 一   

口 2 一 6 主事疾患の船屋 考散 

    E 生 労働省「甘苦 苗圭 ・平成 l1 年   
また・ 年 齢 別 主要疾患受診率 @ 人ロ㏄乃村 l は図 2 一 l に 示 すとお @ であ る   
_ れをみると・ め 点以上の年齢 ド における外来 志 者の中では下血圧で 受 疾して l   
る人音が最も 多 @   ヵラ ・Ⅱ - @9 歳の牛 齢眉 三では加齢とともに 増加 @ ている   
この 邑 音韻 空 で指摘されて l. るように   高血圧に 催 っていても．舌音は 毎日通院す   
r 高山 E とい " 病気を持 @ ている人・は 受診率で示されている 数 エ @ きらに高いの 

が実態と 巳 われる                                   
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  労働者健康状態 欄 左からみた労働者の 健康状 侍 これ l= 関 直して．藤井 '1 は．全国から 3 ㏄地区を億 ぴ ． 30 歳以上の全住民 l0. 酌   
人の血圧を計測した 循瞭牡疾も 基礎 杭 蛋を実施し．その 桔 某を世界保健機関 @HO   
l 刃引並びに下血圧の 予防．発見．診断．治療に 関する アク @ 力 合同委員会                 
の高血圧分類を 基準とし．拡張期血圧が g № mHg 以上の人の午 齢 川田合を報告     
ている     図 2 一り．そして．この 割合を基礎として 三本全国の商血圧者の 人数を 

計算すると @.@Oa 万人と @     ;o 歳 以上の日本人のほ ぱ 4 人 i:       、 が 高血圧と・         
ことこなるとして l   ろ   

  
  

  
  

  
    
      匝 現代 

  
凹 i 一 a 年齢．性別にみた 高血圧の族 庄 

[ 棟 井                 

また．世界保健 雛 関一 ミ 際高血圧学会による・ 高山 E 治療ガイ @ ライン， (WHO 

・ ト H い @@91@ 並びに日本 而 血圧学会による l 高血圧治療ガイドライン l ,lsH.; ㏄㏄ 

    に よ @ て ．従来は境界 域 ときれたものも 高血圧 と取 @ 扱う新しい高血圧分韻によ 

ケ，ば ．日本には高血王の 人が約 3.ooQ 万人いると推定されて。 ・ る 。 

きらに・全国の 舶 歳 以上の男女を 厄化無作為抽出した㌍の 人を対象と」・ 日 

厚生方同省の 方何者健康状 癌 調査によると・ 昭和目年度以降における 労働者の 

持病の有無反 ぴ 持病の租類比 卸   合は図 @ 一 @ に示十 とお q であ る。 すな む ち．持病 
を 有する労働者の 割合は嵌追増加の 傾向にあ り．ユ成 4 年度以降 っは約 ㏄ % に 達 

して @@ ろ   

    
  
  
  
  
  
                

田 z 一 9 持病の有無及び 疾病 別 岩山 者 割合   
持病の伍 類 をみると 吾腸病 ・高血圧．糖尿病及 び 小師 病 が多い @       嵌近 では最も 

持病の割合の 高いのが高血圧でおり．上位の 患者 鯛査 の 桔果 と同様の傾向にあ る   
古血圧．糖尿病友 ぴ 心臓病につ : 、 て ．性別・年齢階級別の 割合をみたのが 図 2 一山 

であ @. 全体としてみるといすれの 持病も最近増加の 傾向にあ る・ 

本 高血圧学会 ( 四 ㏄ l の 血圧 分瓶 に準拠した・ 厚生労働省による 平成り年第 @ 次 

循環器疾患基礎 肺杢 によると、 古血圧者の割合は 男性で @@, %. 六 % で的 7 % で   
以上から理解されるように   我が国では 脳 ・ ， @.@% 疾号の @ スクファクターとされ。 

ている高血圧者の 割合が極めて 古いことは佳日すべき 亨 実であ ろ   

  

  
  



      

  

 
 

  

        

    
    

      
また・労働者の 就労と・身体の 疲れ J 及 び l 神経の疲れ @ との関係についてみる 

と ・とても疲れる・とい T 労働者が全体の 約 い % た 占め． r やや疲れる @ という 労 

働 者が約 sj % に達している ( 図 2 一 l1, 通常の就労によって r やや疲れる       
球 じる程度の疲労の 多くは   三片的な休養をとれば．もとの 状廿に 回復するものと 

思われる @                                                                                                       

  拝鮭 。 血方     

 
 

 
 

    
  

      
図 @ 一 化 性．年端 1 持病ま 病 則男仏者割合 

l 厘三井側 省 ・労働者 健臆 状況 棉蚕 11 

  

図 2 一 @1 甘段 の 仕亨 での身体及 び神 軽の疲労状況 労 何者割合 

l 厚生井 韻省 l 労働者健忘状況 曲た 11 

このよ @ な腕空拮 呉の背景を考える 上で同調査における 次のデータが 且要 であ 

る，仕手や職業生活に 閲 することて強い 不安．悩みやス     レスを感じている 労働者 

の割合は増加傾向にあ る ( 灰 2 一 l2) 。 すな む ち．平成 9 年では．労働者のれ @       
    い @ 多 @ 0 者が強 い 不安や悩みを 有し．あ るいは ス @ , スを 悪 じている．その 円 

訳を見ると図ユ 一円 い r と       l 職場の人間関係       l 仕ヰ 0 頁・ テ ・適性の問Ⅱ   
及 び ・昇進・昇給の 問題 l に 関するものが 多 @     ミた ．職場の入Ⅱ関係に ス @ レス 

                                                          女性労働看の 過半 鞍に 及んでいろ   
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見ると．図 2 一 いに示すとお       r 経済的な問題・を 亜頭           r 子供に関するこ ヒ     
  自分の健康に 閲すること・ 及       「親に問 丁 ること 1 がいずれも 3C がま 超えてお 

@. r 住まいに関する             こ r 配偶者に 閲 するこ ニ が結いている。 なお・平成 @ 
年の調査 @ よると・単身赴任者は・そうではな @. 者に     @ して・ これらの私的な 心配   

  
Ⅱする i @@                                                 

@ 回三方 柑省 ・ 労 両者 健京 状況 廣査 ，平成 g 年   



Ⅲ 肝定 基準における 対象疾病 
  現行 卸 主基準の 丸 ま疾病 

現行体主基準にお ハ ては・中枢神経瓦 ぴ 循環器系疾患の 5 ち ・業務による 過重責 

荷 によ @ 発症する 疾思 として   
l1l 脳血管疾患   
  くも膜下出血 

    脳梗塞 

"  再 。 ． " 性。 '" 

⑫ ) 虚血性心疾 忠等 

イ 一次佳し停止 

口 狭心症 

              筋 梗塞 症 

    解離性大動脈瘤 

ホ 六 % 脈による突然死 年 

をたまとして @   る   
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 藷 いので・単に 宜篤 な 扶后が 業務遂行中 こ起 こつたとして っ ・直ちに業務と 発症との 

1 関連を恩めをことはできな L.@ とした上で・その 痛時 が 安定しており・ 直 ち l; ヰ笘 @ 
状態に垂るとは 考えられ @@@ 場合であ @ て ・業務による 明ら @ 、 な 山重負荷 l= 上って 

急機 に著しく 寅驚 た状態に至ったと 認められる場合には．業務と 発症との関連が 冊 

めらね，るとして・ 現行認定基準によ @1 判断することとして @'8. 

2 新たな 疾キの 検討 拝 

業務による 過戸 負荷によって 発症する疾患として・ 新たに迫力 l な @@ し 削除すべき 

ものば見当たらないものの． 尹在 、 死亡診断古年には． I CD 一山 ' に 準拠した 

浜唄 名 が一般的に使用されて @@ ろ ことから・ 轍主 基準 @@ 掲 @ る対象疾病につ @@ ても． 

@ CD 一 l0 に基づく疾患名で 整理てることとした。 

したが @ て ・現行認定基準の 対急 疾病を l (.n 一 @n := 基づく疾患名で 整理 て ろ 

と次のと お @ となる   
(ll 脳血管 疾忘 

イ 脳内出血けた 出血 ) 
  @ も % 不出血 

@ 脳梗塞 

  

    高血圧性脳症 

伍 ) 虚血桂心疾も 隼 

  心筋梗塞 

  狭田在 

      口停止住   肢性 突然死を含む   ' 
臣 解離性大動脈 宙 

@ 胎内出血 ; は現行 紹 主基準の「脳出血 1 であ @. . 心筋梗塞 1 は同じ < r 心肝 

梗垂症 l であ る。 また．現行認定基準の l 一次 性ニ 停止 @ 及 び l ス整 脈による 突 

林 児等 1 につ @@ ては．臨床的視点 力 @ ら ．上記は 1 の ,, の 疾患名に含める 形で 亜 理し 

  
なお・ r 心 停止 l 及 び l 心臓性突然死 @ は ．それぞれに D 一 ㏄の ! - Ⅱ及 び l 

一 4@ @ こ 相当するものであ る ( 表 4 一 1J1   
また   Ⅱ西内出血 J ほ ついては．我が 国において．一般的に r 脳出血 @ と 表現さ 

                                @ 単 出血 1 と併記Ⅰることとした   

  



  

｜
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 の
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  取 ． 心冊 疾患の疾患 別 概要 

l 胆と 小車の解剖と 生理 

解剖 珪 とは．身体とそれを 構成している 部分の構造と 形胡や ．それらの相互の 閨 
連は ついて調べる 学問であ る．また．生理学とは．身体とそれを 構成していろ 部分 

かどのよ ヮ に機能していろかを 輌 べる学問であ る。 

脳 と心臓及 び 血管の解剖．生理 世 内事項の概要は 、 次 どとお @ であ ろ   
          脳の解剖と生理   

  ヒ Ⅱが秩序あ る生命活動を 甘むためには．身体の 各組織や器官を 追 絡し   
調節すると要があ @   ． こ れを受け持つのが 神経系と内分泌系であ ろ，内分泌系 

                                  生殖．成長と 発達． ス @ レス ヒ 対する反応． 水 ・ 蛆 押栗 

や 栄養の ,@ ランスの維持などの 役到を果たしている   
神経系は体内政 ぴ 体外からの 申   倣を感受し．その 刺激に対して 必要な反応を 

身体の各部に 起こし． さら           この感宜を連合して 已考 ．意志及 び 観念などを 

構成する働きを 持ち．また・ 神経系は．中枢 件経 系と夫神神経系に 区分きれる   
    り 中枢神経糸 

頭蓋 腔 ・脊椎管を占める 膣と甘 岳からな @. 神経系の統合・ 司令本部とし 

て働いている。 中枢神経系は・ 忠 党利激を整理．解釈し・ 過去の経験と 現在 

の状況を勘案して．どのよ ゥ に反応するかを 決定する   
(,l 末梢 坤 経糸 

肚 ．脊髄 力ら 外に延びて @   ろ 神経で．情報を 伝えろためのヰ 線として働き   
部分・機能によ @ 次のよっに 分 げられる。 

@ 脳神経 

脳 と連結する末梢神経で リた あ り． ト経 情報を脳から 直接末梢 ミ         
た ・末梢から直接 脳 に伝える   
@ 貧村神経 

脊髄から出る 末梢神経で・ 頚 神経 a 対 ． 拘 神経Ⅰ 対 ． 理 神経 @ 対 ．仙 

丹神経 @ 封皮 ぴ尾 神経 l 対の叶コ村 よ @ なる．神経情報を 脊促から末梢 

        また・末梢から 脊髄に伝える   
末梢神経のうちで・ 内臓・血管   ら 臓などを支配するものを 自律神経と @   
    自律神経は別名を 植物神経と           また   自律神経系に 属さないものを 

動物神経と             
  悩めあ らまし 

脳は神経系の 中で最も入きく・ 握り 拳 4 つ { ら Ⅰの大きさであ る           
実のような拮があ @. 少しピンクがかった 灰白色で．硬い 豆腐のよ @ な 手触 @   

  

脳の声 1 は身長や体色 に 相関せず・我が 国の成人の脳 重 Ⅰは．男性 @.4 ㏄ダ 

ラム・女性 @.3 ㏄バラムとされている．脳は．頭蓋骨に 囲まれた客演可変性か 

極めて 乏 @@@ 空間の中に   舶摸に 包まれ．脳脊髄液の 中に浮かんだ 状態で存在 

する・ 

脳は大脳三球．間脳．脳幹及 び 小脳の @ 部分からな @ ている。 

@ 髄膜 : 図 4 一り 

拉は脊 苗 とともこ 擬膜で 包まれている ，髄膜 は ． 枯含 紀伊 性 被膜の総称名で   
外側より順に 硬膜． @ も膜 ．及 び軟疎め 3 荻の摸から構成きれている． 

。 色丹 

Ⅰ 肛 

何ト " 梗 < も % 
( も 座下生 

棚 
田 隼丘 

図 4-l 髄 練 

@1 硬膜 

硬膜は内覚 z 乗の膜 力   らな @. 外 葉は頭蓋骨の 肉面を覆 3% 朕 でできてい 

る・硬膜は小児では 頭蓋骨内面に 固着しているが．成人では 頭蓋 甘 縫合部 と 

頑童店内面を 除いては緩く 桔 合して ハ るのみで．硬膜の 外面と頭蓋 甘 との 問 

を荻朕 外船・硬膜の ビ面と < も映 との間を硬 挨下腔と呼お   
硬膜は・左右の 大脳半球の間．大脳半球と 小脳との 間 ．左右の小脳半球の 

""" れ """""                                                                                         
                                  折 @ 返しによる _ 且の硬膜内紫乃らな = ている。 硬 膜 

の 内外向 ま c 間に硬膜静脈洞 : 脳から流出してきた 静脈血の流 路               
また・硬膜を 栄養する 硬 波動脈とその 下水路であ る硬膜静脈が 分布していろ   

[@) くも 膜 

くも瞑は血管を 含まない謂い 膜で．硬膜及 び軟膜ヒ 緩く 拮 合している． 軟 

                                                。 。 慎 。 """" 甜液 。 "" 。 "' 、 " 。 

脳室の正中口及 び 外側円によって 脳室と通じている。 脳を栄養し． 艇 表面に 

分布する動脈と 静脈は． ( も 眼下腔を走行している l 図 4 一 U   くも膜下 

  



腔は所々で特別に 膨大してお @   これを @ くも 膜 @ 格 l ヒ             
                        その表面に     @ も膜 頼粒 ! と     @ 肌 粒状で凹凸の 多い大小本 

定の突起が硬膜静脈洞・ 特に大脳鎌の 中を走る太い 静脈てあ る上矢 状 洞の中 
  = 突出してお @           からくも膜下性の 胸背 穏液が樟脈 血中に流出する   

        l 軟嘆 

歌膜は 五智に富む 滞い 腹 で． 脳 表面に密着して ハる 。 軟 嵌は脳室内で 脈絡 

組織を作 @. 脳室上衣 ( 脳室を居 う 上衣細胞 @ とともに脈絡恩を 形成する   
脈絡叢は脳脊髄液を 産生する   

    脳室 ( 図 4 一 2. 刃 

発生学的に神経甘から 発生する中枢神経系は 中 腔 の器官 で ・神経管腔は 脳室 

系として終生残る・すなわち・ 大腿半球には 伸 脳室・間脳には 第三服 竺 ・中脳 
          ま中 n 送水道・ 橋 ．延髄 と ,@@n 臼 との間に． ま 第四 @ 単宰 @@. 脊弼 には 中 ．ニ管 @s あ る   
側 脳室と第三 脳宜は虜 吐乳 で 連絡し・ r れるの 脳 寅は互いに連結」・ 胆 室内の 

弘 焙 糞で産生きれる 脳住 億夜 で 満たされている・ 第四脳室 は 正中口及 び 外側 l 口 

によって・くも 膜下 腔と 連結しているので・ 脳 音韻 敵 は ( も % 下腔 に流れ出し・ 
セ ． 甘 苗の表面を循環した 後・ @ も 膜下腔の脳脊髄液に 上矢吹 川 内に突出した 

l@ も 膜憶粒 l と 呼ばれる構造物力   も 静脈内に流出てる。 

  脳脊髄夜は無色透明な 液体で．その 姐 故は血漿によく 似ている。 全土は成人 
  で約 13n Ⅲ・圧は棋 朝 ．位で l ㎝ - l5 市 m 水柱であ ろ・ 脳脊甘 枝の機能は・① 

    衝笘に 対する脳脊 魍 の床柱・② 脳脊 輔の実質客臣を   定に調節 @ る ・ G 弘脊辮 

  の物質代謝の 縞 助 作用等であ る・ 

    

  
且 六五 

-.@ Ⅰ 

図 @-@ 脳室側面図 図 4 一 @ 脳圭 正面図 

  

ホ 泄の区分 l 図 4 一り 

"" 神 "" 。 。 。 " 。 "' 。 " 雑 " 臆牡 。 " 。 " 。                                       
介される。 

疎 

l "" 。 " 杉後 " 。 示 " 1 
簗 4-4 卍の正中央 状断 

[4nl 大 @ 曲 半球 

左右一対をな」．胆のうちで 最も上方にあ @. 脳の他の J 部分を合わせた 
上 @ も 大きい。 

(@l 問 n 自 

大 n 田 半球と @ 老幹とに挟まれたところにあ @. 大脳半球に 伎わ @ 丁 ている・ 

(@1 脳幹・次の 3 者 l2 区分される・ 

@  中脳   
c 延価 

  :l ,l Ⅱ日 

大脳半球の後頭葉の 尾側に位山」． 胆幹と達 航している。 
  大世二球 l 図 4 一 @ 一 % 

大脳は脳の中で 最も大きい部分であ り．前頭重 腔と 中頭蓋腔を占める ，大脳 

縦裂 ヒ @   @ 深い溝によって 左右の大脳半球に 分けられる．脳の 杏半球はれって 

いる頭蓋の名をと @ て ・前頭 英 ．頭頂 莱 ・側頭 葉 ・後頭 菓に 区分きれる ( 図 4 
一 51. 各 @ 原 乗の境界に @ 深い 溝 : 脳溝 1 がめる・それらは・ 中心 溝 ・外側溝 

  



㏄
 つ
 -
 

( シルヴィラス 席 とも呼ばれる       及 び 頭頂後頭 溝 であ る。 外佃 溝は非常に深 

< 切れ込んで深部に 島 と呼ばれる隠れた 大脳 皮 寅を形成 @ ている   
大脳半球の衷后の 厚さ約 3 - jmm の部分は   灰白色柿を呈してお           大脳 

皮仮 という・大脳皮質は 神経細胞が 后状 に配列 - てお @ 灰白雲とも呼ばれる。 

大脳皮質ょ @ 内部は・神経線維 が密 在する 白 何であ @. 純白色を星丁る ，白貝 

の深部に灰白寅の 塊があ       大脳 核 : 後述 ) という・大き @ 厚 , 、 神経 椋椎東 で 

あ る脳梁は・左右の 大脳半球を枯合している。 脳梁 は ・脳幹 を アーテ状に揮い   
左右の大脳半球相互間の 神経 佃 報の経路とな @ ている． 

凹 4-s 大脳の由 と 洪   
大脳 核 ( 図 @ 一 6. 刀に   大脳半球内の 味部にあ るス白仮の集団であ り   

被棲 ・ 淡斉昧 ・ 尾状 校友 ぴ前 障からたり．錐体外路系に 屈 -   下町 甲違勤 を調 

節して @@ る   

  

  

  

図 d-@ 冊の水平断面 

    

回 4 一 l 咽の前額断面 

大脳半球の内側面・ 前頭葉の下面．側頭葉の 前部等を大脳の 辺 緑系 とい @ 、   
個体維持や種族保存に 関係した 木珪に 基づ @ 機種や．情動・ 原始的 網党 に関係 

した部分であ る   

  



大脳皮質には・ 約 l411 偉の神経細胞が 存在している。 表面には 脳溝と 脳回が 

あ @. 表面祇を大き < して， @ る ・大脳 皮 寅の各部位は． そ @@ ぞれ 具な @ た際 能 

を持って 1.@6      %4 一 81. 

。 轄 。 舶 

。 。 。 " 百 。 " 

サ ⅠⅠ 

  図 4 一 @ 胆 外側面 

  
    (4) 運動野 

前頭葉の中心溝の 前方の帯状の 領域で．反対側む 随意運動に関係 @   追勒 

時の各部は身体の 各部に対応している。 このに 勒 野の神経細胞から 出る神経 
線維は・集まって 窄音 に向か = て 下降す る   この伝導路を 錐体路 と @ 、 @ 。 錐 

体 路は白質内の 内包を通過するが・ 脳出血でこの 内包が破壊されると．錐体 

路は延抽ア 郎で左右交叉して ハ るため・反対側の 半身の運動 麻痒が 起こる   
(@l 知覚 野 

中心溝の後方の 市伏の領域で・ 反対側む皮膚忠克こ 深部九 % に 関係する 中 

枢 であ る   
(l1) 視覚 野 

後頭 莱 にあ り・復党の中枢であ る   
@:1 聴覚 野 

側頭乗の上部で・ 時 党に関する中枢であ る   
      杓 統合中枢 

大脳皮質には． 栢 々 の知覚を連合して 記憶． 思圭 ． 甘志 を沢 足 し．行動を 

起こす 枚雑 な機構があ る   これ，を統合中枢とい @ 。 運動 旺 の 前 万の連動性 甘 

車中枢や側頭葉の 感先住吉語中枢なども 統合 甲枢 の一つであ       これら @ 石 

  

右   きの人でに左半球にあ ることが 多 @   障害きれると 他人の吉梧は 理解でき 

ても   自分で話すことにできかくな @ ( 運動性先細 症       あ る @@. ナ音詩を曲 
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Ⅱ抽は大』 臼 半球と脳幹とに 挟まれたところにあ @. 大脳半球にぬわれて @@6   

間脳の主な 桔遺は ・視床・視床下部及 び 視床上部であ る。 左右の間脳の 向に第 3 
脳室があ り・ 坑 3 脳も の例時をなす 部分を視床． 脳 垂の匝をなす 部分を視床下 

部と     フ 。 視床下部からは 脳下垂体が突出している     
知覚神経の中継核で・ 皮膚・内臓・ 特殊な応 覚 器官からの神経情報は． す 

べてここで神経細胞を 替えて大脳皮質に f えられる．視床の 尾 側 部に内側 膝 

状体 ．外側 淡状俸 とい つの隆起かあ @. それぞれ聴覚．視覚の 中枢であ 

  
l@) 視床下部 

自律神経系の 中枢であ るとともに   視床下部ホルモン．神経 ぺプテド ． ア 

ミン等の生理活性物質を 産生                       " れ 。 。 。 "" 。 。 " 授 "' 

中枢機能の摘節を 行っている   
l, 、 l 視床上部 

第三脳室の後背部にあ @. 松夫体や第姉服圭の 脈絡 叢が 含まれている   
デ 脳幹 ( 又 @ - 4. 81 

中脳・ 橋 及 び 延髄に区分される・ 大脳と脊髄との 神経線推の道 @ 道であ るだ 

けでな @   多数の小さな 灰白質 仮域 であ る神経核を入れている。 これらの神経 

核は ・ 脳 神経の核や呼吸．循環 中 梱を形成している。 また．脳幹の 全長にわた 

って 網 様体と呼ばれる 灰白井領域があ @ . 網 様体によ q 意識は両節されている   
この傾城が障害されると 昏睡に陥る     

間脳 と橋と 仁はさまれ     l 、 n は @ こ統 < 部分で・第三脳室と 第四脳室とを 連絡 

する中脳水道があ @   中脳水道 よ @ 背 側の中脳 正と肛 側の被黄及び 大脳脚か 

らなる。 中脳 亜 には上下 z 対の丸みのあ を面ま @ があ り．土圧政 ぴ 下元とい 

う。 上 丘は視覚に・ 下圧 は 聴党仁 閲する反射の 中枢であ る．中脳には 姿勢反 

射・ 胎乱 反射などの中枢があ る     
中脳と延髄との 間にあ り・大脳半球と 小胆とを 遮結 する神経路人 ぴ 上付柱 

  下行性の神経路が 腹 側部を通る， 背 川部には．三叉神経．覚転神経． 頗 市 

神経・内耳神経の 各神経 棋 があ る   
        l 廷議 

  



脳の恩下部で 脊髄に続く球状の 部分で． 背側 ・つま @. 第四脳室の珪部に 

は生命維持のために 戸要 な   呼吸中枢・心拍・ 血圧などの血管連動中枢・ 嚥 

下・嘔吐中枢などの 消化器に関する 中枢及 び 角膜反射などの 中枢があ る         
た ・舌咽神経・ 迷走神経． 劃 神経・及 び 舌下神経の各神怪 核 があ る。 延髄の 
腹 側 部こは ・上付柱及 び 下行桂の神経線維 かも = てハる ・正中に前正中 裂と 

                                                                            棋 """"" 運 " 。 

支配する神経線維があ り ( 皮質脊髄 路 l. 延任下部の錐体交叉 で 左右が交叉 
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ヰ俺鍛 ヰ末     
図 4-9 % 底部の 瑚 脈及び脳神経 

  

第 l 神経 真神経 臭覚を伝える 店先神経 

案Ⅱ 祥紐 視神経・視覚を 伝える接 見 神経・網膜は 連な @. 視交叉 て 内 

側 半 部からの神経は 左右交叉 - る ， 

第 Ⅲ神経 動眼神経 : 眼球．眼瞼・ 晴孔 の違勘神経 

第 Ⅳ神経 滑車神経 眼球を外 . 方ミ回転する 運動神経 

第 v 神経       父神経．臨画・ 頭部の田 覚 神経と   咀哺 筋を支配する 追動 

ヰ怪 

第 Ⅵ神経 外伝神経 眼球を外伝する 運動神経 

第 v Ⅱ神経 顔面神経． 執 田の表情筋の 迫 勤 ・涙腺・唾液腺の 分泌運動を 

支配する 遠動 神経．舌の双 @ ノ 3 む 味覚 席 報を伝え 
る感覚神経 

第 WH 神竪 内耳神経 : 前庭蝸牛神経姉も 呼ばれる感覚神経．双庭神経は 

立筒 覚を ． 師牛 神経は聴覚を 伝えろ   
第 @X 神経 舌咽神経 哨 下垣 勒と 唾液の分泌を 支配する運動神経・ 舌の後 

ろ @ ノ 30% 党 ． 項 m 脈の圧受容体からの 忠克情報 

を伝える， 
寡 x 神経 迷走神経 : 他の脳神経よ   も 格段に広 @ 、 支配領域を ヰつて @   

る． 咽頂 ・喉頭・ 胸 ・腹 部の内臓からの 破免情報を 

伝え．支配する． 逗動 神経線 推 のほ セ んどが 醐 丈穣 

神経系で．消化活動を 促進し     二 % の 活 助を落ち着 

かぜる   
男 Xl 神経 副 神経「 胸鎮牢 」 突 筋や僧帽筋の 運動を支配する   
束刈 @ 神経 舌 下ヰ 経 運動神 軽 線維が舌の運動を 支記し．悪党神経線維が 

舌 の 恵 党を伝える・ 

( 『 ) 自律持経系 
自律神経系は 内陳神経系と     呼ばれ．平滑筋．内臓や 血管 膳 ). 心筋・分泌 

肢 等を支配する 神経 紬 抱からなる・ 生体の恒常性 ( ホメオスタシス @ の 維ヰ は ・ 

大部分が自律神経系の 働きに依存している   
                  " 憶 """'"" 成 """" 。 "".' れ                               

ていてもその 作用 は 正反対で・ 弗 器の反応は両 蕃の パランスで 鯛襄 されている   
交感神経系は     曲手と逃走の ソ ステム l とも呼ばれ．刺激や 恐怖などに社 

して生体を興 神 きせる作用か 強 @     交感神経刺激は．概して 劃 脊髄質 ハら 介 

秘さ lL る ホルモノであ る ア                                                                           
@ Ⅰろ知 呆と 同様の効果を 持つ。 

  方． 酊 交感神経系は． l 休憩 と 食事 の システム                               
ぜて = ネルプーを節約．貯蔵 させるよ @ に働 @   

  



視床下部・ 網 様体尺 ぴ 延髄に存在する 交感神経系の 起地核から 興 苦を効果詰 
までに伝えるのに 3 つの 臣 @-= ン ( 神経細胞とその 突起であ る神経線維 ) が 

関与している。 視床下部．和様体尺 ぴ 延髄に存在する 一次Ⅰ = 一 ロンの神経線 

維 は甘髄に 達している・ 第 @ 胸 肚から 第 2 又は第 @ 哩随 にあ る二次年 @ 一 ロン 

は有住の而   別 にあ る 交麻 神経 幹 に入 @. さらに腹 腔神経節．上下の 腸間膜神舞 

師 に至 @. そこから三次の ニ =- ロン が内臓などに 分布する。 

副交感神経は・ 一次 臣 = 一 ロンが脳幹の 神経協や第 2-4 仙田神経の商きの 

脊 故から起こ yl. 終末神経節に 達し・そこから 二次 ニ - 一 ロンの神経線維か 告 

廣器 - 広が @ ていく・ 

交爪 神経系と 到交礒 神経系の作用は 下表のと お @ てあ る ( 表 4 一 1. 

  
      
  

技 4-l 死 硅 神経系と目文 磁 神経系の作毛 

  
  レ 脳の血液循環 

脳組 廠の主な @ ネルギー源であ る 炭 大化物及 び 炭水化物の酸化のために 必要 

な酸素などを 供給するために   脳組織には．常に 一定の血流が 保たれる必要が 

あ る・ 悩粗 絨の酸素欠乏状 彊に 対すを抵抗は 弱 @   ご @ 短時間の虚血 @ 助脈血 

の 流人が乏しいこと ) に捺 しても障害が 生ずる．脳の 血液 毎珠路は ． 他 接辞   
組織と同 嚥に 動脈．手紬血管 及ぴ 静脈 よ @ 構成きれる   
[@1 動脈 l 図 4 一 9- @@l 

脱を 朱技 する動脈も身体の 他部位の助 脈と 同棲に．内膜．中 腹 及 び外摸の 3 
届からなろ・ 舶の表面を走る 動脈は．くも 膜下腔を走行している   

  

" 。 "' 。 """"" 唾巡 0" 。 1     
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凹 4-11 中り枝の定 行 ( 前額断面 1 

    



脳を栄養する 動脈は・大動脈の 弓部及 び その分演から 出る。 左紬 顛動脈 は 

大動脈吊目 @ . 左 椎骨動脈は左鎖骨 下 動脈 よ @ 分枝す る ，石綿 頚動派は腕頭 

動脈 ょ @. 右 椎骨動脈は右鎖骨 下 動脈より分枝する。 左右の神頭動脈はそれ 

ぞれ六軒動脈を 出し・六 % 動脈 は 視神経の後方 n, ら ．椎骨動脈は 大後頭孔 か 
り 瞑 腔内に入       @ に達する   

同類動脈は卍 底 において前大脳金脈・ 中大脳動脈 と 俊文月動脈に 分かれる 
た れるの動脈及 び その分枝を内無動脈系と 呼ぶ い ・椎骨動脈は 脂 底て 左 

右が合流し・ 脳廣 動脈となるにれらの 動脈及 び その分枝を椎骨動脈系 こ 呼 

ぶ い ・左右の前大脳動脈間の 前文通勤 服 ・ 中大胆動脈と 後大脳血脈との 門   
                                  ( ウ ィ @ ス 動脈 輪 )                           この 動 

脈輔は ・肉類動脈系 と椎 億劫 脈系 との連絡 路 をなすもので・ 脳 底部の主要助 
脈の開基に際して 側胡 五行路 ( パイ       ス l として閉塞部 よ @ 末梢 部 の血流を 

  
大脳半球の表面に 沿       その全面にわた @ て 走行・分布し．大脳半球の 皮 

質を栄養ずる 炭質 枝は前 ・ 中 ・ 後 大脳動脈に日来する． . れに対して．大脳 

の主要な動脈や 前後の交通動脈の 近 位 蔀から起こり・ 間脳・大脳 核 ・内包な 
Ⅰ。 = 分布する動脈を 絡めて中心技 ( 脳底枝 ) と呼ぷ ( 図 @ 一 @ll 。 中 ． L. 枝の 

  うち・中入 脳 動脈の分枝であ るレンズ 核 線状偉功派は 始め 申 大脳動脈と逆行     する走行を取った 後． 抜 殻・レンズ 核 ．屈伏 核 に分布する。 この領域は脳出 

血の好発部ほで．レンズ 族練状 佑助脈は脳出血動脈 [Ch 荻 ㌻いとも呼ばれ 

る 。 @,     .   枝は脳実質を 穿通して走行するので 安道 枝                           
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脳を栄養した 血液は脳 実頁 静脈に集 ミし   これが大脳皮質及 び 白質から 脳 

表面に出て・くも 膜下腔を走る 大脳静脈に入 @ . 大脳 核 と間脳などからの 脳 

実質静脈は深部静脈 ( 大大脳静脈 : に入ろ．大脳静脈及 び 大大脳静脈は．       
すれも先に述 - た 硬膜の内覚二乗間を 走行する硬膜 鞍脈洞に 集ま @. 左右の 

内 頸 静脈 よ @ 頭蓋外に出る   
(, 、 l 毛細血管 

細小動脈 と細 静脈 ヒを結ぎ 直径Ⅳ       クロン内外の 最も細い血管で． 赤皿 

球 がようやく通れろくらいてあ ろ・ 枝 公ヵれして網状に 4 右する． 一 居の内 

皮細胞に覆われてお g   内皮細胞間の 拮合は密であ る．その周囲に 周 皮 細胞 

あ ろいは神経 膀 細胞の突起が 覆 @ ている． 毛 細血曾の場で．血液中の 酸素や 
栄養素 @, 脳組織に運ばれ．炭酸ガス 9% 胞の老廃物が 組織から五 % 中 := 送ら 

  

@   る ・血管内の血流の 速さ     士 ・ 毛坤 血管内が故も 遅 @     
[-) 血液肥閉門 

血液中に存在する 物質の脳 - の 孝行は   毛 細血甘と 脳 との間の機能的関門 

によ @ 恵沢的に行われている ( 脳 ・血液関門 )   例えば・ブドウ 糖は容易 

に弾 ． : 移行する           高分子のたんぽ ( など ' ュほとんど移行しな @     こ @@ によ 

= て ・ 血 夜中の物宙の 丘的・質的変勒や 毒性物何の混入にかかわらず。 脳の 

環境を一定に 安定きせる役割を 果たして @@ ろ   しかし・脂肝 瘍 ・脳出血・ 脳 

梗塞・炎症・ 中毒などでこの 関門が破壊きれると・ 正常では通過しない 物質 

が通過するよ @ になる， 脳疾吾 の 廣 脂を理解」・ 治療を行 う 上で大切な概念 

 
 

 
  

 

l と @%@% 

生体内の細胞・ 粗綾が 活動を続 @. 「るために は ・ 栄 まの補給と老廃物の 除去；   
不可欠であ る。 循耳 器系は心臓・ 血管系とリン ,@ 管系 に大別され．その 役目は 

運搬にあ る。 血液が輸送 車 てな @. 残票・末技 物 ．ホルモン・ 免疫 け 報などの 
必要初寅 を細 抱こ運び込み・ 細胞 @hi, らの老兵物や 生体の恒常性を 推持するの       
ノ要な物 寅 を和的から運び 出した       して @@ る 。 この血液を循環きせるため ホ ン 

フの役割を担 @ ているのが拍動 せ る 心肺 であ     血痕を運搬する 通路が血管で 

あ る・心臓が収縮する 度に血液は全身に 送 q 出きれ・． @. 傭に戻りてきて・また   
全身に送り出さとる     シ 臓の仕 亨 士は極めて大き <   l 回の抽出土は 成人で約 

  @ ㎡とされて "@ るので・ 1 分間 ;0 回の拍 出 11 分間の脈拍数・ 7 ① として @ 
算すると ( Ⅱ㎡ⅩⅡ 回 Ⅹ 和分 Ⅹ れ 時間 -@.Q@6.o ㏄㎞ '). l 日に 杓 l. ㏄ D @       
@ レの 血液を拍出しているこ                 

    ニ T 摂のあ らまし 

  レ臓の大ききはおよそ 握り幸大で・ 眺の実のような 形をしてお @ . 主として 

IS@@@@a+Stt@BSEIt-CfeS,                                                   又 佳あ o 
ノラムとされて @ る @       一般に身長 よ @ 住戸と密接に 相関し．正常人では 体重 

の ぞよ そ l Ⅰ 2.m@ であ る 1 体重 6@ ㎏の人であ れは 3o@ 回．そして．体色 1 キ 

ログラム 当た @ 6 グラムが 正窩 心の上限 値 ときれて @@ る 。 心臓 ' 寸心嚢という 袋 

: こ 包まれて胸郭内 H= 位置し・両側は 肺 肱に 接し．， i. 尖 部は横隔膜の 上 i- 乗 = て 

やや左下を向いている。 この心矢部は た 乳頭の下で第 j 肋間にあ り．皮膚の上 
からここに心、 尖拍 劫を触れることができる・ 

七 % の 容 私 @ 大き @ @ ると． @. 肥人と呼ばれ・ 容積が ,1. さ @ なると小委稲と 砕   
    石世の構造 ( 日 4 一 l2. い 1 

心臓は ヰ 空の縮性器官で．その 壁は j 届からなっていろ．一番外側は 心外 膜 ． 

  



㎏
つ
つ
 

次に心筋 后 ． そ - て 内側が   @   内膜であ る   

    
ロ 4 一 ・ @ . レ 腫の外Ⅰ 

図 4- 仏 心俺の区分と 井の在り 均 肝 

心構は四つの 蔀屋． ナ な む ち・左右二つの   @   房 ．左右 ニ つの心室に分かれて 

いる・ そ @ Ⅰぞれの内面 @ す心内腰で 牡 われてお @. ユ 液の流ね。 を滑らか i こするの 

        役 立 @ て @@ る   
  ら 庸は基本的に 血液が 戻 @ てくる場所であ @. 右心房 : こは上下の大静脈から 

全身の酸 棄波 度の低い静脈血が 入り・ た い房には左右の 肺静脈から酸素が 豊富 

に な @ た血液が 入 @ てくる     り房に人 = てきた血液は     ト房に続 < 厚い筋内で 

できた心室に 人 る ・この 厘 @@ 筋肉で出来ていろ．山名 @s ら 亜のポンプ @2 当たる部 

分であ @. 右心室からは 肺動脈を経て 肺臓に血液 が送 @ 込まれ．左心室からは 

天助脈を経て 全身に血液が 送 @ 出される   
左右の心房の 間には心房中隔があ       左右の心室 り 間には心室 @ 掃 かあ る   

  

すなり ち ・左右の心房 問 及 び 心室 門 には交通はな @       い元 と   @   室 との問は大き 

< 遠略してお @. そこに房室井があ る。 房主 弁は ,   ラ ン @ 一 @ の よ @ な形をし 

てお @. 右ら房 と右ニ婁の間にあ るものは 3 杖の弁膜 力   らなるので 三 @ 弁 と呼 

は れ・ 左 ． 1., 兎と 左心 , 完の間 @r あ ろものは 2 枚の弁膜からな @. その形から 僧宙 

弁 と呼ばれる。 いずれも心房から 小生 に 血液が 抗 れるように機能し．心室が 収 

縮したときには 五夜 の   @   房 - の 逆流を防いでいる。 右こ   宝から出る肺動脈には 

肘 動脈 弁 ・左心室から 出る大動脈には 大功 脈弁 があ り・いずれも 3 枚の ポケ     
@ 状の半月弁からなる。 これらの半月弁はえ   圭が収縮して 血故 が押し出される 

              流出する血液の 圧力で 劫脈接 に押しつけられて 開ロする。 心室が拡張 

を 始めると血液は 心室内に戻る @ とする．その 折 @ に 各半月弁の ポケ                   
液か 充満し・結果的に 弁 尖 部は膨らんで 互いにいった @ とくっつぎ．半月弁は 

閉鎖」・血液の 心室 - の 逆流を防いでいる。 これらの弁膜に 故障が可こると 井 

瑛症 ( 心臓弁 朕 機能不全症 ) と 呼ばれ．血液の 逆流を起こして．血液 循緩か円 

                                  息切れや動悸などの 症状 @ 現れる   
      し 臆に分布する 血管 ( 冠 循環 ) [ 図 4 一リ     

                一生の間・一 %. も休むことな @ 収繕と拡 丑を繰り返す 遺 動を続けて 

い """ 。 " 。 " 。                                                                                                 
て ,@ る     心臓に酸素と 栄養等を送る 動脈 を冠 [ 状 l 動脈と呼ぶ   

冠 [ 状 l 動 派は大動脈の 起 始部で ．大動脈井の 直上部から左右 @ 本の助 脈枝 l 左 
冠 [ 状 l 動脈及 び 右近 ; 状 l 動脈 ) と - て 起こ @   い房 と心室との問にあ る冠状 溝 

に沿 @ て , し ．描の周 @ を 走行して @@ る 。 在五 1 状 l 動脈は．前生 問 溝を走る双下行 

桟 と 冠状溝を左から 回る左回旋 枝 に分かれる。 右冠 [ 状     ' 動脈は冠状溝を 右から 

回る 右 回旋 技 が後室問 枝 ( 後 下行桟 ) となって後室問溝を 下る   
冠状 , 動脈は     い傭の安面を 包み込むよ 卸こ 枝を出しながら     い 外膜下組 縦 

内 を表 在性 に走行し・ 表 桂枝はたしてほ ぱ 直角に分枝 て る多数の枝を 心筋店内 

に送 @ 込む。 心室・特に正心室を 栄養する 冠 [ 状 l 動脈の枝は梅めて 密に分布す 

        個々の枝は・ 末梢の領域で 他の動脈技と 吻合・交通することがな @       
このよ @ な 動脈 枝 相互の間に吻合・ 文道がな @. 直ちに毛細血管と 連なる切脈 

は終 動脈 と呼援 " る ・ 

柊 動脈が血栓などで 閉塞すると・ , 。 イ       スからの血液供給が @@@ ので． 終 動 

脈 て 栄養されて @ 、 る 枝城の組織 l ょ 壊死 @ 生体 円 における一部の 紐． 泡 ・組織が死 

ぬ _ とを壊死と ，、 j 。 l を起こす・ 終動 n 音の閉塞によ @ . その終期 脈 が溝 棚 ・ 

栄 校する傾城の 組織に壊死が 起こる病変を 梗塞といい．心筋に 梗塞が起こると 

心筋梗塞と呼ぶ・ 心筋梗塞は心室．特に 左心室によ @ 発生する。 これに対して 

  1. 房 '= 分布する 劫脈は   え 室に比して著し < 粗にしか分布していな                       
らず ・動脈 枝樗 五間の吻合・ 交通が良 < 発達して "@ る                                         

  



がよ @ 発達しているので．心房に 糠 塞が男生することははとんとな @     
菅に至り． 心 膀を栄養した 血液は     い 臓の静派 ( 大   
り ．冠状静脈洞 柁ら 右心房に戻って い <   

      
    り 桐 結節 @ 洞房結節 ) 

上大静脈 開 二部と右心房の 境界 昔             存在する特殊な 心筋細胞の小集団で   
ほかの特殊   巳筋 細胞の集団 よ @ も早く和敬 ( インパルス ) を生じ・ り拍数を 

決定するので．べースメーカ - ( 歩調 取力 とも呼ばれる。 

(@) 房室結節 
心房とし生と㏄ 間にあ る特殊な心筋細 泡 0   @   % 団で ・ 右 房室井 近 < の 心房 

中隔の壁に位置している。       ． 房 と心室との間には 線維 陸 結合 組帆 があ = て 絶 

縁体のよ う た助きさしているので・ 心房の刺激に 直接にはい主に 伝りら ず ・ 

  

回 4- Ⅱ 心仮を圭 3 冠 [ 状 1 勒脈 

ホ 刺激 伝暉撰 @ 口 @ 一 @ お 

                                                                  " つ "'""" 。 " す "" の 

  で．交感神経がアクセルとして．団交感神経が プ @ 一キと     て 作用する，もう 

    一つのシステムは 刺激 伝坤系 と呼ばれる． 心肢 内に存在 て る筋肉と 件 経の中間 

  の よ @ な 特殊な心   肪 組紙であ る。 この刺激 伝 車系によ = て                                 
  神経支配を受けずに 自動的に収縮する。 すな む ち・この 刊激 伝導系は・心筋収 

締の柿 和 と同調を引き 起こす刺激 ( イン         レス ) を 生じ．かつ・それを 伝単 す 

る特殊な機能 を担 @ 心筋組織からが       次の上っ な 構成となっている   
cha@  fUTSWs@.11-@ 

  
凹 4 一仏 心 肪 の刺激 伝ヰ糸 

  

          房 の 荊敏は 房室結節を介してのみ 心室に伝わる   
(") ヒス 東 

""" 飾 """""" 。 "" 。 " 。 胞末 。                                                       
組 恨を横切 @     ら雪中隔の膜 糠 田の中を通 @   ら室中隔の上方に 達する   

(:l 左右の脚 ( 左脚及 び 右胸 @ 
  い 華中隔上 ガこ 達したヒス末は 左脚と右脚に 別れ．それぞれは 更に 枝 分力   

            い力 摸下 を走 @ . 次の フ ルキンェ線維に 移行する   
            プル 千ンヱ線推 

正常な刺激信時 は図 4 一 いのように   洞 結節で形成された ロ ・激が．山房 筋 

から房室結節・ヒス 束 ．左脚及 び 古町・アルキン = 線 椎を経て心室 肪を噴次 

興奮させろ形で 行われる     
        ニ a@ 図 @(ECQl @ 図 4 一 l ひ 

体液や組織は 伝 苦性 が良 ， 、 ため・体表に 屯和 を装有することで 心曲内の屯 

気的 活動を知ることがで 告る。 紀銀 に用いられる 装置を心 宙 針と呼 び ・記録 

を図 i こしたのが七 % 図 であ る．正常の心電図波形は p. Q. R. s. T と名付 

      られた @ つの波を有している。 P 波は洞結節からの 利敵 が 心房内に広がる 

際に生じる． Q. R. s 波は房室結節から @ ス東 ．左右の脚 やフ ル ンンエ線 

推を通過する 刺激の極めて 奪激 な広がりと ,@. 主筋の色気的活動を 示して @   
る 。 T は 心室筋の弛緩を 示して @ 、 ろ 。 波の高きは ヰ位 差を示し   通常 騰 @@ 

@@ @ @ Ⅴを示 す ように記録される   
心 電文の各 波の パターンと・ 周期と周期との 間の時間的問 隔 を河 走 するこ   

得ること @ 、 できる   



図 4 一 Ⅱ 心電図 

(n @ ． ヱ @ 一図 (UCGl 

超音波による 心臓疾患の診断法であ り   コ摘 ・大血管の解剖学的 桟造 とそ 

れらの関連 構報及 U@ 血沈情報が非 観血 G Ⅲ = 得られる   
            い臓 血管系 力 X 線検査 

心技・大血管の 位置． 形臆 ・大きさ． 柏 軌などを校主する X 線 堂的 方法 

として． X 線透視． 遠 五郎 X 線撮影法・ X 線 CT. 心臓血管造影法 争 があ る。 

胸部単純 X 線 写俺 における心臓の 棋 経 と 拘郭 の 噴径 との比を心胸郭チ 数 ヒ 呼 

ぶ，正常集団はり - め % @ 平均㏄ %l で あ @             肥大の丑 価 に使われる 

          血液が血管壁に 及ぼす側圧力を 血圧 と     ラ 。 通常・血圧 は上脾 ( 二の腕     
  の上腕血脈で 測定 き @t を     心臓 は 拍動によって 収縮と拡張を 辣 @ 返すから   

血圧には拍動性変動があ る           脂の収縮期，． : 相当して血圧 1 よ 最も商 く ・収縮 

期 血圧 ヒ呼ぢ， ． i. 技の拡張期 i こ 相当 @ て L 庄は最も低 <. 拡張期血圧 ヒ 呼ぶ， 

立成 l1 年．世界保健機関 @WHOl と匡 際高血圧学会 :@sHl は共同 @ て 高 

血圧治療ガイ " ライン ' を発表した。 さらに．日本古血圧学会か 日本人向け 

@ ガイ く ラインを修正して @@6 ( 表 6 一刀。 

⑥ 脈拍 

左心室が収 結 するた ぴ l-% 脈 壁に伝わる 圧 刀の波が全身の 動脈 i こ 広がり・ 

血管の抽 勒 ． す なむち脈拍となる。 通常．脈拍欺は 心拍数と同じであ @. 庫 

甘 動脈で測られる。 前厄内面の母指似 て ・ 授骨 動脈の上に示指・ 中指・薬指 

の 3 指そ当てて脈拍を 舷 れ ．その頻度． @ ズム及 び 大きさをみる・ 覚醒 状 態   
安神時における l 分間の脈拍数は 成 ノ、 で 男性㏄ - ㏄・女桂Ⅱ - 卯であ る   
通常．体温か @ て 上昇する毎に   l 分間の脈拍がⅠずつ 増加する         
                                    こ l ㏄以上の脈拍敬を 示すとき頻脈 と           ㏄以下のとき 

徐脈 と @@j   

  

2 世五苦 疾思 

(ll 膣 血管疾患の概要   
脳 血管 疾 昔は．従来我が 匡における死亡原因の 中で嵌も大きなものであ = た 

        近 牢 その死亡者数は 減少してきた   し @, し脳 山下浜 息は ・たとえ死に 至ら 

ない場合でも 片 府庫や吉 舟 障害． 失栢 症などの後 は 症を残すことが 多く・寝た 

き @ や 痴呆を引き起こす 大きな要因であ る・我が国では・ 世界で類を見ないほ 

どの高齢化社会が 進行中であ り．脳血管疾患発症の @ スク が高い 而 齢人口か増 

加 干 ることによ @ て ．今後ますます 脳血管 疾 もも音数の増加が 予想される・ 脳 

血管疾患患者は．症状の 経且を問わず 日常生活上の 困難を伴 う ことがを (. 医 

疽や介護にかかる @ ス @ の 増大が大きな 社会間期とな @ てきている，船位 實 疾 

患は．臨床的に 大き < む血性病妻 と 出血性 疾思 に分けられる [ 表 4 - り ・虚 

血性 疾 君は．すなり ち 脳梗塞のことであ @. 出血性疾患は 大き < 脳出血とくも 

映下 止血に分けられる。 時代による各病型の 発生率の推移を 知ることは大変 宜 
要 であ る・我が国の 脳 血甘 疾患は・昭和 む 年から結核に 代わり死亡 原 夫の第 

一位を占めた ；       昭和 耶 年頃 から 脳 五智 疾事 による死亡は 減少に転じている 

                  なかでも脳出血刀発症率の 減少と死亡率の 低下は nl@ 立件疾患 の 

他の病型に比べ 顕著であ @. 生活環境の改善や 高血圧 苦 珪の改善が効果を 奏し 

たもの三考えられろ。 一方． 脳 血管 疾吾 の 受京率も ． 年ォ 増加してお @. 高齢 

化社会の進展とと 叫 =   この傾向は今後も 紺航 するものと 思 ねれる   

荻 4-@ 月山 宙 陣吉の分 頴   
  主典 群 - 拙技 さ !%1 * 

① 出血栓 症 

② 膵 塞栓 畦 

③ 分類不能の授 桶ヰ   
① 埋 出血 

② ( も M 不出血 

③ その他の目蓋内出血   
睡昧 的に 侶 出血． 胆梗さ ( 症 1 などの出力． @1 困れな七の 

B その他 

① - 過性能虚血発作 
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( 佳生者 年瞭品病 研究・平井ら ll@@ ・ i l: よる分類 1 

@ 胆 五音 疾 息の発症の @ スクフアクター 

脳 五 % 疾患の発症の @ スクフアクターとして 広く認められている 主なもの 

は． 加蹄 ．古血圧．糖尿病     い房細動 であ る。 脳梗塞には   動脈硬化性血栓 桂 

脳梗塞     山原性脳塞栓・ラク ナ 梗塞の 3 起床病型があ ろが・高血圧はこれらの 

いずれの病型においても @ スクプ ァ クタ一であ @. 特に ラクナ 梗塞や動脈硬化 

桂 血栓性脳梗塞 - の 関与が大きい・ 古血圧思考における 脳血管疾患が 発症する 

危険度ば・正常血圧倒に 比べると実に 3 -4 倍に達するとされ・ 血圧 値 ( 特に 

拡張期血圧 l と脳血甘 疾患発症の植村危険接の 間に ヒ ．有意な相関関係がみら 
れろ。 脳裡簿を含む 脳血管疾患の 発症が高血圧治療によって 抑制されることは・ 

各種の研究によりて 旺 明 されている。 収縮期血圧を 田 - MmmH ふ 拡張期 血 

圧を @-6rmmHa 下降させることで．脳血管病毒の 発症を笑 如何でき 

るとする論告 '1 やリスクを 1 た - l 内にできると @ る 報告 @ があ       脳血管 疾 

きにおける時正療法の 有功性は．睦生されたと 吉 = てよい．人山 W の 而査 。 で 

は．全人口における 高血圧 @ 収縮期血圧㎡ omm ㎏以上又は拡張期血圧死 mmH ち 

以上 l 0% 度は ・昭和式年の 男性 ア %. 女性おめから 同の年たは男女とも リ 

% まで減少している． - 方 ・降圧薬服用者は．この 期間の前後で 男女とも 2 % 
から 14% までに増加 @ ており・成人の 一日当た @ の 食塩摂取 臣も ．この⑳ 午   
療の普及と食塩摂取母の 減少佐よりてよ ( 行われるよ フ に た = てきたことが 赤 

きれている・ 牡尿病は ・フラミンガム 柿衣をはじめ ヒ する 欧 火の疫学 仮俺や我   
が国の人山町研究でも 脳血管疾患の 独立した @ スクフアクタ 一であ ることが 示 

されている ; 特に脳梗塞では・ 塘尿 病と血脈硬化性血栓性脳梗塞との 関連が大 

きい。 糖尿病母者における 肘捷 蒸発症の危険率に．健常者 lD2-3 倍であ @   
特に女性でその 傾向が強いことが 示されている．また．糖尿病 群 では高血圧症   
高 脂血症．心疾息の 合併が多く．様々な @ スクファクターを 通して脳血管疾患 

0% 症 が助長されているものと 考えられる．全人口における 糖尿病患者の 頻度 

- 41-   

    さ ．肥満や高脂血症とともに 増大傾向にあ り．古血圧 治瞭 が仁 < 普及した現在   
今後特に = ン @p- かき 要するエ要な 危険因子であ ろ @ と 思われる     し房抑劫 

は ．㏄ 歳 以上にたると 2 - 4 % にみられ． 加鹸 とともに唱和する．多くの 心 

房沖勒は 非弁膜性心房細動でおる     口房細 動か生じることによ @ て 心房内の血 

流 がう " 帯するため・ 心房内血栓が 生じ石原 性脳睾栓症の @ スクフアクター と 

なる。 今後の予想として．高齢化社会の 到来とともに   心房細動を有する 人口 

の急傲 な増加が見込まれ．心房 細 動こ伴 う 脳血管 疾 告の予防は大きな チ一 @ の 

l つとなろ 7 。 非弁膜性 い房細動 に合併する脳梗塞の 一次予防に関しては     
aro@@S;'@ (AFASAK.@ SPAF,@ BAATAP,@ CAFA,@ SPINAF)@ W@@ "@ S 
れている。 その結果によると．それらの 患者における 脳梗塞発症の @ スタファ 

クタ - は ・加齢・高血圧・ 一過性雅也 皿 発作 (TlA) 又は脳梗塞の 既往・糖尿   
であ り・特に 鮭歳 以下で危険因子を l つ 以上有する 群や ㏄ 曲 以上の群でその 

有効性が示された   
    脳血管 疾 忠の早期発見．早期治療 

脳血管疾患の 早期発見・早期治療における 最近の話 頗 として． 脳 ドン ク の 雙 

友と 起 急性期脳梗塞の 血栓溶解療法 か 挙げられる・ 旭ドソク は．高齢化社会に 
おける健康不安を 背景として 広 < 普及してきた。 磁気共鳴 画 穏 し瓜 U などの 

検査機署の発達と 相ま = て ． 未 破裂 脳 動脈申の発見とその 治療適応． 無 症候 珪 

脳梗 建の存在と症候性脳梗塞 - の道 展 予防といった．新たな 問題が 碕 点となっ 

てきている。 屋 急性期脳梗塞 ( 特に心麻世脳塞栓 症 ) に 対する血栓溶解療法は 
いまだ保険適嘩の 対象ではな < . 施行されている 施 般も限られている @         
有効 桂は広 @ 知られるところであ る   @ か L. 経 静脈的投与か 経動脈的投与え   
といった手技上の 間題や使用される 薬剤．治療適応などもいまだ 統一きれて @   
るとけ宮川 穏 < . 辰韓的な治療法となろには・ 今後さらに時間を 虫するものと 

思われろ・脳血管疾患の 早期発見において．最も 古典なのが国民全体の 脳血管 

疾患に対する 理解であ る。 一人暮らしの 高齢者の場合．いつもと 違う様子に周 
囲 の 椎 ； 、 力 : 気付 @ かが．早期に 治療を受けられろか 杏 かの大きな分かれ 目とな 

る 。 高齢化                                                     ・ @@ttal     @rtit@ui@ 
が 強く求められている・ 神経内付ヰ門医による 地域社会 - の脳血曹疾 志の啓発 

活動や地域の 基幹病院を中             した・脳血管 疾意 診療 ネ       @ ワークの 構采が舟 ． 

務 であ る   
    脳血管 疾 思の悪化防止と 社会復席 

                                                                    ① 慢 佳期脳梗塞 患 昔の薬物治療 こ 

よる再発予防．② ソ     ビ @ テーシ @ ン による 日 古生活動作 (ADLl の向上   
③地域医療支援 ネ             フ一ク の和用による 脳血管 疾宇 牢者 - の 生活交接であ 

  



  
再発予防に関しては・ 脳血管疾患の 危険因子 め管 珪を前提として・ 脳血管 疾 

恵の病型別に 治療が行われている・ す な む ち．動脈硬化性血栓性胎便までは   
抗 血刀杖刑に二 る 加療が中らとな @     ㍉ 房紬 勤を有していることが 多い心 原性 

脳塞栓症 ミ 対しては．ワルファ       ン ' こ よる 抗 凝固療法 @s 中心．となる。 ラク ナ梗 

                    " 。 " な " 。 。 " 。 " ア 。 。 " 。 "" 。 。 " ル " 治療。 。 "' 

なる   
厚生労働省による 機能維持 期の @     ビ @ テ一 ・シラン @-@ アの で． ま   l 急性 

期 ・回復期の @     ピ @ テーシ @ ン で国紅した身体的機能を 維持し   障害を持ち 

ながら家庭や 社会に再 び 適応し・生き 甲斐のあ る生活をする。 @ ことが 巨標と 

して掲げられている。 朋世智疾患による 障害は・機能陣吉・ 能力低下・社会的 

下木 l, など多方面 @= わたる．弾エ 管障 笹の原因とな = た       スクフアクターを 有 Ⅰ 

                                                  ピ @ テーシ @ ンにエる 生活能力の向上 スは 

維持は．厳密な 医学的管理の 下に行わなければならな         機能障害．能力低下 

の 辞任・食事療法・ 坦助 療法．生活指導．合併症の 管珪などを行 うに 当たって 
        患者一人一人の 生活 背 姐を十分に把握してお < ム 栗がちる。 店者本人の情 

報 だけでな <   家族構成．介護昔の 午 蹄 ・健康状 棲 ．居住家屋の 構造などを 考 

  虔し ・ 思 者が何を必 要 としているのかを 個々の七音に 亡じて検封していかなけ 

  ね 。 ばたらな         これらの作業は・ 医師のみで『ナ 封 漂 不可能であ 9 . 者辞始 ( 士 j   
    畢生療法士・ 作業 疽 佳士・医療ソーシ ャ           一カ一などと 連携 @ て ・チーム 医 

                          が 大切であ る   
一方． 脳 血管疾患は．たとえ 生命に別状がな < ても．大きな 機能 障 宮を残す 

場合が多く   思 孝の日常生活動作 (AD りは大きく阻害される。 核家族化に 
よる家庭内分 接者 のス足・療養 畏 用の負担など．脳血管浜島 毒 者を取り巻く 状 

                                                                0 面からも・胎位 笛 疾患 

を 発生きせ @ い テ防 こそが恩も大切であ @ . 貫も有効であ ることは                     
            予防を登底させるためにょ 地域の人々の 脳血管 涼 もの理解ハ % 七宝 要 

であ   医療関係者 介護福祉 閉 侠 者なとによる 情報公開 啓発活動が ノ 要で 

あ り・正確な知舐を 共有することう     脳 五 % 疾 岳の予防につながるものと 日わ 

    
イ 概要 

脳 突角内に出血が 生じる病態を 総称して脳出血と 走 襄テる ．その大部分は 高 

血圧が原因となる 高血圧性脳出血てあ る；       出動脈 健 ・ 脳瞳 夢など 商 血圧以外 

C 原因による脳出血もあ る。 脳出血の結実 と @ て ．血腫が 脳実 何を三上．破壊 

    神怪症状が起こる・ 治療としては 血屯 拡大 @ 防を目的 とアろ 五三管理． 外 

"" 地 """""""" 。 

コ 病態生理 

脳出血の原因の 6.H % 以上を占めるのが 高血圧であ る。 それ以外の原因とし 

て・もやもや 病・アミロンドアンギ ナ バテ 一 ． 膳 前帯 脈 奇形． 胎 動脈 沖 ． 脳動 
派炎 ・血管腫・ 脳畦佑 ．頭部外腹 ・白血病・抗凝固油 烹 な ピ枝夜 なせのが知ら 
れている・脳出血の 病態は一次的 痛熊 と こ吹 打痕 庶 とに分けて考えられる．一 

次的病態とは 血腫が 脳 実質を直披圧迫・ 破壊する 病熊 であ @. 二次的 病時 とは 

血胆 周囲の脳裡腹 や 循宗 不全が脳実質を 障害する 病廿 であ る，二次的 病樵 とし 
て ． 脳 - ル - ア ・ニ % 的 脳幹出血．水頭症がみられる 場合は重症脳出血 何 であ 

る 。 高 血圧性脳出血が 起こるまでには・ 細勒派む 壊死．不動脈疽の 形成と破綻 

                                      ハ劫肺癌が最も 形成きれやすい 部位は． レン 

ズ核 線条体動脈と 視床車道 枝 動脈であ る 鰹 4 - l@l   したがつ て ・高血圧性 

脳出血に 被殻ヒ 視床に特にせこりやす @     高血圧性脳出血 力 ，起こる部位 兄               
産をみると・ 被殻が ㏄ - ㏄ %. 視床が㏄ 皮質 下 が曲 - ㏄ %         
        @ - lD%. 橘が @. 10% の順となる。 

    症状   
発症時の血圧は 高い   基 硅 疾患として古血圧 症 があ @   もともと血圧が 高 

                      きらに脳圧増加と 急性 ス 、 レスに続発する 血圧上昇が重圧して 

@@ ろ 可能性が高 @       l. 脳ヤ 柑の高血圧 旺 脳出血でに   しばしば呼吸 障毎が起 

  
( 。 ) 臨床症状 

特に前触れとなる 症状はな <   多くは余韻中など・ 昼間の活 劫 時に発病 す 

る．最初にしびれ 唾 やめまい席が 起こり・半井の 脱力や助かしづら き ( 片 麻 

理や産 動 失血 l. 半身の成立巽君・ 甘菜のしゃべ @ づら さ ( 構音吐宮や 失梧 

症 @ などの 脳 局所症候． 萌庶 ．吐き気・   憶 吐などの脳圧市進症候．舌根陪官 
などが数時間の 経過で起こ @ てくる・ 脳 局所症候の @ ターンと程度は． 高 血 

圧性脳出血が 起 . ろ 部位によって 異なろ ( 表 @ 一 3 - 努 ．合併症として 下 

夫．中枢性消化管出血．尿路感染 症 ・ @ っ 土性心不全． 甘 障害などが起こる   

    



表 @ 一 3 脳出血部位と 胡床徴候             
  
  
                                      @ 白 - 不同 , 正常 ! ノ @ ル -7 マ棉 ・ @   通力                                               

    
      表 4 一 4 日本式昏睡尺度 り @ 巨 @                                 

        m.     まする   @   児 Ⅱ   す   る 状車 一転構をやめろと 眠 @ 込む一 @@ 桁でま 現 1                                                       

              

        
技 4-5 グラスゴー昏睡尽忠Ⅲ @g                                             

                          

        

  
          

        な 経学的肯定 度 分類 

神経学的立 症度 分類は脳血 甘 疾患の外科テ 究 会によ @ て 提唱された スケ -   
礼 たも D であ ろ・神経堂的重症度分類は 意 拉 障害の重症度 : こ                         
候の有無を組み 合わせた項目からなる ( 麦 @ 一         

    



技 b 一 s 田主 宙御亜器 病研 尭 による評価 拮里 

        
  

      
    ㎝上面正の五大主のぬ サ されているスライス l: お l, る 二億．忠世           

  ( 金谷 ら @                   
    @ 検査・ 画僚 診断 

  (@n) コンビ @- タ断僖伍影に 刀 検査 

  脳出血き者にい 検査を行 う ことによ @. 血腫 は吉 吸収 域 病変として 鰍め 

られる ( 凹 @ - け． l%. 血肛 の部位．大きさと 広が       脳室 穿 破の有無   
水頭症の有無． 膣 浮腫の有無が 分かる．抜殻出血と 視床出血の C 丁 分類は   
胆 血管疾キ の 外科研究会によって 提唱されたスケー           で ・もともと機能 

予後の @ 測を目的として 作成きれたものであ る． 血肛 そのものの 高 吸収 域 病 

変 は 発病 3 週間後から 笘 吸収 域 病変から 低 吸収載病変に 変化し・発病 4 適 前 
後にはほとんど 吸収きれる。 その頃 から造形 に T で五 % 外縁の造影効果が 認 

められる，血腫の 周 @ の低 吸収 域 病変 ( 脳浮腫 ) は 発病 6 時間後から始ま       
- @ 回復 に ピークとなる   

囲 4-17 右 視床出血例の 耳 純 CH 佗 

図 4 一ト ,1@ 脳出血例の単純 cT 佑 

i 。 @ 磁気共鳴画像 (MRl) 検査 

高血圧生でない 脳出血では． 脳肋 静脈奇形などの 原因検索に MR] (Tl. コ 

油桐画像 @ が 有効であ る。 

急性期 ! 発病 2 適間後まで : の血腫は低旧号 域 病変とな yl ( チオキシ - モ 

グ @ ピン ). 至点 佳 期 ( 発病 z. -4 週間後 ) の 血腫は． 蕎 信号 域 病変とな @ 
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     づ 脳循珠 検査 : 単一フオトン 断層撮影 (spE ㎝ )     
小出血で・       血腫周辺の血 抗 低下を示すにとどまる。 比較的大きか 抜殻 出 

皿や視床出血では 両側大脳半球全体の 血 布 低下を示す・ 構 出血や小脳出血 

でも大脳半球の 血 虎 低下を調めることがあ る， 

  
  

俊
治
 

 
 

 
   

脳出血忠孝における 内科的治療 は 急性期の血圧を㏄ % 程度下げる ( 力       
・ ン ウム拮抗 剤       古性期の脳圧を 下 @ る 1 グ ; セ オー                             
合併症の予防・ 痙婁 発作の治療 [ 抗 てんかん 薬 l. 損 哺を防止 アる ． 抗洪瘍   

        外科的治療 

① 関頭立 腫 除去 術 

全身麻酔下で 開 萌 し．血腫を除去する 外科治療であ ろ． 被敬 出血が 造応 

となる   
"  。 """ 血腫 "" 術 

局所柄 幹で 可能であ る。 CT で @ 次元的に血腫の 位置を確認した 上で   
血腫を吸引する 外科治療であ る。 視床出血                         描出血．橋上 皿 

が 適も ヒ なる   
③ 脳室ドレナージ 

血腫の圧迫や 脳室 穿彼 によ る 急性水頭症など - の 対応に用いられ。 る   
- 発症前の状況 

"" 圧性脳 """                                                                     
生じる・一般に 脳出血は活動時に 発症しやすいと 考えられている． ユ 時間以 

内に死亡した 刮 定型脳出血 例 的便 !- おいて発症時の 状況 そ まとめたデータ       
  こ二 ると   日中活動時の 仕事やの発症がやはり じ 2 % と最も多 @     また用便 

時 (@ とんどは大便排泄 中 ) 0 発症     @i % と多         その他も含めると 月中店 

動 時の発症が巧 例 と約半数に達する・ @ カ                   ら ．睡眠中な @       起 六時 ひ az   
発症時間については 早朝及 びと後 @ 時 頃 に 多 @ . 卒前的には冬に 発症 数 が多 

      脳出血に 件 @ 頭痛の頻度は 報告者によ @ て具 たるが (z3 - 刃解 )       頭 

痛は全脳出血例の 約半数に 卸 ぬられると推定される．したがって．慢性の 高山 

    

圧吾者 が日中活動時の 仕事中・頭痛を 訴えたとさに 危険信号といえよう・ 

③ くも 渡 干出血 

ノ 概要 
頭蓋 内 血管の破綻によ @. 血液 が @ も 膜下性中に出血をきたす 病態をくも膜 

下出血という。 

くも 嗅 不出血の原因としては． 脳 動脈 甘 ． 艇 動静脈奇形．脳出血．頭部覚傷・ 

膣胆 痩などの頭蓋 内疾阜 ・血小板減少症や 凝固 異告 たどの出血性素因があ げら 

れる，この @ ち ・くも膜下出血の 原因の乃 % は脳 動脈瘤の破裂であ る・ 脳 マ 

ックの @@R 検査で 未 破裂 脳 動脈瘤が発見されることが グ なくないが・ 未 破裂 

脳 動脈瘤の出血率は 牛 @ % と 推定されていろ @ 。 脳 動静脈奇形の 発症 午珪は却 

- ㏄ 戒代 であ る。 治療には 脳 動脈 申の ネック ク @ ソ ピンク 待 ．血管内手術     
  痛憩 生理 

膜動脈瘤こは 姦状胆 動脈 憶 ( 血管分岐部に 発生する _ とが 多           と 紡錘 吠 脳 

動脈瘤 [ 動脈硬化性 脳 動脈瘤と解離 た脳 動脈 下 @ があ る． 中 嗅や内神ヒ板が 欠 

拉 した動脈壁が 嚢状に拡張したのが 嚢状 セ 動脈 僖 でめ       世表面を走る 脳主幹 

動脈の分岐 帥 に生じやす       l 図 4 一 l り 。 具俸 的には 前 交通 助肌 ．六 % 動 @         
後 交通朝脈分岐部・ ナ 大脳動脈分岐部． 榊底 動脈先端部など ク , @ ス輪周 この 

分岐部に生じや す @     紡錘 状悩 動脈瘤 @ 解離 旺 悩 動脈 埋 ) は 椎骨動脈に生じや 

        胎生 @-@ 週に発生する 先天的な血管奇形であ る胎動静脈奇形では   動脈 

L が 毛 紅血管を通らないで 直接静脈に人 @ ていく異常な 直接吻合が働 拝脈 何に   
    症状 

油 動脈 屈 破裂は突然のきわめて 激しい頭痛 ( 突然． 晒           @ で 殴られたよ 

うな妬み ) と 吐き気・嘔吐で 発病する。 意舐陣 害を伴う。 ら 者 l         の 発症に先 

行 して・頭痛を 崔験している 場合があ @ . 軽度の { も % 干出血が先行している 

司 桂 性があ る・診察すると 髄膜刺激症状があ @ 碩が 硬 @       頸部 硬 主       動 眼神 

経 府庫・ 片麻偉 ・失語といった 陪官もみられる。 重症忠孝では 嘔吐や甘 取 阻害 
がみられる ( 脳圧 冗進 1. 合併症として 不整脈や神経原 性 肺水腫が起こる。 く 

    膜下出血に伴う 心電図異常 (Q-T 間隔延 長 )       鴨 - 帥 % に 起こる。 @ も 

                                                              "" 塞桂 "" 症 """". 。 " 。 " 。 

出血の盧 症度 分類には H       飢 d He@@ の分類． m 耶         昏睡尺度の分類 ( 国採 

膣 神経覚科連合 1. 秋田旧功 % 分類などがあ る 1 表 4 一 7 - @1. 脳 動静脈奇形 

の破綻が起こると         棟下 止血とてんかん 性 痙雙が 起ころ，その 際の山 皿 は 

手弥 吐出血であ る   

  



表 4-l n@nl @nd H@@ によるⅠ 症度 分類   
, 高血圧． 荻斥オ ．高屋の 劫昧 硬化． 世畦師 不全 @@, た % 血 全身合併症 や血 Ⅰぬ田て高屋の 也有Ⅰ車 @ みられ 

る 時 ・ @ は l ランク里主 @ 刊 走する． モ 0 億有を ょ @ 好ヰ L( な L' ヵテゴ '1@ に位且 づける・ 

㎝ @@ s @@@@ llgna1 , l 

表 @ 一 a 国昧咄神篆 外科連合㎝ F № l による 屋症 支分 好     
' 。 " 。 '" 。 。 " 。 。 "1 。 1 

は -l@ 

円 -@             
      
  

表 4 一 @ 秋日 膵研式ユ症皮 分類 

す ね 血 r@ 血 1 と屯件 症状 日本式 申曄 尺度                 千 暁月反 

JW@" @m@ @@ 旧 @l@g@ @@@ @@ ㎏ 

豆阻 @@@ 相引 

@ 宗韓卍助脈中 

l @ 位性期 (3% 以上 1 で 祥雙 症状の伴わな l@ もの - 
lb 恒性 朋 @3 遇 以上 @ て神椴 症状を伴 3 もの 

  m 宿や軽朕 制法亡状の有益 l- か @ わら す     
枯冊宕明 のもの                   

    佃 @lL- ア 伯はを伴う平手近           
曲作所見 

"' tT 。 " 。 れる "" 。 c も 鱒 。 " 血 

l ㎝畔内面 耳 

v5 市 葺ぬ 形でみられる 止笘血臣   
    検査・回復診断 

[@0) コンピ = 一タ 断憶 撮影に 刀 検 査 

      装丁出血患者に CT 検査を行 @ と ． @ も 膜下在 に 出血 ( 商 吸収 域 病変 ) 
を 認めることが 多い @ 図 @ 一 lg) が．異常が田められない 場合もあ る     
も膜下肢の 宙 吸収 域 病変は．時間が 経つと等吸収 域 病変． 低 吸収 域 病変 - 移 

行 して行く。 未 破裂 脳 動静脈奇形では． 貫純 CT 横主 で 胎動静脈奇形に 件 @ 
石灰 @ を辞める   

    



(=) 脳血管 ぬ膨 検査 

      喋 干出血患者では 脳 動脈瘤・ 脳動睡脈 奇形．脳腫瘍などの 頭蓋肉病 ち 

      

図 4@g < も 膜下出血例の 阜 拘 ㎝ 像 

(@) 磁気共鳴 !M 侭 @ 検査 

比較的大きな 胎動脈瘤は硬球 共嗅 血管 荻影法 : Ⅶ @A! ても検出できろ． 
磁気丈 叫画硅 (MRl! で 脳勒 珪肺奇形の皿 管 腫瘤部は T l. T i 強調面 伎で 

曄 の 巣状 の 無 信号 域 として検出きれる   
        ) 腰椎穿刺 

< も 膜下出血が疑われる 心者に「．「 検 主を 行 @ て       < も 膜下 腔に 出血 ( 店 

吸収 域 病変 @ を品められなかった 場合に 僖椎 穿刺 ( 脳脊髄 咬 検査 l な 行 @   

  

の原因検索に 脳血管 掩影 検査は有用であ る。 脳 動脈 由 が多発 佳に 存在するこ 

ともあ るので・注意しなければならない   脳血管叔 影 検査を施行しても 異常 

が全く認められないくも 膜下出血患者もいる。 脳 動静脈奇形患者では・ 流入 

動脈・異常な 血管 塊 がみられ．動脈相で 抗 出 静脈がきめられる   
ホ @ 古症 ・ 干 @ 受   

@ も膜下口血忌者が 発病した急性期ては． 再 破裂を防ぐには． 降圧菜 の 持統 

的稜梓脈 投与で血圧を 十分に下げる・ 続いて 轟状脳 動脈瘤の ネノクク @           
グ 街により．動脈瘤 - の 血流を近 断 する   しかし．紡錘 状 胎動脈 瘤 では ネソク 

a@ 明ら @. で か <                       ピンバ術を行うことは 困睡であ り・ 脳 動脈 癌壁 

を合成樹脂 按宥剤 や筋肉片などで 外から @ 一チ " ング す る 浩典 怯 ．離脱兎 ,i ル 

- シ カテーテル や 塞栓 月 = イル で 腿 動脈瘤壁や流人面昔を 塞栓させろ治療法が 

あ る。 くも膜下出血に 合併した水頭症では 脳室．腹 腔シャント術を 行 @. 脳動 
静脈奇形の外科的治療には 車 追手術による 全摘出とガンマナイフを 用いる方法 

があ る・ 謄 動脈 ヰの 破裂による初回の < も 膜下出血発作で・ 杓 ㏄ がめ 患者が死 

亡 又は意 席 な後遺 暉 宮を残す．くも 摸 干出血後に 脳血管単相が 起こるが 脳 

劫 肺癌破裂数時間以内てみられろ 亘期里縮と 3 目 -3 世間後にみられる 遅発性理 

箱 かあ る。 肘 血管軍縮 か 起こると 脳血管理 綾 の 結臭 脳油流 圧 の 低アと 五発 

性 の脳症 皿が 起こる・重症例では 脳梗塞や虚血性脳浮腫がみられる・それに 対 

して・ 脳劫蒔脈 奇形の子後は 脳動脈鹿の破裂と 比べて良好であ ろ。 

- 発症前の状況 

(4) 胎動脈瘤の破裂の 場合 
くも膜下出血発作に 前拉する頭痛が．発作の @ - 如月前において 約 @ 分 

の l の意 者に 鹿 められる。 これらが必ず 大出血の双兆であ る 硅珪 は ない @     
脳 動脈鹿の破裂による 大日並 に 前田する種々の 接告 サインが㏄ -70% の 高 

oa ・ cah ． t;@t@as*@6tz ・ crs ・                                           前文通 

動脈瘤の破裂 菩告 サインの出現率は．頭痛 ( ㏄ %). 視覚障害 ( 四 %). 吐 
                吐 (l@ %l であ る・内項動脈瘤の 破 致 % 台サインの出現率は． 武 

病 : ㏄ %). 現生陣吉 [ り %l 、 吐き気・嘔吐り 盟 ) であ る．中大脳動脈 

屈 の破裂警告サインの 出現里は．頭痛 (@o%l. 視覚 瞳 害い %). 吐き気   
唾吐 は %) であ る。 前 大脳動脈鹿の 破裂 宇告 サインの出現率は．頭痛 [@@ 
%1. 吐き気．嘔吐 117 %1 であ ろ。 こヤ 。 ら め データから分かるよ i に．脳 

動脈瘤の破裂に 前駆する宇宙サインの 中で妓も重要なのが 頭痛てあ る。 頭痛 
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失しない う らに大出血が 起こ = ている・次に・ 吐き気．嘔吐の 出身から大出 

血までの期間 け約 Ⅱ % が 7 月以内であ @ た ・吐き気．嘔吐の 持続時間は平 

均 4 日で．すべての 症例で吐き気     直比 が碩 席に伴って 捉 められた。 最後に 

視覚障害 ( 視力低下・視野狭窄たどの 出現から大出血までの 期間は約㏄ 
め が l か 月以上であ @ 亡 ・ 視党阻 宮の持続時Ⅱ ほ 平均 丈 5 で・頭痛 ヤ 吐き 

気 ． 曄吐た 比べて長い傾向があ る   
l 。 ) 服動静脈奇形の 破綻の場合 

脳 動静脈奇形破綻の 発症 畦 年齢は四 - ㏄ 歳 代にピークがあ る。 初発症状 

                          頭痛・。 ""                 睡眠中に頭痛で 覚醒す る 

場合．起床時に 頭痛を笘じる 場合．横にた = て テレビを見ていた @. 読書 き 

しているなど 安静時に発症する 場合がた あ %,   作業・スポーツ・ 歩行・ 白 

動 車運転中など 目常活動時の 発症が約 % % を 占める・初回出 L 後 ・ 6 か月 

以内に約 4 分の l が 再出血する         
i 脳 梗塞 鮨 出血栓症．脳室栓 症       
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 塞と 脳塞栓症が最も 多い   その他に 功 肺炎・藩祖 杜 血管内凝固症候群なども 脳 

梗塞の原因となる。 五 %. @ が たんぱく @ (Lp@a)). 抗 カル ジオ @     . ン 抗体な 

              @ スクファクターも 分かってきたか・ 高血圧．糖尿病な ピ の @ スク 

ープク ク 一の制御が 胆梗 碁の予防には 最も大切てあ る．再発予防には 抗血小板 

莱 ・抗凝固薬を 用いる・様々な 作用機序を持つ 新しい泣血刀杖薬も 開発されて 
いる。 今後．大切たことは・ 脳樫 塞を発病した 思考がいたらできるだけ 早くじ 

時間以内が望ましい・ ) 病院に到右するように 国民を啓蒙       発病後数時間以 

内に抗血栓簗などによる 救急治療を始めることであ る。 

  病憩 生毛 

脳梗塞は．出血を 伴わな・ ， @ 拍 梗塞 ( 白色梗塞 ) と 出血 睦 n 遥 梗塞 [ 赤色梗塞 ) 
。 ' 種 "" 分 " 。 れ ". 。 " . 塞栓 "" 解                                             
血管壁から血液が 漏れ日すために 出血性梗塞が 生じると考えられている・ 脳血 

授症よ @ も脳 塞栓症の方が 出血 田 梗塞が生じ や す @       血管が曲産した 後・ 脳梗 

塞がどのくらい 拡大するか ぱ ・閉塞が完成する スピ - ド ． 側副 血行路の状態． 

血 圧・血液の酸素分圧・ 血糖値・血液粘度などによって 決まる．一連の @ スク 

ファクターが n 勤助脈の アテロー @ 吐 動脈硬 @   五 % 壊死．血液粘度上昇・ 潮田 

桿溶系 の 兵 宙を生し・ 抽 血栓症が発症するときえられる． 脳 主辞動脈に閉塞又 

は 高度の狭窄があ る場合に   主幹動脈の支配領域の 坑 界部が 虚血 状億 となり   
脳 梗塞 ( 境界 域 脳梗塞 と呼ボ ・ ) を起こすことがあ る   

  

脳塞栓 症は 心臓由来の血栓によるもの ( 心 床柱脳塞栓 l かもっとも 多 @         
疾患の内容としては 動脈硬化性心疾患．       ウ @ テ 桂心疾患．心房 簗劫 ・       ．内膜 

      ト筋梗塞・粘液胞などがあ る・ 脳 動脈のアテローム 桂勒脈 硬化を背景 と     
た動脈一 % 脈性 @ 皿 @ Ⅴ 恥血 @ り ) の 脳塞栓症もあ ろ。 脳往栓症 のまれな原因と 

して・脂肪塞栓．空文塞栓・ 肛暁 塞栓があ る・ 

また．障 害 される血管によ @ 特定の症状がみられ 陣吉山甘の推定や 且 症度 な 
いし予後を判定するのに 役立つことが 多い   

    脳血栓 症 ．脳塞栓症の 鑑別 

脳血栓症と脳塞栓症の 鐸別は困難なこともあ るが・一応の 目 女 として次のよ 
っな 特徴があ れば． 脳 塞栓症の可能性が 高いといってよい l 表 4 - @@l   

l@l 発症の仕方が・ 突発完成型であ る・ 

( 。 l 服動脈硬化などの 脳血栓症の原因とな @ 得る血管病変が 少ない   
        脳 塞栓症の原因となり 得る． ト疾揖 があ る   
㊤ ) 腎臓・ 脾 胆など 脳 以外にも・塞栓によると 思われる梗塞があ ろ   
(@) 卍 梗塞が出血生であ る   
(@@ 脳梗塞を説明し 得る血管閉塞を 見い出 @ 行か @     

表 4 一印 肚梗き告 病型の黍庄内特徴   
        
坤 。 。 。 """""     

                 
 

        
    
   

 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 

  



 
 

[
 
脳
幹
 
脳
圧
動
脈
 

動
脈
の
完
全
 

脳
底
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

側
性
病
変
 
)
 

@
 
の
 
吾
は
昏
睡
に
 
陥
 

閉
塞
で
 
吾
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

い
 
-
 
づ
｜
 

橋 底部の広範な 梗塞 @ こよ @. 閉じ込め症候 ヰ篤 弘田                                             
この場合・ 竜 舐は保持されて ハて ・眼球連 勤 によ @ て 竜志 疎 肩が可能な状 憩 

                四肢と下部脳神経の 麻 庫 かあ ろため．一見．昏睡古者二間違えや 

  
(@l 椎骨動脈 ( 延髄外側症候群     

延髄外側症候群は 椎骨動脈の閉塞で 起こるもっとも 頻度の古い降 害 バターン 

であ る                                                                           ,  iM'ffiSiftiRigrii 
ちることが 少 たくた @     
  梗塞 と国 側の諒面接 党 障害 ( 肩痛覚 ) 
@ 便宜 と同 側の遼功夫 鯛 ( 上下肢の動かしづら き l 
  梗塞と周側の ホ ルネ     (H ㎝ "enel: 症候 硅 ( 一 側眼の瞼 裂狭 Ⅱ           縮瞳・ 眼 

球碓凹 1 
d 梗塞と反対側の 半身忠生障害 [ 瞑から下の温痛覚 l 
  硬声 ・位下障害 

f 回転性めま @     @ 艮 @ 艮 

g 味免 位官 
      小脳要塞 

主症状は． めま @     嘔吐．連動 失棉 であ @. 板碁巣が 大きい時は．脳幹部 

を 圧迫し．生命を 脅かす重篤な 経過をたどる．覚科的緊急 治 採の適応 ヒ なる   
(@1 ラクナ 梗塞 

  l れ Ⅲ以下の   l   さな脳梗塞を ラクナ U                                                   
IStSSWfsy-fSIS'iW, 

b  lasifcTaia 

" 。 "" 樹 """"                                                                 
  ラクナ 発作り分類． ブ イ                                   
(a) 店先陣害を伴わない 運動麻理 ( 片府 庫 l 
(b) 運動 麻 笘を伴わない 半身感覚に宮 

り 一例上下肢に 迂 功夫 航を伴 5 片麻偉 [ モ 胆の ラグナ @ 
㈲ 構音陣吉 ( 呂律の 降宮 ) を伴 @ 一側 上肢の運動陪官 ( 橋 底部の さクナ ) 
(e) 橋音 障害 と 嚥下 障管 
㈲ 痴呆                                                                       

ホ 診断・検査・ 固練診断 

脳 梗塞の艦 別 診断としては   
      硬膜下血 胆 ． 硬媒覚 血腫． 脳 膿瘍． 胆脩 梯など弁韓血管障害との 轄朋   
。 '  厨 "" 娃 " 胎   塞栓症 '" 娃別 
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(@l 梗塞巣や周囲の 悩浮腫病変 か低 吸収 域 として 靭 められる・ 
(b) 出血性 @ 苗 梗塞 例 では出血病変が 商 吸収 域ヒ して 旺 められる   

b @ 吏 
@@l Tl 珪肺何億ては 低 信テ病変 (lo Ⅵ l@@m@. ワ @@ りとして認められる ( 図 

@   zn 一 a . 四一 al 。 

㊤ l り 強胸画像では 高 信号病変目的㎞㎝ づワ師 e 田 として 再 められる ( 図 

4 一 2o - @. 2l 一 bl. 

  
      
  

  

拡 Ⅱ 在 中大脳 勧脈墳域の 

a@ 硬善 l Tl 強 @un 荻断 億 

図 @ 一如 一 a 
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図 4 一 % - b 

回田 @ 左 中大脳 舌派航域 

の 拍梗垂 1. 捜 油綿横断 臣 

図 4 - % 一 b 

    草一フ オ @ ン 断層 技彫 (s? 三 C 刀 

(@) 梗塞 巣よ @ 広い 笘 田内Ⅰ血流 低ア 領域 を俺 める場合が多 @     
(b)  'a@s-'cseBS-M-fa@!::@:@-@ 

- 治療．予後・ 再発予防 

"' "' 。 " 。 治 " 
  。 届容療 @ ま 

        ウロキナーゼ 6 万 単位 

[bl 組織プラスミノーゲンアクテベーター れ ． pA) 

b 抗凝固療法 

  



症状が進行性の 胆卒中に有用であ る       
                      ン ( 抗 @ ロンビ ノ菓 ) 

l@) 再発予防 

a 抗 血小板 棄 による脳血栓症の 再発予防 
@ アスピ @ ン   
b 抗凝固薬による 脳室栓症の再発予防   
。 降 。 粟 。 "" 再発。 防   
ボ l 偽薬 1 群 9.o54 例 1 に分けて検討したところ． べ @ ンドプ         レ 0 基礎 

治療 祥 において・脳出血忌 甘 ・脳梗塞再考いずれにおいても   再発率が有 

@C@Sl>Lf@   PrBToltt@     "   
d 高唱血症治療薬による 再発予防 

高脂血症治療 菜 プラバスタテン 群け うり 例 ) とブ ラ セポ ( 偽薬 @ 群 いう㏄ 

      に 分けて．非出血性脳血管 障 宮の発症率を @ 年間の視察期首で 検討し 

          ころ・プラ ,     スタ テン弾において 発症 申 が有意に低下した l とがめ 

        スク低下． p= o.o@) @   
  また．高脂血症治療薬シンパスタテン 沖に コ Ⅱ 例 ) とブ ラセざ群に・ れ 3 

例 @ に 分けて・脳血管 障 宮の発症率を 3 年間の視察期間で 検討したところ． 
シン ,@ スタチン 膵 @" おいて発症率が 有責に低下したり @ %/D つ @ スク低下． p 

  
- a ㏄ 331         

発症前の状況 
頭痛が脳 梗 まに随伴する 頻度は @ - 乃 % といわれている．脳梗塞発作の s 

吟 曲から @ か 月前に頭痛が 前 挺 する頻度は 9 % といわれて @   る 。 一過性 増 虚血 

発作が特回に 起きて @   るときに は 脳血栓が・心房細 動 発作が頻回に 起きている 

ときには脳塞栓がそれぞれ 起きる 硅率 が高，     内項動脈狭窄． ; よる一過性膿血 

五発作では視力が 臆客 きれることがあ ろ。 こり % 台．頸部の血管雑音がしばし 

ば聴取され得る。 米国 メ / ョ一 ・ ク @=../@@ffi.g.r ",@" よれ   ま ．   過性 脳 虚 

血発作の患者は @ 年間の @ ちに Ⅹ -40% が脳梗塞を発症する ヵ     9 9 @ 分の 

    は最初 め l か 月以内に脳梗塞を 発症する ヒ い う   
l@) 高 血圧性脳症 

イ 概念 

著しい血圧の 上昇に 件 @     頭痛・ 竜拉瞠官 ． 痙牽 ．視力障害などの 中枢神経 

  

症候を呈する 病態を高血圧性脳症と 呼ぶ・悪性高血圧や 子 痛 が原因となり・ 尿 

毒 症などによる 代謝性脳症とは 異なる。 案自 ．に 血 庄を下降きせる 治僚 を開始す 

ることが % められる 疾臣 であ り．それによって 病態は軽快する。 高血圧店者に 

脳出血． 脳梗き ・くも膜下出血などの 病拡 が単に合併した 提 合は高血圧性脳症 

とは区別して 扱 う 。 血圧の位 理 が普及した現在・ 苗 血圧性脳症はまれな 疾患と 

な @ ている   
  病態生理 

高血圧性脳症を 引き起 m す 高血圧は本態性高血圧と 続発性高血圧に 分かれる 

      後者では恒性 甘炎 ・ 子航 ・何色細胞 咀 ・ 蔭原 病に伴 @ 甘 症などが原因とな 

る。 長期にわたり   = ン @ ロ - ルが 不良な古血圧症の 増悪 期 に高血圧性脳症力     
"" 。 。 場合 '                                                                         
ぃ 血圧の上昇が 起こ @ 市 正圧性 脳症が日現する 場合とがあ る・病理学的には   
脳 ・背の小功脈や 毛細血管の壁に ブ イ ブ @ / イド壊死が生じ・フィ プ @ ン 血栓 

が 内 控を閉塞する。 脳 実質には浮腫 と 点状出血がみられる・ 
    症状 

五三の恵 傲 かつ著しい上昇に 伴い : 収縮期血圧 力㎞ 皿 Hg 以上．拡張期血 

圧 : 旧師 @ や和以上 ). 中枢神経症状が 忘 性 X は亜急性に出現・ り - 憾 時間で 

尭成すを。 激しい頭痛・ 吐き気．嘔吐． 電 師位 害 ( 錯乱 - 昏睡 ). 痙章 ・ 7 @ 
吐乳頭．視力障害などを 呈する。 網膜には出血・ 動脈硬化 杜 変化などを 恩 める。 

緊急に血圧を 降下させる治療を 開始 - ないと． 意丘 障害は進行し． 甘 不全を併 

発して死に至る   
    検査・ 画條 診断 

脳脊櫛 液は著明な 圧 上昇 l 時に 3oQ - 4Domm 円の・キサン @ クロ @ 一 ( 文 

色 {:). たんぱく増加の 所見を示 す 。 時に腰椎穿刺が 脳 - ルニアの き = かけと 

      こともあ るので・腰椎穿刺の 施行には 慎亘 でな @ すればならな @     頭部㎝ 

検査や帆検査は・ 古血圧性脳症と 古血圧も者に 脳出血・脳梗塞が 単に合併 

した場合とを 鑑別するのに 役立つ・高血圧性脳症の 病変は．項部「・ T 検査では 

低 吸収 域 病変として・ 頭部 @R@ 検査では T7 強 輌 画像で商信号 域 として認めら 
れる。 高血圧性脳症の 病変の局在としては．両側の 後頭葉虫寅を 中心とするこ 

とが 多 @lu     前頭葉．基底核． ,1@ 脳など @- 広がることもあ る。 これらの画像 所 

見は治療 ( 速やかな 降圧 治療 l         よ = て ．神経症状の 改善と平行して．消失の 

                        ことが 多 @     
ホ 治療．予後 

高正三性脳症 は 内科的 緊 e. 症であ り．降圧薬の 点滴静注により 速やかな 降 圧 

を図ることが 必要であ る。 降 圧に成功した 場合には l -z 日で神経症状は 改善 

することが多いが・ 放置すると意識障害と 持不全が進行して 兄こ至る，また   

  



なるべく早期て 経口の降圧薬に 切り替えることが 重要であ る。 必要 て 応じ．脳 

浮腫に対して 脳圧降下薬 @ 副 甘皮質ホルモノ． @ ン - @ 一                                 
れ き ・ 屋 単発作に対して 抗 てんかん察 @ ルシン． ノ @- @ インな凶を   
せんも う や興変状態こ 対して精神安定薬を 用いる・百五座位脳症回復後は．高 

血圧の基礎疾患に 対する 治 僚を行う   
3 虚血性心疾患等 

1) 虚血桂心疾患 ヰの 概要 
イ 虚血性心疾 患と 冠動脈疾患 

虚血性口疾患とは・ 血液を供給する 串音 としての 冠 [ 状 : 動脈の異常によ @ て   
  ニ筋の何 %@2 応じた 酸 票の供給不足が 生         その 陪呆 心筋が 酸宍 不足 l 虚血     
                  ニ筋 機能が障害きれる 疾思 であ る。 同様な病名の 冠 [ 状 l 劫脈疾悪は   
冠 [ 状 l 動脈に病変のあ る場合に使用されるが．必ずし       ら筋 虚血 に 上る症状や   
  り 筋 虚血 が柾 明きれる       を条件とした       虚血性心疾患は           肪 虚血によ   
生じた機能的異常に 基づいた病名であ       冠 [ 代 l 動脈疾患は冠 1 状 1 動脈の形時 

的 異常の有無こよる 診断 名 であ る   
冠状     m 肺疾 甘は ． 冠 [ 状 l 地脈に病変を 持つ 疾 毒の総称であ @. その = には 

非常にまれた 疾患として・ 川崎病の後遺症・ 血管 夫 あ る         ま 先天性奇形 俺 を合 

  む ・成人 何 では・大部分が 劫脈 硬化症によるものであ る．成人 何 で ヒ   動脈硬 
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招状 碩 4   は ・ テ [ 状 l 動脈硬化性症・ 脳梗塞の一部や 大朝脈・末梢動脈の 閉塞 佳 

動脈硬化症などの 成因と @ て ・臨床上重要な 病 棟 であ る。 一般には．動脈硬化 

は 粥杖 硬 { ヒ をも 味す る・ 

病理学的検討から． 冠 [ 状 l 動脈では．小児期・ 有年期に中腰 と 同等の内膜肥 

厚がびまん性にみられ・ び まん性内膜 n 巴厚 ．又は生理的内膜 肛耳 とい @. この 
n ョ 厚が後年・ 冠 [ 状 @% 脈 硬 @ 症の発生基盤 @ なるとさ @1. て i.@ る ．粥杖 動 @ 民 硬化 

の初期病巣は．脂肪線条と 呼ばれ‥脂肪を 軒 積 した泡沫 細 泡からなる。 脂肪線 
条は．病変の 進行につれて 線推性 斑 け硅 ㎝ @ 珂 何 %@ に 移行する． 線稚 % 弱 は ． 

結合 粗 織に被はされたマクロファーシ・ @ ン @ 球 lT 柳胞 1 二泊細胞の浸 晴や ． 

細 抱接充棟 と 脂肪蓄積笘を 特徴とする。 この有期のプラークの 中には． 脂 何に 

富むプラーク [l@p@d.@@ch Ql 叫 @ ので脂質コ ア とそれを 被荻丁る罪沖 化した 被 汝 

を有するものもあ る．こり脂質 @: 宮 む プラークは破綻．亀裂を 起こして．血栓 

  

形式年の複合病変 - と 進行しやすいと 考えられている。 このよ 3 な 破綻プラー 

  @@ap@lur@d い @q@@l は．不安定狭心症や 急性心筋梗塞の 寅 任 病変に高率に 許   
動脈硬化の発生は・ 機能的異常としてほ 内皮相 胞陣 害から始ま @   白血球の 

血管内皮下 @ の 進入と酸化低比重 @ ボ たんぽ < (LD り @ レステコールの 沈 有   
平 晴 筋の細胞増殖隼の 複雑な過程を 経て病巣 か 形成きれて行くとみなされて l   
るが・不明な 点も多 @     動脈硬化病変には．マクロファージや T 細胞 笘が琳 

められ・十班因子・ 血管作動仕物 穏 ．サイ @ カイン等の関与が 柾明 されてお     
動脈硬化は炎症反応であ るとする見解もあ る   
    匝 土性   @   疾患等の発症の @ スクファクター 

複雑な機序で 徐々に進行す る冠 [ 状 l 動脈硬化には．発症と 進展に 憶保 する臨 

氏地因子が疫学的研究から 明ら           ; きれてきた   これらを ソ スクフアクターと 

総称する                                                                                           
      ンガム研究 佳 呆から提唱された。 粥状硬化の @ スクファクターとして．すで 

に 2a0 以上を超える 因子が明らか != さ @@. ている。 主な @ スクフアクタ - は ．是 

正不可能な仕 齢 ・性別・家族歴と 是正可能であ る高脂血症． 高 血圧．喫煙． 塘 
炭疽・ 卍滴 ． 高 尿酸血症 韓 であ る．そのうち 高 脂血症． 高 土圧．喫煙は 三大 @ 
スクフアクタ - と さね。 て @ る   @ スクプ ァ クタ一の 形押は ．動脈硬化の 病型に 

よ @ 異なる。 高血圧は紐動脈硬化にけ 最大の @ スクファクタ 一であ るが．粥杖 

硬化症には 苗脂 血症の関与が 大き @     
嵌 近の研究から・ 血清中の LB[@) 高値．ホモシステン 高櫨 ． C 一反応性たん 

ぱく !CRP) 苫 値なども @ スクファクタ 一であ ることが示されている。 迂伝的 

体質           c えて・ 甜脈 硬化 @ スクファクターが 作用し．動脈硬化が 発症してくる 

      @ スクファクタ 一の 数 ・その重度が 同等であ っても．疾苦発症には 個人差 

@ みられ・ユ確にその 発症をテ測することは 困難であ る。 枝数 の @ スクノ ア ク 

ターが加わると・ 加且 的に発症危険度が 増すことが知られて @   る ． 

    発症の引き金因子 

冠 @ 状 l 劫脈 硬化症 は ・理性的な経過で 進行し   五 血症状出現は 疾らの終末期 
に起こると考えるのが 一般的であ る   この終末期にあ る要因が発症の 引き金と 

なることがあ る・この引き 金因子が推測可能な 例があ @. 代表的なものが． 過 

度の身体的・ 粘神 的負荷等であ る。 多 { 0 例は   同定できるよ @ な 引き金因子 
な @ して・ 臣麸 経過で虚血症状を 発症して @ る   

        ニ筋梗塞 

イ 概暉 

突然の冠血流速 拍 により生じた シ筋 壊死を心筋梗塞 と定俺 する。 致死率は 却 

- @A 屋 てあ り・死亡例の 大半は発症 力ら z 時間以内に   致死的下車 脈 や心 原 

  



性シ =                 よ = て 死亡する， 椋 塞を生じた部位によ @. 前壁．側壁・ 下重   
後堂．古生梗塞 捧に 分類される。 また     ひ 前壁巨の梗塞の 広が @ に                 
膜 @ 梗塞 ( 心血 区 上の分類は非 Q 波 梗塞に相当する。 ). 真壁 性 梗塞に分類さ   
  成因   

冠 [ 状 l 山脈硬化病変の 脂質に富むプラーク @ 血管内膜の限局性 肥耳     が突然 

破綻し．それに 伴 @ 血栓形成で冠状 l 動脈内腔の閉塞を 呆 し 血流が途絶する・ 
その持続により 心筋代謝の維持が 不可能とな @. 心筋壊死が生 ; 発症して @ る   
梗塞部位の心筋は・ 急性期には壊死・ 変性を示す・ 経世とともに 白血球浸潤；     
出現し・壊死心筋は 消失して 腺推 組織に直き換わる・をれまでの 経過には れ @ 
か月を要する。 心 ． 室細劫 や心月性 シ       クで 非常に早期に 死亡した例では・ 剖 ． 

検 でも梗塞 巣が 検出きれないことがあ る   
急 世心筋梗塞．不安定狭心症・ 心 脂性突然死は．プラーク 破綻と血栓形成と 

い @ 共通の基礎 病 Ⅲから発症し・ 血管内腔の狭年度と 血流 迂 所持続 時廿年 の 違 
            上る虚血の程度差が 臨床病型を決めているとの 考えがあ @ . 一括して 急ヒ 

  
      

冠 症候群として 扱 @ ことが一般的とな @ て @@6 ( 図 4 一 @       

  
プラーク破綻 + 血栓形成 

冊立坑 

不安定珠心 硅 急性心筋 鮭巴 

図 @-z2 ま 性 E 症候群の発症 樫ネ   
  

    自体経過 

魚 @@ 生心 @ チ @ 塞         冠 [ 状 l 動脈硬化症の 進展 ヒ 伴って起こ " てくろ虚血性 心 草 

故 の一つであ る，突然発症する 例と何らかの 前荻 症状が 俺 められる場合があ @   
その比率は l l あ るいに 2.3 程度とされている。 前駆症状は   狭心症の増悪 あ 

るいは突然の 狭心症の出没年であ り   これらは不安定狭心症に 相当する。 発症 

@ 寺ゑ l@ 亡   起床 彼 g 時間以内の午前中に ピ - ク があ るとする報告が 多 @     発症 時 

の状況は．睡眠中り %. 安静 時 Ⅱ %. 軽 労作中 2n%. 中等度ないし 油皮の労 

作中 6 拓 ． 粁 神曲興奮 時 ; 拓 との報告 @ があ り．過度の身体的．枕神的・ タ荷 

と発症が関連付けられる 例は少な @         か L. 地屋専 の 騰倍 的な出 呆ヰ で           
臓 死が増加する r とも 柊 められており． 弓 。 き 金田 @ が 推測可能な場合もあ る。 

合併症として 不整脈． ， @. 不全．心月性 シ @ ッ     心 破裂 毎 がみられ・入院後 

の死亡率は約 い % であ る。 治療は．発症からに 時 Ⅱ以内であ れば．血流を 再 

開させる 再潅捷 療法を行 @   
    診断及 び 重症度の評価   

突然あ る         ま助 躯 症状出現後に 発症する・強い 胸部 校掘感 ・嘔吐等の症状   
左上肢 - の 放散 俺ら佃め   @ @ ログ @ セ @ ン舌 不服用は無知であ る・合併症 

であ る不整脈や心不全・ 石原 性 ション ク の有無等によ @ 失神・呼吸困難など 

種々の症状を 呈する           屯図 検査での @T 上昇所見と血液生化学検査で 心筋 

逸脱酵素 ( クレアチンキナーゼな 的な     したんぽ < i 、 コボ = ン T 及 び l1 

の二井を罫 めると 確疋 診断がてきる・ 急性心筋梗塞例の 急性期． こ ・ シ @ ヅク   
  ニ 不全．重症不整脈を 認める 例 ．広範な梗塞． 再 梗塞．心筋逸脱酵素の 高度 

上昇・高齢者・ 糖尿病の例は・ 急性期死亡率が 高 < なる   
い ) 重症度の評価 

． 1. 筋 梗塞， = お ' する心筋ま 死巣 @ 綿雅仁 し ． 陳 月性心筋梗塞と @ る・臨床的 

には・発症後 l か 月程度後から 陳 ・ E 杜と 診断するのが   般的であ る・ この @ 
期 @ お l サ る 古庄 度 評価は・残存心筋虚血病変・ 残存． L. 機能・重症不整脈の 有 

無 @ こ よって 行 j, 1 表 4 一 111. 症例によって・ 心前虚血が不整脈を 誘発する 

@ どの相関もみられるため ::. 一つの さヂ / レ から・相対的 @ 危険度を判断す 

るのは困難なことがあ る・ 

陳 旧住心筋 梗 垂で狭心症を 合併する例は・ 梗塞 黄任 五 % 病変の残存狭窄 度 

が高度で i. 脇壺 庄が館 発されろ か ・梗塞責任血管以外に 有意狭窄病変を 有し 

その領域 で 虚血 @@ 誘発さわ @ るかであ る。 虚血部位の同定のために @ ・運動負 

荷検査を行 j が． 虚 五の範囲が広範であ るに ど 予後は不良であ る． 

残存 ら 機能が．最大の 予後規定因子であ る ( 図 4 一 @3) 。 広 的な心筋梗塞 

で l% 残存し筋が減少し． 左 ． @. 機能に低下十 る ．左心 枝能の ・底下は．在室の 再 

  



窩東 をきたして九室拡張を 引き起こし・ 心不全が軽症．増悪してくる。 また． 
乳頭 筋 不全によ @ 僧帽弁閉鎖不全を 合併し．さらに 心機能低下が 進行する 場   

不整脈は・予後規定因子であ るが・残存心筋虚血病変で 存在と左心機能 低 

下ま ヒ に開運がみられる。 特に   広睡 前壁梗塞 例 と心室瘤を合併している 例 

          持続桂心室 桶 相や   @   宜細 動の致死的大望脈を 合併 @ やす @     
技 @ 一 ni 忠世心 @ 筋粧拮 側における退席後の 摸 賠 予後予測因子       

                                          
      
    
  

年 舶                   
男柱                   
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医 4 一れ 心筋 梗且 後の心曲 能 と退院後 l 年問の死亡 簗 の関係 
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7 % ヰ   
狭小 庇は ・ 冠 [ 状 : 動脈の異常 ( 基質的狭窄あ るいは機能的狭窄 ) に 上り         

筋の吾妻 は 応じた 酸 案の供給不足から 生じた一過性の 心筋虚血による 胸部症状 

を生徴候 ヒ する症候群であ る   
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低
 規定する因子を 区 4 一円に示した   
足 [ 状 l 朝脈の近祝部の 大い血管       助 @ 硬 @ こ 病変によ " て 内径の 7@% 以上 

の狭窄が生じると・ 運動時掠の心筋 酸 末席宴の上昇時に   供給不足となり．壺 

血が生じる。 一部の例では． 冠 [ 状 l 動脈の睾縮 @ ハ ズム．一過性の 血管収縮 

'. こ よる狭窄ないし 閉塞 1 @ 起こ @ . 血流低下が生じる。 冠 1 状 1 動 @ が完全に閉 

妻 して       狭窄病変の進行が 緩徐であ ると   他 の 血 甘からの 側到 血行が代位 的 

に生じて ,5 桁 接 死 @ 至らな @   - ともあ る   
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・ 挨 七席 心せ図 典常 代田 M は茉 ㌢ " 血 世抽且 甘作田 

図 4 一 24 心的立血の先生機序とその 病恩   
虚血のために   種々の機能異常が 連続的に生じてくる ( 図 @ 一 Tjl               

        な異常を検出するために   運助 負荷法を用いて 酸素 需 圭を高めた条件下で   
  虚血を誘発して 診断を行 う   
  

  
  
  
  

冠 胡塞 

図 4-zR 一過性 冠 [ 扶 1 動脈閉塞 '- よる心筋立山片 1= 出現して < る 異常所 兄と 時間の関係 

  Rcss@ RS(i971)") 

狭心症は・その 症状．経過から 安定労作性狭心症と 不安的狭心症に 分けるこ 
    ができる。 不ま定 狭 ．い症は   心臓性突然死や 急性心肝梗塞 - の 進展の危険度 

が 高く・放置しておけば・ れ ⑯ % がこ   事故を発症して @ る ．不安定狭心症         
発症から数週間内の 狭心症・突然発症してきた 安静 時 狭心症．徐々に 発作の頒 

度 ・強度・持続時Ⅱ隼が 増悪してきた 狭山症などが 相当ナ る ．安定労作性侠 心 

症例は・狭   ニ 症の原因となっている 病変の進行がない ；     あ るいは他の冠 [ 状 l 
動脈病変の進行がなければ・ 安定した 状鯨 にあ る   

    診断及 び戸症 度の評価         @ @ 、 

狭 ． @. 症の診断 @ ・ 詳し @@ 問診から行 う のが原則 てあ る．診断を睡 走 するに 

l%. 発作時の一過性の． L. 筋 虚血を客観的 :; 証明す る 必要があ ろ．虚血を検出 

する検査 法 として．． r. 官図 ．心臓 棲巳牛栓 を． 心 @= 一法があ る，検査 法を ． 

表 4 一 12 にまとめた・ また・治療的診断が 行われろこともあ @. 発作 @ 卸 = 
亜硝酸剤の 舌 下で・症状が 椴 解すると．狭心症の 疑い か 高まる。 

狭心症は・種々の 観点から診断．分類が 行われてきた。 中でも．発作の 跨 

因 ・経過・発生 喋 序から分類するのが 一般的で． 表 @ 一にに示した。 

表 4- リ 各浬 検査法の長所と 短所 

            
""" "'" 故 ""   

  
t レ @ @@j@ は駿                               
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表 4- い 扶ぬ 畦の分 頗 

      
        

) 甘 在庄の押伍 

  
安定した労作性狭心症であ っても   年齢．性 @       合併症・ 冠 @ スクフ ァ ク 

タ 一の有無 笘 によって予後は 異なる。 なかでも・狭し』の 程度．虚血の 程度   
残存左心機能は @ 後を規定する 重要な因子であ @   これらに基づいて 重症度 

坪価 をするのが妥当であ る   
自覚症状からは・わずかな 心筋酸素需要の 増加でも強度の 狭心症症状が 出 

現した @   一過性の心機能低下が 鹿 められる場合が 重症であ る       平価には   
カナダ七 % 血宙 協会 む 4 段階の分類 : 表 4 一リ ) が用・ ， @ られることが 多 @     
虚血の強さ．広が @ を 客観的に評価するには   負荷検査さ 行 @. 生じた心筋 

曲 面       より高度でよ @ 広範であ るほど血症であ ろ。 エ @ ゴ メタ一   @ レ     
ドミル運動負荷検査では・ 遼勒 可能時間寧の 運動対応能と   @   億図所見から 診 

断する・乃時 門 心電図検査よ = て ・ 日常生活下での 虚血の有時．程度が 診 

断 できる・また・ 画像診断法でめる 負荷血流シンチダラフィー・ 負荷 , い臓 超 

音波検査によっても 診断可能でめる ， 冠 [ 状 l 動脈造影検査は．直接に 虚血を 

検出する検査 法 ではないが・ 冠 : 状 l 動脈の狭窄病変の 部位・程度・ 分布寺か 
ら重症度評価をする。 せ常は・ 冠 [ 状 l 動脈病変枝数によ @) @ 枚・ 2 枝 ・ 3 枝 

病変 例 と分類」． @ き 枝数 か多 l 、 ほど 貢症 とする．左心機能は．小ェ コ 一法．Ⅲ 

  ら プール 法 ・左心室造形 法 によ @ 押 価する・先し 機能低下側ほど・ 心弗死 (11 
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予後不良であ る   

無 症候性 し筋 虚血は・告辞検査で 一過性の心筋虚血が 検出される @     自党 

[ 状 l 動脈パイパス 手術 寺 の 冠 血行再起 行 を行 @ た例での 泊 練成績が良好であ 

ることが示されて @ る         したかって．無病性． ら肋 虚血が 柾明 され。 た例は   
無い倒に た 故して 且症 度は商いと判断できる   

技 @-1b 扶 ． ト 走井 頴 l カナダ 心 破面 甘 協会 1     
    只俺 の 后劫か少 L 制膿 @ れる． 棲 i@ て由                                                                           
        ニ 停止 [ 心臓性突然死を 吉 む 。 1 

イ 概要 
  ニ 停止とは． 心 抽出力， 無 とな @ 循環 力 ; 倖 止した 状 ちを指す・ 多 @ は ・心ヰ 図 上   

心室 捺止 ．心室細動のいずれかを 示すが ( 図 4 一光       色気収縮解離 (@l@ ㏄       
                                              ) のよう． こ @Rs 披を卸める場合もあ る。 何らの前兆なし 

                                  .  @'Sa@f.'@@S-@@@/}@:nh@iL/s@'@:@@S@.,  ICD- 

l@@ では．蘇生に 成功 , た ち 停止 (Hs. い ．石蝋に原因があ る 心膀性 突然死 (N 

g n 並 ぴに詳細不明の 心停止 (146 ①に分類している ( 表 4 一 l5) 。 群生に成功 

  し た   こ   停止は・七寸 図 が紀 恨 され・種々の 検査によ @ その基礎石床 自が 明らかに 

される。 後 2 肴 てはその 病 庶を解明することは・ 困難なことが 多 @     その三な基 

礎 心疾患は虚血性心疾 舌 てあ @. 急性 冠 症候群の心臓性突然死に 当たる   

症状を琳めない 病廿 であ ろ     し協 梗塞後に生じる ち の．狭心症を 有し首席 性 

のものと混在するもの・まった @ 無痛快 性 のものじ 3 型に分け ち @   る 。 治療 

ほ ついては・自覚亡状の 改善・虚血発作の 軽減を目安として 治療 よ @ も ． 冠 



    

  

  

表 @- Ⅱ 突然死の定 仮           
基碇 心疾音としては 冠 [ 状 l 動 肺疾   田 が多 <. 我が国の刊 構 でに・   ロ   血管 疾思 に 

よると   巴 われる突然死のうち． 冠 [ 状     動脈疾患が冊 % を 占める                               
一心電図記録中に 偶然突然死した 症例は心停止の 原因解明の手がか @ となる @ 図 

  

@   2 の ． @@@. ㏄ 旺 L@@ ら " は 古血性こ頭 忌 急性期や未期 恵 者を除 @l 口例の突然 

死の ホ l レター， @. 官 図を分析したが． @3% の例で． @. 室紅 動から死に至っで。 、 た 。 庇 

初から． ひ室 和助 か 出現したのは @% にすぎず．心室 頻 拍から心室 細 動 - の 移行が 5 
@%. @ ルサード型， L. 室頻拍 @13% であ った・突然死の 瞬間・徐脈でめ @ たのは 1 
7t1= 過ぎなか @ た ・また・この 報告て は ・頻脈性不整脈では 直前に左血性的変 @ 

                                      房宇プ                               
    c ・ ss@ ． Kasa-'bo ． l'E@fsii 

回 4-@s 心 停止の心理図 

表 4 一 16 心ヰ 止の分類 [lC ト l01     
突然死の定表は・ 瞬間死から症状出現何時間以内の 死亡まで棲々であ る     

    ( 表 4 - l り 。 発症 2 時間以内の死を 突然死ヒ 定 養した場合．米国では 全 死 

亡のに拓が突然死であ       そのⅡ - sn% が ら陳 由来すなわち 心臓性突然死と 

考えられて 1.@ る 。 その数に年間 3n-do 万ノ、 で ．金成   1 、 にお j ナる 発現頻度は nl 

- 0.2% であ る。 我が国の実株 死は全 死亡のユ - 1s %.       . 憶性 突然死は全失 

描死のの - % % と 推定され・平均死亡 致そ年 ㏄万人 こて る と     小息 幸 突然 

死は g- @ 万人と考えられる   

  

を杏 めたのはわずか 1 班 とゾ なかったの l2 対し．徐脈性不整脈より 突然死した 例 

の @ ㎝以上 て Ⅵ変化を認めた。 我か回ては平成 z 年の杉 ム らに上る ホ ルターこ % 又 

記録中の突然死の 全国柄巻         きらに   同 g 年の ホルタ -. ト 電図研究会で 追加の輌 

省。 が行われ   計ハ例が報告された。 突然死例の基礎疾患は・ 陳 恒性心筋梗塞 17 

                                                                      """"" 。 筋 " 。 %. " 腹 。 。 "   
叩 延長症候群 6%. 古血圧 @%. 肥大型心筋症 l%. なし @% であ った。 突然死の瞬 

間 の石竜四所見としては．心室 紬勤 @ り a%. 篠山代性不整 @@ 随 @% であ @ た ．直接 

の 死因が不整脈と 考えられた 授側 では・ @66n@@ 小吏細則． l4%@@ 徐脈性不整脈であ 

@ た     リ童細動 ㏄ % の @ ち ．単彩佳 心 雪原拍からの 苦行がⅡ %. 多形性心室 頗拍 

                                      @ ルサー " 型． ト宇 @ 推力 " 。 % であ った   
                    本邦においても 突然発症する 心 停止の多 ( は 心室 頻拍 ．心室細動 

が直接の原因であ       その基礎． @ 嫉患 としては虚血性心疾患・ 吹 @@ で , Ⅰ 筋 症 @ 多 

いと考えられる   

  



      

回 4 一 z7 史林死の ホ ルタ一心 屯 何所見   
  成因並びに自然経せ 

  ト停止の成因を 図 4 一 ㌍         示 ナ   
  い 宝細助は           室 が不規 貝 1 で無秩序な電気的 典 笘を示す状態であ @. 梗塞   
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  は 急性心筋虚血時にしばしば 見られ．従来の 一次位   し   停止に分類されろ・ 後者 

    
  ら 肺は． 洞 結節 元   ら発生した電気的興亡 が 刺激仏事系を 介し                       室 - 

順次．仁ヰすることによ @ 収縮する     ト 室に 洞桔 節からの電気的 興軒が 伝わら 

          あ るいは下位中枢の 補充 正律 が生じない 状舶が 発生すると・ 心室 静 L と 

なり突然死する     シ宰 静止をきた ナ 不生 脈 には高度ないし 完全房室 プ @ ノク と 

濱 不全症候群があ を ヵ     後者 。 ' = よる突然死にまれであ る   
その他の心臓に 起因する 心 停止の原因として．セ 気収縮解離・ 急性ボンプ 失 

調 ． 心 破裂があ る。 これらの 多 @ は 急性心筋梗塞の 合併症として 発生するが   
急性心筋 梗 垂の確定 診 断がつかない 場合 は ・従来では一吹桂心停止として 分類 

される   

  

品性心筋 血血 他の心皮 咀   心疾 品 なし 

  
l 肥大型心筋症   
拡腔型 心筋症など 1                           
  

。 """ 回 ぺ Ⅰ ヨ 
  
    

凹 4-2@ 心 丹土の成因 

  シ 停止の原因となる 基礎心疾患については・ 次のとおりであ る   
Ⅱ ) 冠 付 Ⅵ動脈 疾意 

突然死の子 検 では・ 約 ㏄ % で 急性心筋梗塞が 確認きれ・ %% に陳 旧住心筋 

梗塞 :r@ 詔 められており     こ皿 吐 突然死の基礎心疾患として 母も重典であ る   
急性心筋梗塞で         30%@@ 病院に搬送される 前に死亡し・その 原因として   
持続性心室 姦拍     山室 紬動 ．電気吹結解 龍 ・房室 プ         クや洞 停止による． @   
生静止・急性ポンプ 失調・ 心 破裂が挙げられる。 野原 ら               冠 [ 状 l 動脈妓 

岳の突然死Ⅱ例のうち・ 死因が確定できたり 例では・不整 脈死 が口 %. ホ ン 

プ 失調 死 @hs@@%. ら 破裂が㎎仇であ つ たとし． さらに合性心筋梗塞と 判明した @ 
g 例では上記 3 者がほ ぱ l/3 つつ であ ったとしている。 陳 旧住心筋梗塞も 心服性 

突然死の危険があ       @-@% が突然死し・その 冬 < は 持続性   し室頗拍 ．心室 

細動 によ る 。 

きた． 冠 軍縮 性 狭心症における 尖体死の頗 度は z-16% とされているが・ 狭 
． i 五 全体での心早止の 頻度は明らかで : て ない   

[@l 肥大型心筋症 

肥大型心筋症は 高血圧によらない 亡室の肥大を 主 徴 とする心筋 疾 もで・通 

常肥大は非対称 性 で心室 @ 嘩に強い・分子道伝子学の 進歩に 件ぃ ・その原因 

一 % 一 



壷 佳子が明らかにされ．心筋 り ミオシン亘佑                                                         
ポ @ て シン．   い筋型 ミオシン結合タン ,     ク c などの 収緒 タン ,     ク 遺伝 = に 異常 

      @ みられることが 明らかにきれ・ サ，レ = ノ ア 病 として 再甜 きた， るよ @ になっ   
た 。 左車 流出路 に 収縮期 圧 較差を生じる 閑室 性 肥人型心筋症と 井 閉塞性肥大 

型心筋症に分類きれる。 また・心矢 沖に 肥大が強 い ものをこ失却肥大型心筋 

症．経過と ヒ もこ亡室の拡張と 収縮力 め 低下を旦するものを 拡張 相 肥大型心筋 

症 と呼ぶ・非閉塞性肥大型心筋症 偉 に心 尖蔀 肥大型心筋症は 比較的予後良好 
の疾 思 であ る。 肥大型心筋症における． l.RX 死の @o-T0% は突然死であ る・         
混住突然死の 機甲としては・ 持続性．山室 頻拍     山室 細勒 n@ 母も多 @@ ；             
心筋虚血・発作性心房粗相助からの た 会流出路閉塞や 心室 細 動・運動中の 交 

感神経典 奮 による心筋収縮増強に 伴う在室流出路 閂塞 ・房室 プ @ ソク による 

心主辞止などが 考えられている   
(l1) 拡張型心筋症 

左 室の拡大と商 度 収縮低下を主 傲 とするり 筋疾 もであ る・その予後は 不良で・ 

    午 生存 里は 3s-s4@* であ り・その 3@-S@,@ 突然死であ る。 そのほとんどヵ   
持続性心室 頻拍     い室 細動 によると考えられている。 -= 一 ヨーク   し破 協会 

(   vHA) 分類 W 度の直症例では 心不全 死 が多いが・軽症例では 突然死の割合 

  が多 < なり・ @@HHA Ⅱ度の死因の 的 -70% は突然死であ る ' ‥   
                        筋炎．他の心筋疾も 

  突然死の約 5% において・病理所見で 心筋炎が 腿 められている・ 他に所見が 

                                                              " 。 "" 機序 ' " 。 ， 。 "" 

動などの不整脈が 考えられる。 他の心筋疾患として．ス 達 脈源性る 生心筋症   
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皿 延長症候群 @ ・ OT 間隔の延長とそれに 伴 @       サード型 ら 生猿 拍と呼   

や 時に心停止を 生じろ・その 原因から・先天性と 後天性に分 頚 きれるが． 

近年・先天性 鉾 延長症候群は   @   筋の再分極過程に 関与するイオンチャネル 

を @ 一 @ する 逆 佳子の各待客 煤 @ 変異が原因 三 @ り．百分極力 j 連 れること 

が六時の木体であ ることが明ら 力 @ となった・後天 珪 QT 延長症候群の 原因に 

は．薬剤㎝ テマ ネル遮断作用を 有する 抗 不整脈 薬 ．抗うつ 剤 ．マクロライ 
ド糸抗生剤・プロ ブ = 一                                           電解文具 年 ( 低 K 血症 

低 ㏄血症・低地血症 l. 中枢性 件経 疾患にも 汝下 出血．項部覚甥 ) などが 
あ る。 失神発作のあ る 無 治療の先天性 叩 延長症候群患者は l 午で㌻㏄ % 突然 

死する   

  

  ブルカ ダ 症候群 

基礎心疾 宅 のない七機能正常例に 突然・心室 細劫が 発生することがあ @   
特発注心室細動と 呼ばれる．その 中でも．胸部第 l-3 話 訂 の右脚プロック 
糠 波形と ド 上昇と     う 特異な心電図所見 ( 回 4 一 @g@ を特徴とするブルカ ダ 

症候群が注目されている。 元来日本           まポ / ク @ 病 と耳 は @ Ⅰ る 健常人の原 

因不明の夜間突然死症候群があ @. その M 連が指摘されている ，また・近 

年 末 疾患の家系の 遺伝子解析から Na チャネルを ョ - ド する遺伝子の 異常が 

報告 @ さわ   た 。 ブルカ ダ 世心立 E を呈する例がどの 程度突然死するかは 未 

だ明らかではないが・ 失神既往 例 ．突然死の家族歴を 有する例は突然死の 

下 危険 群と 考えられる   

    畿 ""   
    墨 " 
  

  
Vl z 携 町 @@@ Ⅱ 型 と呼ばれる特徴的な @. 一 @ 上昇を典める． 

@. 波の頂点 @, ら士 @@ 凸の弧を描 @ よ @ i; 浅 @@ 陰性 rl= 連 抗力 @ 移行して @@ る   
凹 4-2@ プル 九ダ 症 @ 群の典型的山車 囲 

  



 
 

抑
 @
 
い
 

び
 
呼
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 

が
群
 

ろ
候
 

あ
症
 

(
W
 い
 

症
候
群
 
立
男
 

宰
拮
節
 

み
で
 

c
 存
在
す
る
困
を
 

w
p
w
 

 
 

イ
豊
カ
 

 
 

 
 

 
 一

キ
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

力
骨
 

フ
 Ⅲ
 異
 

 
 ウ

オ
 

正
常
 

先
天
的
 

朋典軒や上室性 頻 拍を特徴とする．通常はり 房細勒が 発生し心房で 無数の興 

皆 が発生しても・ 房 生結 姉が 心房 典 苗を間引いてニ   室に伝える ホ るい力役目 

をし ・心室の興 帝 頻度は㏄Ⅳ 分 以下に調節される。 し力 ,L. 甲 @ 症候群では   
                                                蓮 "H""""""" 。 。 " 。 ． ' 。   
T 力、 ら 心室 籠動 - 移行し 心 停止が発生するけ 、 イ @ スク 群と 呼ばれる l. @ 丹 

症候群 邑看が 突然死する危険 l.@ l%/ 年 以下とされている   
  徐脈性太監 脈 

房室プロツ ク の中でも・モ ー ヒノ ツ Ⅱ 型 2 度 房室プロソク・ 高度房室 プ @ 
      ク ・完全房室プロ ソク は．心室静止に 上ろ 心 停止の可能性があ る．特に @ 照   
  ら塞 補充調律の心拍数は 遅く不安定であ り・時に心室静止がら 突然死てる   
              コ 室垣拍             室細動 を来ナ         もあ る   

洞 不全症候群では   洞 停止時に補充 鯛律 が日やすいが．補充萌 佳 が出現 

しない場合に 心室静止を来し 得る     
  弁膜 症 では大功 脈 弁狭窄・大動脈 井 閉鎖不全などが 突然死を来す・ 先天性 

  "" 。 " 肺刮 " 。 " 。                                                                                   
  心 ．修復後 ( 特 := フ ァ ロ一四散 症 1 @ 挙げられる   

    診断及 び 重症度の評価   
  い 停止の多 < か持続性心室 頻拍 ．心室 細 動・心室静止によることから． そ 

め 診断と子 如が宙 車であ る     
妓 " 七 % 性空 "" 。 危 """ 。 。 "                                           時生 例 てあ 

    放置す @l@     し室 紬勒が 再発てる危険は 短めて 高 <   1 生で a@ ヰ 5ls v% カ   
突然死する。 確定診断 け 理作時の心電図 仁 よる   

持続恒心室 原 拒も心室細 動 に移行し得る 不 膣脈 でめ     その診断は．発作 

時の心ヰ図による。 井 持続性心室 頻拍何 における失神発作は 持続佳い 室頻拍 

ないしはし 垂紬 動の存在を示唆する・また．拮抗桂心室 頻拍 では基礎心疾患 

の有無によ @ 突然死の危険は 大きく異なる。 基礎心疾君のな @     @@ わゆる特 

発桂心室黄柏点者 @ 突然死することはまれであ る。 一方・基礎心疾患に 伴う   
持続性心室 頻拍号 者の突然死の 可能性は高 @     欧米では     ら筋 梗塞世世 期 に 

持続 桂ら宝頻柚が 出現した話者は l 午 以内に約 H @/9 が突然死する。 冠 朝脈 

疾患に限らず・ 拡張型心筋症や 肥大型心筋症などの 心筋症や他の 基礎心疾思 

        おいても持続性心室 頻 拍の存在は           臓性 突然死の曲 @   @ スクノアクター 

であ る。 すなわち．ニ % 心疾患の有無を 正確に珍 断 することが極めて 貢去 で 

あ @. い 電図． 心ヱ @ 一 ．心臓刀チ 一 テル検査・校医学検査．心筋生検等に 

よ @ 診断する。 

心室 陣止は 房室 プ コック． 洞 不全症 侯珪 によ = てもたらされる。 いずれも 

七   % 回 によ @ 診断されるが・ 常に異常所見を 呈しているとは 限らないため・ 

ホルタ一心．音図による 異常の発見が 重要となる・また・ 0 ま @@ ・失神発作は 

徐脈の程度が 強 ハ _ とを示唆す る ・房室プロ ソク の プ = ソク 部位の診断には 

七 % カテーデル ,= 上る電気生理学的検査が 有用であ る・ 

( 「 : 重症度の評価 

  し   圭細助 を有する例が 旺 も且 症 であ q. 致死的不生 脈 が起ころ可能性の 商 

い思 者を同定することが 重要であ る・   @   室頻拍     巴   宝印 動 発生の機序として 

は・その回路となる 解剖学的ないし 電気的善 質 ・引き金となろ 心室期外収縮・ 

それらを修飾する 因子の 3 つ ㏄要因が挙げられる ( 図 4 一 3o     。 これらを 辞 

価して心臓性突然死の 危険度を総合的に 判断する ( コ 4 一 Ⅱ )   
持練 柱心室 頻拍が 起こる 基 賀の有無を評価する 方法にⅠ 気 生理学的検査 @     

あ             ．肱に電極力テーテルを 挿入」・人工的に 心室期外収縮を 発生きせ 仮 

拍の誘発を試みる 検査で．古検査で 陽性であ れは．持続性心室 頻柏が 生じる 

可能性があ @. 突然死の危険があ ると判定される         本検査以外に   伝導 返 

廷や 再分 梅入 す一などの頻脈性不磨 脈を宥 起する四気 的 基質があ るかど @ ；   
を桐 - る 方法として 加算平均 L 電図による遅延電位の 検出 体表面首位 図 

や ' 電 " 。 "" 。 """ 。 " 。 。 ' 。 評価                                           
分析などかあ る       

持続桂心室 頻柏     レ 室 紬勤は   @   室 期外収縮を引き 金に発生するので・ 基礎 

心疾 志 に合併する心室期外収縮・ 井 持続性． @. 室距拍 l 式突然死を夫 ナ @ スク を 

有する。 七 % 心筋梗塞古性朋の 頻発性 ら圭期 外収縮や R 頓 T 里心室 期外収 

舘 ・非持続性心室 頻拍は 晋吉不整脈 と呼はれ ・心室細動に 移行する @ スク が 

          その危険度分析には 氏     分類                                           ら筋 梗 

塞珪性 期の心室期外収縮・ 非時 統 桂心室 頻 拍も突然死の J スクファクター と 

                                                      山脇梗塞後に 頻発する期覚収縮を 毘める中音 

は・辞めない 例に比 へ ・ 2 - @ 倍突然死の頗 皮 が下 @     拡張型心筋症や 肥大 

里心筋症古者でも 頻発性心室 期 井坂 桂 ・非時 統 桂心金 頻拒 は 突殊 死の @ スク 

ファクタ一でおる     
致死的不整脈発生の 佳節因子として 去も亘 去 なのは．心機能の 低 @ であ @   

左圭 駆出牢㏄ % 以下の患者は 年間乃 % が 突然死する，基礎心疾 e. に伴う心 

  



      

機能低下があ @   さらに． L. 皇 期外収縮の頻発や 井持続性心室 頻拍が 存在する 

と突然死の @ スク は相乗的に下 < なる             
また・心室 頻拍 ・七室 紬動 発生の大きた 修飾因子と @ て   自律神経があ る   
            タ一心電図を 用いた心拍変動解析や 圧受容体反射感受性検査は．心臓月 

律 神怪 活助 の評価法として 確立されつつあ を           拍 変動や圧受容体反射の 低 

下は ・心臓自律神経 櫛缶 ．特に迷走神経の 機能低下を反映し．致死的不整脈 

0 発生と密接に 関連し．特に 心筋梗塞後では 突然死の予後規定因子と 考え ろ   
        筋血 皿は致死的不整脈発生の 大きな 値姉 因子であ q. 冠 [ 状 l 動脈造影   

校医学検査・ 屈動 負荷 い 電図で辞伍する   
圧状として妓も 亘 要 なの ば ・不整脈によ る   @   抽出且の途絶ないし 減少こ 基 

づ < 脳 虚血症状 1 失神・ めま @@1 す な む ち Ad 血               症候群の有無であ ，る   

回 

@ Ⅰ ，穏ゐ 
固 。   
心 ま期外収縮 心筋立山・ 再 下流 

心不全 

主位神経・ ス @ レス 

重解 寅 異常 

薬物．その他 

凹 4 一 30 @ 宝細則による 心 脆性空然死 l= 閲 する因子 

  

  
                          一 j 。 " 
宙 素生理学的 検丑 Ⅱ㎝ 尹 S り ㎏ @ 症候群 

  運動負荷 心 五回 積斉 心不全 

胸痛など 

    心 心 % 沌 超音波検垂 校医 宇検キ 

冠付 脈 造影検査   
1 @ 屈性 突 枯死の高 lJ スウ 群の同定 1 

図 4- Ⅲ 不亜脈 による 心 九 % 突然死のリスク 評価 

1 1 @ 朱保検 適用 

ま 4 一 ll 下車肺の危険ま 分析 lLow@ 分類     
          。 " 。 " 縮 も " 

  散尭 佐り㏄ / 冊 未満 l 
  頻発性 l3o 。 / 如以 _) 

  多形性 

    2 連発 

    巳 連発以上 [ 非時 舘 桂心室 頑拍 l   
  



l@l 解離性大動脈瘤 

イ 概要 
大動脈解離とは・ 大功 脈 内膜に亀裂を 生じ・動脈正によ = て 亀裂を介して 大 

動脈生肉 - 出血し・中度解離を 引き起こす 疾 壱であ る・本来の動脈内腔を 文 腔   
新たに生じた 腔を偽 腔 ヒ坪 ぴ ・ 両 腔は亀裂を介して 交通して @@ る ・ 限局 桂 に人 

動脈が拡大する 堵の形 億 をとらない例も 多いため・解離性大動脈瘤ではなく   
大動脈解離の 病名が用いられることも 堆如 しつつあ る． 

  成因 

大動脈解離の 発生には・大動脈中位の 変性が必須条件であ ると考えられてお 

    マルファノ症候群 褒状甲族 棲死 動脈硬化 外傷などの原因で 発生する   
臨床的には・ 高血圧が主要な @ スクファクタ 一で・本症を 発症した 約卯妬め 

側 で極められる。 若年者では・マルファン 症候群の不全型であ る大動脈 井輸拡 
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    ンポ ナーゼ韓による 急性期の死亡率が 荏 いので・外科治療が 原則であ る・解離 

  が下行大動脈に 限局して @@ る 末梢型 [ づ べ イキー ll1 型 ・スタンフオード E 型 l 
で は 死因の多 < は 破裂であ る     内科治療が第   % 択 となる。 退院後こも 

降圧 療法を持続し 瘤の拡大や虚血症犬を 軽める例でま 手 荷を考慮する   
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l [A) 型・解離が上付大動脈から 腹 部大動脈に至るもの 

Ⅱ ㎝ 1 型・ @m@ ヵ l 上付大功 @@ とどまるもの 

Ⅲ㎝ l 型 下行大立 派力ら 解離の始まるもの 

回 4 一 3z % 離性 大動 @ 派 舶の病型分類   
ニ 診断及 び且症度 の押伍   

突発する胸背部 痛を @0%% 以上の例で認め．加えて 解離の発生部位・ 進展 

範囲によって 多彩な臨床症状を 呈する [ 口 @ 一 3 回 ・高血圧・上肢の 血圧の 

左右 差 ・ 心 タンポ ナ - ゼ ．玉桂天助 脈 閉鎖不全笘の 身体所見を俺めるこ     
あ る・ 冠 @ 状 l 動脈入口部の 血腫による圧迫・ 冠 [ 状 l 動脈 - の 解離の進展笘か 

ら急性心膜梗塞を 合併する例もあ る。 胸部 X 線での上縦隔陰影の 拡大・二重 

陰影・大動脈の 内膜石灰化の 偏性等の所見がみられる。 心 % 超音波横主では． 

大動脈の解離腔や 解離内膜の存在などの 所見を辞める。 経 食道超音波斯 坤 = 
                        正確に診断できろ．診断と 治療方針を決めるために   非役 

史的検査であ る造影 CT 検査を行う   
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V 業務の週下性の 評価 

@ 適 宜負荷の考え 方 

@l) 過重負荷の考え 方 
脳 ・心臓疾 臆は ・ 血青 病変年の形成．進行及 び 田芋によって 発症する   
この血管病変等の 形成．進行政 ぴ 増悪には．主に 加齢．食生活．生活環境等の 

日常生活による 諸要因や迂 伝 隼の個人に内在する 要因 [ 以下 @ 壬礎 的要因 l と @   
      1 が密接に曲 漉十ろ 
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丁
荷
 するとい = た 自然経過をたど @ 発症するものであ り．労働者に 限らず前記Ⅱでみ 

たよらに一段の 人々にも数多 ( 発 在する疾もであ る。 

しか L ながら・加齢や 日常生活たどにおける 通常の ナ 荷による血管病変俺の 形 

成．進行及 び 増悪 と     う 自然経過の過程において．業務が 血宙 病変零の形成 @ こ 老 

たって直接の 要因とはならないものの．業務による 過重な負荷が 加わることによ 
@. 発症の基 珪 となる血管病変等がその 自然経過を超えて 著し < 増悪し． 脳 ．心 

腹 疾きが発症する 場合があ ることは医学的に 広く再 知 されている。 

現行体 定 基準においては・ 業務の過 寅 性の評価に当た @ て ・ 脳 ．心臓疾患の 発 

症に近接した 時期におけを 業務 且 ．業務内容笘を 中口に行っているが． 展近 では・ 

脳 ・心臓疾思の 発症に影 理 を及ばず負荷として・ 脳     コ臓 疾患の発症に 近接した 

                                          ' 。 期 """" 。 """" 。 """ 宥和 '               
るよ う になってきた ，そのため・ 発症に近安した 時期のみでな <   発症前の去 期 

間にわたる業務の 過 穴 二市に白来す る 疲労の昔 和は ついても 考憶す べきであ ろ   
ただし．業務による 疲労の キ 額の評価につ ハ ては・主観的な 訴えが 中 t   となるこ 

と ．しかも業務以外の 要因が疲労の 哲 祇に 関与することも 少な @ ないこと年から・ 
志士的かつ客観的 i 「判断することが 難し @@ 力 :. より客観的に 評価するために ! ナ ・ 

労働時㌍の長さや・ 就労 窩 様を具体的かつ 客穏 的に把握し・ % 台的に判断する 必 

要 @@ あ ろ   
なお．事務．営業・ 販充 ・工場方面．屋外労働 ( 建設作業 l 年において   日常 

業務に従事する 上で受ける負荷は・ 通常の艇田内にとどま @. 血管病変葉の 自然 

経過を超えて 著しく増悪させるものではないので・ 業務の過古性の 評価に当た @ 
て考 志する必要はないであ ろ @   

        過宜 負荷 と n 臼 ．心腹 疾患の発症 

ll) の考察から・ r 過重負荷 @ とは   医学経 抜貝 l. に照らして・ 脳   ニ臓疾患の 

発症の基礎となる 上午病変 宰 をその自然経過を 超えて 著 -( 増熊 させ得ろ こ とが 
客観的に掘めら ケ，る 九市 と定荒 できる   

そして．業務による 造貫 負荷 と脳         睡 疾患の発症のパターンは． 携 在の医学 

  



的 知見 力   らみて次のように 考えられる [ 図 @ 一 l   
① イに 示すように長時間分   勒等 業務に上る負荷が 長期 間セね た @ て 生体こ 加わ 

ることに 上 @ て 疲労の苦 積 が生じ．それが 血管病変 埠 をその自然経過を 超えて 

著 - く時 悪させ発症 す る   
② ①の価位病変車刀許し @@ 廿岳 @r 加え   口 で示される発症に 近接した時期の 業 

務 による 忘性 の 免 苛を引き金として 発症する   
      に 示すよ @ に 現行記主基準における 急性の過重負荷を 原因として発症す 

  
この ,     ターンの @ ら ． 当 ヰ門 検 村会で妓も市 祝 したもの ぱ ．②に示した ,   タ一 

ン であ る   
このようか業務による 脳 ・心臓疾患発症のバターンを 念頭に置きつつ・ 業務の 

過珪 性を総合的に 考察した上で．業務による 明らかな 過 角タ荷を発症双に 受けた 

こと @ 窩 められ．このことが 原因で脳         股 疾患を発症した 場合は・業務起因 吐   
なお．疲労の 菩荻の解消や 適切 た 治療によって．血管病変 笘が 改善すると @ る 

報告                       ことに留吉する 必要があ る   

  
  発症 

  
      

  
  
  
    " .@ く     蹄 。 "" 
    
                自然経過     
  
  

時間的経過 
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        発症 @= 至るまでの概念 凹 
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碓 にと @ て 過重でめるの カと @   うこ       

まず． 脳     い 臓疾 思 に係る重 駕 な基礎疾患を 有する労働者にとって 過重であ る 

のかないのかを 適宜性の判断の 基 生 とした投合．このような 労傍吉は ・日常生活 

を 営む上で受けるわず カ   な負荷 ( 例えぽ ・大俗や排便年 ! によっても発症し 行る 
ものてあ るこ           日常生活を甘む 上で受けるタ 荷 と 同程度のナ荷の 業務に醗 

労して発症した 場合にも業務の 過 宜性 があ ったと判断されることとな @             
とは ．業務遂行中にたまたま 発症した場合にも 業務上と極められるこ セ となる   
労災保険 力槍付 のた俵について よ ．方位基準法第 乃条第 l 嘆で ! 労働者が業務 

正負傷し   又は疾病に力かつた 場合 l. 同第 @ 項で l 前項 ( 第 l 項 ) に 規定 下 る 

業務上の疾病友 ぴ 扶養の穏囲は．厚生労働省令で 定める。 @ と 規定され．これを 
受けて同施行規則   別 ． 表第 l の 2 第 9 号で @ その他業務に 起因することの 明ら力   む 

疾病 l としていることから．業務上の 疾病と 吾 められるため l,         業務起因性を 

要件としている・また・ 労災保険法案 7 条も l 労働者の業務上の 負 傍 ・疾病，障 

害又は死亡 一 ( 略 ． 一 l ( 労災保険法第 り 条の a 第 @ 項参照 ) と 規定している ， 

                                                          業務逆行中にたまたま 発症した場合にも 業務 

上と 琳 めることは・ 業務起因性 そ 必要とする労働基 申法 ・労災保険法の 条文に反 

する解釈となる   
              貫駕 な 壬硅 疾患を有する 昔にとって ぽ         とんどの業務が 過 寅と 評価 

され・ 枯果 としてすべての 事実において・ 業務起因性が 田められることから・ 過 

自負荷 と       3 枕 念を用いて 艇 ．心臓疾患の 業務上外を判断ずる 抵 其は全 @ なくな る る も の で あ   
れば明らかな 過去負荷とは 応 めないとすると．何らかの 基礎 疾 忠を有しながら   
日常業務 て 何ら支障なく 就労していた 労働者 カ       頑健全労働者が 発症するに至る 

                                                              @ ． [@ ・ ,BS@@ ． S ． SfiELfc@@ ． @     iS ・ @@ 

生 のた 象 とにならなくなり・ 労働者 保踵に 欠けることとなる   
現実に．何等かのま 礎 疾患を有しながら 支障な < 就労している 中高年若何者等 

  を ．厚生労働省の 労働者健康状態 鯛査に ; ると多数存在しており                     
者も日常業務の 遂行が十分可能であ る - とを考えれば・ 基礎 疾 乙を有するからと 

      って労災補償が 受けられないとすること は 不合理であ る   
以ニのような 考察から．過重ク 荷 ・すなわち・ 特に過重な業務であ るか否かの 

押伍 は ．発症した 労億者 のみならず・ 当該方面者と 同程度の年計・ 経験 害 を有す 

                                            基礎疾患を有するものの・ 日常業務を支障な < 遂 

  





  
        
    

  
          注 1 l ヰ業所 観棋 3o 人 以上 

  @ 数位は ．年平均月 廿値を l2 倍したもの   
      所定 外 労働 蛙問は                                                                   

睡シ j 労働者 1 久平均 ヰ Ⅱ % 安労働時門の 推移 1 店主 1 
l 厚生労働省「毎月期 労 統計 頓重 11 

    
    
    
    
  
    

    
且ト @ 製造 絹三 塵労田者の年間船方田時間の 軍陣比較 (¥9gg 年 1 

[ 厚生方 働省 r 毎月前方統計 輌究 1. Ⅱ及 び 各国貸料よ @ 庫 生方円当方伯 下 準局Ⅰ金時間 麒 推計 1 

また・長時間 労 母は・脳血管疾もをはじめ 虚血性心疾 与 ・古血圧・血圧上昇 

などの心血管系 - の形 響                 : 指摘されている。 それは・長時間労働によ @ 
睡眠が十分取れず・ 疲労の回復 @@ 困薙 となること @= よ @ 生ずる疲労の 善碩 Ir@ 原 

因と考えられる。 ところが・十分に 叶 画され押伍に 耐える疫学 荻査で ・丑時間 
労働が健康 て 及ぼす 彫掛は ついて 肺 べた報告は現時点においても 多くばない 

( 表 @ - l       これは・労働時間以外のほぼ 同一条件の対照を 選 ぷ ことが困難な 

こと．他の臆々の 労働条件や業務又は 業務以外の ス @ レスが同時に 存在するの 

で解析が容易でな , 、       ・長期にわたる 追跡 櫛古が 必要であ る r. と帯による・ 

この意味で評価し 行る疫学調査 は ・我が国で行われた 3 つの 桐査で ・このうち 2 
つは労働時間と 血圧との関係 (H り @h@ ら ． @99@"': llwa ㏄ k   ら ． l@@@, ‥ @ を ．他 

の l つぱ 労働時間と心筋梗塞の @ 思 @oks,m@ ら ． し卯 りを 捕へ たものであ 

  
H 町 ㏄Ⅲ らは ．正常血圧者 l 収縮期Ⅵ㎝ mHg 末枯．拡張期 れ mmHg 未満 ) 

で月 妓夫時間が㏄ 時 Ⅱ以上の者山人と 月㏄時間以下の 者Ⅱ 人 との比較及 び 

軽度高血圧者 @ 収縮期 l@@mmH@ 以上・ @6@mwHe 未満又は拡張期 卯 m@@ せ @e 以 

                                                                                        す れも 月 ㏄時間 

以上残業群で 有意の血圧の 上昇がみられたとして L@ る ・きた・超過勤務時間が 

圧知的に変化 十る 同一の労働者で 月 vb 時間以上の残業は． 月り 時間残業に比 

  





率は喫煙の影 雙に上 yl 2 ボ イン @ 増加し．糖尿病の 影響では l ポイン @. 烹 @ 
ノ ステロール血症の 形 耳 では @ -3 ポイン @. 左   @   室 肥大を有することの 影 型 

で は 6 ポイン @ それぞれ 埋加 するとして @@ る     
長時間労働が 脳 ・心臓疾 咀に影笘を 及ぼす理由は．①睡眠時間が 不足 - 疲労 

㏄蓄積 が 生ずること．②生活時間の 中での休憩・ 外患や余暇活動の 時間か制限 

されること・③丑時間に 及ぶ労働では．疲労し 低下した心理・ 生理機能を鼓舞 
して職群上女められる 一定の @ フオーマンスを 維持する 必 ．稟性が生じ・ こ @L が   
直接的な ス @ レス負荷 裏 因 となること．④就労使様による 負荷要因 ( 物理・化 

学的有吉因子を 含む。 ) に 対するばく毎時間が 長くなることなどが 考えられろ   
このうちでも・ 疲労の苦 宙 をもたら 丁 要因として睡眠不足が 深 < 閏 わって @   

ると考えられる・ 一般に・睡眠不足の 健康 - の 形饗は ． 循 尿器や交感神経系の 

反応性を高め・ 脳 ． 心韻 疾患の有柄串 や死 L 巫を高めると 考えられてお       表 @ 
一 2 に示すように   l 目 3-4 時間の睡眠は 翌日の血圧と 心拍数の古音の 上昇 

を ・また・これよ @ やや長い @ 目 4-@ 時 Ⅱの睡眠は カテ @ ラ @ ン の分泌低下 

による亜大理功能力の 低下をもたらす   
一方・ 脳     ト 眼疾 日 のり 息 率などとの関係では．睡眠時間が 6 時間未満では 

狭心症 ヤ 心筋梗塞の有 病 卑が 苗 @           睡眠時間 力 ssl 時間以下では 脳 ・ @. 亜 疾患 

の発症率が高い @. 睡眠時Ⅱが 4 時間以下の人の 冠 [ 状     動脈性 ら疾恵 による死 

亡率は @.7@ 時間睡眠の人と 比較すると 2 ㏄倍であ ろ @ など．長期間こわた 

る @ 月 4-6 時間以下の睡眠不足状態では．睡眠大足力， 脳             肢疾在 の右府 亜 

や死亡卒を高めるとする 報告があ る   

  

表ト z 脳 ． @ 肢 皮裏 の先 硅ヒ 睡眠町間に関する 報告                                             
                      ら ．長期間にわたる 長時間労働やそれによる 睡眠不足に由来す 

る 疲労の韓 荻が 血圧の上 ヰ などを生じきせ．その 結果．血管病変 専 をその自然 

経過を超えて 辛しく 忙 悪さ七不可能性のあ ることが分かる。 もちろん．疲労 の 
蓄積には・長時間労働以外の 種々の就労 括 様による 久荷 要因が関与すること ヵ   
ら ・業務の過 且 性の評価は．これら 堵 要因を紛全的に 円価することによって 行 

われるべきであ ろが・長時間労働に 着目してみた 場合．現在までの 研究によ @ 
て赤 きれている @ 日 4-s 時間程度の睡眠が 確保てきな           犬侍が．継統して @   
たかどうかと       う 視点で検討する r とが妥当と考えられる   
@ 日 6 時 間 程度の睡眠か 確保できない 状憩に ．日本人の l 日の平均的な 生活 

時間を桐 禿 した紳祐庁の 社会生活基本楓蚕 ど NHK 放送文化研究所の 目民生活 
時間 舐杢 l 口 s - 切         よると．労働肴の 勘合． l 月の労働時間 @ 時間を超え． 4 
時間程度の時間覚労働を 行った場合に 相当し、 これが @ か戸継続した 状態は   
おお ひね ㏄時間を超える 時間外労働が 想定される [ 注 l1. 

また・ l 目 @ 時間以下 方 睡眠は・ 脳 ・心臓疾自の 発症との関連において． 表 @ 
一 2 で六十月劣り・すべての 報告にお @@ て 有意 桂 @nS あ るとして @@ る ・そこで・ 1   
目 @ 時間程度の睡眠か 確保できない 状態は． 同肺査 によ ると ． 労 何者の場合． l 
日の労働時間 8 時間を超え・ @ 時間程度の時間覚労働を 行 " た場合に相当し． 
. ね ． 力 @ 1 力 @ 月継 祝した状態は．おおむねい 0 時 問を超える時間外労働が 想定き 

れる 1 注 21   このことは 衰 @ - l に 示した 方 何時間．残業時間と 脳 ・小破 疾 

患の発症に関する 祐 家の報告とは 矛盾しな @     

  



一方． B 印 ㎞ @ 曲 ら                 米回力 @ フオ @= ア @@1 ア ラメダ郡の成 1 、 6. 鍍 @ J   
ほ ついて長期の 追跡 桐 俺を行い．男女とも 睡眠時間 力     巨 7-@ 時間の群が・ @ 
時間以下の群友 ぴ g 時間以上の群 こ 比 へ ． ち らゆる死因を 総合した死亡率が 仮 

        ことを明ら @ にして l@ る   この 関伊 ' す．どのよう @ 健京 状態にお @. ても 

同様に 俺 められている。 ナ な む ち・とのような 健康状 熊 においても入ヒとって   
1 日 7-8 時間の輻眼が 妓も健康的てあ る - とを示している・こ れ，らめ こと力 @ 
ら ．その日の疲労がその 日の睡眠 等 で回復できる 状穏 てあ ったかどうかは・ 現 

在 ま での研究によって 示されている l 日 l-g 時間程度の睡眠ないしそれに 相 

坐 する休息が確保てきていたかどうかという 視点で検討する _ とが妥当と考え 
られる   
l 日 7@ 時間程度の睡眠が 確保できる状態を 検討すると   この状態は・ 前丘 

                      "@ 者。 稜せ '. '                                                               
向井労働を行った 場合に相当し．これは． l     月 おおむね 4@ 時間の時ド覚弟 

働が想定される ( 桂ど   
l か児おおむねち 時間を超える 時間外労働に 従事していない 場合には・ 疲 

労の蓄積は生じ せ     ものと 宥 えられ．また．それ 以前の長時間労働によ @ て生 

じた疲労の菩 祇は ．徐々に解消していくものと 考えられる   
  
    [ 注 n 時間外労働時間おおむね㏄ 時間は． l 三の生活の中で 時間外労働に 
  当てることができる 時間 放 ( 舛時 門から生活を 営む上で必要な 睡眠 じ 

  時間 l . 食言 惇 ・仕事を引いた 時間数 j に i か 月の平均助辞日数 2@ l 
日を乗じた概数であ る   
なお．勤務日数には   休日井伊 ョは 含まれていな @     

( 住ど 上記の睡眠を @ 時間とした・ 
(% 弐 上紀の睡眠を 75 時間とした   
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 ヰ 法 拘 食事等は・ 寅時間は 0 l@ 月草・ 時 Ⅱ 屯劫 1 に 俺の時間であ 休萌 時間 @ 時間 る 

を加えた時間であ る     余暇は   @4 時間から睡眠   食ヰ 年   什耳 の昔時間を差 @1     た 趣味． 娯楽専の時間 て める   
回 s-s 労働右の l 日の生活時間 

1 総務庁 r 平成 8 年社会生活塞 本捷査 報告 1 1   
  不規則な動 務 

不規則な勤務は 睡眠一党醒 め @ ズム を 皓害 するため．大眼．睡眠障害．昼間 
の 眠気などの愁訴を 苗 め ．生活 @ ズムの悪化をもたらす 場合が多いとする 報告 

          があ る．また．通常の 交替 制 勤務よ @ 不規則な交替制動務の 方が = 全な 休 

E. が得られない 可推 性を指摘する 報告 @ もあ る．さらに．道路貨物理法業等に 
おける交通 下 故の原因や都市バス 運転音の虚血性心疾毒の 危険因子として 不規 

則な労働を指摘する 報告             があ る。 不規則な勤務の 具体何としては・ 次のよ 

う な業務が考えられる   
        i ス ．タクシー             クの 運転者などの 交通 逗輸 従事者の業務には・ テ 

期せぬ渋滞や 天候に左右される 清路・交通事 柑 による 勃務 時間の不規則性 

                                        ロツ @ . 客室乗務員専の 業務 ヒは ・外因位にみ 

られる大幅な 離 ・発着の遅延があ る         これらは大きな 時間的 不規 良性を内 

包 する業務と若えられ． 休偉 ．・休憩時間の 確保が困難な 状況にな @ がちであ 

る。 また．長距離 @ ランクなどの 運転業務では．顧客の - 一ズ @         る 突然の 

運行経路の変更や 会社の都合で．早朝や 深夜運行 仁 伴う労働時間市の 不規則 

性 @ がみられる・ 

                                                        ス選 乞者の心 血管 疾患 @ 思申 ないし 死 

亡卒に関する 疫学 杭査は弦あ ，ゥ ．疫学手法その 他に問題があ るものが 多 @   
が ． 多 @ の 調査で は ．   、 ずれもⅡ -@ 倍の増加があ るとしている。 

什 1 宰備 員や医 漱 スタ． シ フなど安全確保を 要求される業務や 俺佃の出動を 去 捕 

される業務は・ 突然の睡眠の 中断が予想される 業務。 であ る。 また・ 甲暗 に 

よ @ ては・ 労 同時間が著し @ 長くなろ 撮 合も想定きれろ   
l,.) 記者・カメラマン・ 編集者たどの 業務         ヰ 件発生に伴い 邸セ ．の出勤 を要 

  



求されるといった 不規則な業務で・ さらに   勒 務の終了が 予 側できな ハと     
つ た 不規則性も加わることが 多 @     
以 = に よ q . 下視側な 封務 の過重   珪は ついては・予定きれた 業務スケジ @ 一 

  レの 変更の頻度・ 程度・事双の 通知状況． 予 側の度合．業務内容の 変更の程度 

がどうであ つ たか竿の観点から 検討し．評価することが 妥当と考える   
    拘束時問の長い 勤務 

拘束時間の長い 勤務の過ま性については．拘束時間数・ 実 労働時間数だけ て 
    ナ な @ 拘束時間中の 実旗竿たついて 十分 検村 する必要があ る．三体的には       
周密度 ( 実作業時間と 手 持 時間との割合 専       業務内容・ 休苛 ・仮眠時間数   
休憩・仮眠 施 股の状況 ( 広き・空胴・ 騒音など     が ど @ であ ったか零の観点；   
ら 検討し・評価することか 妥当 こ 考える   

    出張の多い業務 

過度の出張などが 循環 器疾 忠の発症に関与することを 指摘する報告       @ や   
出張頻度が 韻脈 硬化性 疾   悪の指標と関連する _ とを指摘する 報告 "       あ るこ 

とから．出張の 多い業務について 検討する必要があ る，出張の幸い 業務の過重 

珪 については・ 出張中の業務内容・ 出張 l 特に時差のあ る海外出張 l の 頻度． 交 

追手段．移動時曲尺 ぴ 移付時間中の 状況．宿泊の 有無．宿泊施股の 状況 倖 がど 

@ であ ったか・出張中に 睡眠を含む休憩． 体壬が 十分取れろ時間が 確保     れて 

  いたか   また・出張中の 疲労が出張後において 回復ができる 状鵠 であ = たか帯 

  の観点から検討し．評価することが 妥当と考える   
  ホ 交替制動 務 ・深夜勤務 

交替制勅 務 と心血管 疾 在の関係についてば． s 匝 ㎡ md ら @ や Bo ㏄№ら               
よわ ，は Ⅱ 柿 まあ       そのうち有意の 心血管疾患の 増加を柊めた 輌査は l 調査 

であ るとして @@6 ( ま j - 31   これらの報告から 判断すると   交替 制 勤務の 

  い血管 疾七に 対する @ スク は・おおむね l コ から l @ 倍になるといえる．また   
夜遅くや主に 夜間．早朝に 何 < 労働者の虚血性心疾患の @ スク が 市 いことが 報 

告 。   きれている。 これらの報告では．交替制動 務 ．深夜動 務 が直接的に脳・ 心   
                                                                      交替 制 勤務や深夜勤務 

の シフトが変更されると・ 生体 @ ズふ と生活 @ ズム の位相のずれが 生           
修正の困難さから 疲労がとれにくいとい = た - とが考えられる         交替 制 勤務 

や 深夜朝務の過重性については・ 勤務シフトの 変更度合．朝務と 次の韻 務 まで 

の時間．交替制動 務 における深夜時間帯の 頻度がどうであ ったか等の観点から 

検討し．評価する         が妥当と考える。 

なお．交替 制 勤務が目帝業務としてスケジ @ 一ル ど ち @ 実施されている 場合 

文 は 日常業務が深夜時世帯であ る場合に受ける 負荷は． 日 古生活で 呈 するタ荷 

り 範囲内のものと 考えられる   

  

技 5 田 文 甘勒挨と 心血 雙よ 爪に H する % 台 

  
      乍麦廉境 

作業 瞭挽と脳 ・   し虫 疾患の発症との 関連 桂に関 @ て ．その百舌性を 認める 報 

告 があ るものの・その 関連性に必ずしも 強くないと考えられることから．適宜 

性 の 坪価 に当たつては．付加的要因として 検討し． 坪 伍することが 妥当と考え 

  
(@) 温度環境 

高温炭坑での 業務は循環器系 - の 負担が大きいが． 脳 ・心臓疾 憲の @ 思辛 

や 死亡卒を高めるとの 調査結末はあ ま @ 得られていな @     
一万・ 気 表に ころ拙域 社会での寒冷気候 @ では． 脳 ・ 心 肺疾 思が 誘発あ る 

いは増悪され． 気 拒が㏄ り伝 . すると、 冠 [ 状 @ 劫脈 発作が l; 拷 ． 冠 [ 状 l 勒 

flf@ 疾患       よる死亡 や 新たた発症が l1%. 冠 1 状 1 動脈 疾 もの再発作が 26fh@ そ 

れぞれ増加することが 報告さ オ ． てお @         寒冷作業での 形専と 考えられる   
温度環境の過 寅性 にういては．①寒冷のため 手足の痛みや 極度に激しい 虔 

えが生じる程度の 作業であ = たか．②作業強度や 気温に応じた 適切な保温 カ 

を有する防寒衣類を 着用 @ ていた ヵ   ③一連続作業時間中こ 暖を探れる 状 

況 であ ったか   ④ 牛熱 と寒冷との交互の ぱ @ 蕗の操 @ 返しや激しい 艦皮 差が 

おる場所 - の 出入 @0% 虞 はど @ であ = たか等の観点から 検討し． 辞 価する 

こと @@ 妥当と考えろ     
l 団 B 程度の軽 甘て 一時的な血圧上昇が 認められること ' や ㏄ む 以上の世 

  



性的な騒音 は @ 弗ヒ よって．収縮期血圧や 拡張期血圧の 上昇傾向・また 両面 

圧の @ 恵 率の上昇がみられること       @ などが報告されているが   騒音の耳 

土圧に対する 相対リスクは・ @     - l 4 と低 @         一方・騒音の 健康 影宰に 

持する論文の 中に は ．虚血生心疾 思 と騒者との関連性を 詔めている               
                            い 臓疾臣の発症に 問与する作業 珠境と 」 て ・騒音も考     

職場において   どの程度の騒音が 脳     し謂 疾患 の @ スクフアクター     = なる 

かは．騒音の 質や騒音 環坑 ．個人的要因などによって 異なるため一概                 
えないが．上記の 駐 チ レベルを超えていたか   そのばく臨時間   期間はどの 

くらいであ ったか等の観点から 検討し．押伍する．．とが 妥当と考える・ 

          時差 

脳 ・心臓疾患は                           とそれ以外の 対円詳の比較検討では         
          @ 群         左心室肥大や 収縮期血圧の 上昇・血清 @ レステ = 一ル の 増加 

などが 多 ( 紀 めら 礼 ．その原因として．交代制動務や 時差などによる 睡眠障 
害の関与も推測されている         」 t. がって・時差と 脳 ．心髄 疾 キの発症との 
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表 5-4 錠挽ス @ レスと血圧に H する報告       屯果 @ 集拐 @ @ @@ の ヰ田 1                                                                     三三三。 善笹寒舞接 、 旦珪七 """. 。 " 。 に " 。 """" 。 

  m:mSf;;i' 臆， ㍑                                           ( ㌍ 篭                           
関連性も示唆されるため．飛行による 時差の過大性にっいては・ @ 時間以上 

の時差があ る地域を航空機で 移動する業務でたった ヵ     時差の程度ヤ 時差を 

  受ける頻度はどうであ つ たか等の観点 力ら 検封 し ・ 辞 価することが 妥当と考 

  える   
        抽神 的緊張 ( 心理的 笘張 ) を 伴う業務 

業務に よ る r スト , ス l と胆 ． ひ庫疾毒 に関する現時点での 各種報告は次の   
          ら肢疾 志の発症と職業・ 職種の関係についての 堵 家の報告                       
                  タクシー運転 者                               管卸 '. " 師 ・ 9 日 は 。 

などが多いとされている。 また・仕事の 要求 度 が市 < . 裁挺性 が低く         周囲 

からの支援が 少ない接合       には 粘 神約緊張を生じやす <           心臓疾患の危 

険 性が高くなるとする 報告があ る                                               災害ヤ古大な 過 

  l  。 。 " 。 " 。 英君 @@@ ア韮富凹 ‥ "@ j 七章 @L                                 
                    

失を招く職務・ 窩神 的要求 度 が高い職務・ 裁仕権 が 乏しい @SS 務                         
職務 "" 。 " 。 。 ". . 。 。 。 。 "" 。 " " やす " 、 。 "" い ". 

次に表 @ 一 4 は ．現在までの 長期にわたる 業務 ス @ レスと血圧に 関下 ろ 報告 

をま / めたもので・ 業務による ス @ レスと面工との 関連吐を必ずしも 認めて @@ 

ない報告も多いが・ 中には長期にわたる 商ス @ レス群で収縮期血圧の @ - り 

㎜ H 色の上昇．拡張期血圧の z Ⅲ -43QgHg の上昇を持 ヒ 作業 中 で認めていろ 

ものもあ る   
また． 衰 a 一             現在までの長期にわたる 業務による ス @ レス ヒ   @   血管 疾 

さ i こ 関する報告をまとめたもので・すべてではな @@@       中には吉ス @ レス群に 

                          
    





 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

       
3 発症に近接した 時期における 異常な出来事や 短期間の過重負荷の 評価 

(l) 異常な出来事や 短期間の過 主 負荷の考え方 

          @. 畷扶 在の発症に近接した 時期における 異常な出来 ヰ守 短期間の過自負荷 

  に 関して．現行 ネ定 基準においては． r 発生 状 庶を時間的及 び 場所的に明確にし 

    得る異常な出 莱牢 ( 業務に問 達 する異常な出兵 ヰ )     r 遺田 - たこ                         業務に比較して 特に過宜な業務に 就労したこと l を侭定 要件として掲げている     
た
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音収縮埠を引き 起こし．血管病変 隼を毎傲に 普し @ 増悪さ七・ 脳     い唯疾も の発 

症の原因となると 考えられるからであ る   
このよ @ な過亘タ 荷が 脳 ．心臓疾も発症の 直接的原因こな @ 得るとの考え 方は 

専門家会議によ @ て 妥当性を幸つものとされ．現時点でも 追認できる。 曳行認定 

基準に示されている 発症の直接的原因としての 遁重 負荷てついて ぱ ・発症に近接 

した時期における①異常な 出来事 憶 の 遊還 による突発の 精神的・身体的な 過 宜 負 

荷 l 以下 ; 異常な出来事 : とい             と・②短期間の 特に過重な負荷 ( 以下 r 短 

期間の過 宜 負荷 l と @tjJl の二つに分けることが 妥当と思われる・ 

l2) 異常な出来事 ヤ 短期間の過 且 負荷の評価 
イ 異常な出来 亭 

発生 状 熊を時間的及び 場所故に明 碓 にし得る業務に 関連した異常な 出来すと 

押伍できるものは・ 業務に関連した 突発的又は予測田鹿な 非日常的な生死に 関 

わる甲信 又け 事故 - の 遭遇やそれらと 同年に辞 任 できるよ @ な 異常な古 態 - の 

    

連遇 ．急激で 華 @ い 作業 珠 境の変化 轄 であ って． そ 礼によ = て 仇敵な血圧 変 m 
や 血管収縮を引き 起こし．血管病変年か 著し < 増悪」． 脳 ‥ し肢 疾患の発症を 

生じさせ得る 程度のものであ るかどっかによ @ て 評価できろものであ る。 つま 

@. 一過性の急激な 血圧上昇などの 原因となる業務による 過 宜な負荷か医学理 
検引上．通常考えられる 範囲を苧 -< 超える程度の 特に過 宙 な負荷があ @ た @   
どうか , によ @ て判 @ 断できる   

ただし．単一の 出来 宇 @ 特に過宜な負荷と 評価できれ @' までも・それに 近 @@ 

状況の出来車が 貢 枚 して同時に．あ るいは相前後して 反復して発生した 場合に 

        身体的．精神的負荷が 特に過重で発症の 原因となり得ろものでおるか 否か 

を総ム的 :" 検討し評価する 必要があ る   
ロ 短期間の過重負荷 

業務による短期間の 過 亘 負荷について．発症に 近壊した時期の 一定期間にお 

いて． 継 祝した長時間労働やト 一 @ の (@l で 記述した労働時間以覚の 拷要因を検 

討・ 許 伍して．血管病変年を 若し @ 増 与させる タ 荷であ @ たかどうかによ @ て 

総合的に判断 丁 べきであ る   
4 業務の過重生の 評価期間 

現行否定基準の 認定要件として r 過重負荷を受けてから 症状の出現までの 時間的 

経過が．医学上安当なものであ ること   を 掲げ・再建要件の 連用 基ヰ では・ r 業務 

    こ 上る 蝸宜 負荷と発症との 関連を時間的にみた 場合．医学的には・ 発症に近ければ 

近いほど 影特が強 <   発症から遡れば 遡るほど関連は 希薄になる @ とし・この原則 

                r 発症直前から 前日まで l l 発症前 l 週間以内 @ l 発症前 @ 近間より 前   
  に 区分して業務の 過 重性 を辞価する手法が 取られてきた   

表 @ 一 @ の l 及 び @ に 示すよ @ に   過去の多くの 輌査 ・研究で         異常な出来す 

ほ ついては．発症直前ないし 前日を中心に 把握．評価」．短期間の 過 丘 負荷につ @   
ては．発症前おおむね l 週間を中心に 把握・ 辞 価を行っていることからも．業務の 

過 古性を辞価する 期間は   異常な出来 牢 につ @, て @ 発症直前から 前日までの間・ 短 

期間の過重負荷については 発症前おおむね l 自門が妥当と 考えられる   
しか L ながら．現在においては．発症前 l 週間以内の過 宜 負荷による 脳     レ臓疾 

恵の発症のほかに．業務による 著しい過重な 負荷が長期間にわた @ て 加わった場合   
疲労の蓄積を 背景として．血管病変 宰が 自然経過を超えて 著し < 増悪し・ 脳 ． り臓 

疾患が発症する．．とかあ り得ると考えられ ， る上 @ にな @ た ・この場合において 発症 

時の疲労の幸 穣 度合は・長期間における 働き方を考窮して 判断することが 必要であ 

ろ 。 評価期間につ l@ ては   表 @ 一 g ㏄ 3l ご 示した発症前に 受けた発症と 関係する 緒 

要因を検封した 諸家の報甘を 船台すると．少なくとも 発症前おおむね l-6 た 、 月間・ 

場合によ @ ては過去 1 年間以上にわた @ て @@ るものがあ る， 

以上のよ @ な 研究報告を吟味し % 台的に判断する       1 - 6 力 ，月の杖先状況を 杭 

  



蚕 すれば発症と 関連 す る疲労の蓄積が 判断され得ることから．疲労の 苦 舐に 係る業 
務 の 過 血性を評価する 期間を発症前 6 か 月間とすることに   現在の医学的知見に 照 

らし・無理なく．妥当であ ると考える   
なお・ 脳 ．七 % 疾患の発症は   日常生活と密接に 閉 達 していろものであ       発症 

から遡るほど 菜務 以外の桂々の 典因 が発症に関わり 合うことから． 抜労 の 蕾積 を辞 

価するに当たって・ 発症前 s か 月よ @ 前の就労 実 甘を示す明確で 評価できる資料；   
あ る場合には・ 付加的な評価の 対 急 となり得ろものと 考えっれる． 

吋
 ト
け
 

ま @ 一 @ 咄 ． 心胞 疾患の尭 症 前の要因 如ナと 仮首期間に閲する 報告                                         
                                                                                                      ", 。 l@ " 。 Ⅱ 1' l 。 Ml                                           

          

  



    業務の過 且 性の総合坪 価 

(@) 長期間にわたる 過臆 負荷 
就労態様による 業務のせ血性の 評価は・業務上汁の 田 定の基本とたる ち のであ 

@. 可能な限り．就労態様に 問する客観的な 資料．情報を 収集し・その ニ で _ れ 

るの 証拠 @2 基づいて評価 ナ ぺきで ちる       
この場合．業務の 過重性の辞 価は ・発症前 6 か 月間における 就 労 状 鵬を考察し 

て ・疲労の昔 積 @     血晋 病変等をその 自然経過を超えて 若し @ 増悪させ・ 脳             
臆病 " 。 """ 。 。 "" 。 "" 。 " 。 。 。 ' 。 '                                                     
労の蓄積度合をもって 判断することが 妥当であ る   

甘 う までもなく・ 業務の過直往 は ・労働時間のみによ @ て 辞任きれるものでは 

た < . 功力 憩檬 の 賭 要因も含めて % 台的に評価されるべきものであ る・具体的に 

    ま ・方位時間・ 勒 務の不規則性・ 拘束性・交替 制 勒韻・作業環境などの 轄 要因の 

抽 わりや業務に 由来する精神的緊張の 要因を考亡して・ 当夜労働者と 同程度の午 

齢 ． 経 検を有する同僚労功者又は 同種労働者 ll.@ 下 l 同僚 偉 @ と     う 。 1 であ " 
て日常業務を 支障な { 逆行できる労働者にとっても   特 ! こ過寅 な身体的・ 粁神的 

負荷 と蕗 められる九百かという 視点力ら． % 台的に辞伍することが 妥当てあ る   
以上の戸を踏まえ・ 業務の過重 桂の @ 平価に当たってば   第一に疲労の 許神の身 
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         この点に関する 判断の基準を 明確に示すことは・ 現在の医学的成果からほ 困 

のような原則として 一定の部署てあ @ て 監視するのを 本来の乗務とし・ 常憩と 

して身体又は 市神的 聚張 の少た       場合や作業自体が 本来間 軟 的に行われろもの 

で・休憩時間が 少ないが手 持 時間が多い場合等労働密度が 特に低いと 偲 められ 

る 場合は・労働時間のみをもって 業務の血色性を 辞価することは 適切でなく   
このような場合は・ 他の諸芸因も 十分考察 @   総合的に判断する 必 ．要があ るこ 

とに留意すべきであ る   
  業務と 脳 ．心胆 疾 自発症との関連 性 が弱いと判断される 場合 

その日の疲労がその 三の睡眠 年 で回復し．疲労の 蓄 漬 が生じないよ @ な 労働 

に 徒ヰした持合は・ 業務と発症との 曲達性 か弱いと 半断 される・具体的には・ @ 
日の時門外労働が 2 時間程度であ @ て ・発症前 l か 六門ないし b か 月間にわた 

って・ @ ヵ , 月当た @ おおむね 45 時間を超える 時間外労働 @ 認められない 状遁   
    イ 二ロの間の場合 

                                                                                    l か 戸車 た @ おおむね 悠 時間 

を超えて 時 Ⅱ 外 労働時Ⅱが 丑 < なるほど・業務と 発症との明達性が 徐々に強ま   
ロ及 U@ の場合の発症前 l か 月間ないし 6 ；、 月間とは・発症前．か 戸 門 ・発症 
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  難を伴 う ものであ るが． 当 専門検討会では   V 一 @ の @2) の イ の検討結呉を 踏ま 
え・労働時間によ る 過重性の評価のおおまかな 目安について．伏のと お @ 整理し 

  
イ 業務と 脳 ・七 % 疾亡 の発症との関連性が 強いと判断される 場合 

l@) 発症前 i か月間に特に 著しいと 再 められる長時間労働に 継続的に徒事 し 

あ @. 休日労働時間は・ 時間外労働時間として 辞 価することが 妥当であ る，また   
休日労働は・その 頻度が高ければ 市 いほど業務ヒ 発症との関連を 目 4 強めるもの 

                      休ョが 十分確保きれていろ 場合は   疲労は回復な @       回復傾向を 

示すものでのる   
        異常な出来耳や 短期間の過 寅 負荷 

た場合は・業務と 発症との関連 性は強ハと 判断される。 其体的                       
時間程度の時間覚弟 俺が継 枕し．発症前 l か 月間におおむね l ㏄時間を超 

え -6 時間外労働が 認められる 状 接が想定される   
( 。 ) 発症前 2 か 月間ないし 6 か 月間にわた = て ・著し       と % めら ね ． る 長時間 

労働に継統的に 従事した場合は・ 業法 と 発症との 閉速 性は強いと判断さお． 

s ， Mrttett ・ i@ B@ 4i@Ba@@i@I.WW@@     L                         
      し 6 か 月間にわたって・ @ か月当たりおおむね㏄ 時間を超える 時間外泊 

働が 偲 められる 状熊が 想定きれる   この場合の発症前 2       月間な @@ し 6 う   
月間とは・発症前 z か児 門 ・発症前     か 月間．発症前 4 か 月間．発症前 @ 
力 , 月間・発症前 6 力 , 月間の @@ ずれかの期間を @           
                                い ) の 長時間労働が 柊 められるも㏄の 監視・ 断 徒労働 

  

異常な出来す 及 び 短期甘の過重負荷については・ 現行の化 定 基準によ @ て 判断 

することが妥当と 考える・異常な 出来事としては・ 例えば・業務に 問遠した重大 

            身事故や亘大事故に 直接関与した 場合・ これらの手 故を � 睡 した場合・ きら 

は は・要目の発生に 伴 @ て 扶助活動や事故処理に 従丁した場合が 考えられる．ま 

た・作業環境の 変化 @ 「 つ ・ ， @ て @   例えば極めて 署臆 。 な作集 環境下で水分 祥給 が著 

し @ 阻害される 状 膳や特に温度差のあ る場所 - の頻 目な出入りが 考えられろ。 そ 

0%. 業務の過 貫 性の評価 @ 当たっては・ 車 故の大きき・ 加毎 ㏄程度・ モ怖忠   
異常性の程度．作業環境の 変化帯 は ついて十分 胡杢し ． 逆 遇した業務に 関連する 

出来 ヰ や億 業 環境の変 4 ヒが 七機な血圧変動や 土管収縮を引き 起こし．血管病変等 

が著し < 増悪し             い技疾 目の発症を生じさせ 得る程度のものであ @ た               
@ て申 1 新できる   

  



また．短期間の 過重負荷については．労働時間の 長さや V 一 2 の l2) で 記述し 

た就労 熊 俵の諸芸因を 考はし・同僚等であ って日常業務を 支障なく遠行できろ 労 

何者にとっても 特に過 且 な身体的． 粁神 的負荷 と俺 められる 力否 かと     @ 観点；   
ら． 稚 全的に辞価して 判断すべきてあ る。 
一方．業務の 起因性の半 断 に当たっては         ト 肺疾患は．主に 加齢・食生活   

生活 捺援等 の三 % 生活による諸要因等の 負荷により・ 去い 年月の生活の 営みの中で 
              @ ．他覚的に気付 < ことなく ) 極めて徐々に 血管病変等が 形成・進行 度 

び 増悪するとい = た 自然経過をたどり 発症するもので．発症には．後述するとお @   
高血圧．飲酒．喫煙 拝め @ スクファクタ 一の関与が指抗されてお           特に多重の @ 
スクファクターを 有する者は．発症の @ スク が極めて高いときれていることひら   
労 両者の健康状岳を 定期何 % 診斬 結果や受診 歴竹 の 桐査 こ とっ @ 把握し 基礎 疾ち 

帯の内容 程度や㈲ のの業務の過古性を 十分検討する Z 要 かあ る。 

N
@
 舟
 

Ⅵ 脳     い椎 疾患のリスクフアクター 

l 脳血管疾患の @ スクファクター 

            スクフアクタ 一の枯草 

脳血管疾患の 発症には加音病変が 前提とな @. 大部分は輌 脈 硬化が原因となる   
動脈瘤や動脈硬化は．短期間に 進行するものではなく・ 長い年月をかけて 徐々に 

進行する。 その進行には．遺伝のほか 生活 習恢 や衆 境 要因の関与が 大さいとされ 

ている。 血管病変等の 進行を促進・に 思させ る ような各種の 条件が @ スクファク 

ター と 呼ばれて       る   
キ 面角疾患が発症する メ刀 = ズム は + 分節明きれているわけではな <. 動脈硬 

i ヒ がかなり進んだ 状儂 でも発作 @@ 常に起ころわけではな @     寒冷 は < 俺や極度の 

興 蕾 ． 聚 丑などによる 血圧の祇 激 な上昇．血液凝固性の 堵 加 ． 両脂 血症等が発症 

要因となるときれて @ る   
脳血 質 反日 の @ スクノアクターとして 報告されて @   るものは l のを超えるが   
                                                              のも含まれている   

    り 疾患 別 ．の @ スクフアクター 

                                                  各因子の作用 の 強弱．持続期間・ 作用 

      ミング．個人の 柑 受 性や反応性などによって 異なる   @ スクフアクター @@ 

あ き @ な @   のに発症する 者もいるが．一服に @ スクファクターが 各 < なるほど 加 

貢的 i こ 作用し． 土た ． 正 古からの 偏つ @, 大きいほど発症の 危険が増大ナ る ・       
クファクターと 発症との関係は．集団から 得られる関連億の 認識によるものであ 

@ . 確立 的 ・ 統肝 的なものとなる   
リスクフアクタ 一の中で 且宴 なものを次の 表 l: 整理した   

荻 6-@ 疾愚只 ・にみたリスクフアクター 

  肥満 粕
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( 佳 1 + 一一 - 特に強 @@ 関係．一十 - 強 @' Ⅱ 係   

+- 関係 @@ あ ろ． 一 @ タの 9 因があ ろ   

年齢 も @ スクフアクタ 一であ @   これらの 疾 吾は中年で増加       高齢者に最 

          高血圧は共通す る J 套い @ スクフアクタ 一で・特に n ヱ 出血の発症と 関係 

  



            高脂血症の関与の 程度は   脳出血に対して 負の相関を示し     低目 レス 

テロールの場合に 発生率が高い ). 脳梗塞では正の 相関を示 丁   
糖尿病は． しばしば高血圧を 合併し．末梢血管を 睡 害 するほ；     動脈硬化の 

進展も促進す る   
それぞれの 病キ         複数の @ スクファクター む 組み合わせが 総合的に作用し 

て 発症するものであ っ・それぞれの 甘 与の程度 け個ノ、 ごとに異なる   
      @ メクフ アクター各論 

これまで内外の 研究者が 紬 @ 返し検証」．通常． 常嵌 として広く認知きれて         
イ 是正不可能な @ スクノアクター   

脳血管 疾憲 ては・男性が 女性の 2 倍 程度の発症 宰 であ る。 その理由として 
        高血圧や動脈硬化が 男性に下頻度、 つ 再度であ ス " とが多いためであ 

る。 女性においても 更年期以降は 止圧や血中脂質が 上昇する傾向にあ る， 
                    ホルモン・近信子の 特性などの性差も 影響して @@ るもの 

と 考えられる   
        年齢 

  仮性 疾 もは・一朝一 タに生 こそもじではな <                                   
    露が 畏午 続くと     レ 沸や血管 - の 負担が重な @   つ @@ に 病変が発生・ 進展 

      てい < こととなる・ 病変があ る程度以下の 間は全 < 症状がた @     そ ㏄ 病 

変があ ろ程度以上に 遠したとき・ 何ら刀のき @       けで血管が破 @   て 出血し 

た @. 動脈硬化病変 部 に血栓が生じて 血管内腔を狭窄．閉塞する               
臨床的に発病としてとらえ - ることができる 顕著な病状を 呈する 状皓 であ る   

この成立 機 戸から明らかなよ @@   危険度 は @ スクフアクタ - の影 靱皮と 

ぱく佳期間に 依存し・ぱく 露 期間の目安のひとつか 早却であ るから． 脳 五 

位疾患も年齢が 増すに っ れて 多 < なる・多くの 論文においても 三 % を一つ 

め @ スクフアクターとして                 老 @ による生体の 抵抗力演 弱 ．修復力   
(, 、 l 家族歴 ( 遺伝 ) 

家族の中から 同じ 疾恵 が続発しても・これだけではこの 疾もが遺伝性であ 

ることを 音抹 しな L     l 家族集積性 l の 原因は   しぱ し ば近伝 であ るよ         
共通の生活習慣にあ る・例えば・ 食塩の過剰摂取や 脂肪の様 @ 過ぎ               
共通の食生活 こ 起因 十 るし．喫煙する 親や兄弟がいる = 供は喫煙習慣に 染 

まりや す         
動物実験によ ると   自然発生声血圧ネズ ? の = 孫は   食物などの飼育条件 

によ @ 高正圧の緯度や 合併症の有無に 影響を受けるが． す - て 高血圧とな 

  

    この場合は   適任が決定的 更因 と考えられ．環境条件 は 修飾因子とし 

                                              親子．夫婦．兄弟．一卵性双生児とこ 卵 

性 双生児・実子と 養子の北較などによ ク ．血圧 ヒ 近信的形 紺 があ るこ       
明らがであ ろ   

  是正可能な @ スクフアクター 

li) 1@ 島 @&.A.S ま 

血圧 は   血圧 脩 そのもののレベルを @ スクフアクターとみなして 連統糞 の 

まま 佃折 した @   い @ つかの段階に 区分けして観察したり   高血圧の有無 

に 分けて検討した @ 十る ・また．収縮 期 血圧に注目したり．拡張期血圧に 

注目した @   両者を組み合わせた 分類 ( 例えば   WHO の ヰ門 委員会と国 

際高血圧手金 (lsHl とが協同して・ い W9 年に発表したガイ                       
            それを口ホ高血圧学会 (JsHl が日本人向けに 修正したガイドライン 

    [ 表 6 一 %) などが用いられる・どのような 分類を採用しても．高血圧は 

脳血 甘 庚申の最大の @ スクファクタ 一であ る・人山町調査 @ に 上れば・追 

跡 開始時の収縮痔血圧レベル 別に・その後のり 年間の脳出血及 び 脳梗塞の 
発症率をみ． ると ・血圧 , ベルが古くなるほど．脳出血・ 咄 在室発症 申 はと 

9 に有意に上昇した     図 @   i 。 また・を」 検 何の検討でよ．古血圧を 有す 

る者は正常血圧者 !:@ りへ て 脳 切脈 硬ヒ ； s 博 - 5 年早く進行して @   た 。 

表 6 一 2 成人にお 1@ る 血圧の分類と 高血圧 息 者の 1J スケ の 肝別 @b 

@ 成人にお @l る 土圧の分 瓶 

。 g KpiaQQlEm 。 Hil "fiRtfflME 。 lnH"l     
正常下位血圧 り o- に g スけ 肝 - 舶   
収寓期百 血圧 l %ll0 @" く ㏄ 

z 高血圧毒舌 の '@ ス @ の Ⅰ 別化 

血 E 分転 軽症 百 血圧 @ 椰 % 高血圧 血 % 高血圧 

血圧 以丹の '1 スウ ミヨ @l@n- Ⅱ @llgm0-@@ 冊セ 1 @1@-1@l 旧 @- り琉 Ⅲ [l l@ 旺 0@ Ⅰ l1 簾川 9l                     
すと ．か @ あ ろ 

@B@ 右 @ 王手会す エ 店下 仮 ガイ。 ラ @ ン， T 。 r"     

一 ll4 一 
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@,@ 飲酒 

 
 

  
飲酒は．二つの 方向に作用する・ 一つは比重が 円 い @ ポ たんぱく ㎝ D 口 

を増加させる 作用で・これは 動脈硬化を軽減させる。 これ三逆に血圧を 上 

    ブる 効果もあ り・血液 凝畦能や 練磨系の変化． 脳血 缶の収縮による 涌 血流 

の 低下など多彩な 作用 捜 序を介して 脳 五 % 疾患や動脈硬化の @ スクファク 

ターとなる。 入山町 胡杢 @ によれ ば ．男性を．その アル = 一 ル 摂取 且 @ 
本栖 ナに 換算 l によ = て ・非飲酒者・ l 日い合未満の 少 且 飲酒者．Ⅱ 合 

以上の多士飲酒肴 の 3 群に分け・ り 年間の追跡期間中の 脳梗塞及 び 脳出血 

発症率との関係をみると n 世 出血発症睡は 飲酒 レペ       上昇とともに 増加し   
い合 未満の少 里 飲酒の レ - ン ても有意に高かった。 一万 少且 飲酒昔の脳 

梗塞発症率は 井飲酒者より 若 @ 低く 逆に多士飲酒者でま 増加した         
傾向は ラクナ 梗塞で 強 < 上 せ飲酒者と多士飲酒肴の 間で有官差を 認めた   
つま @   少丑 飲酒は ラクナ 梗塞に対して 予防知県を有することか 示唆きれ 

  

  

  

相     
対 

向 @   
竣   
度 l 度 @ 

( 症例数 l (% ㏄ 1             l 』 a5l l 症例数 ) (1063) (373;             
          ㍉ ギ           Ⅱ イ   ア ルニール (@ ノ日 1 

図 6-@ 脂 出血 l む 及び脳梗塞 1 り 共生に対する 他の危険因子を 

鯛捜した後の ア ルニールの相対危険 度   
(,,) 喫煙 

欧米では・喫煙は 脳血 笘疾志 の 三な @ スクファクタ 一に掲げられているが   
我が匡では喫煙と 脳血管 疾 恵の間に有意な 関 係 を詔 めた疫学調査はほとん 

どなかった。 久 Ⅱ 町 調査 @ によれ ば ・男性では． @ 目凹 末 未満の少 肚 喫煙 

者は・非喫煙者に 比べて脳梗塞 雙症率 が有意に高かったとされる．しかし． 

喫煙レベルの 上昇とともに 発症 申 はほ少し・非喫煙者と 差を辞めなか @ た 。 

n 単 梗塞のタイブ 別 ．にみると   ラクナ 梗塞の発症率は l 日 ㏄ 本 未満の少二典 

短 者で妓も苗 @   膿 - け 木の喫煙レベルでも 有意差が 卸 められた。 また   
喫煙は血液凝固因子の 増加．血栓形成の 尤進などの機序を 介して脳梗塞に 

影 卸するのではないかとい 3 考えもあ る       
(=l 高脂血症 

血液中の = レステコール．中村脂肪などは．脂肪の 腸管からの吸収．肝臓 

における合成・ 末梢 組地 における本田、 また   脂肪 組械 として蓄えられる 

などの絶えず 前功する代謝の 流れの中で・ そ の一つの断面を 観寂したもの 

であ る   
過食する 者 ・ 脂 妨を多く 択 る者は   血液中の @ レステロールや 中 陸 脂肪；   

高く                                           脂肪は水に溶 , す ないので．血液中の = レス 

テ コール ぱ ． ナぺて微 Ⅱ   な 脂肪粒子の表面をア ポ たんぽ < が苦 @ よ                 

  



      

を とつ ており   この複合体であ る @ ポ た月 ツ 亡くに @@ ろ @@ ろな種類があ る   
比重が高       @ ポ たんぱく (HD け と土色が低 tl@11 ポ たんぱく (LDL)           
    7 られる。 LDL @ こ 含ま @1 る     レステ " 一 ルは ・動脈壁に取り 込まれて動脈 

硬化を促進する。 HDL に含まれろコレステロールは                             
                                        ・ ． i@@L*;f@Wt@!   
したが @ て ・ LDL = レステロールの 高値か 劫脈硬ヒの @ スクプアクター と 

考えてよ @     
( あ l 肥満 

肥満 は ．さまざまな 生活習慣病を 引き起こす温床となる・ 脳血管疾患． 虚 

血性心疾 思 ．高血圧・糖尿病などはいずれも 肥満が要因となるこ             
かにな = てきて @@ る                   それらは相エ @ 問連 しな @s ら 進行する。 従 

束生活 習候病 と呼ばれる病気の 多 < は ・肥満の克服で 治ろとさえいわれる   
これらの病気 け ．かなり進行しないと 自党症状が現れず・また・ 発症して 

から肥満を解消しても・ 病気を治すのは 難し ハ ことが 多 ，     肥満の入かみ 

な短命であ るりげではないが・いるいるな 鯛 空から       肥満があ ると病気 

を 併発し や す @ . 死亡卒が 高 @ なることは明ら 力   であ る。 肥満 度 ポプラスⅡ 

% 以上になると・ 合併症の危険が 自立 = て 古くなるといわれている・ 肥満 

の人の発症率を 棟単体重の人と 比べると・ 塘尿病は約 j 倍 ．高血圧は約 35 

倍古くなるといわれる       
[@l 糖尿病 

糖尿病患者には 血管系の合併症が 多発する傾向があ る。 高血糖による 五 % 
障害は細小止苧を 特に 侵 しやすく   網膜や腎臓の 細小血管障害が 高頻度に 

発生する。 下肢の閉塞性血管 陣 育として 問 軟性政行や接死を 起こすことは 

良く知られていろ。 追跡 鯛査 によ = て       糖尿病の有無で 脳血管疾患の 発 

症ヰを比較すると・ 脳梗塞発症中は 糖尿病 群 に下 く ( 図 s 一 %. タイプ別 

にみると・男性では ラクナ 梗塞が・女性で は 動脈硬化性血栓性脳梗塞の 発 
症 率 が高 @     また・ _ の傾向は糖尿病のレベルが 上昇するとともに 顕著に 

なるとされて @ る   

  

肘 桂田 茄 1 状 l% 眠性心曲 病 

対 i0oa 人ヒ 対 l0@n 人生 

l 缶側杖 1 (1 593)             (260) @ 例数 1 [lrf69:693     (474) (260) 

エ常 旗弁 型牡床届 棚尻挿     境界型 接尿構 牡尿病 

図 @-3 耐抽能 レベ @@ 別の脳 梗宰 及 び 古血性 @ 肺病発症 車   
(1.1 ス @ レス 

過度の肉体労働・ 構神 的緊丑の持続・ 興甘 ・不眠．親しい 甘 との死別・離 

婚．失業・破産などのし   身の負荷が脳血管疾患の 原因とな @ 行る力に う い 

ては・その開存 は干 恕されるものの． ス @ レスの 肝 何方法が確立しておら 

ず・また・個体差が 大きいことから・ 学問的な 衷 づけは難しいのが 現状であ 

    しかし・ストレスを 引 き 起こす ス @ レソ サ ーは ．中枢神経系・ 自律神 

経糸・内分泌吊り 変故 を 起こ @   その総合効果が 循環器系 こ 影響を及ぼす 

ことは明ら 力 , であ る   したが @ て ．肉体的な負担． 帝 神曲 ス @ 1@ ス 及 び疲 

労の寸和などが 脳血 告 疾患発症の原因となることも 示唆される。 百た・   
ンタル - ハスの面 力ら 見た場合・ライフスタイ               ス @ レス及び 疲 

労の宙 積に 対して・的確な 対策を取っているものと． そ @ でないものとの 

間には脳血 甘疾 庄の発症に有意の 差を囮めたという 報告 ' もあ る，将来．   
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(4l 脳血管疾 患 にたする @ スクノ ア クタ一の相対 @ スク ないし オ クズ 比 

以上述べてきた 脳血 笘 庚申・特に脳出血及 び 脳梗塞ないし 両者を合わせた 脳卒 

中に対する l07@ 年から現在までに 報告され・入手できた 個々の @ スクプ ァ クタ 

一の相対 @ スク な @@ し オンス比を表 6 一 3 にまどめた。 

古血圧 は ・脳血管疾患・ 特に脳出血の 貢 婁 な @ スクファクタ 一であ ることは 前   
近したが．相対 @ スク ないし オソズ 比は z- 7 とする報告が 多 @   また・拡張期 

血圧 及ぴ 収縮期血圧とも 高いほど @ スク は人となり   拡張期血圧 l い - 
              .  iR@SBdLlE  ISOmmHg  y,@-C'(t                                                 
クと たる。 また・高血圧の 治療によ @ 血圧 をニン @ ロール丁をと・ @ スク に l ノ   
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示した   
飲酒も l 日の様散テ に 比例して @ スク を上昇させ． @ 日 3 合 以上の飲酒では @ 

スク は 4-6 倍となる : 図 6 一カ   
喫煙も l 日の喫煙 ホ 故に比例 L て @ スク を土井させ．特に 脳梗塞に対しこり 強 

く影 挫 する   
  高 脂血症の影 牡 はあ ま @ 大きくない カ       肥満の @ スクはり - 2a 倍で・また   
  糖尿病の @ スク も 1 5-49 倍であ る・代表的な 報告例を叉 5 一 3 に 示す   
  ス @ レスに関しては・ 業務ニ皮       日常生活の ス @ レスを含めて 報告は少たく   
  報告例では相対 @ スク は lj であ = た   

@ も膜下出血 て 対する個々の @ メクフ アクタ一の相対 @ スク に関する報告は 少 

ないが・入手できた 報告を表 6 一 @ にまとめる・ 高血圧・喫煙の 彬柴は大き (   
高 血玉と喫煙及 び低体 貢が 宜 なろと相対 @ スク は男性で 6s7. 女性では @@3 とな 

ること @     報告きれて @   6   
個々の @ スクフアクタ 一の相対 @ スクた       - オノズ 比は以上述べたとお @ であ 

      いずれも力なりの 影 甲を与えることが 報告されている ；       これらの要因 が戸 

                                                                                                              古血 

圧・糖尿病・ 喫煙・   @   電図異常・不整脈その 他の心血 竹疾 らが一人の人にみら @   
た場合の 1o 年間の n 箸 卒中 @ 忠の相対 @ スク は ¥n 倍 との報告があ る・極めて 強   ,   
影 甲を与えられる ヒ 考えられる   

表 6 - こ 弾 血甘ま 慮に対する '@ スクフアクタ 一の相対 '1 スク               
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において   商坤者は 若年昔に比して．他の @ スクファクターを 有する 申 @     
低下 テる ' とが知られてお @. 加齢のみが危険因子であ ると判断せざるを 

得ない例も存在する．心臓性突然死の 年齢分布では・ 耶 - で 板に ビ - ク @     
あ る   

(@) 家族歴 ( 造仏 ) 
家族の中から 同じ 疾邑が 続発しても． : Ⅰれだけでは _ の 疾阜が 遺伝性であ 

ることを意味しな         r 家族見積性 J の 原因は．しばし ば追伝 であ るよ       
共通の生活 習濱 にあ る． 若 午時に井丑の 疾さを発症した 場合は．遺伝的形 
押 についても検討てる 必要があ り・虚血性心疾忘の 場合・㏄ 歳 程度を基準 
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肥大型心筋症．先天 世 QT 症候群及びブルカ ダ 症候群については 原因遺伝 

子の解明が進み．心臓性突然死の 家族歴は極めて 且要 であ る。 

[=1 人種 

族もの発生状況には 地域差、 人柱差がみられる ，詳細な研究から． ノ 、 種差 

とみられたもの @       実 味に は 他の条件の相違による _ とが判明することも 

  あ る。 例 えは       ブ イ -0 日系移民は・ 1 世では日本式生活 習五が 比較的 温 

  存きれていたが． z 世 ． 3 世 と年月を経るにうれ て ．米国武生活に 移行した・ 

    一方． カ       7 オルニア - の 移民は・ 庄 傍出多数の米国人の 中で速や九               
  木さ来の生活習慣を 失った．その 結果．人種的には 同一の日本人の 中で・ 

    ワ イ @ の 移民 群 では脳血 卸疾 急が大幅に低下 -   し 力も虚血性   @   疾臆の 

増加を栂めなかった。 近年． 2 世のⅡで と @ やく白人に近い 心筋梗塞 努症 率 
を示すに 至 @ た ．一方．カルフ オル = ア 0 日系人は・ 朋 血管 疾 意は減少し 

たものの虚血性心疾思は 急増した   同様の現康は 生活習慣が変化した 位の 

多くの人種の 移民につ ハ ても報告     きれて @' ろ                             
は．人種 よ @ も 生活 習遁が 大きな 形 苧を与えると 考えられる   
欧米における 心眼性突然死のほとんどは 冠 [ 吠 @ 動脈 疾摂 であ る ヵ         寒邦で 

は．ブルカ ダ 症候群を含む 特発性 い 宣行動が多いのが 特徴であ る   
フ 是正可能な ソスノ ノアクター 

い 1 高血圧 

                  轄状 硬化 よ @ 和 小功 脈 硬化を起こし や す <. 虚血性 t 浜舟 と 

の開達がみられる．一般に 軽症高血圧では 関連が低いが． 声 痘苗血症では 

宝 要 な因子となる                       る ・隆三席法の 効果を検討した 多くの子 
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        喫煙 

紙巻たばこの 喫煙は   肺がん ヤ 慢性気音 文 炎の原因となるのみでな < . 色 

桂心筋梗塞や 急死の @ スクフアクターともなる．喫煙習慣 と 虚血性心疾 思 

の発症 串             さ ・強い相門 が 辞められて l 、 る ．禁煙による 虚血桂心 zS 恵の努 

症 減少効果       数年後には得られることが 証明 @ きれている。 喫煙は． 冠 [ 状 l 
動脈軍縮の引き 金になる     

肥満は．高血圧                                                 " 塘 "" 宮な 

どを合併することが 多く． 減且 によ @ @ スクファクタ 一の改善が行られる   
近年における・ 摂取 力に @ 一皿増加 と消俺 エネルギ - 撰威 少の生活スタイ 

  レは ．肥満者を増加させつつあ る・肥満吉は 耐 糖能畦 害を合併している 率 

も高く．糖尿病の 干 僻軍 でもあ る   
また．肥満の 人の発症率を 標 拮体 且の人に比べろと・ 虚血性心疾をは 約 2 
% 高 < なると @ われている   

(-l 活尿病 

糖尿病患者では   虚血性心疾思の 発症 す る頻度は男性で z 倍 ・女性では 3 
倍苫               その 捜序 には・南面 梼 ・血小板機能市進・ 酸化 ス       レス惇の多 

くの要因が開運していると 考えられている・ 糖尿病双状 臆と 考えられる 耐 

糖詰陣容あ る           古 ノンス @ ン 血症例では． 担満 ． 高 血圧・南中性脂肪血 

症 ． 高 尿酸血症の複数の @ スクフアクタ - を 併せ持つことが 多 L             
の ファクタ - を 有する例では．心臓性突然死の 発症 申 が南 @     

(,) 高脂血症 
脂肪は水に溶けないので． 血 夜中つコレステロール         すべて微小な 脂肪 

粒子の表面をアポたんぱくが 枝ぅ -       な形をと @ て む @   この複合体であ 

る @ ボ たんぱくの比率や 租題を異にする @ ポ たんぽ < が 区別でき る 。 その 

中で脂肪粒子 @           さくアポたんは < A の 比申 が市 く   全体としての 比重が 

高い古比色 @ ポ たんぽ @ lHDL. 脂肪分の % 台 が而い 低化ヰ @ ホ たんぱく 

(L3L)   = レステロールが 少な @ 中性脂肪を主とする 粒の周りに アホ たん 

ぱくがつ @   てハる 極伝比色 @ ボ たんぽ < (VLDLl が区別し得る ヵ       それぞ 

れ 役割を異にする。 低比重 ソポ たんぽ < に 含まれるコレステコ 一       ま ・ 車 @ 
脈 壁 に取 @ 込まれて動脈硬化を 促進する     
菟症串 にば．正の相関かみられる。 五 %= レステロール 値がり 師ノ Ⅲを超 
えると．虚血性   し疾 昔の発症血方墳 加 して < る 。 HDL に含まれる @ レステ 

          さ ．末枯組織からコレステロールを 除号する 倒 さを有してお @       
れが 抗 動脈硬化年月として 働 <             レステロール 値 低下によ @ ても   

    



      

虚 血性   @   床柱発症率が 増加てることが 認められており・ HD. = レステ =- 

八の低値 ( く Ⅱ m 幽 りも @ スクファクターとして 評価される．特に． ョ本 

人にお。 ' て @ ま ． 低 HDL " 。 ステ P ル 血症 1 ュ ・ 両 "D" " 。 ステ 叶ル 血 

症と同等あ る @@ はそれ以上に 重要な @ スクフアクタ 一であ るとの指摘。         
あ る。 

l.nl. の変異種とされる @ ポ たんぱくであ るけ (a) は．粥状硬化を 促進する 

独立した @ スクフアクタ 一であ @ . その値に遺伝的に 規定されて お り・家 

族歴のあ る例での測定が 必 姜 であ る・ 

最近 多 @ の 介入試 碩 によ @ . 食言あ るいは薬剤による 治掠で = レステロー 

  レ 値を正常値まて 下げるこ     :@ っ @. 一次予防．二次予防においても   :   
事故発生を約㏄ - ㏄ % 減少させることが 証明され，ている             

ひ 1 ス @ レス 

業務以外の市神的 繋 張の持続．興奮．不眠                           硅 短など 

の精神的タ荷が 心疾もの原因となり 得るか こ                 その関与 か 推定で 

きる例もあ ろ @       すべての例でそ㏄ 関連を判断するのは 容易でな @           
理由に   研究 万 援の困難さを 挙げることができる。 第一に   発作の引き金 

と @ てるような短時間で 消えてしま @ 要因は正確なデータを 多数集めろこと 

が難しいことであ る・ 第こに   7. @ ンス押伍方法が 確立 し て       な @' ことで 

あ る。 ス @ ノソ サ ーは ・中枢神経系・ 自律神経系・ 内分泌系の変調を 起こ 

    その総合効果が 循環器系に影 菩そ 及ぼす。 その 待果 ．発作の引き 金役 

を果たすことは 十分に考え行ろことであ る   しかし．ス @ レ ツサ 一に対す 

る 生理学的反応には 個体差が大き < . 同一の外部要因に 対する反応の 程度   
      ターンも個人によ @ 異なる。 第三に   ス @ レスと発作の 因果関係評価の 

国施さであ る・自然経過の 中で発症したの         発症時の ス @ レスが引き金 

であ = たの @@ を客観的 i こ 判断ができない 例も存在する   
また・ス @ レスそのものよ @. ス @ レスを受ける 個体側の要因に 右目して． 

A 型付 勒 様式例の男性で・ 虚血性心疾患の 発症 申 が高いことが 報告           
ている。 A 型行動様式 ヒは ・短気で・ 攻檸 的で・感情が 激しやすいタイプ 

で ・周囲をあ ま @ 気にせず @ イパースで情勢に 一言一玉した                             
勒 様式とに分類する   

過労は身体的 ス @ レスのみならず 精神的 ス @ レ y. 状旗 であ @. 突然死の大 

きな修飾因子とたる               一七。 過労時には内分泌系 ヤ 自律神経系の 反 

応が生 じ   特に交感神経の 強い反応によって カテ = 一 ルアミンが分泌され 

その 緒果 ・致死性不整脈は 生じやす @ なそ ・また   飲酒．喫煙． = 一 さ一 

                          睡眠不足や変則動務など 生体 @ ズム の乱れは 不 珪肺発生の 

碗発 な     @ 増悪因子となる   

  

    精神 状括   

図 6-4 @ 室細別発生の 3 要素 

心脇の電気的不安定性 ( 主に虚血桂心疾 思 1. 日常生活に影 螢ナる 

帝 仲伏 廿及 U@; 唯 今 となる 抽 神力 @.5% 社会的 1 要因     F 心 , 室 細動   
(@) @ あ @ 永弦 @du@@E 

ノラ ? ンガム研究       では・男桂痛風患者は 血血性心疾志の 発症 牢が 2 倍 

増加したことが 報告されている   - かし・ 高 尿酸血症そのもの @ 盧 血性 心 

疾 思の発症に直 扶 関与するの；     古 頻度に合併する 高脂血症．高血圧． 桔 

尿病 ・肥満等の影 甲 なのか明らかでない 点があ る   
[@ その他の因子 

運動不足・経口避妊薬の 服用．先天的 凝 有国 @ 異常．高木 モ システン血症   
蕎 C 一反応性たんぱく ㏄ 鮭 ) 血症年も掲げられている． 

[4l 虚血性心疾 息 に対する @ スクファクタ 一の相対 @ スク ないしオンズ 比 

以上述べてきた 心臓疾患・特に 虚血性心疾患に 対する l98@ 年から現在までに 

                入手できた個々の @ スクプ ァ クタ一の相対リスクない @ オソズ 比を表 

          r まとめた   
軽症の古血圧の 亡 血性心疾 康 に対する影響はそれほど 大き @ ない %     重症の蕎 

血圧の相対 J スク ないしオッズ 比は 3-@ 倍という報告もあ る． 

  



飲酒は・脳血管疾患と 異なつて   @ スク を低下きせる 報告が多 @     
これに対し・ 喫煙の彬再は 大き @   l 日 ⑳本以上の喫煙の @ スク は 7 - @ 倍 

であ る   
肥満 及ぴ 糖尿病の影響はそれほど 大きくないが．女性では @-4@ 倍という報 

告もあ る   
高脂 血症の @ スク は り -26 倍 との報告か多         
業務及 び 日常生活のストレスの 影響は若年者では l@ -2@ 倍とやや低いが   

商蹄 者では 2 上 - ㏄ 培 との報告もあ る   
以上のよ 5 に．多くの個々の 生活 習 接がこ   瞭 疾患の発症の J スクノ ア クターと 

なることが報告きれている カ                                                                       
その 形 雙は極めて大きくなる ( 表 6- の． 

表ト l 虚血性 1 レ疾患に対するリスクフアクタ 一の相対 1J スク                 一菜                 
                    
                                        
              
          
                    

    





Ⅶ まとめ 

      心曲疾患は・その 発症の基礎とたる 五 % 病変 樽 @       主に加齢．食生活．生活環 

黄 等の日常生活による 拮 要因や迫 伝 等の個人に内在する 要因によ @ 長い年月の生活の 営 

みの中で徐々に 形成・進行及 び 増悪するといった 経過をたど @ 発症するもじであ @. 労 

曲者に限らず．一般の 人々の間にも 普遍的に数多く 努 在 する疾患であ る   
しかしなから・ 業務による油色な 負荷が加わること         よ @. 血冑 病変等をその 自然 怪 

過を超えて苦し @ 増悪させ・ 脳     ら臓 疾きを発症きせる 場合があ ることに医学的に 広く 

認知きれて @ るところであ る   
当専門検討会で         このような見地から．現在までの 業務による負荷要因と 脛               

疾患の発症との 関連を示 て 多くの医学的文献を 整理．検討 @ たところ．次のよ @ な 結論 

に 位した   
l 発症に近接した 時期における 業務による明ら 尤   な過重負荷が 脳 ・心臓疾患の 発症 

の 直接的原因にな @ 得るとする考え 方は．現在の 医学的知見に 明 ら」．七 % でき 

るものであ り   この考え方に 沿って策定された 英行 腿定 基準は．妥当性を 持つ       
のと判断する   

2 % 期間にわたる 疲労の許 積が卍 ・七 % 疾患の発症に 影響を及ぼすこ               考えられ 

るここから・ 業務による明ら 方   な過 童 負荷とし             し胆 疾きの発症に 近接し 

  た時期における 負荷の。 ま ；     長期間にわたる 業務による疲労の 蓄惹を考慮す ぺ き 

  であ る   
    3 業務の過 貨 性の評価は．疲労の 蓄積が発症時において 血管病変等を そ の自然経過 

  を 超えて苦しく 増悪させ・ 脳 ・   こ臓疾 思の発症に至らしめる 程度であ = たかと l   
      観点から・発症前 s ；、 月間における 就労 状 熊を具体的かり 客観的に考察して 行 

うことが妥当であ る   
4 具体的には・ 労使時間． 劫 務の不規則性．拘束性．交替制動 務 ．作業環境などの 

堵 要因の関 わ @ や 業務に由来 す 6% 神前 諦 張の要因を柁全的に 評価することが 妥   
  
  
その味．疲労の 蓄和の恩も亘 栗 な要因であ ろ 労 何時間に右目すると．①発症前 l 

か 月山に特に著しいと 認められる長時間労働 ( おおむね @ ㏄時間を超える 時間外 
労働 ) に 継続して従ヰした 場合・②発症前 2 か月間な                                               
著しいと認められる 艮 時間労働 11 か月 当たりたおむね㏄ 時間を超える 時間外労 

働 ) に継枕 して徒ヰした 場合には．業務と 発症との関連性が 強いと判断される． 

6 発症前 l か月間ないし s か 月間にわたって       か @ 当た @ おおむね 4@ 時間を超 

ぇ - る時 由井労働が認められな．、 場合に は ・業務と発症との 関連性が弱 @                 

多色 の @ スクプ ア クダーを有する 者は．発症の @ スク が商いことから．労働者の 健 

康状穏を十分把握し・ 基礎 疾忌 等の程度や業務の 過向性を十分検討し．これらと 当 
眩 労働者に発症した 脳     レ臓疾患との 関連性について 総合的に判断 する必粟 があ 

  
以上の諸点は・ 現在の医学的知見に 照らし   妥当と判断されるものであ る @             

医羊の進歩によ @ 再検討を要するものでめることに 留意する才女があ る   
なお・ 当 専門 検 村会では．本報告 杵 をまとめるに 当た = て ．就労 憩 様による負荷要因 

や疲労の許 荻 をもたらす長時間力働のおお 巨 かな目安を示すことに 上 @ て ．業務の過重 

性の神佑 が 迅速・適正に 行えるよ @ 配慮した   
また・労災保険制度は．不幸にして．業務上の す 由によ @ 被災した労働者やその 世族 

                保険給付を行 う @ のでわるが・そもそも l 過労死 1 と甘 りれるようなことはあ   
                                        したが つて ．そのよ @ な _ とが発生しな @ ために   行政当 

          年次有給休暇の 取得促進・長期休暇制度 D 普及や所定休労働の 削減による労働時 

間短縮の 一 居の促進                   定期 捷尿 診断惇の結果． 謹 ・心臓疾患を 発症する危険が 

苗， @ と 判断きれた労働者に 対する w 改俺廣 診断ヰ絵付制度の 周知友 ぴ 深夜業従事者の 自 

完的 健康診断受診の 舐梅 的な勧奨． 脳 ・心臓疾患等の 予防医療対策の 充実等健康管 珪対 

策の強化に努める 必要があ ろう   
また・ ヰ 業主及び方伯者は・ともに 協 横して労働時間短 楕に 努め．時間覚労働の 限度 

基皓 の遵守・適正な 時間外労働協定の 締結．変形労働時間制． 裁ナ 労働 制 ．フレックス 
タイム 制 帯の導入に当たっての 要件の連中．さらには．健康診断の 受診申の向上．その 

事後 措 田の登底・ 健珪 保持増進や快適職場の 形成などを 図 @ ていく決意と 努力が必要 て 

あ ろ フ ・ 

そして・労働者自身は 億床で明るい 生活を営むための 具体的な自助努力が 必要であ る 

． . とを 盟識し ・生活 習 仮病の減少・ 克服を目指し．その 一次予防 ( 健康な生活 習墳を自 

ら 確立する ). 二次予防 ( 早期発見．早期治療 ) 並びに三次予防 ( 治療．機能回復． 機 

能 @ 篆 ．再発防止 ) に 努める必要があ る         
これらの行政当局・ 労使奴 万 ・並びに労働者宿人のそれぞれの 目標達成によ @         

労死     が 減少．消波することを 期待した @     
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